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序章一研究の課題と方法、研究史、全体の構成

研究の課題と方法

　本研究の課題は、イギリスの初期公共鉄道の生成・発展にっいて、経営的側

面、とりわけ事業構造の変遷との関連から再検討することである。事業構造と

は、鉄道事業全体の枠組み（framework）のことであり、言い換えるならば、

誰が、どのようにして鉄道事業を発起設立し、建設、保有、管理、運営するの

かという、最も根幹に関わる問題である。また、鉄道事業の性格上、政府や議

会による監督、介入については、常に問題となってきた1。鉄道の事業構造に関

する議論は、およそ2世紀前のイギリス公共鉄道生成期（19世紀初頭）から開

始され、今日に至ってもなお世界中の国や地域において続けられている2。

　歴史的視点からイギリス鉄道業における事業構造の推移を考察すると、図0・1

の通りとなる。世界で最初の公共鉄道会社が設立された1801年において、既に

上下分離3およびオープンアクセス4の概念が採用されていた。その後、次第に垂

直的統合あるいはクローズド形態へと移行し、第二次世界大戦後の1948年に労

働党政権により国有化されてから1993年に至るまでクローズド形態が維持さ

れた。そして、1994年以降は、国鉄民営化に伴って、再び上下分離形態へと移

行している。したがって、今日のイギリス鉄道事業における上下分離形態やオ

・一・・一・i vン形態の採用は、偶然あるいは突然の出来事ということではなかった5。

　それでは、なぜ上下分離形態（オープン形態）から垂直的統合形態（クロー

ズド形態）の方向へと移行しなければならなかったのであろうか。また、クロ

ーズド形態への移行が、鉄道会社だけでなく利用者や経済・社会に対してどの

ようなメリットあるいはデメリットをもたらし、特にデメリットにどう対応し

ようとしたのであろうか。これらの問題を明らかにし、事業構造に関する歴史

的議論を整理・再検討することは、今日においても議論の続く鉄道事業構造の

問題を考える上での前提となると思われる。

　本研究は、以上の問題意識に基づき、イギリス初期公共鉄道の生成・発展に

ついて、経営的側面、とりわけ事業構造の変遷との関連から考察を行い、次第
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に垂直的統合あるいはクローズド形態の方向へと移行するプロセスを明らかに

することが課題である。事業構造に関する問題は、鉄道業のさまざまな側面と

の関連から考察されなければならない。以下では、初期イギリス鉄道の生成・

発展に即して、事業構造に関する問題点、課題および研究の方法を明らかにす

ることとする。

　イギリスでは、1801年に議会の承認を受け、世界で最初の公共鉄道（public

railway）としてサリー鉄道会社（The　Surrey　Iron　Railway　Company）が設立

された6。その後、次第に公共鉄道が普及することとなるが、後の巨大な鉄道会

社と比較すると距離数の短い、小規模な鉄道会社であった。また、当時の鉄道

は、牽引力として馬、ロバ、ラバなどの畜力に依存する「馬車鉄道（horse　drawn

tramway）」であった。蒸気機関車（locomotive）がこれらの畜力にとって代わ

るのは、サリー鉄道の設立からおよそ30年後のことである。

　1830年代に入り蒸気機関車の時代を迎えたイギリスの鉄道業は、その後3度

の「熱狂的な鉄道ブ・・一・一ム（railway　mania）」を経て、国内の主要な陸上交通手

毅（inland　transportation）としての地位を確立することとなる。また、19世

紀後半以降、イギリスの鉄道は国内にとどまらず、大英帝国内（植民地、海外

領土など）、大陸ヨーロッパ諸国、南北アメリカ大陸諸国、アフリカ大陸諸国、

中東諸国、さらには日本7を含むアジア・太平洋諸国の鉄道に至るまで、世界的

にも大きな影響を及ぼすこととなった（表0・2）8。図〇－3は、イギリス国内に

おける路線網拡大の推移を示したものである。1852年頃までには都市間を接続

し・次の20年間で網の目のように拡大した様子が窺われる。総路線距離数は、

1852年の6，628マイル（10，605キロメートル）から1872年には13，723マイ

ル（21，957キロメートル）に達した9。

　サリー鉄道以来、イギリスの公共鉄道会社は全て民間の人々によって発起・

設立・建設・経営・運営が行われた。このため、鉄道会社を設立するに当たり、

いくつかの間題に直面することとなる。例えば、鉄道建設には巨額の初期投資

が必要となるため、資金調達は重要な問題であった。また、鉄道敷設用地の買

収は、貴族やジェントリ、教会などの土地所有者との間で常に問題を引き起こ

すこととなる。そこで、前者の問題に対応するため株式会社制度の採用が議会

によって認められ、後者の問題に対応するため議会法（Act　of　Parliament）の

・2・



制定により土地買収に関する権限が法人格を有する鉄道会社に賦与されること

となった。しかし、これらの制度は、鉄道のために新しく考案されたものでは

なく、既に運河事業に適用されていた。経営史家アルフレッド・D・チャンドラ

ーJr．（1977）は、「およそ歴史というものは、事のおこる以前から筆をおこすべ

きものである。このことは、制度上の変革に焦点をおく歴史研究のような場合、

とくに妥当する。」と述べている10。我々は、初期公共鉄道の生成・発展を研究

する前提として、まず前史としての各種交通モードの事業構造（制度）や技術

について論じなければならない。

　公共鉄道会社の生成・発展という文脈において、初期の鉄道会社は必ずしも

新しい事業構造および技術を基礎として設立されたわけではなかった。しかし、

蒸気機関車の発明・改良をはじめとする鉄道技術の発展は、次第に従来の事業

構造（制度）の維持を困難な状況に導くこととなる。特に、「オープン形態」と

いう従来の鉄道事業構造は実質的に困難であることが認識されるようになり、

次第に鉄道会社自らが輸送業を営む「クローズド形態」の方向へと移行するこ

ととなる。クローズド形態は、従来からの輸送手段（道路、海上、河川、運河

輸送など）にはほとんど見られない、鉄道独自の事業構造である11。クローズド

形態への移行の要因については、従来から技術的側面（蒸気機関車の発展）が

強調されてきたが、本研究では技術的側面に加えて、鉄道会社あるいは鉄道業

全体の経営的側面（輸送の効率性や成長戦略の追求、競争関係など）および会

社を取り巻く経済的側面（輸送需要の発展等）についても重視することとする。

　蒸気機関車の導入およびクローズド形態への移行に際して、鉄道会社はさま

ざまな問題に直面することとなった。まず、そもそもクローズド形態とオープ

ン形態のメリット、デメリットを考慮して、どちらがより適切であるのか経営

者は判断を迫られた。したがって、クローズド形態が直ちに支配的な形態とし

て普及・定着したわけではない。むしろ、オープン形態とクローズド形態の中

間に位置する形態（中間形態）を採用する鉄道事業者が多く存在した。いずれ

にしても、オープン形態からクローズド形態の方向への動きに伴い、鉄道会社

は、運行管理や輸送業務を遂行するための組織が必要となった。

　このように、初期公共鉄道の生成・発展を分析する上で、従来の技術および

事業構造からの脱却と、鉄道業独自の技術および事業構造の形成・発展プロセ
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スの重要性がクローズアップされる。特に、鉄道業独自のクローズド形態は、

その後の鉄道事業構造のスタンダードとして、1990年代前半まで支配的であっ

た。本研究では、初期公共鉄道の発展を、技術およびオS－一・・プン形態からクロー

ズド形態への移行という事業構造に関連付けて考察することとする。その際、

鉄道業全体としての視点と共に、個別鉄道会社の視点も重視しなければならな

い。そこで、初期鉄道を代表するサリー鉄道、ストックトン・ダーリントン鉄

道、リヴァプール・マンチェスター鉄道、グランド・ジャンクション鉄道を取

り上げ個別に分析することで、事業構造の変遷プロセスを明らかにする（図表

Ω：4）。また、個別鉄道会社の分析に際しては、議会設立法、議会資料、目論見

書、技師の報告書、The　National　Archives　Kew（英国国立公文書館）所蔵の各

社経営関連史資料、各種新聞記事を利用し、研究を進めることとする。

　個別鉄道会社レベルでの事業構造の分析においては、そもそも誰が、どのよ

うな理由により鉄道を発起し、建設、保有、管理、運営するのかという点が重

要となる。一般的に、交通改良要求の高まりは、まず何よりも当該地域の人々

による従来の交通モードに対する不平・不満を反映するものであった。交通改

良を求める人々の主な目的は、交通の利便性向上および運賃・料金の低減であ

る。鉄道会社が局地的で短距離路線であった頃の交通改良の効果は、沿線地域

が中心であった。しかし、次第に都市間に幹線鉄道が敷設されるようになると、

交通改良の効果は広範囲に及ぶこととなる。そして、初期鉄道の中に良好な経

営成績を達成する会社が出始めると、純粋な交通改良を求める計画から、次第

に投資・投機目的での鉄道敷設計画へと発展する。すなわち、「鉄道ブーム」の

出現であり、早くも1820年代中ごろをヒ゜一クとする初期の投機的計画が出現し、

1830年代と1840年代の二度にわたる本格的鉄道ブームを迎え、結果的に数百

の鉄道会社を乱立させることとなった12。これは、後に鉄道会社間の路線接続問

題（例えばGauge　War）を提起することとなる。

　イギリスの初期鉄道敷設においてイニシアティブを取ったのは、明らかに民

間レベルの人々であり、当時の政府・議会には統一的な鉄道政策や規制政策が

存在しなかった。しかし、1830年代末以降、次第に政府・議会の対応に変化が

見られるようになり、本格的な鉄道規制政策が開始される。例えば、1830年代

末ごろから1840年代中ごろにかけて鉄道業に横断的な各種鉄道規制法
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（Railway　Regulation　Act）が制定された。また、1840年代には、鉄道会社間

の乗り継ぎ利便性の向上を図るため、軌間法（Gauge　Act）の制定や鉄道精算所

（Railway　Clearing　House）の設置が開始された。これらは、従来とは異なる

動きであり、政府・議会の鉄道に対する認識の変化を示すものである。

　特に、競争政策を進めてきた政府・議会は、鉄道会社の合併による巨大化と

オープン形態からクローズド形態への移行（つまり、輸送業務の独占）を問題

とし、その弊害を防ぐための政策の必要性を認識するようになる。言い換える

ならば、鉄道の「公共性」をどのように確保・維持するのかという問題である。

この政策は、商工業者など鉄道の利用者（荷主）からも求められ、1830年代後

半以降政府・議会レベルおよび民間レベルで大きな論争を引き起こし、最終的

には鉄道国有化論争にまで発展することとなる。したがって、鉄道会社の合併

問題や事業構造については、政府・議会の政策との関連においても考察されな

ければならない。自由主義経済思想（laissez　faire）の支配的なイギリスにあっ

て、鉄道の規制強化の方向へと進もうとする背景には、鉄道業に固有の性質や

性格の存在を前提とし、国全体としての自由主義経済体制を維持しようとする

政府・議会の思惑があったように思われる13。政府・議会が、1840年代前半か

ら中ごろを中心に、鉄道会社による合併（地理的拡大）やクローズド形態への

移行（垂直的統合による線路上における輸送業務の独占）をどのように認識し、

どう対応したのかを明らかにしなければならない。

　このように、政府・議会による規制強化の動きと、鉄道会社による合併およ

びオープン形態からクローズド形態の方向への動きは、時期的に一致していた。

つまり、1840年代中ごろを初期鉄道の到達段階として捉えることができる。そ

こで、本研究では、1801年から1840年代中ごろまでを「初期鉄道期」と位置

づけ、この期間を研究対象として設定することとする14。なお、本研究の課題と

方法をまとめると、以下のようになる。

①公共鉄道のルーツについて、最初の公共鉄道会社サリー鉄道を事例として、

　鉄道前史としての炭鉱軌道および運河・運河軌道との関連から考察を行う。

　その際、従来の技術的視点に加えて、公共鉄道の敷設目的や役割、設立法や

　事業構造など制度的視点、地域的視点から分析を行う。
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②初期公共鉄道の経営について、ストックトン・ダーリントン鉄道を事例とし

　て考察を行う。その際、設立目的、発起人、株主、経営者、財務の視点に加

　えて、支線建設（地理的拡張）や旅客輸送の内部化（垂直統合化）など成長

　戦略、事業構造の視点から分析を行う。

③近代的鉄道の条件について、リヴァプール・マンチェスター鉄道を事例とし

　て考察する。その際、設立目的、発起人、株主、経営者、財務の視点に加え

　て、設立法や開業前後の取締役会における事業構造に関する議論の分析を行

　い、鉄道史におけるL＆M鉄道の評価を再検討する。

④政府・議会による鉄道規制政策について、鉄道会社の生成・発展との関連か

　ら考察を行う。その際、1830年代後半以降次第にクローズアップされる鉄道

　独占問題について、最初の幹線鉄道であるグランド・ジャンクション鉄道を

　事例として、成長戦略、特に路線拡張や合併による地理的拡大および中間形

　態からクローズド形態の方向への事業構造の変遷プロセスの視点から分析を

　行う。

　以上の研究を通して、イギリス鉄道事業におけるオープン形態、中間形態、

クローズド形態という事業構造（鉄道事業の基本的な枠組み）の変遷プロセス

およびその背景、問題点、解決方法について明らかにすることとする。

研究史

　イギリス鉄道史に関する先行研究は、極めて多岐にわたる。これらの多くの

鉄道に関する史資料・文献については、ジョージ・オットリー（George　Ottley，

1966，1988，1998）によるA、Bihliography　ofBritish　Railway　Historyに収録・

分類されている15。オットリーの分類は、表0－5の通りであり、鉄道史研究にお

ける多様なアプローチ手法の存在が明らかとなる。
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大分類A　イギリス諸島における鉄道輸送の通史（General且istory　and

　　　　　Description　of　Rail　’lllransport　in　the　British　Isles）

大分類B：特定時期における鉄道輸送（Rail　Transport　at　Particular　Periods）

大分類C：イギリス諸島の地域および州の鉄道輸送（Rail　Transport　in　the

　　　　　Regions　and　Counties　of　the　British　Isles）

大分類D：特殊軌道および牽引車（Special　’lypes　of　Railway　and　Locomotion）

　　　　　・軽便鉄道、狭軌鉄道、産業・鉱山鉄道、ラック式軌道など

大分類E：鉄道工学（Railway　Engineering）

　　　　　・土木および機械

大分類F：鉄道経営（Railway　Administration）

　　　　　・・組織・資金調達・経営・経済など

大分類G：鉄道運行（Railway　Operation）

大分類H：鉄道労働者と生活（Railway　Life　and　Labour）

大分類1（：鉄道と国家（Railway　and　the　Nation）

大分類L：個別の鉄道会社（lndividual　Railways）

　本研究では、上述の課題に即して、必要と思われる分野の先行研究について

取り上げ、論点を整理することとする。その際、①初期公共鉄道のルーツに関

する研究、②近代的鉄道の成立条件に関する研究、③初期鉄道経営に関する研

究、④鉄道と国家に関する研究、⑤日本におけるイギリス鉄道史研究に焦点を

当て、以下で順次検討を行う。

①初期公共鉄道のルーツに関する研究

　初期鉄道を対象とした先行研究としては、Lee（1937）16、Robbins（1962，1998）17、

Lewis（1970，2000）18、　Jack　Simmons　alld　Gordon　Biddle（2000）19などが挙げら

れる。先行研究によると、地域的には、イギリスにおいて最初とされるノッテ

ィンガム近郊のウォラトン・ワゴン軌道（Wollaton　Waggonway）を起点として、

タインサイド（北東部）の炭鉱地域に軌道が伝えられたとされる。また、同じ

ころシュロップシャ（ミッドランズ西部）の炭鉱地域にも軌道が出現しており、

後にこれらの炭鉱地域からヨークシャ、ミッドランズ、南・北ウェールズなど

一7・



の周辺地域に伝えられた。特に、「鉄道はイギリス北東部の子供である」

（Robbins）や「タインサイドは鉄道の実質的な育児室となった」（Lewis）の

ように、タインサイドが鉄道のルーツとして重視されてきた20。一方、産業的に

は、炭鉱業から製鉄業や運河などに軌道の利用が広まることとなった。

　1801年以降、議会法（Act　of　Parliament）により設立が認められた初期公共

鉄道の技術発展は、炭鉱軌道におけるレールや蒸気機関車の改良および軌間が

基盤となったことが上述の先行研究から明らかにされている。しかし、炭鉱軌

道が公共鉄道の技術発展に影響を与えるのは1820年代以降のことであるため、

それ以前の公共鉄道については別に考察がなされなければならない。

　我々は、公共鉄道の生成・展開という文脈から初期鉄道を考察しようとする

場合、従来の技術的視点に加えて公共鉄道の敷設目的、法律や事業構造などの

制度的視点、また地域的視点から分析することが必要となる。この分析を通し

て、初めて初期公共鉄道のルーツを明らかにすることが可能となるのである。

本研究では、鉄道前史としての炭鉱軌道および運河・運河軌道を上記の視点か

ら分析することにより、初期鉄道がミッドランズを中心とする運河・運河軌道

を基盤として生成したことを明らかにする。

②近代的鉄道の成立条件に関する研究

　今日の学会においては、リヴァプール・マンチェスター鉄道を「近代的鉄道

（modern　railway）」の嗜矢とするのが、通説的見解となっている21。それでは、

近代的鉄道とは、どのような条件を満たす鉄道のことを指すのであろうか。例

えば、C．　E．　Lee（1943）は、近代的鉄道の条件として、（a）専用軌道（specialized

truck）、（b）公共輸送の提供（accommodation　of　public　traf且c）、（c）旅客輸

送（conveyance　of　passengers）、（d）機械牽引（mechanical　traction）の4つ

を提起している22。また、Michael　Robbins（1962，1998）は、　Leeの4つの条件

に加えて、（e）ある程度の公的統制（some　measure　of　public　control）を提示し

た23。これらの条件を最初に満たしたのが、1830年に開業するリヴァプール・

マンチェスター鉄道であり、「鉄道時代（the　Railway　Age）」の幕開けとなった

24。一方、Robbinsによると、これらの条件の1つ以上を満たさない場合には、

トラムウェイ（tramway）、軽便鉄道、私的な輸送手段（private　means　of
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transport）などであると論じた。

　LeeおよびRobbinsの提示した条件に対して、湯沢（1988）は、「これらの諸

条件を整えることが必ずしも近代的鉄道業の成立を意味することにはならな

い」と論じ、次のような視点の必要性を提起した25。すなわち、「運河・鉱山所

有者とは異なった新たな建設主体が形成」され、「運河と同様原理にもとつく通

路提供会社の地位から、運送業を兼務しかつそれに伴う諸設備をも備える近代

的鉄道会社に転換することが必要」であり、最終的には「鉄道が技術的・経済

的にどれだけ既存の交通手段と対抗し、それを凌駕しえたか」という視点であ

る。これらの視点に基づくならば、本格的な近代的鉄道業の確立は、個別的・

分散的な鉄道路線から地域的あるいは全国的な鉄道システム（またはネットワ

ーク）の形成が開始される1830年代末から1840年代の到来を待たなければな

らない26。

　本研究におけるキーワードの一っである「事業構造」の問題は、湯沢威教授

の提示した最初の視点に相当する概念であり、従来の制度および技術からの脱

却のプロセス（過程）に重点が置かれる。1830年代以降に見られたオープン形

態からクローズド形態の方向への事業構造の変更は、運河など従来の交通モー

ドには基本的に見られない鉄道独自の事業構造を創出し、1840年代以降次第に

普及することとなる27。また、同じ頃、従来の「地域法・私法（10cal　and　personal

Acts）」による個別鉄道に対する規制に加えて、「公法（public　Acts）」による鉄

道業全体に対する一元的な規制が開始されるようになる28。これは、従来の地域

法による短距離の個別的・分散的な鉄道に対する規制だけでは対応が困難な状

況となり、鉄道業全体を一元的に規制することが求められたことを示している。

言いi換えるならば、1840年代には、公法による規制の対象となるほど、鉄道が

全国的に普及・定着したということになろう。

　我々は、上述の近代的鉄道の条件に関する議論を鉄道の歴史的発展プロセス

に即して捉える場合、個別鉄道のレベルと鉄道業全体のレベルの2つを区別し

なければならないことが分かる。本研究では、どちらか一方のレベルが重要で

あるというような議論は行わず、個別鉄道のレベルで分析する場合でも、最終

的には鉄道業全体のレベルの中でそれをどう位置付けることができるのかとい

う点を重視している。このような視点から見た場合、個別鉄道のレベルでの近
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代的鉄道の出現時期と鉄道業全体のレベルでの近代的鉄道業の確立時期は、後

者が幾分遅れて達成されることとなった。これは、イギリス鉄道業における試

行錯誤の発展プロセスを反映するものであり、必然的な現象であった。

　いずれにせよ、Lee（1943）、　Robbins（1962，1998）、小松芳喬教授（1984）、湯沢

威教授（1988）、Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（2000）による一連の研究によ

ると、最初の近代的鉄道であるリヴァプール・マンチェスター鉄道（1830年開

業）とそれ以前の鉄道との間には、「断絶」があるとの認識で一致しているよう

に思われる。しかし、本研究では、リヴァプール・マンチェスター鉄道の経営

史資料の分析を通して、それ以前の鉄道との事業構造面における「連続性」を

強調することとする29。

③初期鉄道経営に関する研究

　本研究との関連では、事業構造とそれを管理する経営組織の形成に関する研

究が重要となる。まず、前者の最も体系的な研究としては、ジャックマン（1966）

を挙げなければならない30。ジャックマンによると、鉄道の運行システム

（systems　of　railway　operation）には、以下の3つの形態が存在していた31。

1．ロンドン・バーミンガム鉄道（L＆B鉄道）の採用するシステム

　…鉄道会社が提示した条件での利用を決定した輸送業者（carriers）に貨物

　　　輸送の機会が付与され、ワゴンや蒸気機関車は鉄道会社が提供する方式

2．リヴァプール・マンチェスター鉄道（L＆M鉄道）の採用するシステム

　…1と正反対に位置するシステムであり、リヴァプール・マンチェスター鉄

　　　道には法律に従って全ての貨物輸送を行うことが求められる方式であり、

　　　したがって他の輸送業者（private　carriers）は排除される

3．グランド・ジャンクション鉄道（GJ鉄道）の採用するシステム

　　…1と2を組み合わせたシステムであり、鉄道会社はあらゆる民間の輸送

　　　　業者（private　carrier）の線路利用を妨げることはできず、同時に自ら

　　　　も貨物輸送を行う方式であり、したがってあらゆる点において民間の輸

　　　送業者と競争することとなる
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　本研究では、1をオープン形態あるいは上下分離形態、2をクローズド形態あ

るいは垂直統合形態、3を中間形態として論じている。つまり、このジャックマ

ンの分類内容自体については、同意している。しかし、後の章で明らかにする

ように、L＆M鉄道についてのジャックマンの認識には誤りがあり、決して自ら

所有する線路を独占的に利用する輸送業者になろうとしていたわけではなかっ

た。この誤認は、ジャックマンがL＆M鉄道の原資料に依拠せず、議会報告書の

みを参考にしたために起こったと考えることができる。

　また、湯沢（1988）は、Braithwaite　Pool（1844）のパンフレットに基づき、1844

年におけるイギリス鉄道の運営形態について、オープン・システム（上記1に

相当）とクローズド・システム（上記2に相当）という表現を用い主要鉄道会

社を分類している。しかし、Braithwaite　Poolのデータは、1844年時点の運営

形態に関する静的なデータであるため、その変化のプロセスについて捉えるこ

とはできない32。

　そこで、本研究ではS＆D鉄道やL＆M鉄道の原資料に基づき事業構造の分析

を行い、初期鉄道会社の事業構造の複雑性あるいは試行錯誤の過程を明らかに

する。また、本研究では、基本的に設立当初からクローズド形態あるいは垂直

統合形態を採用する公共鉄道会社は存在しなかったとの立場をとっている。そ

して、以下の章における個別鉄道の事例研究を通して、1のオープン形態あるい

は3の中間形態に基づき事業を開始し、その中から次第に2のクローズド形態

の方向へ移行しようとする企業が出現することを明らかにすることとする。

　次に、上述の事業構造とも大きく関係する経営管理組織に関する先行研究に

ついてである。イギリス鉄道会社の取締役会は、閉鎖的あるいは貴族的性格を

特徴とし、強大な権限を持つ取締役メンバーが会社の全般にわたる意思決定お

よびその執行を担っていたことが明らかにされている33。したがって、通説的に

は、アメリカなどの鉄道会社と比べ、イギリスでは「専門経営者」の進出が遅

れたとされる。その一方、ゴーヴィッシュ（1972）は、ロンドン・ノース・ウェス

タン鉄道の総支配人（general　manager）マーク・ヒュイッシュ（Mark　Huish）

を事例として、イギリスにおいても専門経営者の進出は早い段階から見られる

との主張を行った。しかし、ゴーヴィッシュの研究に対して、湯沢（1988，1991）

は、この新たな取り組みを評価しつつも、直ちにイギリス鉄道業全般の傾向と
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して受け入れることはできないと述べ、通説的見解である取締役会の貴族的性

格や専門経営者の進出の遅れを支持する立場をとる。

　それでは、専門経営者の進出が遅れたイギリスの鉄道会社は、どのような経

営を行っていたのであろうか。この点について、ゴーヴィッシュは、1820年代

から1830年代の鉄道経営を「行き当たりばったり（haphazard　practices）」と

評価し、1840年代以降ヒュイッシュのような訓練された専門経営者が進出する

中で、次第に計画された経営（planned　management）に移行すると論じてい

る34。また、上述の通り、1830年以前の鉄道について、前近代的性格や過渡的

性格などと評価されている通り、否定的（ネガティブ）な評価が通説的見解と

して定着しているように思われる。

　一方、M．　W．カービー（1993）は、　S＆D鉄道の分析を通して、従来の鉄道時代

に向かうその過渡的な性格ではなく、1830年以降の産業革命の成熟期における

S＆D鉄道の重要性を明らかにしようと試みた35。特に、蒸気機関車のメリット

に関する国家的な議論に決定的な役割を果たし、また鉄道の開通によりダラム

南部およびヨークシャ北東部経済の発展に大きな役割を果たしたことを重視し

た36。カービーの研究は、確かにS＆D鉄道の経営面における特殊性（例えば、

ファミリー・ビジネス的側面、クエーカーとの密接な関連性、請負方式など）

について指摘しつつも、その積極的な経営の側面について再評価を促すもので

あるといえる。

　本研究では、S＆D鉄道やL＆M鉄道の分析を通して、経営者が実務家である

主任技師（chief　engineer）、法務担当者（law　clerk）、会計担当者（treasure）

などからの報告・助言に基づきつつ、取締役として会社の成長戦略（例えば、

S＆D鉄道による支線拡張投資や蒸気機関車の全面的な採用による運行のr元化

など）を描こうとしていたことを明らかにし、積極的（ポジティブ）な評価を

試みることとする。

④鉄道と国家に関する研究

　初期鉄道に対するイギリス政府や議会による一元的な鉄道政策、規制政策の

不在は、これまで繰り返し鉄道史家によって指摘されてきた。その結果、個別

の鉄道会社が多数設立されることとなった。ジョン・ウェストウッド（2008）は、
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「ジョージ・スティーヴンソンによる初期の先駆的な取り組みに始まり、イギ

リスの鉄道は、世界最高密度の全国的路線網へと発展した」と指摘する（塑

図0・3）37。一方、シモンズ（Simmons，1991）38やCasson（2009）39らは、この

ようなイギリス鉄道業における非効率な路線敷設（特に幹線の重複、すなわち

二重投資の問題）について論じている。特に、Cassonは、従来の定性的研究で

はなく、定量的研究手法によってその非効率性を明らかにし、加えてその非効

率性は従来の指摘よりも高いと論じた40。

　このように、当時のイギリス政府は、国内の全体的な敷設計画を持たず、ま

た局地的な計画を調整することもなかった41。しかし、1830年代後半以降にな

ると、次第に状況は変化することとなる。中でも、鉄道の「独占」が大きな問

題として取り上げられ、委員会を設置し調査が行われることとなった。通説的

には、鉄道独占とは「自然独占（natural　monopoly）」のことを指し、それは結

果的に「地域独占」を導くと考えられている。例えば、グレート・ウェスタン

鉄道は、開通後ロンドン～ブリストル間において独占的地位を保持するように

なったことが明らかにされている42。

　しかし、イギリス鉄道の独占問題について慎重に検討すると、「鉄道」が直ち

に「自然独占」あるいは「地域独占」に繋がるわけではないということが明ら

かとなる。まず、イギリス鉄道の事業構造は当初「オープン形態（上下分離形

態）」を採用しており、鉄道会社が輸送業を営むことはなかった。そこには、線

路上に競争を持ち込もうとする議会の意図が存在しており、議会が承認する通

行料の法定上限制に基づき、鉄道会社が制定した通行料を支払った業者が輸送

を行った。すなわち、この時点における鉄道は、有料道路や運河と同じ位置づ

けであり、独占が問題となることはなかった。しかし、「クローズド形態（垂直

統合形態）」へ移行する鉄道会社が出現すると、線路を独占的に使用して輸送業

を営むこととなるため、有料道路や運河とは異なり、独占が問題となることと

なる。したがって、本研究では、事業構造の変化が、鉄道独占の問題と結びつ

いていたことを明らかにする。

　また、鉄道会社が輸送業を営む場合でも、他社に線路へのアクセスを認める

ことがあった。すなわち、「中間形態」という事業構造の存在であり、この点で

は依然として線路上において、鉄道会社と他の輸送業者間に競争は存在してい

・13・



た。この事例として、ジャックマンはグランド・ジャンクション鉄道を挙げて

いる。しかし、GJ鉄道も次第にクローズド形態を志向するようになり、輸送業

者との間に軋礫を生むこととなった。このように、鉄道が一概に自然独占ある

いは地域独占をもたらすことにはならないのであるが、次第に独占の方向に動

き始めていたことは確かである。加えて、1840年代以降の鉄道会社同士による

合併（amalgamation）が、独占の問題と関係していると考えられる。

　こうして、独占の弊害を回避する必要性から、政府や議会の役割が次第にク

ローズアップされることとなる。逆に言えば、乱立した鉄道を一元的に規制す

ることができるのは、政府や議会をおいて他には存在しなかったのである。こ

うして、国家的なレベルでの自由主義経済体制を維持するために、鉄道の規制

が必要となったという点を強調することとしたい。

⑤日本におけるイギリス鉄道史研究

　日本におけるイギリス鉄道史研究は、どのような変遷を遂げたのであろうか。

学術雑誌等においては、折に触れてイギリス鉄道史に関する研究動向が紹介さ

れてきた。中でも、最初に注目されるのは、小松芳喬（1962）による「イギリス経

済史の一盲点一鉄道史研究の現況」であり、イギリスにおける研究動向の紹介

とその経済史的研究の重要性が主張された43。小松教授は、「機関車の歴史であ

るとか、箇箇の鉄道会社の歴史であるとかは、おびただしい数のものが上梓さ

れている」とする一方、「趣味の歴史とか、装飾用の歴史とかでない、学の名に

値する歴史に限定すれば、イギリスの鉄道に関するものは、その数が少ないこ

とにわれわれは驚かされるのである。」と述べた。そして、「19世紀と20世紀

の経済史の理会には、鉄道は不可欠のものでありながら、その経済史的研究は、

長期にわたってはなはだしく不十分な状態に放置されてきた」理由として、次

の3点を挙げた。すなわち、①好事家による機関車そのものの変遷の研究、②

①に伴う専門学徒の敬遠的態度（「もの好き」と見られることへの恐れ）、③民

有民営時代の資料へのアクセスの困難性である。しかし、戦後になると、鉄道

史研究に新しい胎動が見られるようになると述べ、1953年創刊のJournal　Of

7｝ansρort　Historyを挙げている44。なお、日本におけるイギリス鉄道史研究に

ついては、全く触れられていない。
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　小松（1962）の提起に呼応する形で、イギリス鉄道史研究の重要性を主張したの

が、湯沢威（1971）による「イギリス鉄道史研究の現段階」である45。湯沢威教授

は、日本におけるイギリス鉄道史研究に関して、「残念ながら、アメリカ鉄道史

研究の盛況さに比べ、イギリス鉄道史にっいては、一、二の例を除き（例えば、

川上忠雄『世界市場と恐慌』、1971）、いまだ本格的研究成果は現れていない」

と述べた。すなわち、小松芳喬教授による指摘から9年後のこの頃にも、依然

として日本におけるイギリス鉄道史研究はほとんど進んでいない状態にあった。

しかし、1970年代以降、次第に経済史的、あるいは経営史的なアプローチに基

づく研究が開始される。特に、経済史、経営史的視点からの体系的な研究では、

小松芳喬教授46、湯沢威教授47、中村萬次教授48、金戸武教授49、村田直樹教授50、

北政巳教授51、梶本元信教授52、松村高夫教授53の研究を挙げることができる。

特に本研究と関連する研究は、小松教授、湯沢教授、中村教授、金戸教授、村

田教授による一連の研究である54。

　これらの中でも、経営史研究という点では、小松教授と湯沢教授の研究を取

り上げなければならない。小松教授の『鉄道の生誕とイギリスの経済』（清明会）

は、S＆D鉄道とL＆M鉄道に分析の中心が置かれており、前者の過渡期性と後

者の近代的鉄道としての側面を重視する内容となっている。また、湯沢教授は、

1970年代以降、『一橋論叢』、『経営史学』、『社会経済史学』、大学紀要などに論

文を発表し、それらの成果に基づき1988年に『イギリス鉄道経営史』（日本経

済評論社）を出版された。これは、S＆D鉄道の分析から始まり、19世紀後半の

鉄道会社の経営停滞にまでおよび、19世紀を全般的に取り扱った内容となって

いる。特に、鉄道経営管理組織の形成に関する問題と専門経営者の創出に関す

る研究が注目されるが、それについては上述の通りである。

　また、会計史の視点からの研究としては、中村教授、金戸教授、村田教授の

一連の研究が存在する。外国（英米）においても、これらの鉄道会計に関する

体系的研究は存在しない55。これらの研究は、鉄道会計のルーツを運河会計に求

めており、理由として①多額の資本を要すること、②経営形態が類似している

ことを挙げている。これらは会計学の視点からの研究であるが、本研究では運

河と初期鉄道を法律および事業構造など制度的側面、地域的側面、技術的側面

から分析し、運河と初期鉄道の「連続性」にっいて明らかにする。

一15・



全体の構成

　本研究は、イギリスの初期公共鉄道の生成・発展について、経営的側面、と

りわけ事業構造の変遷との関連から考察を行い、次第に垂直的統合あるいはク

ローズド形態の方向へと移行するプロセスを明らかにすることが課題である。

そこで、本研究は、以下のような構成にしたがって考察を進めることとする。

　第1章「鉄道会社の企業形態と事業構造」では、企業形態や事業構造に関す

る語句の定義を明らかにする。多くの語句については、必ずしも定まった定義

があるわけではなく、したがって先行研究における議論を踏まえて、本研究に

おける定義付けを行っておくことが求められる。また、今日において我々が普

遍的に用いる「鉄道（railway）」という語句についても、そのルーツとの関連

から定義づけを行う必要があろう。その際、初期公共鉄道の生成および発展に

大きく影響を与えた鉄道前史としての炭鉱軌道および運河・運河軌道について

検討し、初期公共鉄道の生成においては運河・運河軌道が大きな影響を及ぼし

たことを論じる。

　第2章から第5章までは、具体的に初期鉄道会社を事例として、その事業構

造の変化との関連から研究を行う。事例として取り上げる鉄道は、最初の公共

鉄道である「サリー鉄道」、一部に蒸気機関車を使用した最初の公共鉄道である

「ストックトン・ダーリントン鉄道」、都市間を結ぶ近代的公共鉄道の嗜矢であ

る「リヴァプール・マンチェスター鉄道」、そして都市間を結ぶ最初の幹線鉄道

として敷設される「グランド・ジャンクション鉄道」である。これらの初期鉄

道は、オープン形態からクロS－一一一一ズド形態の方向へと次第に変化する（あるいは

変化しようとする）鉄道事業構造の事例としてだけでなく、会社経営の成長・

発展戦略を捉える上でも極めて有効な鉄道会社である。

　まず、第2章「公共鉄道のルーツと事業構造一サリs・・一一一一鉄道一」では、最初の

公共鉄道会社であるサリー鉄道を事例として、第1章で論じる鉄道のルーツと

の関連から、事業構造および企業形態を論じ、その歴史的意義について再検討

する。サリー鉄道は、1803年の開業から1846年の清算（廃業）に至るまで、

オープン形態を維持した。確かに、最初の公共鉄道会社として新しい時代を切

り開いたかに見えるが、実際には技術面および制度面（設立法および事業構造）
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において従来の運河会社の影響を大きく受けていたことを明らかにする。一方、

サリー鉄道は、ロンドンからイングランド南岸地域に至る大規模な交通改良計

画の一部として位置づけられ、設立後まもなくすると路線の南方への延長計画

が立案された。この延長計画の背景、プロセスおよびその結果についても論じ

ることとする。

　第3章「経営発展と事業構造の変更一ストックトン・ダーリントン鉄道」で

は、ストックトン・ダーリントン鉄道を事例として、事業構造の変更の要因に

関して技術面だけでなく積極的な経営戦略の側面から論じ、その歴史的意義に

っいて再検討する。ストックトン・ダーリントン鉄道は、当初オープン形態を

採用したが、後にクローズド形態へと移行した。すなわち、内部化（垂直的統

合化あるいは上下一体化）のプロセスを捉えることが可能である。また、経営

面については、経営史的アプローチの採用により、設立経緯、株主、組織、経

営、業績の推移を明らかにし、事業構造変更への影響を考察する。さらに、総

収入の大部分を占める主要輸送品目の石炭に関して、地域の炭鉱開発も視野に

入れ、地域（沿線）経済における鉄道の役割を再検討する。

　第4章「近代的鉄道の形成と事業構造一リヴァプール・マンチェスター鉄道

一」では、リヴァプール・マンチェスター鉄道を事例として、近代的鉄道とし

ての要件と事業構造について論じ、その歴史的意義を再検討する。従来の鉄道

と異なり、旅客輸送からの収入が総収入の半分以上を占め、したがって運行管

理は重要な問題であった。また、産業革命の中心地である二大商業・工業都市

を結ぶ鉄道として貨物輸送も同様に重要であり、国際的な輸送網の一部を構成

していた。通説的には、L＆M鉄道はクロ・一・一一・ズド形態であると指摘されている。

しかし、実際には取締役会が必ずしもクローズド形態に固執していたわけでは

ないことを明らかにし、事業形態の複雑性や試行錯誤的側面について指摘し、

その歴史的意義を再検討する。

　第5章「初期鉄道の発展と経営形態論争」では、初期鉄道の発展に伴って鉄

道が主要な交通手段となる中で、鉄道独占の問題が提起され、国家レベルでの

論争に至る経営形態論争、すなわち国有化論争にっいて論じ、その歴史的意義

を再検討する。イギリスにおいても、国家のイニシアティブに基づき鉄道建設

を推進すべきであるとする鉄道敷設構想は存在した。しかし、結果的には、議
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会法に基づく規制（例えば、運賃の法定上限など）を除き、政府が規制や敷設

に関与することはなく、株式会社形態の民間鉄道会社（民鉄）が多数設立され

ることとなる。民間鉄道の乱立は、後にさまざまな問題を生じさせた。特に、

独占問題は、議会のみならず政府や民間レベルにまで影響を及ぼし、議論が展

開された。これは、鉄道の「公共性」をいかに確保するかという問題であり、

そこには国家（政府）の関与が求められた。本研究では、1840年代中ごろに相

次いで制定された鉄道規制法を初期鉄道政策の一つの到達点として捉え、国家

的なレベルでの自由主義経済体制を維持するために、鉄道の規制が行われたと

論じる。

　終章では、前章までの議論を整理し、初期公共鉄道の生成と発展の特徴を導

き出すとともに、その限界について論じる。本研究では、オープン形態（上下

分離形態）から中間形態あるいはクローズド形態（垂直統合形態）の方向への

移行プロセスとその背景、そしてその問題点について、個別鉄道会社を取り上

げ論じた。ここでは、1844年以降の政府による鉄道政策について、経営形態論

争（国有化論争）の視点から展望を示し、今日においてもなお議論が続けられ

ている事業構造や経営形態に関するインプリケーションを論じることとする。

・18・



謝辞

　本論文を執筆するに当たり、多くの先生方から、ご指導、ご批判、励ましの

お言葉をいただきました。特に、湯沢威教授（学習院大学）には、学部から大

学院に至るまで10数年間の長きにわたりご指導いただきました。また、鈴木恒

夫教授（学習院大学）には学部より、石井晴夫教授（東洋大学）には大学院よ

り今日に至るまで、ご指導を賜りました。さらに、論文審査の際には、梶本元

信教授（帝塚山大学）からもご指導を賜ることとなり、東京までご足労をいた

だきました。この他にも、学会での報告を通して、さまざまな先生方からご教

示をいただきました。この場をお借りして、お世話になった全ての先生方に御

礼を申し上げます。本研究が、これまでお世話になった先生方の期待に少しで

も答えることができれば幸いです。

2010年9月

冨田　新

・19一



1テリー・ゴーヴィッシュ（1986）は、「鉄道企業をめぐる政府所有かそれとも私企業で経営

　されるのかという問題は、その産業の誕生と時を同じく古くから存在していた」と述べ

　ている。Terry　Gourvish，　British　Railways　1948－73：A　Business　History，　Cambridge，

　1986，p．13を参照。なお、この本は、ゴーヴィッシュ教授がイギリス国鉄（BR）から依

　頼を受けて執筆した公式の社史であり、主として経済的、財務的、社会的、組織的問題
　を中心に書かれている。また、教授は上記の続刊として、British　Rai7　1974－97，　Oxford，

　2002およびBritain　’s　Railways，　1997一2005’　Labour’s　Strategie　Experiment，　Oxford

　University　Press，2008を出版した。

21991年に欧州連合（European　Union）は、共通鉄道政策の指令（EU　Directive　91／440）

　を採択した。欧州地域の鉄道改革は、この指令の基本方針に基づき行われており、「民営
　化」とともに「上下分離」や「オ・一一・一プンアクセス」が重要な論点となっている。例えば、

　イギリス国鉄民営化の場合、上下分離形態が採用され、線路保有会社（Railtrack　plc、1

　社）とフランチャイズ制に基づき参入した旅客輸送会社（Train　Operating　Company）

　に分離された。ところが、1994年の民営化以降、イギリス鉄道業では、事故・遅延の多

　発やそれに伴う2001年の線路保有会社レールトラック社の経営破綻などにより、民営
　化手法（上下分離形態）に対する批判や鉄道の再国有化（renationalisation）を求める声

　さえ上がっている。また、今日の日本においては、景気低迷、少子高齢化や人口減少問

　題、自動車・バス・航空など他の交通モード（手段）との競争など、鉄道事業者を取り

　巻く経営環境は厳しくなり、従来のように建設から保有・運営までを1鉄道事業者（第

　一種鉄道事業者）だけで担うことが困難となってきている。そこで、日本でも、地域交

　通インフラ（基礎施設）の建設、保有、維持、管理、運営手法として、上下分離形態が

　注目されている。例えば、2006年3月27日に開業した「けいはんな線（生駒～学研奈
　良登美ヶ丘間8．6キロメートル）」の場合、地元自治体や民間企業の出資する奈良生駒高

　速鉄道（第三種鉄道事業者）が線路や駅施設等を建設・維持・保有し、近畿日本鉄道（第

　二種鉄道事業者）が施設使用料を支払うことで線路等の施設貸与を受け、輸送サービス

　を提供する形態を採用した。その他にも、神戸高速鉄道（第三種）と阪急・阪神・山陽・

　神戸電鉄（第二種）との関係、成田空港高速鉄道（第三種）とJR東日本・京成電鉄（第

　二種）との関係、JR旅客鉄道（第三種）とJR貨物（第二種）との関係などが挙げられ
　る。ヨーロッパおよびイギリスについては、Council　Directive　91／440／EEC　of　29　July

　1991、The　Department　of　Transport，　Ne　w　Opρortunities　for　the　Railways，　the

　Priva　tisa　tion　ofBritish　Rai7，1992、堀雅通『現代欧州の交通政策と鉄道改革一上下分離

　とオープンアクセス』税務経理協会、2000年、クリスチャン・ウルマー著（坂本憲一監

　訳）『折れたレール：イギリス国鉄民営化の失敗』ウェッジ、2002年、『日本経済新聞』

　2001年10月8日付記事を参照。また、日本については、「鉄道事業法」（昭和61年12
　月4日、法律第92号）、第59回運輸政策コロキウム「運輸部門における各種の上下分離
　方式」『運輸政策研究』運輸政策研究機構、Vbl．5No．3、2002年、　pp．63・70、奈良生駒高

　速鉄道株式会社のホームペ・一一・Lジ（http：〃www．nirr．co．jp／index2．html）掲載資料を参照。

3上下分離とは、「自然独占型の公益事業において当該事業者が最終財・サービスの生産に

　必要不可欠な施設…（中略）…を所有あるいは占有する経済主体と、その施設を利用し

　て最終財・サービスの生産を行う経済主体とに分離された態様によって生産活動がおこ

　なわれること」である。日本では「上下分離」という言葉が一般的に用いられているが、

　欧米では「インフラストラクチャーと運行の分離（separation　of　infrastructure　and

　operation）」と表現されている。本来は、後者の表現がより明確で適切であると思われる

　が、本研究では「上下分離」という言葉で統一をすることとする。堀（2000）、pp．109・153

　を参照。

4オープンアクセスとは、「第三者への線路の開放」であり、したがって上下分離形態を伴
　うこととなる。狭義のオ・一一・一プンアクセスは、「線路施設を保有する事業者が線路を保有し
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　ない事業者に設備を開放して鉄道輸送を行う形態」である。一方、広義のオープンアク

　セスは、狭義の形態に加えて、「線路を保有し輸送事業を営む事業者同士が相互直通運転

　（相互乗り入れ）を実施する形態」や「線路を保有し輸送事業を営む事業者が他の事業

　者の保有する特定路線（区間）のみを通過輸送する形態」などを含んでいる。堀（2000）、

　pp．109－153を参照。

5ただし、19世紀初頭と20世紀末の上下分離が全く同じであったということではなく、そ

　れを取り巻く経営環境は大きく異なっていた。特に、19世紀の上下分離は蒸気機関車の

　技術革新がその維持を困難な状況にしたのに対して、20世紀の上下分離は信号や制御シ

　ステムにおける技術革新がそれを可能にしたという点が注目される。また、第1章でも

　論じているように19世紀の上下分離は鉄道前史としての運河の事業構造を前提としてい

　たのに対して、20世紀の上下分離は道路との競争条件の平等化（イコール・フッティン

　グ）やEUの自由競争を軸とする交通政策などを前提としていた。加えて、固定費の高

　いインフラ部分と輸送事業を分離することで事業への新規参入を促し、市場の需要動向

　の悪い状態にある鉄道事業全体の維持・促進を図ろうとした点も重要である。

6湯沢威『イギリス鉄道経営史』日本経済評論社、1988年、p．iを参照。会社の正式名称

　（Name）は、1801年の設立法に定められた「The　Surrey　Iron　Railway　Company」で

　あるが、以下では「サリー鉄道」と表記することとする。なお、初期の鉄道会社の社名

　には、iron　railwayという表現が使用されることがあった。これは、　railが本来的には「木

　製のレール」を示す言葉であったため、素材の区別を明確に示すためにironを用いたと
　考えることができる。すなわち、従来の木製レールではなく、鉄製レールを導入した新

　しい鉄道（iron　railway）ということを明確に示す意味合いがあったものと考えられる。

　しかし、rail自体が「鉄製レール」のことをも示す言葉として普及・定着するようになる

　と、社名からironという表現は姿を消すこととなる。　railの定義については、例えば

　Oxford　English　Dietionary，1989，　Vol．XIII，　p．808を参照。

71872年（明治5年）に新橋・横浜間の官営鉄道に始まる日本の鉄道業は、多くの部分を
　イギリスに依存する形で発展を開始した。この時、採用された事業形態は、「お雇い外国

　人を用いた直轄（官有官設官営）方式」、っまり官営鉄道はクローズド形態（鉄道会社が

　線路を建設・保有し、輸送業を行う形態）を採用していた。しかし、鉄道導入時におけ

　る事業形態の選択肢は多様であり、外国人経営（イギリス、アメリカなど）、政府直営（直

　轄）、民営方式などが存在した。1872年における路線総距離数（官営鉄道）は、およそ

　18マイル（29キロメートル）であった。また、1907年における路線総距離（国有鉄道
　および民営鉄道）は、4，927マイル（7，883キロメートル）であり、全国的な幹線網の整

　備はおよそ完了し、産業として確立したとされる。中村尚史『日本鉄道業の形成：1869

　～1894年』日本経済評論社、1998年、pp．19・71を参照。

8鉄道は、「帝国の手先」として、植民地および海外領土の支配に重要な役割を果たした。

　なお、世界への影響は、技術や資材の提供のみならず、資金調達、運行システム、人材

　などさまざまな側面に及んだ。D．R．ヘッドリク著（原田勝正他訳）『帝国の手先：ヨー

　ロッパ膨張と技術』日本経済評論社、1989年を参照。
9本研究における路線距離数の表示は、マイル表示とキロメートル表示の両方を併記し、換

　算に際しては「1マイル＝1．6キロメー一一・・トル」として換算を行うこととする。

10また、チャンドラー教授は引き続き、「それゆえ近代企業史の研究は、それが成立する以

　前、すなわち、経営者による調整が市場の調整よりも生産的で利益の多いものとなる以

　前に、生産と流通がどのように行われていたかを考察することから始めなければならな

　い。いいかえるならば、かかる歴史研究においては、近代企業の台頭とその持続的な成

　長を導いた特定の諸条件が明らかにされる必要がある。というのは、革新の分析にあた

　っては、それが生じた前後の脈絡を綿密に検討する必要があるからである。」と述べてい
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　る。Alfred　D．　Chandler，　Jr．，　The　Visible　Hand：　The　Managerial　Revolution　in．4mθriean

　Business，1977、鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳『経営者の時代：アメリカ産業における近代

　企業の成立』上、東洋経済新報社、1999年、p．25を参照。

11事例としては多くないが、水路会社や運河会社は、水路・運河を保有するだけでなく、
　一部において自らも輸送業者（carrier）としての役割を担っていた。例えば、　W．　Jackman，

　The　Develoρmen　t　Of　7｝ansport　in　Modern　England，　third　edition，1966，　pp．355・459を

　参照。

12これらのブームは、明らかにイギリスの景気循環と密接に関連しており、経済全体の中

　における鉄道業の位置づけについても明らかにされなければならない。

13高田実「第2章ニュー・リベラリズムにおける「社会的なるもの」」、小野塚知二編著『自

　由と公共性：介入的自由主義とその思想的起点』日本経済評論社、2009年を参照。

14例えば、Lewin（1925）は、1801年から1844年までを初期イギリス鉄道（幽zヶ甜飴ゐ
　Railways）と捉えている。彼は、第二次鉄道ブームを区切りとしている。
15George　Ottley，．4　Bibliography　ofBritish　Railway　H／istorM　2nd　edition，　HMSO，1983

　　（First　edition　1966）　，Abibliography　OfBritish　railway　his　tory：　supplem　en　t：7951－

　12956，　HMSO，1988およびGrahame　Boyes，　Matthew　Searle，　Donald　Steggles，

　Ottiey’s　Bib7iography　ofBritish　Railway　History，1998を参照。また、その後は、　The

　Railway　and　Canal　Historical　Society発行のJourna1　Of　the　Rallway　and　Canal

　Historiea1　Soeiety，　2003－2008において、オットリーらによる分類方法に基づき、前年に

　発表・発行された文献・論文リストが掲載されている。なお、オットリー（1916～2006）

　は、大英博物館（British　Museum）およびレスター大学（University　of　Leicester）に

　おいて、図書館司書をつとめた人物である。

16C．　E．　Lee，　The　Evolution　ofthe　Railways，1937を参照。

17Michael　Robbins，　Thθ　RailwayAge，1998，（first　edition，1962），　pp．11・15を参照。

18M．　J．　T．　Lewis，盈zヶ防odθη丑a17慨a四，1970を参照。　Lewis（1970）は、鉄道前史として

　の炭鉱軌道、運河軌道に関する最も詳細で、体系的な研究である。しかし、炭鉱軌道、

　運河軌道と初期公共鉄道との関連性については、それほど検討されていない。そこで、

　本研究では、この両者の関連性に焦点を当てることとする。
19Jack　Simmolls　alld　Gordon　Biddle（ed．），　The（）xford　Companion　to　British　Railway

　HistorM　from　1603　to　the　1990s，2000，　p．x，　pp．567・568（by　Lewis）を参照。

20他にも、1838年に出版されたOsborns’Grand。Junetion　Railway　Guide，　p，3を参照。な

　お、研究においてタインサイドが重視される理由は、Lewis（1970），　pp．110・111を参照。

21小松芳喬『鉄道の生誕とイギリスの経済』清明会、1984年、p．29を参照。
22Lee（1937）を参照。

23Robbins（1962，1998），　pp．11・15を参照。

24「鉄道時代」は、リヴァプール・マンチェスター鉄道の開業する1830年に始まり、第一

　次世界大戦の勃発に伴う国家による鉄道の直接管理が開始される1914年までと定義され

　ている。なお、アメリカにおける鉄道時代（Railroad　Age）は、南北戦争の終結する1865

　年に始まり、続いて1869年には大陸横断鉄道（transcontinental　lines）が開通して以降、

　本格的な鉄道時代を迎えた。Robbills（1998），　p．5およびJack　Simmons　and　Gordon

　Biddle（2000），　p．412を参照。

25湯沢（1988）、p．31を参照。

26なお、本格的な鉄道業への発展は、鉄道の独占問題と表裏一体の関係にあった。独占の

　問題については、第5章で詳述することとする。

271845年には、鉄道会社による輸送業の兼業を背景に、運河会社にも輸送業を認める法律

　の改正が実施された。

28例えば、1837年における郵便輸送法などがその嗜矢である。
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29これとは別に、会計史の視点から、鉄道会計の起源を運河会計に求め、その後次第に鉄

　道独自の発展を遂げ1868年の鉄道規制法で体系化されるプロセスが明らかにされている。

　例えば、中村萬次『英米鉄道会計史研究』同文舘出版、同『会計史断章』、同文舘出版、

　2005年、金戸武『イギリス鉄道会計発達史』森山書店、1991年、村田直樹『近代イギリ

　ス会計史研究：運河・鉄道会計史』長崎県立大学学術研究会、1995年、同『鉄道会計発

　達史論』日本経済評論社、2001年を参照。中でも、村田直樹教授は、運河会計と鉄道会

　計の関連性について、「運河会社と鉄道会社の会計構造の同質性は、資本の有機的構成の

　高度化から発現するものである。さらに経営組織構造の近似性も重要な側面である。」と

　論じている。村田（2001）、p．116を参照。

30W．　T，　Jackman，　The　Dθvelopmθn　t　Of　7｝ransporta　tion　in　Modern　England，　1966を参照。

　例えば、ゴv－…ヴィッシュ（1972）は、「鉄道の通行料徴収人（toll－taker）から完全な輸送サ

　ービスの提供者への変遷に関する最善の一般的な説明」として、ジャックマンの著書を

　紹介している。T．　R．　Gourvish，　Mark　Huish　and　the　London　（｛｝　North　VVestern　Railway：

　a　study　Ofmanagemen　t，1972，　p．31を参照。管見の限り、この事業構造の変遷に関する

　詳細な研究は、ジャックマン以外には見当たらない。

31M．R．ボナヴィア著（黒田英雄、中田誠二訳）『交通経済学』五島書店、1960年にも同様

　の指摘がある。

32湯沢（1988）、p．156及びBraithwaite　Pool，　Ttven　ty　Sh　ort　Reasons　for　Rallway

　Companiθs，1844，　pp．10・12を参照。なお、本研究の第5章も参照のこと。

33W．　R．　Lawson，　British　Rallways’A　Finaneia1　（｛｝　Commereia1　SurveM　1913及びG．　R．

　Hawke，　Railways　and　Eeonomie（］rowth　in　Englandand　PVales　1840－70，1970を参照。

34Gourvish（1972），　p．258を参照。

35M．　W．　Kirby，　The　Orig7’n　ofRailway　En　terρrise’　The　Stoclkton　andDarlington　RailwaM

　1821－1863，1993を参照。

36後に、S＆D鉄道の石炭積出港であるミドルズブラを中心に、一大製鉄産業の集積地へと

　発展し、S＆D鉄道がそのエネルギー補給路（fUel　artery）として重要な役割を果たすこ

　ととなる。Kirby（1993）を参照。

37John　Westwood，　The　Historica1Atlas　Of　17Prorld　Railroads，2008，　p62を参照。なお、こ

　の本の翻訳は、青木栄一・菅建彦監訳、青木亮・鈴木勇一郎・高嶋修一・冨田新・堀雅

　通訳『世界の鉄道の歴史図鑑』として、柊風舎から2010年9Eに出版された。
38Jack　Simmons，　ThθVictorian　railway，1991を参照。

39Mark　Casson，　The　world’s　ffrst　railway　system　：　en　terprisθ，　comρetition，　and

　regUla　tion　on　the　rai7way　network　in　Vietorian　Britain，　2009，　pp．1－2を参照。なお、彼

　は、幹線だけでなく、わずかに人口が集まる地方部においても過度な路線の密集があっ

　と指摘している。

40例えば、1914年の営業マイル数はおよそ2万マイルであっが、社会的便益（equivalent
　social　benefits）はおよそ13，000マイルから得ることができたと指摘している。

　Casson（2009），　p2を参照。

41Westwood（2008），　p．62を参照。

42Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（2000），　p．328を参照。グレート・ウェスタン鉄道は、

　ロンドン～ブリストル間（115マイル）をおよそ4時間30分で結んだ。一方、駅馬車は
　12時間から15時間を要し、運賃は鉄道より高く設定されていた。このため、1843年ご

　ろまでに、駅馬車運行会社は全て運行を停止したとされる。
43小松芳喬「学会動向；イギリス経済史の一盲点一鉄道史研究の現況」『史学雑誌』第71

　編第11号、1962年10月、pp，85・100を参照。
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45湯沢威「動向：イギリス鉄道史研究の現段階」『イギリス史研究』No．110ct．’71，　pp．6・12

　を参照。

46小松（1984）を参照。
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第1章　鉄道会社の企業形態と事業構造

第1節　企業形態と事業構造

（1）企業形態

　我々の周りには、会社企業、官公庁、福祉団体、病院、学校、寺社、NPO（非

営利組織）など、さまざまな「事業組織（社会的活動業務組織）」が存在してい

る1。我々は、これらの事業組織に、多かれ少なかれ何らかの形で関わりを持ち、

生活を送っている。表1－1は、これらの事業組織の分類（企業形態の分類）を

示した表である。企業形態とは2、本質的には「出資方式の違いから導かれた私

企業の制度的区分」を意味するものであり、具体的には個別企業形態（個人、

合名、合資、株式、有限の各会社）の種別で示されるが、非営利事業組織（協

同組合、公企業）を含む企業の区分として捉えることもある3。

　事業組織（社会的活動組織）は、「経済事業組織」と「非経済事業組織」の2

つに分類することができる。経済事業組織とは、経済活動（事業）を営むため

の組織であり、我々が一般的に会社企業と呼ぶ組織から構成される。一方、非

経済事業組織とは、非経済活動を営むための組織であり、官公庁、福祉団体、

病院、学校、寺社、NPOなどから構成される。一般的には、前者の経済事業組

織を、「広義の企業形態」として捉えている。

　広義の企業形態としての経済事業組織は、「私企業」と「非営利の企業」に分

類される。私企業とは、「私的出資と賃金労働の結合関係にもとつく利益目的の

経済事業組織」を示し、言い換えるならば「営利経済事業組織」あるいは「資

本主義的経済事業組織」となる。一般的には、この私企業を「狭義の企業」と

して捉えている。一方、非営利の企業とは、経済事業組織の中で、私企業には

必ずしも馴染まない「非営利」事業を営む組織であり、例えば公企業（国営企

業、地方公営企業、公社、公団など）や協同組合（消費生活協同組合、農業協

同組合など）がこれに当てはまる。

　狭義の企業形態としての私企業は、さらに「個別企業形態」と「統合企業形

態」とに分類される。個別企業形態とは、私企業を出資方式の観点から分類し
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た類型であり、個人企業、会社企業、有限責任事業組合から構成される。中で

も、会社企業には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社など

が含まれ、最も基本的な分類である。一方、統合企業形態とは、私企業が次第

に結合することにより創出された存立形態のことであり、具体的に業界協定、

取引系列、個別企業集団（資本系列）、総合企業集団などから構成される4。

　以上のように、企業形態（経営形態）には、1．広義の企業形態としての経済

事業組織、および2．狭義の企業形態としての私企業に大きく分類される。中で

も、今日の社会経済において、とりわけ主要な企業形態は「私企業」である。

本研究の対象となるイギリスの初期鉄道会社は、成立当初より私企業としての

「株式会社」形態を採用していた。そこで、以下では、私企業、中でも株式会

社に焦点を当て、研究を進めることとする。

　私企業に分類される株式会社（英：limited　liability　company、米：stock

corporation）は、日本において最も支配的な企業形態である。その比重は、企

業規模が大きくなるほど高まる。また、他の企業形態と比べると、広く社会よ

り大規模な資本を集中することが可能である。

　株式会社の形成には、大きく2つのプロセスが存在する。例えば、個人企業

から創業し一定の規模に達すると、株式会社に移行して資金を外部から調達す

ることにより、さらなる企業成長を果たすことがある。また、創業当初より株

式会社形態として社会から（広く）資金を集め設立される場合もあり、本研究

の対象であるイギリス鉄道会社の場合はこのプロセスに当てはまる。図1・2は、

株式会社（製造業）の資金循環プロセスを示した図である。鉄道業などサービ

ス業の場合も同様に、株主や債権者から資金を集め、その資金を元に路線建設

や従業員を雇い、顧客にサービスを提供することで資金を回収し、利益の中か

ら株主に配当金、債権者に利子が支払われ、残った剰余金は内部留保あるは再

投資されることとなる。

　さて、従来の研究においては、株式会社の次の4つの特質が指摘されてきた。

すなわち、（i）法人格、（i）株主の有限責任制、（ii）会社機関（ガバナンス

構造）、（iv）株式の売買自由である。以下では、それぞれの特徴について論じ

る。
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（i）法人格

　法人とは、自然人以外に、法律上の権利義務の主体となることを認められた

ものを指す。このため、会社の名前に基づいて、契約を結んだり、訴訟を起こ

したりすることが可能となる。一方、法人格が認められていない組織の場合は、

会社の構成員自らの名前に基づき、契約を結んだり、訴えたり、また訴えられ

たりと、さまざまな点において個人的性格が強かった。

　法人格の付与は、特許（勅許）主義、許可主義、認可主義、準則主義などに

基づく一定の手続きを経て行われる。特許（勅許）主義の場合は、発起人から

の請願に基づく国王あるいは議会からの特許状（charter）によって、法人格が

付与される。一方、準則主義の場合は、法律に一定の要件を設け、その要件を

満たす時には官庁の許可を必要とせず、法人格が付与される。歴史的にみると、

イギリスにおいては、特許（勅許）主義から準則主義の方向へと変化が見られ

た。

（i）株主の有限責任制

　株式会社の場合は、全て「有限責任の出資者」から構成されている。すなわ

ち、株主責任の範囲は、株主の出資額を限度としており、「無限責任」と比べる

と相対的に危険性は小さくなる。このため、株式会社は、合名会社や合資会社

に比べると、より多くの出資者を集めることが可能となる。

　第三者に対する債務の弁済については、合名会社や合資会社の場合、無限責

任社員が担っていた。しかし、株式会社の場合には、法人としての会社自体が、

その責任を担っている。また、経営については、取締役会や代表取締役などの

各種機関が形成され、これらによって担われている。

（皿）会社機関

　株式会社には、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役など、会社の機関

が存在する。もともと、会社の機関には互いのチェック機能を有しており、中

でも株主総会や監査役などを通して経営者の職務執行などに対するチェックが

行われてきた。しかし、チェック機能が十分な効果を上げることなく、さまざ

まな企業の不祥事が問題になることも多い。そして、これらは、世界的なレベ
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ルで、コーポレート・ガバナンス（corporate　governance）の問題として、大き

く取り上げられることとなり、チェック機能の強化が図られている。コーポレ

ート・ガバナンスの問題は、欧米と日本では、やや異なった見方が存在する。

欧米では、株主による経営者の監視をいかにして行うべきかという問題が中心

を占めている。一方、日本では、会社は誰のものかという問題を中心にした議

論が多く、欧米より広い意味合いを持っている。

　会社の機関の中でも、特に重要となるのが、「株主総会」と「取締役会」であ

る。株主総会（stockholders’meeting　or　general　meeting）は、株主から構成

される株式会社の最高意思決定機関である。株主総会は、決算期ごとに定時に

開催される定時総会、および必要に応じて開催される臨時総会から構成される。

そして、具体的には、取締役の選任および解任、監査役の選任および解任、財

務諸表（決算書）等の承認、定款の変更、合併の承認、解散の承認などの法定

事項と、その他の定款で定められた事項を決定する。

　一方、取締役会は、株主総会により選任された取締役から構成され、会社の

業務執行に関する意思決定を行う機関である。基本的には株主総会の意思決定

を受け、それを実行に移す機関であるため、経営上の政策決定が行われる。具

体的には、会社の事業領域（事業ドメイン）の決定、垂直統合の程度、大規模

な設備投資の決定など、会社の存続を左右する内容が中心を占める。取締役会

には、定時に開催される定例取締役会、および必要に応じて開催される臨時取

締役会があり、前者は通例、月一回程度開催される。

　上述の通り、コーポレート・ガバナンス論が大きな論点となる中、取締役会

に対する株主総会や監査役のチェックが、十分に機能していないとする主張も

見られるようになった。そこで、チェック機能の強化を図るために、株主総会

の機能回復（株主代表訴訟など）や社外取締役の起用などが行われている。

（jv）株式の売買自由

　株式会社の資本は、多数の小口の単位に分割され、証券市場において証券（株

券）として売買することが可能である。例えば、株主は、当該会社の株価が下

がると、株式市場で第三者に対して保有株式を売却し（投下資本を回収し）、株

主であることをやめることができる。一方、現時点で株主でない人が、当該会
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社の株価値上がりを期待して、株式市場で株式を購入し、株主となることもで

きる。

　株主と会社の両者の間にある要求を満たす株主は、基本的に利益配分にのみ

関心があるため、投下資本の随時回収が保証される必要がある。一方、会社は、

調達した資本を、変動なく、長期的、安定的に使用することが保証される必要

がある。株式の売買自由によって、従来のように社員の入社や退社に関係なく、

株式会社は永続性を持つこととなったのである。

　以上のように、株式会社にはいくつかの特徴がみられるが、これらは株式会

社の創成期より、すべて備わっていたわけではない。また、ある時代において

は、株式会社の発展そのものが阻害されることもあった。しかし、産業革命後、

特に1840年代以降、株式会社形態の発展は着実に進むこととなった。背景には、

鉄道会社の発展と会社法の整備が関係していたことが指摘されている。

（2）事業構造

　株式会社などの企業が成長のために策定する経営戦略（lnanagement

strate　gy）には、策定される組織内の領域に応じて、3っの戦略が存在する。す

なわち、全社戦略（corporate　strategy）、事業戦略あるいは競争戦略（business

strate　gy　or　competitive　strategy）、機能別戦略（functional　strategy）である5。

全社戦略とは、トップ・マネジメントの領域で策定される戦略であり、事業全

体の選択・決定が行われる。事業戦略とは、ある事業領域（部門）において、

他の企業とどのように競争していくのかを選択・決定することであり、従って

競争戦略とも呼ばれる。機能別戦略とは、人事部、財務部、研究開発部などの

機能別（職能別）領域において、全社横断的に策定される戦略のことである。

以下では、全社戦略に焦点を当て、事業構造の選択・決定について論じる。

　事業構造の選択・決定とは、全社レベルの視点から、企業が取り組む事業の

全体構造について決定することである。具体的には、（i）事業の定義、（i）

資源配分の選択から構成される。（i）の事業の定義とは、企業がどの事業を行

うのかを決定することである。一方、（i）の資源配分とは、（i）において決

定された事業を遂行するために、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）をどの
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程度当該事業に配分するのかを決定することである。

　事業の定義は、さらに事業範囲（あるいは企業ドメイン）の決定および事業

ポートフォリオの決定から構成される。事業範囲の決定は、例えば図1・3のよ

うに地理軸、製品市場軸、垂直統合軸の3つの軸から定義される。また、図1・4

は、3っの軸によって定義された企業の規模（三角形で示されている部分）の違

いをイメージ化した図である。3つの軸に沿って広くなるにしたがって、企業規

模（三角形）が大きくなっていく様子が分かる。

　地理軸では、事業展開の地域的範囲が決定され、一般的に広くなるほど国際

展開が行われていることを示す。本研究の対象である鉄道会社の場合は、広く

なるほど長距離路線ネットワーク（路線網）を保有し、より広範囲の地域に輸

送サービスを提供していることを示すこととなる。

　製品市場軸とは、事業がどの産業において製品・サービスを提供するのか、

あるいはどの製品分野において製品・サービスを提供するのかが決定される。

すなわち、製品市場軸は事業の水平的な広がりを示し、広くなるほどさまざま

な製品・サービスに多角化し、一方狭くなるほど特定の製品・サービスに専業

化していることを示す。本研究の対象である鉄道会社の場合は、広くなるほど

鉄道輸送サービス事業以外の分野（例えば、他の交通事業、流通事業、土地・

住宅開発事業、娯楽事業、ターミナルホテル事業など）へ多角化していること

を示すこととなる。

　最後の垂直統合軸では、原材料の調達から生産、販売、アフターサービスに

至るまでの一連のバリューチェーン（価値連鎖）6の中で、どの段階を自社に内

部化（あるいは内製化）し、どの段階をアウトソーシング（外注化）するのか

が決定される。これは、make　or　buyの決定（make　or　buy　decision）と呼ばれ、

広くなるほど垂直統合化していることを示し、一方狭くなるにしたがって市場

を通した調達やアウトソーシングが行われていることを示す。本研究の対象で

ある鉄道会社（線路資産を保有）の場合は、サービス産業であるため製造業と

比べると捉えにくい面もあるが、広くなるほど自ら輸送サービスを提供する垂

直統合企業となり、一方狭くなるほど輸送サービスを第三者に委託する垂直分

離企業（上下分離企業）となることとなる。なお、イギリスの初期鉄道会社が

どのような事業の定義を行っていたのかについては、後に論じることとする。
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　このように、事業範囲の決定は、地理軸、製品市場軸、垂直統合軸の3つの

軸から定義される。鉄道会社の場合、沿線を中心とする地域市場において、鉄

道輸送サービスを提供することとなるが、会社によっては鉄道駅から最終目的

地までの輸送サービス（バス、タクシーなど）を提供したり、沿線住民に対し

て流通サービス（小売業、物流業など）を提供することもある。日本の鉄道会

社はこのように古くから多角化をしているが、一方外国の鉄道会社ではそれほ

ど普及していない。また、近年では線路保有主体と輸送サービスを提供する輸

送主体が異なる上下分離方式（separation　of　infrastructure　and　operation）が

ヨーロッパを中心に採用され7、日本においても一部の路線において見られる。

　鉄道事業の範囲は、地域により大きな相違が見られる。ヨーロッパでは上下

分離方式が普及しているが、一方の日本においては垂直統合形態が支配的な事

業構造となっている。この背景には、各地域における鉄道の歴史的位置付けや

地域的特性、政府による交通政策などが影響していると考えられる。さらに、

同じ地域においても、時代とともに企業形態および事業構造に変化が見られた。

　本研究の対象となる鉄道会社の事業構造については、これまで様々な言葉で

表現されており、また確定した定義があるわけでもない。そこで、あらかじめ

鉄道会社の事業構造に関連する用語と概念を整理し、本研究における定義を示

しておく必要がある。すなわち、「オープン形態」、「中間形態」、「クローズド形

態」、「上下分離形態」あるいは「垂直分離形態」、「上下一体形態」あるいは「垂

直統合形態」などの用語である。

　「オープン形態」とは「鉄道会社自らが輸送業を兼営せず、すべて外部の輸

送業者に委託する形態」であり、一方「クローズド形態」とは「鉄道会社自ら

輸送業を営み、外部の輸送業者を線路から排除する形態」を意味する。また、「中

間形態」とは、オープン形態とクローズド形態の中間的な形態のことであり、

鉄道会社自らが輸送を行うと同時に、外部の輸送業者にも委託する形態を意味

する。すなわち、中間形態の場合は、自らの運行する列車とともに、外部の業

者の運行する列車も、同一路線上を走行することとなる。

　また、「上下分離形態」あるいは「垂直分離形態」とは、「線路保有主体と輸

送主体が分離している状態」を意味し、このため「オープン形態」、すなわち輸

送は外部業者に委託されることとなる。一方、「垂直統合形態」あるいは「上下
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一体形態」とは、「線路を所有する鉄道会社が輸送業も兼営すること」を意味し、

このため「クローズド形態」と同義として捉えられる。なお、表1・5は、事業

構造の概要と各主体の保有資産（ハード）をまとめた表である。詳細について

は、本章第5節において論じることとする。

　続いて、第2節では、株式会社の形成と発展プロセスを概観し、上述の株式

会社の特徴がいつごろ、どのようにして付加されていったのかにつて論じるこ

ととする。

第2節　株式会社の形成と発展

（1）株式会社の形成

　株式会社の起源は、16世紀に成立するカンパニー（company）と呼ばれる組

織にさかのぼることができる8。カンパニーは、国王あるいは議会からの特許状

（charter）の付与によって、法人格（person　in　law　or　corporation）を備えた

会社組織として形成された。そして、法人格の付与（incorporation）に伴い、

公的自治団体としてさまざまな特権を有することとなる。すなわち、①公的名

称（商号）、②公的自治機関、③公的永続性（perpetual　succession）、④共同印

章（common　seal）、⑤訴訟当事者としての権利、⑥土地の保有・処分権、⑦排

他的な経済的特権（特に貿易独占権）である9。また、ギルド的性格を有し、国

家財政と結びつく点においても共通性が見られた10。

　カンパニーには、制規組合（regulated　company）とジョイント・ストック・

カンパニー（joint・stock　company）という2つの形態が存在し、16～18世紀に

外国貿易に従事した商人（団体）の多くは、いずれかの形態を採用していた。

カンパニーの歴史的発展は、ギルド→レギュレイテッド・カンパニー（制規組

合）→ジョイント・ストック・カンパニー（合本制組合）→リミッテッド・ラ

イアビリティー・カンパニー（株式会社）をたどるとされる。しかし、制規あ

るいは合本制のいずれのカンパニー形態を採用しているかについては、国王あ

るいは議会からの特許状から判別することは困難であり、その経営実態に即し

て判断をする必要がある11。
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　制規組合とは、外国貿易を行う商人らによる、ギルド的組合のことである。

例えば、羊毛貿易に従事していたステイプル・カンパニー（Staple　Company、

15世紀）、毛織物輸出に従事した冒険商人組合（the　Company　of　Merchant

Advelltures、16世紀）、バルト海沿岸での貿易に従事したイーストランド・カ

ンパニー（Eastland　Company、17世紀）などが挙げられる。

　一方、ジョイント・ストック・カンパニーとは、後の株式会社（limited　liability

company）の先駆的形態として位置づけられ、極東に至る北東航路に沿った新

貿易地の発見を企図したロシア会社（Russia　Company、16世紀）、東洋貿易を

独占した東インド会社（East　India　Company、17世紀）、大西洋奴隷貿易を独

占したアフリカ会社（Africa　Company、17世紀）などが挙げられる。

　それでは、両会社形態の根本的な違いは、どこにあるのであろうか。それは、

joint・stock（結合資本）かそうでないか、言い換えるならば「資本の存在形態」

にある。制規組合は、多くの独立した商業資本を包括し、これを規制する団体

であり、組合の枠内で個別の商人資本がパートナーシップ（私的資本結合）を

形成し貿易を行うことが可能であった。一方、ジョイント・ストック・カンパ

ニーは、カンパニーの枠内で別々にパートナーシップを結成するのではなく、

メンバーが出資した資本を結合して（joint－stock）、その会社資本に基づき1会

社企業として貿易を行う組織であった。資本の存在形態という点において、2つ

の企業を比較するならば、ジョイント・ストック・カンパニーの方が今日的な

リミッテソド・ライアビリティー・カンパニー（株式会社）に近いことが分か

る。

　しかし、1つの結合資本（すなわち会社資本）のもとで貿易を営むジョイント・

ストック・カンパー（合本企業）は、直ちに現代のリミッテッド・ライアビリ

ティー・カンパニー（株式会社）として捉えることはできない。すなわち、我々

が今日においてジョイント・ストック・カンパニーを「株式会社」と訳すこと

は、会社企業の歴史的発展に即して捉えるならば、厳密には正しいということ

はできない。それでは、どの点において違いがあるのだろうか。ジョイント・

ストック・カンパニーの典型例とされる東インド会社を取り上げ、その株式会

社に至るまでの変遷を論じることにより、明らかにする。
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（2）東インド会社（Ea8t　lndia　Company）

　東インド会社は、1600年12月31日にエリザベス1世（Elizabeth　I）より

特許状を付与され、ジョイント・ストック・カンパニーとして設立された。会

社の正式名称は、「The　Governor　and　Company　of　Merchants　of　London

trading　into　the　East　Indies（東インドとの貿易を行う総裁とロンドンの商人

団）」であり、特許状の期限は15年間とされた。特許状には、全メンバーによ

り構成される決議機関としての総会の設置、決定事項の執行にあたる重役メン

バー（governor・assistants、総裁および理事）の設置、貿易上の各種特権が与

えられた。そして、何より、全メンバーの出資による結合資本（joint－stock）を

擁iするジョイント・ストック・カンパニーとして設立されたのである。

　しかし、設立当初より株式に対する払込みが計画通りに進まず、法律による

強制的な徴収（call、　levy）など促進策も実施されたが、効果は上がらなかった。

このため、設立当初のジョイント・ストック・カンパニーとしての会社企業を

維持することが実質的に困難となった。そこで、払込が可能な出資者

（adventurers）のみから構成される個別的会社企業（limited　joint・stock）力弐

設立されることとなり12、東インド会社という社名を使用して東洋貿易を行うと

いう形態へと変化を余儀なくされたのである。

　1601年の第一航海から1612年の第七航海に至るまで、いずれの航海も東イ

ンド会社の社名の下に、いくつかの商人グループが個別的に出資を集め航海企

業を設立し、帰港すると清算される当座的な企業形態（terminable　stock）であ

った。出資者は、基本的に無限責任制を負っていたが、会社機関は存在してお

り、また株式制の萌芽が見られる点において、後の本格的な株式会社への先駆

的な会社形態として位置づけられるものである。

　1613年の第八航海になると、従来の会社形態に変化が見られた。すなわち、

個別的に存在した企業グループ（各航海、separate　voyages）が、本来のジョイ

ント・ストック・カンパニーとしての東インド会社の下に結集し、一つの会社

企業へと移行することとなったのである。言い換えるならば、「個別企業制」か

ら「合本企業制」への移行である13。合本企業制への移行の背景には、①個別企

業の併存による各種障害の除去という内部的な要因14、および②相対的に巨大で
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永続的なオランダの連合東インド会社（Vereenigde　Oestindische　Compagnie、

VOC）設立・発展という外部的な要因が存在した15。

　1613年に始まる合本企業制は、1657年のクロムウェルによる東インド会社

の改組まで続くこととなる。この間、東インド会社は、「第一次合本」から「第

三次合本」に至るまで、解散と合本という一進一退を繰り返しながらも、従来

の個別企業形態に比べると相対的に永続性を備えた会社組織へと漸次的な発展

がみられた。しかし、実際には1つの会社企業へと完全に至ったわけではない。

確かに、一合本企業の中に数回の航海（general　voyages）が包括されていたが、

それぞれの航海は個別に計算がなされていたようであり、実質的には個別企業

制と同じような状況が続いていたこととなる。本来の意味におけるジョイン

ト・ストック・カンパニーへの発展は、1657年のクロムウェルによる改組を待

たなければならないが、その変化の兆しは1640年代以降に始まっていた。

　イギリスにおいては、1640年代前半に始まる一連のピューリタン革命によっ

て、従来までの絶対王制に代わり、近代的な民主制へと漸次的な移行が進んだ。

この間、絶対王制と密接に結びっいていた東インド会社は、大きな影響を受け

ることとなるのである。まず、変化は出資者総会（general　court）において見

られた。1640年代に入ると、カンパニーの役員（総裁および理事）による従来

の専制に代わり、次第に総会の民主化が進展することとなり、最終的には1657

年に賦与されたクロムウェルの特許状に基づく改組に伴い16、「完全な民主的総

会」に移行したのである17。

　総会は、従来のカンパニーの総会に代わり、「出資者総会（general　court　of

adventurers）」もしくは、「出資申込をなさんとするすべての人々の総会

（general　meeting　of　all　those　who　wish　to　underwrite）」となった。役員は、

この総会における投票に基づき選任されることとなり、投票制度も従来の「挙

手制」から「無記名投票制」へと変更された。さらに、投票に際しては、出資

額に従って投票するものとされ、500ポンドごとに1票が与えられていたが、

500ポンドに満たない出資者は相互に結合することでその代表者が1票を獲得

することが可能とされた。

　この時点で、先述のとおり、東インド会社は完全な1っの会社企業、すなわ

ち本来の意味におけるジョイント・ストック・カンパニーとなり、その個別的、
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当座的な性格は完全に姿を消し、永続的な会社企業へと移行したのである。一

方、依然として出資者は、基本的に無限責任を負っていたようであり、後の「株

式会社」形態には至っていなかった。株式会社への移行は、1662年のチャール

ズニ世（Charles　II）による『破産者に関する布告の条例（AN　ACT　declaratory

concerning　Bankrupts）』を待たなければならない。

　1660年の王政復古により、イギリス史上唯一の共和制（1649年～1660年）

に終止符が打たれることとなったが、社会全体としての民主的な方向への流れ

が停滞あるいは後退することは決してなかった。国王に即位したチャールズニ

世は、クロムウェルの賦与した東インド会社に対する特許状（1657年）を破棄

し、1661年に新しい特許状を賦与した。チャールズニ世の特許状は、実質的に

クロムウェルの改組をさらに推し進めることとなり、結果的に東インド会社は

さまざまな点において「近代的株式会社の諸特徴」を備えるに至るのである。

　チャールズニ世の治世下における最も注目すべき変革は、『破産者に関する布

告の条例』（1662年）の発布であった。この法律の内容は、「出資者の有限責任

制」を規定するものと解され、東インド会社をはじめその他のジョイント・ス

トック・カンパニーの出資者にも適用されるものであった。さらに、1665年に

改正された東インド会社の『設立趣意書』において、「各出資者が会社に対して

負える負債については彼の出資金および配当金が、責任にあてられるべきであ

って、この負債または約定が完済されるまで留置される」との規定が見られ、「全

社員の有限責任制」は確立していたと評価されているのである。

　東インド会社の設立・発展を企業形態の側面に沿って捉えるならば、①従来

の「個別企業制」から「合本企業制（本来の意味におけるジョイント・ストッ

ク・カンパニー）」への変化と、②ジョイント・ストック・カンパニーから株式

会社（limited　liability　company）への変化という二投階に分けることが可能で

ある。このように、歴史的な発展に即して捉えると、ジョイント・ストック・

カンパニ・一一一・・を直ちに株式会社と定義することは適切でない。いずれにしても、

この頃からジョイント・ストック・カンパニーは、現在の株式会社と同じ性格

を備えるに至ったと考えることができる。すなわち、「法人格」・「永続性」・「出

資者の有限責任制」・「民主的な株主総会」・「株式の証券化と自由流通」などの

特質である。
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　これらの特質を背景に、東インド会社の株式に対する投資が活発に行われ、

株価は大きく上昇した。例えば、100ポンド払込の200ポンド株が1677年に

245ポンド、1681年に280ポンドとなり、さらに1683年には全額払込200ポ

ンド株に720ポンドから1，000ポンドもの高値が付いていたのである18。活発な

株式投資を支えた要因としては、まず東インド会社の高い経営成績を挙げるこ

とができるが、投資の前提となる出資者の有限責任制や株式の証券化と自由流

通などの制度面における確立がより重要であった。

　東インド会社は、このようにして広く社会から資本を集中することが可能と

なった。言い換えるならば、従来の役員やロンドン商人だけでは資本の集中を

行うことが困難な状況となり、さらなる成長が望めない状況に置かれていたと

みることができる。この状況を打開するために、従来の役員は積極的に有限責

任制の確立を要求していたのである。また、国王・議会側もオランダとの対抗

の必要から、東インド会社の成長・発展は重要であるとの認識を持ち、それを

促すために法律の制定に動いたのである。

　さて、後の東インド会社自体は、政治的な影響（1688年の名誉革命やインド

との関係など）や経済的な影響（1720年の南海泡沫事件や重商主義批判と自由

貿易論の台頭など）を受けつつ、その役割や地位に変化がみられた。一方、株

式会社としてのジョイント・ストック・カンパニーの制度自体は、先述の経済

的な影響を受ける中で、その発展・普及が順調に進んだわけではない。しかし、

その制度自体は温存され、18世紀後半以降まず金融事業や公益事業、そして19

世紀後半以降は工業において普及することとなる。例えば、公益事業としての

交通事業においては、運河や鉄道会社の設立に際して株式会社形態が採用され、

広く資本の集中を行うことにより、大きく発展することとなった。

　次に、泡沫会社禁止条例（1720年）によって、ジョイント・ストソク・カン

パニーはどのような影響を受けたのかについて、産業革命との関連も視野に入

れ論じることとする。

（3）18世紀における株式会社

1688年の名誉革命以降、ジョイント・ストック・カンパニーに対する投資が
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活発化し、17世紀後半には大規模な会社設立ブームが起こった。例えば、1689

年から1695年までの間、イングランドにおけるジョイント・ストック・カンパ

ニーの数は、11社から100社にまで増加した19。本来のジョイント・ストック・

カンパニーは、国王の勅許状あるいは議会の特別法に基づき設立されたのであ

るが、これらのカンパニーの中には勅許状や特別法に基づかず、定款にのみ基

づいて設立されたunincorporated　company（法人格なき団体）が多く存在した。

unincorporated　companyは、法律上ジョイント・ストック・カンパニーではな

いが、譲渡可能な株式を発行し、会社機関を備えており、実質的には正規のジ

ョイント・ストック・カンパニーと同じ特質を備えていた20。このため、

unincorporatedjoint－stock　company（法人格なきジョイント・ストック・カン

パニー）と呼ばれることもある。

　18世紀に入ると、会社設立のブームはますます高まることとなる。とりわけ、

1711年の特許状に基づき設立される南海会社（South　Sea　Company）に対する

株式投資は、この状況をさらに促進する役割を果たした。投機の対象は、既存

のジョイント・ストック・カンパニーとしての東インド会社、アフリカ会社、

イングランド銀行のみならず、unincorporated　companyの設立・投機にまでお

よび、多くの泡沫会社（bubble　company）の設立を招くこととなった。

　表1・6は、主要なジョイント・ストック・カンパニー全額払込100ポンド株

の株価推移を示したものである。1720年1月ごろから投機の発端となった南海

会社を中心として株価が上昇し、6Hには最高値に達した。しかし、その後株価

は下落し、12月までにブームは終焉（バブルの崩壊）を迎えたことが窺われる。

株価下落による被害は、ロンドンの金融業者をはじめカントリー・ジェントル

マン（地主貴族）など広範な階層におよび、多くの破産者を生み、経済は大混

乱に陥ることとなったのである。

　この間、ホイッグ（Whig）政府は泡沫会社を犠牲にしても、既存の有力なジ

ョイント・ストック・カンパニーを維持・存続させるために、1720年4月に「泡

沫会社禁止条例（Bubble　Act）」を制定した。条例の内容は、「何らかの起業計

画が、1718年6月24日以後に株式を提供して公衆の出資を求め、特許状なく

して、または本来他の目的のためであったか或いはすでに停止せられている特

許状によって、カムパニーとして活動しているばあい、かかる企業は無効と考
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えられるべきである…　」というものであった。すなわち、国王の特許状あ

るいは議会の特別法に基づき設立される正規のジョイント・ストック・カンパ

ニー以外の新しいカンパニーの設立を実質的に禁止したのである。

　従来から存在する東インド会社、アフリカ会社、イングランド銀行など特許

状に基づく正規のジョイント・ストック・カンパニーは、1720年の泡沫会社禁

止条例以降も存続し続け、株式会社としてのジョイント・ストック・カンパニ

ー自体が全く消滅したわけではなかった。さらに、一部において議会の法律（Act

of　Parliament）に基づくジョイント・ストック・カンパニーの新規設立も見ら

れた。

　それでは、どのような分野の事業において、どのような理由から設立が許可

されたのであろうか。泡沫会社禁止条例の制定（1720年）以降、会社企業の発

展は大きく3つの時期に区分することができる。すなわち、①第一期（1720年

～1740年）、②第二期（1740年～1770年）、③第三期（1770年から1800年）

である。以下では、この時代区分に従って、ジョイント・ストック・カンパニ

ーの設立・発展を論じることとする。

①第一期…　公式主義時代（1720年～1740年）

　泡沫会社禁止条例の制定を受け、国王・議会ともに会社企業設立に必要とな

る特許状あるいは特別法の制定に、きわめで慎重かつ厳格な態度で臨んだ期間

である。鉱山業など工業会社において、多くの特許状の請願が行われていたよ

うであるが、いずれもその賦与は実施されなかった。一方、議会に設立許可を

求めた事業部門は、給水事業および運河事業であり、それも2～3件という状況

であった。

　この時期におけるジョイント・ストック・カンパニーの設立は、国王・議会

の慎重かつ厳格な態度のために、実質的に不可能な状況にあった。泡沫会社事

件とその後の経済の混乱という経験が大きく影響したものと考えられる。例え

ば、貴族を含む発起人がある鉛・銅精錬会社の設立を企図し特許の請願をした

のであるが、国王側は国内の多くの精錬事業を営む組織が勅許状なしで個人ま

たはパートナーシップによって多額の資金で経営されているとの理由から、特

許状を認めなかったのである。
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②第二期…　　過渡期（1740年～1770年）

　第一期における国王側の慎重かつ厳格な態度の影響から、当期において国王

に対する請願件数は減少傾向にあった。一方、議会に対する請願件数は増加傾

向にあり、中でも運河事業がその典型例となった。1750年代以降、イギリスの

国内輸送において、運河の重要性が高くなっていったが、これには経済の発展

とそれに伴うモノの移動の増加が大きく影響している。すなわち、「産業革命

（Industrial　Revolution）」の進展である。この点については、後に詳述するこ

ととする。

　ところで、運河にはなぜジョイント・ストック・カンパニーの採用が認めら

れることになったのであろうか。理由についてはいくつかの指摘がなされてい

る。すなわち、①事業を開始するために巨額の資本を必要としたこと、②運河

建設に際して土地の買収問題や所有権など複雑な問題が存在したこと、③公益

的事業としての運河事業に存在する公益性、などである。この場合の運河事業

とは、運河の建設・維持および第三者である運河輸送業者から支払われる通行

料（toll）の徴収であり、輸送業自体は第三者である輸送事業者が担っていた21。

　一方、繊維産業、鉱山業などの工業会社においては、従来からのパートナー

シップ（共同経営）形態が採用され22、ジョイント・ストック・カンパニーは存

在しなかった。これらの中には、パートナーシップからジョイント・ストック・

カンパニーへ組織形態の変更を行うために、議会に対して許可を求める請願を

行った例も存在するが、いずれも失敗に終わっている。背景には、すでに多く

の工業分野で個人経営あるいはパートナー一一・iシップが普及していたことが挙げら

れる。工業分野においては、ジョイント・ストック・カンパニーによる譲渡自

由な株式の発行による大規模な資金調達の必要性は低く、個人経営やパートナ

ーシップ形態が最適な組織形態であると考えられていたのである23。

③第三期…　　法的妥協期（1770年～1800年）

　第二期同様に、議会に対するジョイント・ストック・カンパニー設立のため

の申請は、大きく増加していた。1790年代前半には、運河に対する熱狂的な投

資が行われ、これらの事業は議会の特別法によって設立が許可されたジョイン

ト・ストック・カンパニーの形態で設立された。この時期は「運河マニア（canal
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mania）の時代」と呼ばれ、各地に運河会社が発起・設立・建設された。

　一方、保険業や鉱山業など商工業においては、法人格を有しないジョイント・

ストック・カンパニー（unincorporated　company）の設立が活発になり、「泡

沫会社禁止条例」は次第に有名無実化することとなった。法人格を有しないジ

ョイント・ストック・カンパニーは、基本定款（articles　of　association）に基づ

き設立され、法律上は大型のパートナーシップとして位置づけられており、ま

た定款の中で持分の譲渡を認めていた。さらに、共同印章（common　seal）の

使用なども行われており、正規のジョイント・ストック・カンパニーとほぼ同

様の特質を備えていた。

　18世紀後半にイギリスで始まった産業革命は、農業中心の社会から工業中心

の社会へと次第に変化する契機となり、特に綿産業、製鉄産業、石炭産業など

鉱工業において大きな成長が見られた。この結果、イギリスは世界に先駆けて

「最初の工業国家（The　First　lndustrial　nation）」へと移行することになった24。

しかし、上述の通り、鉱工業分野における正規のジョイント・ストック・カン

パニーの設立は困難な状況に置かれていた。それにも関わらず、イギリスにお

いて最初の産業革命が達成された背景には、個人企業、同族企業、パートナー

シップ、そして法人格を有しないジョイント・ストック・カンパニーなどの企

業形態の存在があった。

　1720年に制定された「泡沫会社禁止条例」は、成立当初から18世紀中頃に

至るまで、相対的に厳格な運用がなされていたが、産業革命の開始とそれに伴

う新たな企業形態の出現の中で、次第に有名無実化していくこととなった。そ

して、最終的に1825年には、「泡沫会社禁止条例」は廃止されることとなる。

　次に、鉄道前史としての交通事業の事業構造にっいて、産業革命期の主要な

交通手段であったターンパイク道路（turnpike　road）、炭鉱軌道、運河（canal）

を取り上げ、論じることとする。

第3節　鉄道前史一ターンパイク道路・炭鉱軌道・運河

　18世紀後半には、世界に先駆けてイギリスにおいて「産業革命」が起こった25。

そして、産業革命以降の工業化の過程で起こった人口増加、Londonを中心とし
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た国内市場の形成、都市化、外国貿易の拡大などは、ますます国内交通手段の

改良・発展を要請することとなった。交通改良の特徴は、その需要（要求）以

前に先行的に行われたというより、むしろ需要が先に起こる「需要先行型」で

あり、その後交通改良が進められたのである。

　交通改良には、具体的にどのような経済効果（economic　effect）が期待され

たのであろうか。言い換えるならば、交通改良を要求する目的は何であったの

だろうか。これまでの研究においては、さまざまな効果が指摘されている26。す

なわち、①市場規模の拡大、②流通手段の変化、③輸送のスピードと信頼性の

向上、④より安価な原材料の取得、⑤技術革新、⑥地域経済の発展などである。

また、図1－7は、これらの効果の関連性を図示したものである。例えば、「交通

改良→輸送費の低下→原材料へのアクセス→生産規模の増大」というシェーマ

が描かれている。ここには描かれていないが、生産規模の増大は地域経済の発

展にも資することとなる。一方、生産規模の増大、あるいは地域経済の発展が

さらなる交通改良を要請することにも繋がる。

　例えば、本研究の対象となるS＆D鉄道の沿線地域については、後に詳述する

ように、交通改良の効果が高かったと言える。同地域では、鉄道の敷設に伴い、

輸送費が引き下げられ、沿線地域の炭田開発が促進されることにより、石炭価

格は低下することとなった。この石炭価格の低下は、2つの側面に影響を及ぼし

た。一つ目は沿線地域におけるエネルギー価格の低下、そして二つ目は石炭移

出量の増大である。これらは、結果的に同地域の経済発展に大きく影響を及ぼ

すこととなった。

　表1・8は各輸送機関に対する投資額の概算を示したものであるが、有料道路

は1770年頃、運河は1790年頃、総計としては1790年頃から大きく増加して

いることが分かる。また、1835年から1840年には投資額の総計は倍増し、こ

れらの多くの部分は鉄道によって担われていたことも注目される。投資の中心

は、1835～40年の間に道路・運河から鉄道へと大きくシフトしたことが窺われ

る。

　このような交通革命は様々な要因によってもたらされたわけであるが、同時

に、交通の改良・発展が経済活動に及ぼした影響についても注目しなければな

らない。特に、19世紀における鉄道のインパクトは多岐に渡り、経済発展にと
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って万能ではなかったが、一定の影響を与えたことについては間違いのない事

実である27。

　18世紀のイギリスにおいては、一般道路（highway）、有料道路（turnpike

road）、航行可能河川（navigable　river）、運河（canal）、および内航海運（costal

shipping）が主要な輸送手段であった。そして、産業革命が開始される18世紀

後半以降、とりわけ輸送の中心的役割を担ったのは、道路輸送（特にターンパ

イク道路）および運河輸送であった。一方、鉄道は依然として中心的な役割を

担うほどの地位には達していなかった。鉄道が次第に主要な輸送手段としての

地位を獲得するのは、1825年から1830年以降のことである（図1・9）。つまり、

鉄道は、産業革命のさまざまな成果（結果）として登場することとなった28。

　それでは、18世紀における道路輸送および運河輸送にっいては、どのような

組織によって経営が担われていたのであろうか。以下では、ターンパイクおよ

び運河について論述することとする。

（1）ターンパイク道路（有料道路）

　イギリスにおいて、初めてのターンパイク法（Turnpike　Act）が成立するの

は、1663年のことである29。しかし、それから18世紀の中ごろに至るまでの間、

ターンパイク道路（有料道路）が広く普及することはなかった30。すなわち、従

来までの教区（parish）によって建設・維持・改修される一般道路（highway）

が主要な陸上交通路であり、ターンパイクはその補完的な役割を担っていたの

である。その後、ターンパイク法案の成立数は、産業革命が始まる18世紀後半

以降に急増することとなった31。

　ターンパイク道路は、従来までの一般道路による交通を改良する目的で生み

出された一つの方式であった32。それでは、従来までの一般道路による交通は、

どのような状況下に置かれていたのであろうか。例えば、ポール・マントゥ

（1964）は、一般道路の様子を次のように説明している33。

　「たしかに道路はないわけではなかった。しかし、大部分は通行できないも

のだった。ひとびとは建設することも、維持することもできなかった。最上の
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道路といえば、ローマ時代の舗道の名残をいくぶんかとどめるものだった。し

かしそれは非常にせまい道路になっていたので、二台の車も、二頭の荷馬もす

れちがうことはできなかった。くずれやすい地面には、深いわだちができ、そ

のために道路全体が沈下してしまって、溝のようになっていた。雨や河の氾濫

は、海が近いばあいに潮は、その溝を河流にかえた。中部地方では、粘土質の

土壌のために、道路が定期的に水びたしになって、いつでも泥沼になり、ここ

かしこに大きな石がちらばり、横断するのも危険だったので、旅行者はところ

どころでこの道路をすて、耕地を横断してゆくほうがよかった。．．．（中略）＿。

こちらでは馬車が10マイル（16キロメートルー筆者）の距離をはしるのに5

時間かかり、あちらでは一日中洪水に阻止された。」

　「以前には、道路修理に責任をもつものは教区であったが、教区の道路に対

する関心が非常にまちまちであればあるだけ、修理も満足に行わなかった。主

要道路は、その両端にある都市の商業にはとりわけ役にたつが、多数の農村教

区を横断したところで、そこの住民は道路の損傷にあまり関係なく、良好な状

態に維持することに注意を払わなかった。」

また、アシュトン（1970）は、次のように述べている34。

　「当時のどの観察者の言うところを聞いても英国の国内交通は、到底、産業

資本家たちの要求に応じるようなものではなかった。イングランドの道路は、

その建設や修理を素人の測量技師や、未熟練な賦役労働（statute　labour）に依

存していたため、大部分は車輌交通に適しなかった。陸上輸送の重要手段は駄

馬であり、百頭あるいはそれ以上の駄馬が列になって、公道沿い乃至（ないし

一筆者）公道の真中に設けられた石の土手道を進んで行くことがしばしばであ

った。」

　このような状況を背景として、交通改良の一つの方式として生み出されたタ

ーンパイク道路には、2つの特徴が備わっていた。すなわち、①道路に通行税を

設定し、道路を利用するものは通行税を支払うことで利用が可能となること（受

益者負担の原則）、②道路を建設・管理・維持・改修する組織としてターンパイ
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ク・トラスト（受託団体）が設立され、利用者から徴収した通行料収入を維持・

管理・改修費に充てること、である。こうして、教区により維持される一般道

路と比較すると、ターンパイク道路はある程度良好な状態に維持され、交通量

および安全性が増大することとなった。

　しかし、新しいターンパイク道路制度に対しては、批判的な意見が存在し、

地域によっては暴動にまで発展することもあった。従って、最初のターンパイ

ク法が成立してから、直ちに全国的に普及したわけではない。全国的なレベル

での普及は、1750年以降を待たなければならない。加えて、政府・議会レベル

で全国的な道路整備の必要性が認識されるようになったことも、幾分は影響し

たものと考えられる。1748年から1760年にかけて、法律に基づき設立された

ターンパイク・トラストの数は、160団体から530団体にまで増大することと

なった35。この時期は、いわゆる「ターンパイク・マニア」の時代と呼ばれ、積

極的な投資活動が行われた。

　ターンパイク道路の状態にっいては、各ターンパイク道路あるいは地域間に

おいて違いが見られ、状態の良好なものばかりではなかった36。イングランドに

おいて、本格的に優良な道路が敷設されるのは、著名な土木技師トマス・テル

フォード（Thomas　Telford）およびジョン・マカダム（John　MacAdam）が活

躍する18世紀末のことであり、土木技術の発展が大きく影響した。それでも、

一部の地域においては、1750年以降に「交通はすでにいっそう便利に、規則的

になっていた」のである37。

　それでは、ターンパイク・トラスはどのような組織形態で、どのような人物

により経営が担われ、また資金調達はどのような方法で行われていたのであろ

うか。ターンパイク・トラストは、株式会社形態を採用した運河や鉄道とは異

なり、「トラスト」形態を採用していた。トラストは、個別の議会法に基づき設

立され38、同時にトラストを構成するトラスティー（受託者）が指名されていた。

トラスティーに指名される人々は、「法案の推進者、市の役員、地主、治安判事、

議員」など地方の有力者であり39、財産の管理、道路の維持、通行税徴収に関す

る権限が与えられていた。

　トラストの重要事項決定については、年4回開催される総会において最終決

定が行われたが、日常的な経営業務については総会から委託を受けた管理委員
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会（commissioners）が組織され、そのもとに職員（clerk）、会計係（treasure）、

監視人（surveyor）、通行税徴収人（collector）などの役職が設置された40。こ

れらの役職は、当初トラスティーの互選により選任されていたが41、後に役職に

よっては専門職化が見られるようになり、例えば通行税徴収人にっいては入札

方式による外部からの徴収請負人（toll　farmers）に委託されることとなった42。

　ターンパイク道路の場合、上述の通り株式会社形態を採用していないため、

株式による資金調達は不可能な状況にあった。このため、資金調達はさまざま

な借入金に依存していた43。資金については、長期資金と短期資金に分類される。

長期資金については、通行料収入を担保に地元の地主層から長期借入が行われ、

次第に借入先はターンパイク道路の開通に伴って恩恵を受ける商人や製造業者

などにも広がることとなる。一方、短期資金については、地方銀行の当座借越

（overdraft）により、トラストに対して信用が供与されていた。

　ターンパイク事業では、株式会社形態が採用されておらず、資金調達は借入

れに依存していたのであるが、資金提供者はその資金に対する利子を期待して、

投資を行ったのであろうか。ターンパイク事業は、当初それほど普及すること

はなかったが、18世紀後半にはターンパイク・マニアの時代が訪れ、活発な投

資活動が見られた。すなわち、18世紀中ごろを境として、それ以前とそれ以後

とでは、ターンパイク事業の置かれた状況や性格が異なっていたと考えること

ができる。

　18世紀中ごろ以前のターンパイク事業は、教区の管理する一般道路を補完す

る道路として位置づけがなされており、後の時期に比べると公的性格が強かっ

た。これは、当初有料道路を設置する権限を地方の名望家が務める治安判事に

与えていたことからも窺われる。

（H）鉄道のルーツと石炭産業・運河事業44

　鉄道のルーツに関しては、1604年のミッドランズ東部ノッティンガム近郊の

ウォラトン・ワゴン軌道が記録に残る最初の軌道とされ、ハンティントン・ビ

ューモント（Huntingdon　Beaumont）によって1603年から1604年にかけて

敷設された。このワゴン軌道は、ストレリー炭鉱からウォラトンまでの石炭輸
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送のために敷設され、距離は2マイル（3．2キロメートル）の木製軌道であった。

ビューモントは、ウォラトンの地主でストレリー炭鉱の所有者でもあるパーシ

バル・ウィロビー卿（Sir　Percival　Willoughby）から炭鉱を借り受け経営に当

たっていた。また、ビューモントは、ノーサンバーランドのプライス川流域に

おいても炭鉱を経営しており、1605年ごろ彼によってワゴン軌道がタインサイ

ド（北東部）に伝えられることとなった。

　一方、1605年頃に、ミッドランズ西部炭鉱地域のシュロップシャにおいても

炭鉱軌道が出現していた。先行研究では、ウォラトン炭鉱軌道が最も先駆的な

試みとして、また地上における最初の軌道として位置づけられることがある45。

しかし、シュロップシャとウォラトンのどちらが先駆者であるかについては、

今のところ明確になっていない46。さらに、ウォラトン炭鉱軌道は、炭鉱経営に

成功をもたらすことはなく、定着し周辺地域に普及するには至らなかった。こ

のため、ワゴン軌道の永続的な定着・普及と周辺地域への影響が見られた北東

部炭鉱地域のタインサイドおよびミッドランズ西部炭鉱地域のシュロップシャ

を先駆的な地域として捉えることができる。

　このような軌道利用の地域的拡大と同時に、産業的には、炭鉱業から製鉄業

や運河へと利用が拡大した。以下では、（1）17世紀後半に発展を開始する石炭

産業のワゴン軌道と、（2）18世紀後半に発展を開始する運河および運河軌道に

焦点を当て、制度的（法律・事業組織）、技術的、地域的視点から検討すること

とする。

（1）石炭産業とワゴン軌道の発展

　石炭産業の本格的な発展は、17世紀後半から18世紀にかけて開始された。

表1－10は、石炭生産量の推移を示した表である。1700年から1830年にかけて

生産量が10倍になり、中でも18世紀後半に急激に増加しており、これは産業

革命の開始・展開の時期と一致している47。イギリスには古くから10の炭鉱地

域が存在するが、1700年から一貫してタインサイドを中心とする北東部および

シュロップシャを含むミッドランズ西部が二大炭鉱地域であったことが分かる

48。

　Lewis（1970，2000）は、軌道がこの二大炭鉱地域に定着し、独自の発展を遂げ、
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さらに各周辺地域へと普及したと論じた。そして、最初に定着した2つの地域

における軌道を、①タインサイド型ワゴン軌道（Tyneside・type　waggonways）、

②シュロップシャ型軌道（Shropshire－type　railways）に区別し、各タイプの特

徴を明らかにした49。タインサイド型は、タイン川・ウィア川流域地域およびノ

ーサンバーランド海岸地域を中心に敷設され、炭鉱から近くの航行可能河川や

港湾までの石炭輸送に利用された。一方、シュロップシャ型は、セヴァーン川

流域のプロスリーおよびコールブルックデールを中心に敷設され、炭鉱から近

くの航行可能河川までの石炭輸送に利用されたほか、製鉄業者の原料・燃料お

よび鉄の運搬にも利用された。

　以下では、後に運河軌道や初期公共鉄道との関連性を考察するために、まず

炭鉱軌道の技術および影響を及ぼした地域を確認する。次に、ワゴン軌道が最

も発展し、鉄道発祥地として特に重視されるタインサイドを取り上げ、炭鉱軌

道に関連する制度および問題点について検討する。

①2つのタイプの技術および普及地域の比較

　表1－11は、技術および普及地域について、2つのタイプを比較できるように

一覧に示した表である。名称については、シュロップシャ型がレールウェイ

（railway）を用いたのに対して、タインサイド型はワゴンウェイ（waggonway）

を一般的に用いた。イギリスでは、最終的にrailwayが普遍的な言葉として普

及することとなるが、これは後述の通りミッドランズを中心とする鉄道および

運河軌道（Rail　Ways）の発展と関連していると思われる。

　軌間の点では、タインサイド型がシュロップシャ型より相対的に広く、3フィ

ート10インチ（1，168ミリメートル）から5フィート（1，524ミリメートル）

の範囲であり、ワゴン軌道によって軌間は異なっていた50。例えば、タインサイ

ドのキリングワース軌道では、4フィート8インチ（1，422ミリメートル）の軌

間が採用され、1820年代以降の公共鉄道の軌間に影響を及ぼすこととなる。ま

た、貨車の容量についても、タインサイド型が33～53ハンドレッドウェイト（2．7

トン）で、シュロップシャ型より相対的に大きかった。

　一方、レールへの鉄の利用については、シュロップシャが早く、1767年頃か

らコールブルックデールの製鉄業者によって木製軌道を保護する鋳鉄製の棒の
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取り付けが開始された。また、ミッドランズ東部ダービーシャの製鉄業者は、

炭鉱で用いられた鋳…鉄製L型プレート・レールの改良を推進し、1790年代以降

の運河軌道を中心に採用されることとなる。

　他の地域への影響については、基本的にそれぞれの周辺地域への普及が中心

であった51。すなわち、タインサイド型はカンバーランド、ヨークシャなどの地

域（表1・12）、シュロップシャ型はミッドランズ東部、南・北ウェールズ、ラン

カシャなどの地域に影響を及ぼした。例えば、ヨークシャ南部のシェフィール

ド・パーク炭鉱軌道（1722年）は、タインサイド型が最初に影響を及ぼした事

例であり、炭鉱経営者はタインサイドを視察していた。また、スコットランド

は、当初シュロップシャの影響を受けたが、後にタインサイド型の影響が強ま

った。これらの地域における軌道の役割は、炭鉱から港湾、航行可能河川、運

河までの石炭輸送が中心であり、距離は数マイルから数十マイルであった。

②タインサイドのワゴン軌道における制度と問題点

　前掲表1・10より、タインサイドを中心とする北東部炭鉱地域は、1700年に

は全生産量の43％を占め、イギリス最大の炭鉱地域となっていたことが分かる。

また、北東部の全生産量（＝海上販売＋陸上販売他）のうち、海上販売が半分以

上（55～58％）を占め、特にロンドンへの移出を中心とする沿岸取引が重要で

あった52。

　北東部炭鉱地域は、タイン川およびウィア川流域地域を中心に開発が進んだ。

特に、タイン川流域炭鉱の積出港であるニューカッスルからの石炭積み出しが

最大であり、ウィア川流域炭鉱の積出港であるサンダーランドがそれに次いだ。

従って、北東部で生産される石炭の半分以上は、基本的に「坑口→航行可能河

川（タイン川・ウィア川）⇒北海⇒イングランド東海岸諸港およびロンドン港」

の経路で移出されていた。本節では、この経路の中でも、「坑口⇒航行可能河川」

までの輸送に関する制度と問題点が焦点となる。

　タインサイドの炭鉱開発についてみると、初期の炭鉱は河川のすぐそばに開

発され、河川までの輸送は大きな問題とはならなかった。しかし、17世紀後半

以降、河畔の炭鉱が掘り尽くされるか、水没することによって、開発は次第に

内陸部に及ぶこととなる53。このため、内陸部の炭鉱の坑口から近くの河川まで
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の間の陸上輸送が求められるようになった。18世紀における石炭の道路輸送に

関して、石炭を10マイル輸送した場合、坑口価格が倍になると想定されていた

ように、重量嵩高物の駄馬あるいは荷馬車（wains）による陸上輸送は極めて費

用のかかる、非効率な輸送手段であった54。

　そこで、炭鉱主は石炭を坑口から近くの河川まで、「より容易に、より安く」

運搬するために、1605年頃に北東部に伝えられたワゴン軌道を、17世紀後半

から本格的に採用するようになる（表1－13）55。表1－14は、タインサイドにお

けるワゴン軌道のマイル数推移を示した表である。ワゴン軌道が伝えられた17

世紀前半において普及は進まなかったが、内陸地への炭鉱開発が進む17世紀後

半以降、次第に増加することとなった。

　タイン川流域における最初の永続的なワゴン軌道は、1663年頃のクロークル

ソク・ワゴン軌道（Crawcrook　Waggonway）であり、またウィア川流域では

1690年代に最初のワゴン軌道が敷設された。17世紀後半から本格的に敷設され

たワゴン軌道は、18世紀にほぼ普及することとなった56。ワゴン軌道の導入に

より、北東部における石炭移出の流れは、「坑口⇒ワゴン軌道→タイン川・ウィ

ア川流域貯炭所（staith）⇒石炭用小船（keel）⇒ニューカッスル港・サンダー

ランド港で大型船舶（vessel）に積み替え⇒北海⇒イングランド東海岸諸港・ロ

ンドン港」となった。ワゴンは、坑口から自然の傾斜を利用してタイン河畔の

貯炭所まで石炭を輸送し、戻りの空のワゴンは馬を利用して坑口まで牽引され

た（図1・15および参考資料1・a、1・b）。

　ワゴン軌道の所有形態については、どのようになっていたのであろうか。所

有形態から、大きく3つのワゴン軌道に分けることができる。すなわち、「私有」・

「共有」・「公共」の各ワゴン軌道である57。「私有」ワゴン軌道は、炭鉱主が自

らの石炭輸送のために単独で所有する形態であり、タインサイド以外のワゴン

軌道の大部分に当てはまる形態であった。一方、「私有」ワゴン軌道と正反対に

位置する「公共」ワゴン軌道は、ユニット（単位）当たり運賃であらゆるユー

ザーが利用することが可能であったが、事例は極めてわずかである58。そして、

タインサイドにおけるワゴン軌道では、基本的に近隣の炭鉱主間の協定に基づ

く「共有」方式が採用されていた。

　タインサイドのワゴン軌道の利用については、炭鉱経営者と地主やワゴン軌
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道の所有者との間の協定に基づく通行料（way・leave　rent）を支払い輸送すると

いう仕組みが確立されており、ユニット当たり通行料よりむしろ「固定通行料

（fixed　rent）」が一般的であった59。例えば、ファウドン炭鉱の経営者と地主モ

ンタギュー家との間に交わされた通行協定では、「通行および貯炭所の使用の自

由：800テン（tens）につき年間500ポンド、上記の量を超えた全ての石炭：

テンにつき10シリング6ペンス、土地の損傷に対する補償他」とされ、年間の

固定通行料協定が締結されていた60。しかし、通行料だけでなく、炭鉱夫の住居

費や貯炭所建設に際しての資金の利払い、さらに土地の損傷に対する補償など

も求められ、結果として相当高くつくこととなった。

　この他にも、タインサイドのワゴン軌道に関するいくっかの問題点が存在す

る。例えば、貯炭所へのアクセス制限（通行拒否など）による、船積み石炭取

引への参入規制を実施する炭鉱主のグループが存在した61。そして、炭坑主のパ

ートナーシップ（ワゴン軌道の共有など）の発展により、通行拒否は強力な参

入阻止の手段となった62。また、さらなる土地買収、リース、通行権買収による

潜在的競争者への脅しなどの行為もみられた63。これらの結果、ロンドンでは、

「通行拒否の協定がニューカッスルでの石炭価格上昇を招いた」と論じられ、

タインサイドの50～60の炭鉱の大部分が通行拒否にともない操業を停止した

と推計された64。

　以上のように、タインサイドのワゴン軌道は、所有や利用に関して排他的、

独占的な制度が存在しており、誰もが容易に利用できる状況ではなかった。

（2）運河事業と運河軌道の発展

　本格的な運河建設は、1761年に完成するブリッジウォーター公のウースリー

運河が初めとされ、これ以降運河時代を迎えることとなる65。運河は、重量嵩高

物の輸送に適しており、航行可能河川へのアクセスが困難な鉱山地域（錫・鉛・

鉄鉱石など）、工業地域（機械・製鉄など）、炭鉱地域、製陶地域に建設された。

主要な輸送品目は石炭であったが、その他多様な商品の輸送も想定されていた66。

　運河時代の開始は、産業革命の開始とも一致し、建設が開始された場所も産

業革命の中心地となるランカシャであった。1770年代に入ると、運河建設の中

心地はミッドランズに移り、トレント＆マージー水路を中心にザ・クロスと呼ば
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れる幹線運河の建設が進められ、1790年にはロンドン、ブリストル、バーミン

ガム、リヴァプール、ハルが連絡された。1791年～1795年には、ダービー運

河など幹線運河に接続する中小運河の熱狂的な建設期（運河マニアの時代）を

迎えることとなる。こうして、1815年までに運河2，200マイル（3，520キロメ

ートル）、河川水路2，000マイル（3，200キロメv・一一・トル）が開通し、ランカシャ、

ヨークシャなど工業地域およびミッドランズの炭鉱地域と主要港とを結ぶ産業

革命期の最も重要な輸送手段となった（図1－16）。

　運河会社には、同時に運河の支線としての軌道の敷設が認められた。前掲表

1－14より、18世紀後半以降その他の地域において、軌道マイル数が増加してい

ることが分かる。これは、運河軌道が、ミッドランズおよび南ウェールズを中

心に、運河の支線として敷設されたことを反映している。特に、ミッドランズ

を中心とする運河軌道の建設において、著名な土木技師ウィリアム・ジェソッ

プ（William　Jessop）とベンジャミン・オウトラム（Benjamin　Outram）が主

導的な役割を果たした67。

　以下では、まず運河・運河軌道の制度、すなわち設立法および事業組織を検

討し、次に運河軌道の技術について検討する。その際、1793年に設立されたダ

ービー一・4運河会社（The　Derby　Canal　Company）を事例に取り上げる。ダービー

運河は、運河の中心地ミッドランズに設立された代表的な運河会社であり、上

述の土木技師によって建設された。また、運河軌道を保有しており、その制度

的、技術的視点からの考察が可能である。

①運河および運河軌道における制度一ダービー運河を事例として

　運河は、大資本を要する公共事業であり、株式会社形態での設立が認められ

た最初の本格的な私企業であった68。しかし、イギリスにおける株式会社の設立

は、1720年の泡沫会社禁止法により制限されていた。そこで、運河計画を立案

した発起人は、議会に対して会社設立の申請を行わなければならず、議会の承

認により設立が許可された。運河会社は、成立した議会法に基づき、設立・建

設・経営が行われた。

　ダービー運河は、エリウォッシュ運河とトレント＆マージー水路を結ぶ運河と

して計画され、主要な輸送品目は石炭、石灰、石材、その他商品であった69。1792
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年に、土木技師オウトラムによって調査・見積りが実施されたが、見積費用が

高かったため、同年にジェソップによる再調査が実施され、一部に軌道を敷設

することが提案された。そして、1793年に設立法案が議会を通過し、運河およ

び運河の支線としての軌道（Rail　Ways）がリトル・イートンからデンビー炭鉱

間に敷設されることとなった。建設工事はオウトラムによって進められ、1795

年に軌道、1796年に運河本体の14．5マイル（23キロメートル）が完成した。

運河軌道は、リトル・イートン・ギャングウェイ（Little　Eaton　Gangway）と

呼ばれ、1908年まで存続した（図1・17）。

　「ダービー運河設立法」の序文では、運河および軌道に関して、「石炭・石灰

石・鉄鉱石・鉛やその他の鉱物資源など多くの価値ある鉱山への容易な交通手

段を切り開き、さまざまな商品輸送を極めて容易にし、また他の点においても

重要な公共施設になるであろう」と述べられている70。すなわち、運河および運

河軌道は、「公共施設（public　Utility）」としての役割が期待されていた。

　設立法には、イギリスにおける株式会社制度の歴史の中で次第に確立された、

①法人格、②有限責任制、③株式譲渡、④会社機関等の事項を基礎に、さまざ

まな権限や規定が盛り込まれていた。例えば、会社名（Name）、共同印章

（Common　Seal）、運河および軌道と関連する施設を建設する権限および制限、

資金調達（株式と借入金限度額）、株式の追徴権限（Calls）、土地の買収・所有・

売却権限、補償（compensation）、経営委員会メンバーの選出（Committee）、

株主総会（General　Assemblies）、事務担当（Clerk　or　Officers）の任命（会計

係・事務係・運賃徴収人など）、貨物に対するトン当たり運賃（Tbnnage）・係留

所使用料（Wharfage）・軌道通行料（Tolls）の徴収権限と最高額の規定、罰金

の規定などである。

　ダービー運河には、必要に応じて上述の軌道以外の軌道敷設権限が与えられ

ており、距離は運河から2，000ヤード（1．8キロメートル）以内とすることが規

定されていた。一般的に、制限距離は次第に延長され、制限のない運河も存在

した71。一方、運河の発起人でもある炭鉱主には、所有する鉱山から運河あるい

は運河軌道までの新たな軌道を敷設することが認められていた。しかし、この

軌道は、特定の炭鉱主が敷設・保有・使用する専用線であり、運河会社の保有

する軌道とは性格が異なった72。
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　運河会社には、所有する運河・軌道を通過する貨物に対して運賃等（Tonnage、

Wharfage、　Tolls）の徴収権限が付与され、法定上限額が規定された。運賃等の

徴収については、「運河、その他の施設の建設および維持のために運河会社が多

額の負担や支出をしなければならないことを考慮すると、会社は運河を利用し

て輸送される全ての材木・石炭・コークスや他の商品・日用品などから運賃お

よび係留所使用料を徴収することは合法である。」との認識が確立されていた73。

　表1・18は、ダービー運河の「貨物に対する運賃の法定上限額（1793年）」を

示した表である。輸送品目は、石炭だけでなく、その他さまざまな商品が想定

されていた。例えば、石炭の場合は、トン当たり運賃1シリング5ペンスと規

定されていた。つまり、「ユニット運賃」が採用され、運賃の支払いを条件に、

誰でも運河・軌道を使用することができた。また、上限額以下の範囲内での変

更は株主総会の承認事項であり、決定事項は新聞等に広告を出すことや徴収所

（Toll　Houses）に料金表を掲示することが規定されていた74。

　運河・運河軌道の事業組織は、どのようになっていたのであろうか。運河会

社の中心業務は、運河・軌道とその関連施設の建設・維持・管理であり、自ら

輸送業を営むことは禁止されていた。この背景には、運河会社による輸送業務

の独占を排除しようとする議会の狙いがあった75。従って、上述のトン当たり運

賃や通行料を徴収所にて支払えば、誰でも自ら所有するボート、貨車（ワゴン）、

馬などの輸送具を運河・軌道内に持ち込み、輸送を行うことが可能であった。

このように、運河会社の事業組織は「オープン形態」を採用しており、「ユニッ

ト運賃」の支払いを条件として、運河・軌道の利用は運河会社以外の組織や個

人に対して開かれていたのである76。

②運河軌道の技術

　18世紀後半以降、レール素材の一部あるいは全てに鉄の使用が開始された。

従来のレールは木製であったが、1760年代以降、次第に鋳鉄製レールが使用さ

れるようになる。鉄製レール採用の背景には、木材価格の上昇や産業革命に伴

う製鉄業の発展があった77。鉄製レールの形状には大きく、エッジ・レール（edge

rails）とL型プレート・レー一・・ル（L・shaped　plate　rails）の2つが存在するが、

この時期の運河軌道には後者のL型プレート・レールが広く採用されていた78。
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　最初にL型プレート・レールが用いられたのは、1787年のシェフィールド・

パーク炭鉱の坑内軌道であり、炭鉱監督ジョン・カー（John　Curr）によって敷

設された79。カーが導入したプレート軌道あるいはトラム軌道（plateway　or

tramway）は、坑内で用いられたため軌間が3フィート2インチ（965ミリメ

ートル）程度と狭いこと、木の枕木を使用していることなどが特徴である（図

1・19）。その後、シェフィールドから南のチェスターフィールド近郊ウィンガー

ワースの製鉄所において、1788年に地上の軌道に採用された。

　さらに、ウィンガーワースから南のダービーシャのベンジャミン・オウトラ

ムの製鉄所（1790年設立）にも伝えられ、彼がプレート・レールに改良を加え、

1790年代以降の運河軌道および19世紀以降の公共鉄道にも採用されることと

なる80。オウトラムによる改良点は、①軌間を広げたこと、②枕木の代わりに石

のブロック（stone　block）を用いたことである。プレート軌道（トラム軌道）

は、オウトラムの死後（1805年以降）もタインサイドを除く地域において普及

した。また、南ウェールズでは、ジョージ・オーヴァトン（George　Overton）

がその普及を推進した（表1－20：初期鉄道技術者一覧表を参照）。

　L型プレート・レールには、いくつかの特徴が存在する。まず、レールにフラ

ンジが備わっているため、車輪にフランジのない道路用車両をそのまま軌道上

で利用することができるという利点があった81。また、軌間は、当初坑内で利用

されたものであることから3フィート2インチ程度であったが、オウトラムの

改良により、1795年のダービー運河軌道では3フィート6インチ（1，067ミリ

メートル）、さらに1797年のクロムフォード運河軌道では4フィート2インチ

（1，280ミリメートル）へと拡大し、これがプレート軌道の標準的な軌間として

定着することとなった。

　一方、L型プレート・レールは、その形状からポイントの設置や道路との平面

交差（level　crossing）が困難であること、単位当たり重量における強度の点、

また走行面が汚れやすく落ちにくいなどの点でエッジ・レールに劣ることが指

摘されている82。このため、最終的には、1820年代後半以降の公共鉄道会社に

よる蒸気機関車の採用過程において、北東部を中心に改良・発達する鉄製エッ

ジ・レールがプレート・レールに取って代わることとなる（図1・21）。
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　（3）小括

　以上のように、本節では、タインサイドのワゴン軌道とミッドランズの運河・

運河軌道に焦点を当て、制度的（法律・事業組織）、技術的、地域的視点から検

討してきた。ここで、本節のまとめをしておくこととする。

　タインサイドを中心とする北東部地域における石炭産業の発展は、ワゴン軌

道の普及・定着によるところが大きかった。しかし、その実体は、炭鉱主間の

協定やパートナーシップを基盤とした極めて排他的、独占的な制度であった。

すなわち、ワゴン軌道は、炭鉱主が石炭輸送という特定の目的のために自ら敷

設したもので、利用は極めて限定的・制限的な方針に基づき行われ、個人的性

格の強い輸送手段であった83。

　一方、ミッドランズや南ウェールズにおいて発展する運河軌道は、ミッドラ

ンズ西部のシュロップシャ型軌道の影響をより強く受けたと考えられる84。特に、

シュロップシャ型のrailwayという表現が一般的に普及するのは、議会の承認

を必要とする運河会社（株式会社）によるこの言葉の採用に起因しており、ロ

ンドンのウェストミンスター（議会）において使用されることによって、普遍

的な言葉として定着・普及したと考えられる（表1・22：用語集を参照）。

　制度的に見ると、運河軌道は、運河同様に「公共施設」として位置づけられ、

「公共鉄道・軌道」としての性格が備わっていた。事業組織は、「オープン形態」

を採用し、「ユニット運賃」の支払いを条件に誰にでも利用は開かれていた。こ

れらの点において、タインサイドのワゴン軌道とは性格が全く異なるものであ

った。しかし、運河軌道はあくまでも運河会社の所有する施設の一部であり、

運河の支線としての位置づけであったことに注意しなければならない。

　技術的に見ると、特に1767年のコールブルックデールの軌道における鉄の導

入に始まり、その後鋳鉄製L型プレート・レールがミッドランズを中心に発展

する運河軌道に利用され普及した。中でも、ダービーシャのオウトラムと彼の

経営する製鉄所は、レールの改良および供給だけでなく、運河軌道の計画・設

計およびコントラクターの役割も担っていた。運河建設を担った土木技師ジェ

ソップやオウトラムは、既に18世紀末において、運河の困難な場所に鉄道・軌

道が代替するということを認識し、それを推進していた。そして、19世紀に入

ると、彼らは初期公共鉄道の敷設にも参画することとなるのである。
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第4節　初期鉄道の形成と展開

　公共鉄道の起源については、上述の通り、北東部の炭鉱軌道ではなく、むし

ろミッドランズを中心として発展する運河・運河軌道に求められた。しかし、

18世紀の木製軌道・鉄製軌道は、例えば鉱山から航行可能河川・港湾・運河ま

での間の鉱物資源輸送に利用されており、運河や鉱山の付属施設としての位置

づけであった。．一方、19世紀以降の鉄道は、18世紀に建設された鉄道・軌道と

決定的な違いがみられた。それは、従来からの鉱山の附属施設としての私的な

性格の鉄道ばかりでなく、一部において議会の承認を経た「公共鉄道（public

railway）」が出現し始めることである（表1・23）。例えば、1801年に初めて単

独の鉄道会社としてサリー鉄道の設立が議会において承認された。また、1807

年に開業したオイスターマウス鉄道は、当初鉱物資源の輸送を主な目的として

いたが、まもなく「限られた旅客輸送が発生し」定期旅客輸送を最初に行なっ

た鉄道であった。これらの鉄道はいずれも馬が貨客車を牽引する「馬車鉄道」

と呼ばれるものであった。図1－24は、サリー鉄道以降の公共鉄道法成立数の推

移を見たものである。1820年頃まで成立数は少なく、公共鉄道の設立が本格化

するのは1820年代以降であることが分かる。

　Lewin（1925）は1800年以降の鉄道を牽引手段に基づき、1801年から1820

年までを「馬車鉄道期（Horse　Railway）」、1821年から1828年までを「馬・蒸

気機関等の併用期（Mixed　Traction）」、1829年から1834年までを「蒸気機関

車確立期」と区分した85。では、「近代的鉄道」と言う場合、一般的にはどのよ

うな鉄道のことを指すのであろうか。今日において、近代的鉄道の誕生は1830

年に開通したLiverpool＆Manchester鉄道とするのが一般的な見解となってい

る86。近代的鉄道とそれ以前の鉄道とを区別する条件として例えばLee（1943）

は、①特定の線路、②機械による牽引、③公共輸送の便益、④旅客輸送、に加

えて⑤公共機関による統制を主張している。1825年に開業したStockton＆

Darlington鉄道は、上述の条件を一部満たしてはいるが、当初旅客輸送は実現

されておらず、南部ダラムの炭鉱からティーズ川までの石炭輸送を主な目的と

しており、牽引力についても蒸気機関と同時に馬も併用されていた。一方、1830

年に開通するLiverpool＆Manchester鉄道は、上述の①～④の条件について満
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たしているが、⑤の公共機関による統制はこの時代、依然として不完全な状況

にあった。実際に、1830年に至っても鉄道を一元的に監督する機関や法律は整

備されておらず、個別法に基づき設立が行われていたのである。

　もちろん、Liverpool＆Manchester鉄道の場合、機械による牽引や、公共輸

送、旅客輸送という条件を満たしており、近代的鉄道の誕生とする認識は妥当

であると思われる。一方でこの時代は、依然として鉄道企業を一元的に監督す

る機関や法律が未整備の状態であり、専門の監督機関である商務省鉄道局の設

置は1840年、一元的に鉄道を取り締まる法令については1845年の鉄道条項統

合法（Railway　Clauses　Consolidation　Act　of　1845）を待たなければならない。

っまり、個別企業レベルで見た場合は1830年のLiverpool＆Manchester鉄道

を近代的鉄道の誕生と捉え、政策レベルで鉄道業を見た場合は制度的基盤の整

備される1840年代中頃を初期鉄道における転i喚点と捉えることができる。上述

の通り、政府・議会による規制強化の背景には、鉄道業におけるオープン形態

からクローズド形態の方向への事業構造の移行と、それに伴う独占の問題が存

在した。本研究ではこのような前提に立ち、19世紀初頭から1840年代中頃ま

でを「初期鉄道時代」とし、研究対象に設定した。

　初期鉄道は、数回のブームを経て全国の主要都市を結ぶこととなった（前掲

図0・3）。通常、初期の鉄道ブームとして、第一次鉄道ブーム（1836～1837年）、

および第二次鉄道ブーム（1844～1847年）が挙げられる87。しかし、前掲図1－24

によると、1825年から1826年をピークとする設立ブs－・一・・ム期が存在したことが

分かる。このブーム期に各年9つの鉄道法（既存会社による新線追加も含む）

が成立しており、明らかに従来の傾向とは異なっていた。例えば、1825年には

カンタベリー・ホイットスタブル鉄道およびボールトン・リー鉄道、1826年に

はリヴァプール・マンチェスター鉄道が設立された。

　この時期のイギリス経済は、拡大期に当たり、鉄道以外にもさまざまな事業

分野において会社設立が計画された。表1・25は、1825年までに計画された各

事業分野のジョイント・ストック・カンパニー（株式会社）の資本金合計を一

覧にした表である。鉄道は金融・保険会社（36％）に続き大きい割合を占めて

おり、資本金額は2千万ポンド（12％）ほどであった。計画されている会社は、

金融、鉄道、運河（8％）、ガス（6％）、ドック（3％）・水上輸送（3％）などの
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インフラ・公益事業分野に集中しており（およそ70％）、工業分野における株式

会社の計画はわずかであった。この期間に、大都市間を結ぶ幹線鉄道がいくつ

も発起されたが、いずれも成功することはなかった88。

　図1・26は、イギリス鉄道における投資額の推移を示した図である。これまで

の研究で、Mitchell（1964）、　Kenwood（1965）、　Hawke　and　Reed（1969）が投資額

の試算を試みた89。それぞれの研究で算出手法が異なるため、数値が一致するわ

けではないが、いずれも同様の傾向を示していることが分かる。ミッチェルは

土地への投資を含む総資本形成（total　gross　capital　formation）、ケンウッドは

土地や議会費用等を含まない総投資（gross　investment）、ホーク＝リードは株

式資本および社債・借入からなる資金調達額（raise　funds）によって試算して

いる。これらの試算から上述の1825年ブームを捉えることはできないが、1830

年代と1840年代の二回のブームを捉えることができる。特に、第二次鉄道ブー

ムの規模は一次ブs－一…ムの4倍と大きく、既存鉄道会社による支配領域（territory）

拡大競争という側面があり、「採算の合わない地方にも鉄道路線が計画されてい

る」、との批判があったgo。このため第二次ブーム以降、個別に建設されてきた

鉄道が合併等により一つのシステムとして集約、統合されることとなるのであ

る91。なお、表1・27は、当該期における全ての事業分野に対する投資額の推計

である。例えば、ミッチェルの推計による1844年～45年における鉄道投資額

（約1，800万ポンド）の場合は、国内事業への全投資額（約6億1，200万ポン

ド）のおよそ3％を占めていたことになる。

　このように、1825年ブーム、第1次鉄道ブーム、第2次鉄道ブームを経て、

初期鉄道は発展することとなった。しかし、特に本研究で取り上げるグランド・

ジャンクション鉄道やロンドン・バーミンガム鉄道、ニューカッスル・カーラ

イル鉄道（以上1833年）、ロンドン・サウズウェスタン鉄道（1834年）、グレ

ート・ウェスタン鉄道（1835年）などは、1825年ブームにおける失敗以降も

発起・設立活動は続けられ、いずれも1830年代前半に設立法の獲得に成功して

いる。従って、大都市を結ぶ必要性の高い鉄道建設にっいては、ブームと必ず

しも関係なく発起され、議会において認められていたことに注意しておく必要

がある。

　鉄道会社には、上述の通り、多くの資金が投資されたが、具体的にどのよう
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な手段によって資金調達がなされていたのであろうか。イギリス（UK）の鉄道

会社は株式会社形態を採用しており、前掲図1・2と同様に、株式と借入による

資金調達を行っていた。図1・28は、資金調達の手段別推移を示した図である。

株式による資金調達（share　capital）は全期間平均でおよそ72％、一方借入お

よび社債発行による資金調達（loans　and　debentures）はおよそ28％であった。

また、表1・29より1842年における主要鉄道会社36社（36社で総マイル数の

75％を占める）の資金調達状況を見ると、株式による資金調達が70％、借入に

よる資金調達が30％であった。この背景には、借入をする場合には資本金の払

込が二分の一以上でなければならず、また借入金は資本金の三分の一を超えて

はならないとする下院議事規定（且ouse　of　Commons　Standing　Order）が存在

した92。

　これらの総資本（＝株式資本＋借入）は、イギリス国内のどの地域を中心に投

下されたのであろうか。図1－30は、鉄道投資の地域的推移を示した図である。

1825年から1850年までの期間における投資地域は、イングランドとウェール

ズが平均90％、スコットランドが8％、アイルランドが2％となっていた。し

がって、イングラドとウェールズが投資の中心地であった。このことは、前掲

図0・3の路線図からも窺うことができる。なお、スコットラドにおける最初の

公共鉄道は、1808年に設立され、1810年に開業するKilmarnock＆Troon鉄道

であり、法定資本金は55，000ポンドで、石炭輸送を目的とする12マイル（19

キロメートル）の鉄道であった。また、アイルランドにおける最初の公共鉄道

は、1831年に設立され、1834年に開業するDublin　and　Kingstown鉄道であり、

法定資本金は20万ポンド、ダブリンからキングスタウンの港まで5．5マイル（8．8

キロメートル）の鉄道であった93。

　図1・31は、鉄道営業マイル数の長期的推移を示した図である。1821年の27

マイル（43キロメートル）から1850年には6千マイル（9，600キロメs－一一・・トル）、

1900年には1万8千マイル（28，800キロメートル）、1927年にはピークの2

万412マイル（32，659キロメートル）に達し、その後減少傾向を示しはじめ、

1960年代以降のリチャード・ビーチング博士（Dr．　Richard　Beeching）による

「イギリス鉄道の再構築（The　Reshaping　of　British　Railways）」により大幅に

減少し、1980年には1万マイル（16，000キロメートル）となった。
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　図1・32は、本研究の対象期間における敷設マイル数の推移を示した図である。

まず、許可マイル数を見ると、第一次ブームと第二次ブームの発生を確認する

ことができる。次に、開業マイル数を見ると、許可マイル数より5年程度遅れ

てピークを迎えていることが分かるが、これは鉄道会社の設立許可（議会にお

ける法律の成立）と実際の開業までに数年の建設期間があるため、このような

ずれが生じている。全体としてみると、1830年には98マイル（157キロメー

トル）、1835年には338マイル（541キロメートル）、1840年には1，498マイ

ル（2，397キロメートル）、1845年には2，441マイル（3，906キロメートル）、

そして1850年には6，084マイル（9，734キロメートル）に達した。

　初期鉄道におけるもう一つの重要な側面として、既存会社の成長戦略を考え

なければならない。既に論じているように、鉄道会社は株式会社として設立さ

れ、永続的な企業体（ゴーイングコンサーン）としての性格が法律によって規

定されている。また、株式会社の究極の目的（goal）は、利益の追求である。従

って、永続性や利益性を追求するために、株式会社としての鉄道会社には常に

「成長戦略」が求められることとなる。例えば、再投資による路線の拡張や競

合他社の買収による地理的拡大などである。特に、1840年代以降、大鉄道会社

による中小鉄道会社の買収・合併が相次ぎ、巨大な鉄道会社が出現し始めた。

　さらに、事業構造の変更、すなわちオープン形態や中間形態からクローズド

形態の方向への移行は、鉄道会社による成長戦略の一つとして捉えることがで

きる。そこで、次節では、事業構造の変遷について、論じることとする。

第5節　初期鉄道の事業構造と変遷

　イギリス鉄道の事業構造にっいては、生成期から今日に至るまでの間、塑

図0・1のような変遷を遂げた。特に、初期鉄道を対象としている本研究との関

連では、鉄道会社が事業構造としての垂直統合形態（クローズド形態）を採用

する場合、次の3つのプロセスが考えられる（前掲表1－5）。すなわち、①線路

保有会社としての鉄道会社が輸送業務を統合する方法（下方統合）、②輸送会社

が線路保有会社としての鉄道会社を統合する方法（上方統合）、③設立当初より

線路保有および輸送業を兼業（設立当初より垂直統合形態を採用）する方法、
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の3つである。①と②は、設立当初において、それぞれ線路保有事業あるいは

輸送業を営む会社として発足し、その後いずれかの事業をも営む垂直統合形態

へ移行（内部化）したことを示す。一方、③は設立当初より両事業を兼業する

垂直統合形態の会社として発足したことを示す。

　初期のイギリス鉄道会社（railway　company）は、競争確保の観点から、議会

（Parliament）によって輸送業の兼業が認められなかった。例えば、1801年に

開業するSurrey　Iron鉄道のように、初期イギリス鉄道会社は線路保有会社とし

て、線路や駅施設等の建設、維持、管理を主な事業内容としていた。一方、運

行業務自体は、輸送会社によって担われ、線路通行料（toll）を支払ったものは、

誰でも線路を利用して輸送することが可能であった。これは、線路を一社（す

なわち線路保有会社としての鉄道会社）が独占することを避け、線路上での競

争を企図してとられた措置であった。

　1820年代に入ると、Stockton　and　Darlington鉄道のように、蒸気機関車を

導入する会社が出現し、1830年に開業するLiverpool　and　Manchester鉄道以

降この流れは決定的なものとなった。1820年代には、既に第三者（輸送者）に

路線を開放すると同時に、線路を保有する鉄道会社自らも輸送業を営むように

なっていた（中間形態）。1830年以降になると、蒸気機関車が普及するにした

がって、第三者への路線の解放を行わず、鉄道会社自らが輸送業を独占的に行

う会社が出現することとなった。例えば、1833年には、Stockton　and　Darlington

鉄道が旅客運行事業者を買収（内部化）することによって、中間形態から垂直

統合形態へと移行した。さらに、設立当初より両事業を兼業する垂直統合形態

企業も出現したのである。

　このように、1830年代を境として、上下分離形態から垂直統合形態へと徐々

に移行することとなった。この背景としては、1820年代後半以降の蒸気機関車

の技術発展、また鉄道企業における貨物輸送から旅客輸送への重点シフトとそ

れに伴う旅客輸送の安全確保の必要性があった。しかし、より直接的には、1840

年の鉄道特別委員会（Select　Committee　on　Railway）による「独占は鉄道事業

の1生質から避けられないものである」とする、クローズド形態の実質的な容認

があった94。特別委員会は、オープン形態により一つの線路の上で輸送業者数社

が自由に競争するということは、技術面および安全面から事実上不可能である
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との認識に基づき、鉄道会社による輸送事業の一元的な管理・運営が妥当であ

り、また不可避であるとする判断を下したのである。

　以上のように、初期鉄道会社の事業構造は、「オープン形態→中間形態→クロ

ーズド形態」の方向へと次第に移行した。また、初期鉄道における垂直統合形

態への移行プロセスは、下方統合、つまり線路保有会社としての鉄道会社が輸

送業務を内部に統合する方法（内部化）が一般的であった。そして、統合を行

った鉄道会社は貨物輸送と旅客輸送の全ての管理・運営を一元的に行うことと

なったが、初期の鉄道は依然として営業マイル数も少なく、ただちに大きな組

織上の変更をみることはできない。株主でもある経営者は、鉄道技術や鉄道経

営に関する知識と経験をほとんど有していなかったため、技師、法律顧問、会

計担当、機関車監督など専門的な知識や技術を有する専門家や従業員の助言と

補佐に基づき、経営面と実務面の両方に関する意思決定や管理業務を行ってい

た。従って、直ちに専門経営者層の進出が見られたわけではなかった。

　第2章から第5章では、初期鉄道時代を代表する鉄道会社（サリ…一一・鉄道、ス

トックトン・ダーリントン鉄道、リヴァプール・マンチェスター鉄道、グラン

ド・ジャンクション鉄道）を取り上げ、その経営発展と事業構造の変遷につい

て分析・検討を行うこととする。
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1以下、小松章著『企業形態論（第3版）』新世社、2007年、pp．1・8を参照。「事業」とは、

　単なる経済事業（活動）だけでなく、福祉事業や慈善事業などのように広く社会的事業

　　（活動）をも含む概念として捉えられる。また、経済活動とは、「人間生活にとって必要

　もしくは有用な財・サービスを、限りある資源に働きかけて生産し供給・配分する」社
　会的活動業務を意味する。

2「経営形態」と「企業形態」の各概念については、これを同一視する研究者と区別する研

　究者が存在しており、その定義はさまざまである。区別を主張する例としては、大河内

　暁男『経営史講義（第二版）』東京大学出版会、2001年、pp．13・14を参照。

3田島肚幸責任編集『経営学用語辞典』税務経理協会、1997年、p．62を参照。

4小松章教授は、従来の独占概念の典型としてカルテル（企業協定）、トラスト（企業合同）、

　コンツェルン（企業連合）についても言及しているが、現在の日本においてはむしろ、

　協定、系列、企業集団の方が独占の典型として実態に即していると論じている。

5淺羽茂『経営戦略の経済学』日本評論社、2004年、pp．6，15・16を参照。

6M．E．ポーター著（土岐坤、中辻萬治、小野寺武夫訳）『競争優位の戦略』ダイヤモンド社、

　1985年を参照。なお、類似の概念として、サプライチェーン（supply　chain、供給連鎖）

　がある。これらの概念の関連性については議論の余地があるが、「適切なサプライチェー

　ンはバリューチェーン」であるとする意見や、「バリューチェ・一一・一ンとサプライチェーンは

　ほぼ同義」であるとする意見も存在する。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー
　編集部編訳『サプライチェーンの経営学』ダイヤモンド社、2006年、pp．209・211を参照。

7拙稿「公益事業における「公共性」の概念に関する歴史的考察一イギリス鉄道業を中心と

　して一」『公益事業研究』第56巻第2号、公益事業学会、2004年、pp．75・83および堀雅

　通『現代欧州の交通政策』税務経理協会、2000年を参照。

8カンパニー（company）とは、現在のような会社企業を意味するものではなく、一定の経

　済的利益を共通にすることによって作られた商人によるギルド的団結、ギルド的組合団

　体を示す言葉であった。従って、現在においても「仲間」の意味で使用されることがあ
　る。

9星川（1960）は、「社会的存在としてのカンパニーは何よりもまず公共的な自治団体であり、

　経済団体性はその背後に潜むものであった。但し実質的にはこの背後に潜む性格のほう

　が遥かに重要であった。」と論じた。星川長七『英国会社法序説』勤草書房、1960年を参
　照。

lo荒井政治『イギリス近代企業成立史』東洋経済新報社、1963、　pp．12・15を参照。

11荒井（1963）、p．10を参照。中には、レギュレイテッド・カンパニーからジョイント・ス

　トック・カンパニーへの形態転化やその逆の場合も存在した。

12もちろん、カンパニーの内部における個別的会社企業は、ジョイント・ストック

　（joint・stock）によって設立された会社形態であるが、あくまでも制限的合本（limited

joint－stock）であり、本来は完全な一つのジョイント・ストック・カンパニーとして成立

　することをジョイント・ストック（合本）と呼ぶようである。大塚久雄『株式会社発生

　史論』岩波書店、1969年、pp．470・471を参照。

13このため、「第八航海」のことを、「最初のジョイント・ストック」あるいは「第一次合

　本（the　First　Joint・Stock）」と呼ぶこともある。

14障害としては、例えば個別企業間での競争などの不合理性や組織的な複雑性などがあげ
　られる。

15オランダの連合東インド会社の設立は1602年であり、それまで多数存在した貿易会社を

　政府主導により、1つの会社に統合することで成立した。オランダは1623年のアンボイ

　ナ事件（モルッカ諸島（香料諸島）のアンボイナ島にあったイギリス商館を襲い、商館

　員全員を虐殺した事件）により、イギリスを東南アジアから駆逐し、日本に至る東洋貿

易を支配することとなる。一方、東南アジアにおける香辛料貿易から駆逐されたイギリ
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　スは、その後インド地域を拠点に東洋貿易を行うこととなった。

161657年には、新たな特許状がクロムウェルによって賦与され、東インド会社は「新結合

　（New　General　Stock）」へと移行することとなった。

17より厳密に言うならば、投票に基づく民主的な株主総会を通して、役員による企業支配

　が行われるようになったのである。

18大塚（1968）、pp．507・508を参照。

19荒井（1963）、p．55を参照。

20大塚（1968）は、合法なジョイント・ストック・カンパニーとの違いとして、出資者が無

　限責任を負うことを挙げている。しかし、大塚によると、法人格なきジョイント・スト

　ック・カンパニーもまた、次第に株式が無記名証券として自由に流通するようになった

　結果、無限責任制は根拠のないものとなり、事実上「全社員の有限責任制」を有する株

　式会社に移行したと論じている。荒井（1963）、p．56および大塚（1968年）、　pp．517・518を

　参照。

21運河会社は、1845年の法律まで、艀（barge）を運行する権i利を認められていなかった。

　一方、運河を使用して輸送業を営む業者（運河輸送業者）の中には、ピックフォード社

　のように広範囲において事業展開する大規模事業者もあれば、特定地域で輸送業を営む

　中小事業者も存在した。中でも、後者がほとんどであったと考えられる。

22パートナーシップとは、2人以上6人以下の家族・同族・友人などが資金・資産（土地
　や建物など）・技術（知識を含む）・労働を提供しあい、同じ目標を達成しようとする企

　業形態のことである。中でも、家族や同族をパートナー（共同経営者）とする企業形態

　のことを、ファミリ・・一・一・ビジネス（家族企業や同族企業）と呼ぶ。

23この時期よりもやや後のアダム＝スミスは、著書『国富論』（1776年）の中で、同様の考

　えを示している。彼は、正規のジョイント・ストック・カンパニー（翻訳書では「合資

　会社」となっている）の設立における合理的な理由として、次の3つを挙げた。すなわ

　ち、1．企業の運営が「厳密な規則や方法に還元できる」こと、2．「企業がふつうの事業

　の大部分よりも大きな、かつ一般的な効用をもっていること」、3．「企業が合名会社では

　容易に集められないような大きな資本を必要としていること」である。そして、これら

　の全ての理由を満たす事業として、「第一に銀行業、第二には火災、海難、戦時の掌捕に

　たいする保険業、第三には航行できる掘割または運河の建設と維持の事業、第四にはこ

　れに似た、大都市への給水事業」を挙げ、この4つの事業以外に「私はほかに思い出す

　ことができなかった」と述べた。例えば、スミスは掘割および運河について、次のよう

　に説明している。

「…いったん造られてしまえば、その運営は極めて単純かつ容易なものとなり、厳密な

規則や方法に還元できる。それを造ることさえそうであって、一マイルにつきいくら、

水門一つにつきいくらということで、業者と契約すればいいからである。」「…ときどき

必要になる工事は、大きな一般的効用があるが、同時に、個人財産ではまにあわない大

きな費用をしばしば必要とすることも、十分に明白である。」

一方、4つ以外の事業（例えば、ロンドンのイングランド銅会社、鉛精錬会社、ガラス研

磨会社を例に挙げている）に関しては、「追及する目的が大きな、あるいは独自の効用を

もっているということを、口実にさえできないし、その目的を追求するのに、多くの個

人の財産ではまにあわないほどの経費を必要とするとも思われない。」としている。そし

て、さらに製造業に関しては、次のように述べている。

「ある特定の製造業を振興しようとする公共心豊かな目的のために設立される合資会社

が、自身の業務の運営を誤って社会の貯え全体を減少させるばかりでなく、その他の点
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でも、利益よりも害を与えないですむことは、めったにない。製造業の特定部門の取締

役たちは、その意図はこの上なく清純であるにしても、企業家に惑わされ、欺かれて、

どうしてもその特定部門を偏愛することになり、そのことが他の製造部門を実質的に阻

害し、さもなければ思慮ある産業活動と利潤とのあいだに成立するはずの自然な割合を、

従ってまた国の産業活動全体にたいするあらゆる奨励のなかで最大でもっとも効果的な

自然な割合を、多かれ少なかれ必然的に破壊することになる。」

　このように、スミスは4つ以外の事業、すなわち鉱工業などの分野におけるジョイント・

　ストック・カンパニーの導入には、きわめて厳格かつ慎重な考え方を持っていた。当時

　の議会レベルのみならず民間レベルでも、このような考え方は存在していた。アダム＝ス

　ミス著（水田洋監訳、杉山忠平訳）『国富論（三）』岩波書店、2001年、pp．395～456を

　参照。

24P．マサイアス著（小松芳喬監訳）『最初の工業国家』日本評論社、1988年を参照。

25「産業革命」の定義・期間、評価については様々な議論が存在する。例えばP．マサイア
　ス（1988）を参照。

26Szostak　Rick，　The　Ro7e　Of　7｝ansρorta　tion　i　2　the　Industrial　Rθvolution，　A　eomparison

　OfEng7and　and　Franee，　McGill・Queen’s　university　Press，1991，　PP．3’48．

27実際には、交通革命の主役は道路や河川ではなく、18世紀後半の運河や19世紀前半に
　おける鉄道であったと考えられる。

28湯沢威教授は、鉄道を「画竜点晴」という言葉で表現しておられる。

291663年の最初のターンパイク法とは、ロンドンーヨーク道に対する法律のことである。
30E．　Cleveland　Stephens，　Engffsh　Railways，　George　Routledge　and　Sons，1915，　p．2より。

31W．　Albert，　The　7brmpike　Roa　d　System　in　England　1663－1840，　1972，　pp．201・223ほかを

　参照。

32決して、ターンパイクだけが交通改良をもたらしたわけではない。従来からの一般道路

　自体の改良も一部において行われた。例えば、囲い込みが行われた時期には、各村へ通

　じる道路が拡張され、直線化された。

33ポール・マントゥ著（徳増栄太郎、井上幸治、遠藤輝明訳）『産業革命』東洋経済新報社、

　1964年、pp．135－147を参照。

34T．　S．アシュトン著（中川敬一郎訳）『産業革命』岩波書店、1970年、　pp．47－48より。

35さらに、1821年には956団体が存在した。
36例えば、旅行記の著者アーサー・ヤングは、ターンパイクの状態に対して、厳しい批判
　を加えた人物である。その内容については、ポール・マントゥ（1964）、pp．140・141を参

　照。

37ポール・マントゥ（1964）、p．141より。

38法律の期限は21年間に設定されていたが、容易に更新された。従って、組織の永続性は

　備わっていたと考えることができる。

39湯沢威「十八世紀イギリスの有料道路・河川・運河経営」『商学論叢』福島大学、1976

　年、p．6より。

40湯沢（1978）、pp．6－8より。

41荒井（1963）、p．69より。

42湯沢（1978）、p．8より。

43湯沢（1978）、pp．10・13より。

44（H）鉄道のルーツと石炭産業・運河事業は、「初期鉄道のルーツとその展開」として『鉄

　道史学』第28号に掲載予定である。

45例えば、AWaggonway　Research　Circle，窃θ防ノ1滋oηWagon　way　Of1604，2005を参照。
46Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（ed．），　Thθ（）A［t70rd　Companion　to　British　Railway
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　HistorM　from　1603　to　the　1990s，2000，　p．567を参照。

47Flinn，　M．　W．，　ThθHistory　Of　the　British　Coal　lndustrM　Vo7ume2，1700－1830：The

　Industria1　Revo7ution，1984を参照。

48なお、シュロップシャの生産量は、1700年30万トン、1750年50万トン、1775年75
　万トン、1800年90万トン、1815年99万トン、1830年122万トンであった。
49M．　J．　T．　Lewis，　Ear！y　MZoodθn　Railways，1970，　pp．86－109およびJack　Simmons　and

　Gordon　Biddle（ed．）（2000），　pp．567・568を参照。ただし、北ウェールズのレクサム近郊に

　あったバーシャム製鉄所ワゴン軌道（4フィー一一・一ト1インチ軌間）などのように、例外も存

　在する。詳細は、Stephen　Grenter，　A　Wooden　Waggonway　Complex　at　Bersham

　Ironworks，　Wrexham，　IndustrialArehaeology　Reva’e　w，　XV，　2　Spring，1993，　pp．195・207

　を参照。

50両タイプの軌間の違いについては、Lewis（1970）の指摘する①石炭採掘方式に加えて、②

　炭鉱開発の発展（図表編・表1・10および注48参照）にも関係していると思われる。①

　に関して、北東部では立坑（shaft）による採掘が一般的であり、坑内輸送と坑外輸送（ワ

　ゴン軌道）が分離されていたため、坑道の大きさに影響されずにワゴン軌道を敷設する

　ことができた。一方、シュロップシャでは横坑道（adit）による採掘が行われ、坑道から

　そのまま河川までレールを敷設して石炭を輸送する方法が取られたため、坑道の大きさ

　に合わせた比較的狭い軌間が採用されることとなった。しかし、これらは仮説の域を出

　るものではない。

51他の地域への普及の経路については、Lewis（1970），　p．125を参照。

52ロンドンへの移出は、家庭暖房用の上質炭が中心であり、16世紀に開始された。
53Flinn（1984），　p．163を参照。　Flinnは、「18世紀初めに、河川のそばにある炭鉱が掘り尽

　くされるか水没することは、ワゴン軌道がない場合に、限界費用を容赦なく上昇させた

　に違いない」と指摘している。

54例えば、1711年におけるダラム州タンフィ・一一・Lルド・ムーア炭鉱（Tanfield　Moor）の推

　計では、道路を石炭運搬車（wains）でタイン川まで輸送すると利益がテン（ten）当た

　り1ポンド17シリング6ペンスとなるが、ワゴン軌道によって輸送するとテン当たり5
　ポンド5シリング9ペンスとなることを示している。Flinn（1984），　pp．146，149を参照。

550sborns’　Grand♂Junetion　Railway　Guidθ，1838，　p．3を参照。

56なお、ヨークシャとスコットランドでは1722年、カンパv－一一一ランドでは1730年代初頭、

　南ウェールズでは1740年に最初に敷設された。

57Flinn（1984），　pp．156・157を参照。「共有」軌道敷設の背景にっいては、注61，62を参照。

58例えば、フォレスト・オブ・ディーンからセヴァーン川までの軌道やヨークシャ西部の
　ウェイクフィールド・アウトウッドにおける軌道がある。Flinn（1984），　pp．156－157を参

　照。

59Flinn（1984），　p．163を参照。

60NEI　Buddle　collection、　Flinn（1984），　p．162・163より引用。

61炭坑主あるいは炭坑主のパートナーシップによる通行権拒否に対しては、議会法による

　解決策が考えられる。しかし、18世紀において、議会法による敷設を試みた事例はほと

　んど存在しない。背景には、①軌道建設への巨額投資（議会法の獲得から敷設、運営に

　至るまで）に見合う需要が見込めないこと、②基本的に炭坑主は自らの排他的な利用の

　ために軌道を保持しようとしたこと、③このため公共利用を目的とした場合に適用され

　る議会法が排他的・独占的利用を目的としたワゴン軌道には適さなかったことが挙げら
　れる。

62例えば、Grand　Alliesと呼ばれる北東部の有力炭坑主パートナーシップは、　Wortleyの

　Montagu家、　RavensworthのLiddell家そしてGibsideのGeorge　Bowsの協定に基づ
　き形成された。1739年には、タインサイドに42マイル（67キロメートル）のワゴン軌
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　道を所有し、アクセスを制限した。また、彼ら炭鉱主は、後にカルテル協定を結び、石

　炭産出量の制限も行った。
63M．　W．　Kirby，　The　Orig7hs　OfRailway」En　terprise’　the　Stockton　and　Darlin8ton

　RailwaM　1821－1863，1993，　pp．13・15を参照。

64Flinn（1984），　p．161を参照。

65公爵の運河は、石炭をマンチェスターに供給するために建設された。運河が完成するま

　では、駄馬によって陸送され、石炭価格は坑口価格の倍になっていた。William　Jackman，
　The　Devθloρmen　t　of　7｝ransρorta　tion　in　Modθrn　England，1962，　p　359を参照。

66以下、運河の発展に関しては、P．マサイアス（1988）、　pp．117・124を参照。

67P．　J．　Riden，　The　Butterley　Company　and　Railway　Construction，1790・1830，7｝ansρort

　HistorM　Vol．6，　No．1，March　1973，　p．31、　C．　Barker　and　C．1．　Savage，　An　Economic

　History　of　7）ansρort　in　Britain，1974，　p．56を参照。

68荒井（1963）、p．84を参照。

69Charles　Hadfield　and　A．　W．　Skempton，㎜質1ηJb55ρρ，翫81hθθ鵯1979，　pp．53・54，61，

　173を参照。

70以下、議会法の規定については、33Geo．m　c．102（1793年5月7日国王裁可）：ダービ

　ー運河設立法を参照。

71Lewis（1970），　p．281を参照。

72従って、運賃等の徴収権限は与えられていない。

7341Geo』I　c．127（1801年6月27日国王裁可）：クロイドン運河設立法を参照。

74なお、上限額を超える変更につては、議会の審議・承認を必要とした。
75William　Jackman（1962），　pp．434－435を参照。例外的に、ブリッジウォーター運河は、

　輸送業を営むことが認められていた。なお、1845年運河法によって、ようやく兼業が許

　可されることとなる。8＆9Vict．　c．42（1845年7月21日国王裁可）：運河法を参照。

76「オープン形態」、「クローズド形態」の概念については、例えば湯沢威『イギリス鉄道

　経営史』日本経済評論社、1988年、p．156を参照。
77木材価格の上昇については、Lewis（1970），　p．175を参照。また、木軌レール自体の寿命

　の短さも問題であるが、これについてはJack　Simmons　and　Gordon　Biddle（2000），　p．567

　を参照。

78P．　J．　Ridel1（1973），　p．31およびCharles　Hadfield　and　A．　W．　Skempton（1979），　p．173を

　参照。

79John　Curr，　The（］oal　Vie　wer　and　En8ゴhe　Bui7der　’s　Praetieal　Companion，1797（second

　ed．，1970）を参照。なお、年代には諸説あるが、本研究ではLewis（1970）によった。

80なお、ウィリアム・ジェソップは、この製鉄所の共同経営者の一人であった。

81しかし、ジェソップは、上院委員会で、この利点に関連して、道路との平面交差部分に

　プレート軌道は必要ないのではとする質問に対し、再び車両をプレート軌道上に戻すこ

　とは容易ではないと述べた。従って、車両が軌道と道路を容易に行き来していたかどう

　かは明らかでない。Derek　A．　Bayliss，　Retraeing　the　First　Publie　Railway，1985，

　pp．19・21を参照。

82Michael　Robbins，　TheRailwayAge，1998，（first　edition，1962），　p．12、　Charles　Hadfield

　and　A．　W　Skempton（1979），　p．173を参照。

83Robbins（1998），　p．6を参照。

84Lewis（1970），　p．280を参照。

85H．　G．　Lewin，　Early　British　Rallways：　a　Short　History　of　Their　Ori8ih　（S｝　Dθvθloρmen　t，

　1801－1844，1925を参照。

86小松芳喬著『鉄道の生誕とイギリス経済』清明会、1984年、p．29を参照。

87湯沢（1988）、pp．52・59を参照。
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88例えば、ロンドン・バーミンガム鉄道、ロンドン・ブリストル鉄道、ロンドン・サザン

　プトン鉄道、バーミンガム・リヴァプール鉄道、ロンドン・ブリストル鉄道などが計画
　された。A　List　OfJoint－Stoek　Companies，　theproposalS　for　whieh　a「e　no「v・　O「have

　bθen　la　telM　before　the　public，1825を参照。

89B．　R．　Mitchell，　The　Coming　of　the　Railway　and　United　Kingdom　Economic　Growth，

　The　Journa1　OfEconomie。History，　Vb1．　XXIV，1964，　pp．315・336、　A．　G．　Kenwood，

　Railway　lnve　stment　in　Britain，1825・1875，　Economiea，　new　series，　Vol．　XXXII，　No．127，

　1965，pp．313－322、　G．　H．　Hawke　and　M．　C．　Reed，　Railway　Capital　in　the　United

　Kingdom　in　the　Nineteenth　Century，　The　Eeonomic　History　Revie　w，　second　series，　Vb1．

　XXII，　No．2，1969，　pp．269・286を参照。

90The　Economist，　May　5，1844を参照。

91しかし、イギリスでは個別鉄道がそれぞれのターミナルを所有しているため、厳密には
　各鉄道会社の路線が相互に接続されているわけではない。例えば、ロンドンには多くの

　ターミナルが存在しており、もともとは各鉄道会社が所有していた。従って、ターミナ

　ル間の移動手段が必要であり、最初は道路交通（オムニバスなど）が、後に地下鉄が発

　達することとなった。なお、現在においても、ロンドンのターミナルは、行き先や方面

　によって駅が異なっている。

92Barker，　T．　C．　and　Savage，　C．1．，　An　Eeonomie」History　Of　7｝ansρort　in　Britain，1974（大

　久保哲夫訳『英国交通経済史』泉文堂、1978年、p．82）を参照。

93なお、1826年にLimerick　and　Waterford鉄道（法定資本金35万ポンド）が設立された

　が、建設されることはなく失効している。

94なお、ここでの「独占」とは、鉄道会社が所有する線路を独占的・排他的に使用して輸

　送を行うという意味で用いられており、クローズド形態（垂直統合形態）とほぼ同義と
　考えてよい。
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第2章　公共鉄道のルーツと事業構造一サリー鉄道一

　本章では、最初の公共鉄道であるサリー鉄道を事例として、事業構造の分析

を行う1。その際、前章で論じた公共鉄道前史としての炭鉱軌道および運河・運

河軌道との関連性を明らかにするために、制度的、技術的、地域的視点から分

析し、そのルーツを再検討することとする。なお、サリー鉄道に関する原資料

はほとんど存在しないため、設立法、議会資料、新聞記事、先行研究等を中心

に分析を進めることとする。

第1節　設立経緯

　サリー鉄道は、1801年5月21日に議会の承認を受け設立され2、1803年7

月26日に開業した3。路線は、テムズ（River　Thames）河畔のワンズワース

（Wandsworth）からミッチャム（Mitcham）を経てクロイドン（Croydon）に

至る本線9．5マイル（15．3キロメートル）、およびミッチャムからハックブリッ

ジ（Hackbridge）に至る支線1．25マイル（2キロメートル）から構成された（図

2－1）4。この鉄道の設立は、交通における新しい時代の幕開けとなった。例えば、

サリー鉄道とそれ以前の鉄道との違いについて、サザン鉄道（Southern

Railway）の社史を執筆したデンディー・マーシャル（Dendy　Marshall）は、

次のように論述している。

「従来のすべての路線は私的な路線（private　ones）であり、それらを敷設し

た人々の独占的な利益（sole　beneft）のために利用された。サリー鉄道は、

世界で最初の公共鉄道（public　railway）という点において、新しい時代を

切り開いた。それだけではなく、世界で最初の鉄道会社（railway　company）

でもあった。一方、従来の路線はすべて例外なく別の会社（筆者一炭鉱会

社、製鉄会社、運河会社など）の付属施設に過ぎず、自らの目的のために

それらの会社に従事している人々によって敷設された。」5

路線の敷設されたテムズ河畔ワンズワースからクロイドンおよびカーシャル
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トン（Carshalton）に至るワンドル川（River　Wandle）流域には、産業革命以

前より水車を動力源とする工場（mill）が多数設立された。これらの工場の中に

は、製粉所、製鉄所、繊維工場、製油所（菜種油）、漂泊工場、染色工場、皮革

工場、煙草工場、製紙工場、ビール醸造所などが含まれ、ロンドン周辺におい

ても有数の水力工場の集積地となっていた。工場の所有者は、銀行家、商人な

どロンドンの実業家（businessmen）も含まれていた。また、クロイドンの後

背地には、石灰石（limestone）・耐火石材（firestone）・フラー土（fullers’earth）

などの採石地、木材伐採地、ジャガイモなど園芸栽培地域が存在した。

　鉄道敷設以前のこの地域の交通手殺は、テムズ川に近いワンドル川最下流域

では艀（barge）が利用され、それ以外の多くの地域では道路輸送に依存してい

た。すでにターンパイク道路（有料道路）も存在したが、その状態は劣悪であ

った。このため、ワンドル川流域の工場や採石場などで生産・産出される重量

嵩高物の輸送は、大きな問題となっていた。そこで、ワンドル川流域の工場所

有者は、運河建設による地域の交通改良を提案することとなった。

　計画の策定に当たり、当時すでに運河建設で著名な土木技師（civil　engineer）

であったウィリアム・ジェソップ（William　Jessop）が招かれ、測量調査が行

われた。ジェソップによる第一回目の報告書（1799年12月9日）では、運河

案について次のように論述されている。

「ワンズワースからクロイドンに至る運河は実現可能であり、また完成され

たその広範囲にわたる公共施設（utility）には将来性が存在する。」

　しかし、実際のところ運河の実現には、大きな問題が存在した。それは、運

河に供給される水の水源問題である。運河を水で満たすためには、ワンドル川

あるいはワンドル川の支流（streams）から常に取水をしなければならない6。

しかし、取水によって、ワンドル川の水量が減少し、流域の水力工場の操業に

影響が出ることが懸念されたのである。技師ジェソップは、水源の問題につい

て、次のように論述している。

「工場の所有者が、ワンドル川から水の供給を受ける運河の妥当性に同意しな
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ければ、私は残念ながらこの計画が実行不可能であると考えなければならな

い。」

　ジェソップはこの時、すでに運河計画の代替案として、鉄道計画案を示して

いた。彼は、「運河が経済的でない（uneconomic）場所に、鉄道（iron　railways）

を敷設した先駆者」であった7。運河の代わりに鉄道を利用する試みは、ジェソ

ップが技師を務めるレスター・ナビゲーション（Leicester　Navigation）の一部

においてすでに見られた8。このため、ジェソップにとってワンドル川流域の工

場集積地における鉄道計画案は、突然の提案ということではなかったのである。

ジェソップは、鉄道について次のように論述している。

「期待される目的を達成するには、別の方法が存在する。もし運河によるの

と同じ程度に効果的であるなら、全ての条件の下において、それは運河よ

りそれほど劣っていないであろう。すなわち、これは鉄道の採用による方

法である。」

さらに、続けて次のように論述した。

「木製あるいは鉄製の軌道は、イングランド北部のとりわけ炭鉱地域におい

て、長年利用されてきた。それらは近年、完成された段階に到達しており、

今日において運河の代用として推奨される。そして、多くの場合、それら

はより適格かつ有用である。」9

　また、報告書の中で、鉄道開通に伴う効果を試算している。それによると、

鉄道による「年間の輸送量は3万トンであり、1株当たり10％の配当率を想定」

していた。そして、「輸送費用（cost　of　carriage）は運河よりも少なくなるだろ

う」と論じた。

　ジェソップは、このように既にイングランド北東部の炭田地帯で広く普及し

ていた石炭輸送用軌道の有用性を認識し、運河の代用として鉄道を高く評価し

ていたことが窺われる。そして、彼は自らが技師を務める一部の交通改良事業
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において、鉄道の導入を推進しようとしたのである。しかし、この時点では、

運河が主体であり、鉄道はあくまで一部の代替施設や補完施設としての位置づ

けであったと考えられる。従って、炭田地帯を中心に私的に利用されてきた軌

道を、一般的な財（モノ）の公共輸送に導入しようとしたジェソップの試みは

評価に値するが、一方で鉄道の先駆者としてのジェソップの業績を過度に評価

することはできないと思われる10。

　ジェソップの第一回目の報告書は、1799年12A12日の会合（meeting）に

おいて提出され、鉄道敷設案の提案が行われた。しかし、会合の出席者の多く

は、鉄道を実際に見たことがなかったため、発起人の中の数名が鉄道の現地視

察を行うことが決定された。鉄道の現地視察は、1800年7月8日から16日ま

で行われ、ジェソップも同行したようである。一団は、ノッティンガム

（Nottingham）近郊の炭鉱軌道や運河軌道を視察し、7月22日の会合におい

て「鉄道には、（ジェソップが報告書で示唆したより一筆者）はるかに多くの利

点が伴うであろう」、と報告を行った。

　続く7月24日に開催された会合において、鉄道計画案を「できる限り迅速に

遂行すること」が決定された。計画案を次の議会会期に提出するために、委員

会（committee）が設置され、8人の委員が任命された。表2－2は、委員の一覧

表である。そして、技師ジェソップや2名の測量士によって、路線予定地の測

量調査等が実施され、1800年9月までに路線計画案が準備された。さらに、ジ

ェソップは10H10日に報告書を委員会に提出し、次のように論述した。

「鉄道における1頭の馬は、通常のターンパイクにおける8頭の馬と同じだ

けの量を牽引するであろう。」

　この時点では、依然として鉄道案より運河案を唱える発起人や委員会メンバ

ーが存在していたのであろう。また、同じ時期に、2つの運河案が同地域におい

て計画されており、鉄道計画案の大きな脅威となっていた（前掲図2・1）。一っ

目は、ミッチャムからテムズ河畔のローザーハイズ（Rotherhithe）に至るグラ

ンド・サリー運河（Grand　Surrey　Canal）11、二つ目は、クロイドンからテム

ズ河畔のデトフォード（Deptfbrd）に至るクロイドン運河（Croydon　Canal）
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であった12。ローザーハイズおよびデトフォードは、ドックランズ（Isle　of　Dogs）

の対岸にあり、ワンズワースよりかなり下流域に位置するため、輸送上優位に

なると考えられた。しかし、ジェソップは、ミッドランズ（Midlands）やイン

グランド北西部（North・West）から石炭が輸送されてくるグランド・ジャンク

ション運河（Grand　Junction　Cana1）とテムズ川との合流地点であるブレント

フォード（Brentfbrd）に近く、またロンドン中心部にも近いワンズワースの方

が、優位になると考えていたようである13。彼は鉄道案の優位性を主張し、委員

会メンバー一一・4の説得を続けた結果、それは受け入れられることとなった。

　1801年2月27日に、委員会はワンズワースからミッチャムを経てクロイド

ンに至る鉄道敷設法案（Bill）を議会に提出し、審議が開始された。その後、下

院（且ouse　of　Commons）および上院（House　of　Lords）を通過した法案は、1801

年5月21日に国王裁可（Royal　Assent）を受け、法律（Act）として効力を発

揮するに至った（史料2－3）14。会社の正式名称は、「The　Surrey　lron　Railway

Companylであり、経営面において従来の鉱山会社や運河会社からは独立した、

世界で最初の公共鉄道会社の誕生であった。しかし、後に詳述するように、サ

リー鉄道は軌道の保有会社であり、この点において従来の運河会社と大きな相

違はなかった。

第2節　株式会社としてのサリs・一…鉄道と経営

　サリー鉄道の経営に関する一次資料は、現在のところほとんど発見されてい

ない。その多くは紛失あるいは破棄されたものとされている。このため、日々

の経営活動を歴史的に実証することは、きわめて困難な状況にある。このため、

サリー鉄道を研究対象とする研究者はほとんどいない15。しかし、鉄道会社の発

展を交通史の中に即して捉えると、初期鉄道の前史として運河が存在しており、

同じ株式会社形態で経営されていた。また、設立に関しては個別の設立法が必

要とされ、条項の中には経営について規定した項目も存在する。そして、その

後の初期鉄道会社の中には資料が比較的豊富に残存する会社もある。このため、

会社の経営については、法律文書を中心として、ある程度の経営の実態を把握

することは可能であると考えられる。
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　サリー鉄道の設立法前文（Preamble）では、鉄道の敷設場所や敷設目的が明

らかにされ、次に発起人（Proprietors）一覧が記載、続いて法人格の付与

（Incorporated）により会社名（Name）などが確定され、さらに会社に対して

さまざまな権限（Their　Powers）が付与される。この順序は、後の鉄道会社の

設立法においても一貫して見られた。以下では、これらの点から、サリー鉄道

の株式会社としての側面について論じることとする。

　サリー鉄道の路線は、上述の通り、テムズ河畔のワンズワース教区のラム・

フィs－・一一・ルド（Ram　Field）からワンドル川に沿って南下し、ミッチャム付近で南

東方面へ路線の向きを変えクロイドンに至る本線と、ミッチャムから南方面の

カーシャルトン教区のハックブリジに至る支線（collateral　branch）から構成さ

れ、いずれもサリー州（County　of　Surrey）に敷設された。もちろん、路線を敷

設するためには用地が必要となるため、土地の買収等に関する権限が与えられ

ている。

　路線以外にも、さまざまな付随施設の建設が法律によって認められている。

例えば、テムズ川からワンズワースに到着する貨物がクロイドン方面へ、ある

いはクロイドンからワンズワースに到着する貨物がテムズ川方面へとスムース

に流れるように、水路と鉄道との間に必要となる艀や船用のドック（Dock）、係

留地（Bason）、そして掘割（Cuts）や閾門（Lock）などの施設の設置が認めら

れた。また、会社が必要とする、荷物を保管する倉庫（Warehouses）、クレー

ン（Cranes）、計量器（Weighing　Beams）、通行料金徴収所（Toll　Houses）、橋

（Bridges）、トンネル（Tunnels）、道路（Roads　and　Ways）などの設置も認め

られていた。

　線路の敷設目的は、沿線地域からロンドン（Metropolis）へ、あるいはロン

ドンから沿線地域へと輸送される石炭（Coals）・穀物（Corns）・全ての商品類

（all　Goods，　Wares　and　Merchandize）に対して、安価で容易な輸送手段（cheap

and　easy　Communication）を提供することであった。そして、この路線の開業

は、沿線地域のさまざまな工場（Manufactories）や住民にとって極めて大きな

利点（very　great　Advantage）となるとされた。しかし、実際には、住民という

よりむしろ、交通改良を求めていた沿線の鉱工業者や農林業者にとっての直接

的な利点が大きかったと考えられる。
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　続いて、会社の発起設立に関わった人々の氏名が一覧として示される。サリ

ー鉄道では、表2－4の通り82名の人々が発起・設立に携わっていた。これらの

発起人の中には、前掲表2・2の委員も含まれており、多くはワンドル川流域の

工場所有者とその関係者、また一部の銀行家から構成されていた。このことか

らも、路線開業によってもたらされる利点は、一般住民よりもむしろ商工業者

に強く作用したと考えられる。

　サリー鉄道は、上述の発起人による議会への申請と議会による承認の手続き

を経て、正式な株式会社（ジョイント・ストック・カンパニー）として設立さ

れた。株式会社の特徴は、まず「法人格（person　in　law）」を有することであり、

その手続き（すなわちIncorporate）によって正式名称「Th　e　Surrey　lron　Railway

Company」のもとに、一つの法人（One　Body　Corporate）として認められるこ

ととなる。そして、この正式名称のもとに、会社は永続性（perpetual　Succession）

を有する存在となり、また共同印章（Common　Seal）を持っことができる。さ

らに、法人格を有した会社は、正式名称のもとに、さまざまな契約を交わし、

訴えまた訴えられる（sue　and　be　sued）ことになるのである。このように、サ

リー鉄道は、個人としての性格を有するパートナーシップ形態とは異なり、「法

人」としての性格を有する公的な存在として経営を行うこととなる（前掲史料

2豊）。

　鉄道会社は、線路の敷設に当たり、路線予定地の用地買収を行わなければな

らない。イギリスの多くの土地は、すでに貴族、英国国教会、地方のジェント

リ（ナイト、エスクワイア、ジェントルマン）の所有するところとなっており、

土地を買収して線路を敷設することは容易なことではなかった。この点におい

ては、鉄道の前史としての運河についても同じことであった。そこで、設立法

においては、会社に対し土地の買収のため、また土地や相続財産

（Hereditaments）の保有のために、権限および権力（Power　and　Authority）

が与えられた。さらに、土地および相続財産の処分にっいては、罰金や不動産

永久保有権の没収などを受けることなく、行うことができる権限および権利が

与えられた。

　上述のように鉄道会社の設立・建設・開業までには、さまざまな経営活動を

行わなければならず、これらを遂行するためには多くの費用が必要となる。そ
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こで、設立法によって2つの資金調達の手法が規定された。すなわち、株式

（share）発行による資金調達および担保（mortgage）による資金借入である。

株式発行については、1株100ポンドの株式で合計35，000ポンド（すなわち350

株）までの調達を可能とする権限が与えられた（図2－5）。また、それでも不足

する資金については、追加的に15，000ポンドまでの株式発行による資金調達、

あるいは抵当による資金借入（raise　money　by　mortgage）が認められた。

　資金調達における上限金額は、計画時の技師による見積原価計算に基づき最

終決定されるが、実際に建設工事が進み資金不足が明らかとなると、議会に資

金調達の上限金額を変更する申請が行われた。サリー鉄道の場合、ジェソップ

の計算によると1800年の段階で建設等に33，000ポンドが必要となると見積も

られた。その後、実際にどれだけの建設費用がかかったのかは不明であるが、

さらに10，000ポンドの資金調達を可能とする法律案を議会に申請し、1805年3

A12日に国王裁可を得ている。この法律に基づき、新株発行による資金調達、

あるいは通行料収入（tolls）を担保とした資金借入が可能となった。このよう

な資金調達の方法は運河会社にも見られ、また基本的に借入に依存したターン

パイクの場合にも通行料を担保とした借入はすでに行われていた。

　会社を経営するにあたって、各種の会社機関が設置される。中でも、全ての

株主から構成される株主総会（General　Assembly　or　General　Meeting）は、会

社の最高意思決定機関として位置づけられ、さまざまな議案の最終決議はここ

で行われた。例えば、路線や各種施設の新規建設の決定、資金調達の決定、通

行料の変更、社内規則の決定・修正、決算の承認などである。また、株主総会

は、実際の経営を担う委員会（Committee）を設置し、300ポンド（3株）以上

を所有する株主の中から委員を選任した。委員の数は9名あるいはそれ以上と

し、定足数（会議で議決するために必要となる最小出席者数）は3名と規定さ

れた。さらに、株主総会は委員の解任と補充を行うことができた。

　委員会は、後の取締役会（Board　of　Director）に相当する機関であり、株主

総会からの調査（Examination）や統制（Contro1）を受け、会議の報告書を作

成しなければならなかった。一方で、株式の徴収（Call　fbr　Money　from

Proprietors）、その他会社の経営にかかわるすべてのことに関して権限を有した。

しかし、実際に、直接的な経営に当たるのは、委員会のさらに下部組織として
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設置される1つあるいはそれ以上の小委員会（Sub・Colnmittee）であり、委員

会はこの小委員会の解散や委員の解任に関する権限を有した。

　小委員会の委員は、5名あるいはそれ以上とし、委員会の委員の中から任命さ

れた。小委員会は、会社を代表してさまざまな契約を締結したり、経営の問題

に対処したりする権限が与えられた。その中には、委員会が小委員会による対

応が適当であると認めた事項も含まれた。ただし、次のことに関する決定は、

認められていない。すなわち、①事務担当（Clerks）・通行料徴収人（Collectors）・

技師（Engineers）・測量士（Surveyors）、その他の主要な幹部職員（Principal

Officers）の任命、②トレジャラー会計（Accounts　of　the　Treasure）の監査お

よび決算（auditing　and　settling）、③株式の徴収、の3点である。

　それぞれの会社機関における決議は、基本的に投票の過半数（Majority　of

Votes）で決定される。賛成と反対が同数の場合には、あらかじめ任命されてい

る委員長あるいは議長（President　or　Chairman）に対して決定票（decisive　or

Casting　Vbte）が与えられており、それによって最終決定された。また、株主総

会における投票においては、株主は基本的に1株にっき1票の投票権を有する

が、1人につき5票を上限とすることが規定されていた。

　株式会社である以上、株主から資金を受け入れた会社には、その使用状況等

について報告・説明することが求められる。また、株主に限らず、資金を提供

した債権者（Creditor）に対しても、同じことが言える。そこで、設立法には、

会計に関する規定が存在する。例えば、次のように述べられている。

「会社に関連する適正な会計帳簿（Book　ofAccounts）および他の事柄（other

Matters）の記録は、保管されなければならない。また、それらの全ての帳

簿や記録は、委員会（Committee）の監督の下に当面の間、会社がその時々

に指示を出す場所（筆者一本社）において、保管されなければならない。

そして、全ての発起人は、妥当な時に、手数料や報酬を支払うことなく、

閲覧できる自由な権利（free　Access）を有する。」

　そして、これらの会計を担当するトレジャラー（Treasure）という役職が設

置され、株主総会において任命された。サリー鉄道のトレジャラーは、発起人
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の一人でもあるウォルター・パウウェル（Walter　Powel1）が担当しており、彼

自身はロンドンの銀行家（banker）でもあった。銀行家が会計担当を務める事

例は、この後の鉄道会社でもしばしば見られた。このように、トレジャラーが

管理・作成した会計資料は、委員会の監督の下で保管され、また株主総会にお

いて報告されることとなる。

「株主総会は、それによって任命されたトレジャラー・通行料徴収人・その

他の幹部職員による、会社の会計上における金銭の受け入れ、および支出の

すべての勘定書の監査（audit）と決算（settle）を要求する権利を有する。」

　株主総会に提出された決算案は、過半数の賛成をもって承認され、確定する

こととなる。しかし、上述の通り、設立法において会計に関する詳細な規定は

見られない。当時は、必ずしも明確な決算の方法や書式が存在していたわけで

はなく、個別の会社の判断に任されていた部分が大きい。また、会計史の先行

研究においては、運河との事業構造の酷似から、運河会計が鉄道会計に大きな

影響を与えたことが指摘されている。中村萬次教授（1991）は、初期の鉄道会

計における役割について、「調達した現金を鉄道建設に適切に支出したという事

実を表示するとともに、配当金として利用できる利益を明らかにすること」で

あると論じている16。すなわち、前者は「資本勘定」、後者は「収益勘定」と呼

ばれる財務諸表に対応している17。

　サリー鉄道の場合、開業後の主な収益源は、線路を利用して輸送を行う利用

者からの「通行料収入（Toll　Revenue）」となる。この通行料収入は収益勘定に

おいて処理され、収入から会社や線路を維持するために必要となる費用支出を

引くことによって、「損益（＝収入一支出）」が明らかにされる。損益は、プラ

スの場合は黒字、マイナスの場合は赤字となり、この結果に基づき株主に対し

て配当金が支払われることとなる。サリー鉄道における実際の配当は、開業後

わずか数回しか行われておらず、1825年以降は全く行われていないようである

18。この結果、総配当額はわずか10ポンド6シリングという状況であった。

　これは、言い換えるならば、収益勘定における利益がほとんど出ていなかっ

たということを示している。利益がほとんど出ていない要因としては、大きく

・80一



次の2点が考えられる。すなわち、①収入が少ないこと、②支出が多いこと、

である。収入については、計画時に楽観的な予測が行われていたようである。

また、競合するクロイドン運河などの存在も、収入に影響を及ぼした。さらに、

後述のとおり、実際の通行料は法定より低く抑えられ、同時に利用距離が短か

ったことも関連していると考えられる。

　上述の通り、通行料収入は、開業後のサリー鉄道にとって最も重要な収入源

となるはずであった。通行料については、設立法において、次のように規定さ

れている。

「会社が、鉄道、ドックあるいは係留所、その他の工事（Works）を実施し、

そして維持する時に負わなければならない巨額の経費および支出（Charge

and　Expense）を考慮して、さらに次のことが規定される。すなわち、会社

がその時々また将来において、会社の利用および便益のために、ドックあ

るいは係留所へ、またはそこから輸送される全ての商品（Goods　Wares，

Merchandize，　and　other　Things）に対する線路通行料（Tonnage）および

係留所使用料（Wharfage）を要求し、受け取ることは、合法とされる。」

　続いて、詳細な各種使用料・通行料の上限（not　exceeding　the　Sum）カミ規定

される。商品別の使用料・通行料の上限は、表2・6のとおりである。係留所の

使用料はトン当たりの上限料金、鉄道の通行料はいずれもトン・マイル当たり

の上限料金として設定される。もし、重量が1トンに満たない場合には、1トン

の4分の1（aquarter　ofaton）分ごとに料金が設定された。また、走行距離が

1マイルに満たない場合には、1マイル分とみなすこととされた。そして、この

距離を確認するために、会社は石柱や標識柱（Stones　or　Posts）を設置・維持

することが規定された。

　通行料の変更については、会社が株主総会において料金の変更を実施するた

めの権限を有することが規定された。料金の変更は、上限料金の範囲内で行う

こととなり、それを超える料金に変更する場合には、改めて議会に対する変更

申請が必要であった。そして、株主総会において料金の変更が承認されると、

委員会の名前において料金表（toll・sheet）が公表されることとなる。表2・7は、
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実際に公表された1804年の通行料であり、法定上限より低く設定されているこ

とが分かる（なお、参考までに、クロイドン運河とグランド・サリー運河の法

定使用料上限を示すと、参考資料2・aおよび2－bの通りである）。これは、そも

そもサリー鉄道が沿線の工場所有者によって交通改良を目的として設立された

会社であり、それらの中から主要なメンバーがサリー鉄道の委員会委員に任命

されていたこととも関係する。すなわち、委員がサリー鉄道の利益のために料

金を高く設定しようとするインセンティブは、低かったと考えられるのである。

　また、通行料が支払われなかった場合、会社にはそのものに対して訴訟を起

こす権限が与えられている。あるいは、通行料が支払われるまでの間、会社は

輸送器具とその積み荷を差し押さえる（seize）ことができた。そして、もし差

し押さえてから5日以内に支払いが履行されなければ、その物品（Goods）は査

定され、売却された。このような訴訟においては、サリー鉄道の事務担当兼弁

護士であるWB．ルートリ（W．　B．　Luttly）によって手続きが行われることとな

った。

第3節　事業構造と運営・技術

　サリー鉄道の事業構造は、「オープン形態」が採用されていた。すなわち、鉄

道会社自体は路線の建設・維持・資金調達、訴訟対応、その他法律上の手続き

などに特化し、輸送は通行料を支払った第三者が線路に貨車（waggon）や馬を

持ち込み輸送を行うという形態である。オープン形態は、すでにターンパイク

道路や運河において見られ、決して新しい形態ではない。言い換えるならば、

サリー鉄道は、事業構造という点から見ると、基本的には道路や水路と同じ「公

道（public　way）」としての役割を果たすものであり、相違点は「鉄の路

（railway）」という素材や形状の点にあった。この素材や形状の違いが、後の

鉄道輸送に大きな優位性をもたらすこととなるが、上述の通りサリー鉄道にお

いてもすでにその一部については認識され始めていた。

　サリ・一一一・鉄道は、1803年7H26日に開業された。設立法によると、牽引力と

しては馬が想定されており、「馬車鉄道」に分類される。また、輸送対象は石炭・

穀物・全ての商品類など貨物であり、ヒトの輸送は含まれていない。上述の通
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り、貨物を輸送するものは、一定の線路通行料（toll）を鉄道会社に対して支払

い、自らの所有する貨車や馬を線路に持ち込み、当該品の輸送を行っていた。

　前掲表2・7は、1804年6A1日における、サリー鉄道の通行料金表である。

通行料金表は、委員会（Committee）の名の下に、会社の事務担当（Clerk）で

あるルートリによって公表された。冒頭では、次のように述べられ、引き続き

通行料金が示されている。

「ワンズワースの係留地（Bason）およびクロイドン方面とカーシャルトン方

面に至る鉄道（Railway）は、次の通行料（Tolls）の支払いに基づき、公共

の利用（Use　of　the　Public）のために開放（open）される。」

　係留地の利用においては、石炭の場合チャルドロン当たり（per　Chaldron）、

その他の商品の場合トン当たり（per　Ton）の利用料が示される19。一方、鉄道

の利用においては、やや詳細な商品別にトン・マイル当たり（per　Tbn，　per　Mile）

の通行料が示されている。通行料金表の単位（ユニット）など基本的な部分は、

後の鉄道会社にも見られる形式となっている。なお、上院の特別委員会（Select

Committee）におけるジェソップらの発言によると、石炭が最も重要な輸送品

であったようである20。

　当時すでに重要な原燃料となっていた石炭の場合は、1チャルドロン（およそ

1．3トン）をワンズワースからクロイドンまで運ぶために、係留所の利用料とし

て3ペンス、鉄道の通行料として2シリング6ペンス（約10マイル×3ペンス

＝30ペンス）、合計でおよそ2シリング9ペンスかかったことになる21。石炭の

輸送コストについて、上院の特別委員会における測量士ワイルドグース

（Wildgoose）の発言によると、サリー鉄道の開通によって、「ロンドンからク

ロイドンまでの1チャルドロンあたり輸送コストは、12シリングから4シリン

グに低下する」と見積もられていた。

　通行料の徴収は、入札方式により賃貸料（リース料）を最も高く設定した外

部の徴収人（Toll　Collector）に委託され、会社自体は行っていない。例えば、

年間2，500ポンドの賃貸料で3年間委託された。また、1806年には、会社が係

留所などの施設管理人（whar丘nger）の募集を行っている。さらに、サリー鉄
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道を建設した建設業者（contractor）は、契約において最初の三年間の保守を行

うことが規定されていた。

　このように、サリー鉄道は日々のさまざまな運営活動を外部の事業者に委託

しており、常勤の俸給職員はほとんど存在しなかった。例えば、ルートリは事

務担当（Clerk）の俸給職員であり、会社の法律案の作成や契約書の作成、株主

総会案内、株式の管理、広報などさまざまな事務作業は全て彼が行っている。

しかし、彼自身は事務弁護士（Solicitor）としての資格も有しており、一概に俸

給職員として分類するには問題があるようにも思われる。また、技師に任命さ

れるジェソップは、サリー鉄道の専任技師ということではなく、他にもさまざ

まな交通改良事業に携わっており、やはり常勤の俸給職員として分類するには

問題がある。さらに、輸送作業は第三者によって遂行されているため、会社自

体がそれを行うことはなく、担当の職員も存在しなかった。

　請負方式を採用した経営においては、契約を締結した第三者がそれに基づき

各種活動を適正に遂行していくことが求められる。しかし、第三者がいっも適

正に活動を行うとは限らない。このため、活動を監視する仕組みが必要となる。

詳細な契約書等は残されておらず、不明な部分も多いが、例えば契約期間を長

期に設定するのではなく、比較的短い期間に区切って行う方式がとられていた。

そして、契約期間中に問題が発生した場合には、次の契約更新を行わず、新た

な請負業者を入札によって決定したのである。

　馬車鉄道としてのサリー鉄道における日々の輸送は、どのようにして行われ

ていたのであろうか。輸送統計が残されておらず、その様子を詳細に窺い知る

ことはできないが、断片的には明らかにされている。前述の通り、主な輸送品

は石炭であり、これは家庭用と産業用の両方が含まれた。テムズ川からワンズ

ワL－一一一スの係留所で陸揚げされた石炭は、貨車に積み替えられ、サリー鉄道によ

って南部のクロイドン方面に輸送された。家庭用石炭については、例えばミッ

チャムの石炭商が側線（siding）を敷設して、自らの貯炭所（depot）まで運ん

でいたようである。産業用石炭については、クロイドンにあったガス工場（gas

works）やビール醸造所（breweries）、ワンドル川沿いの染色や製鉄など各種工

場に供給された。また、クロイドン以南のマーサムにある石灰石焼成工場（lime

works）には、サリー鉄道からさらにクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドス
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トン鉄道（The　Croydon，　Merstham　and　Godstone　Iron　Railway　Company）を

利用して供給された。

　前掲表2－7によると、肥料として用いられる馬などの糞（Dung）にも言及さ

れているが、これはロンドンから大量に出されるものであり、一部はサリー鉄

道を利用して南部の農作地に安価に供給されることが期待された。しかし、実

際には、期待していたほどには効果が上がらなかったようである22。これは、ワ

ンズワース等での積み替え（transshipment）にコストが掛かったからであると

する指摘もある23。

　サリー鉄道の牽引力としては馬などが利用され、1頭の馬はおよそ5～6台の

貨車を牽引することができた。この鉄道自体は、ジェソップによって調査・設

計が実施されたが、建設が誰の手によるものかは明らかになっていない。しか

し、サリs・・一一・鉄道の南方への延長路線として1803年に設立される、クロイドン・

マーサム＆ゴッドストン鉄道は、ベンジャミン・オウトラムが技師を務め、ウ

ィリアム・ジェソップの息子ジョシアス・ジェソップ（Josias　JessoP）が助手

として建設に当たっており、資材はダービーシャのベンジャミン・オウトラム

社から運河等を経由して輸送された。レールには鋳鉄製L型プレート・レール

が採用された。プレ・一一・一ト・レールは石のブロック（stone　blocks）の上に固定さ

れ、レールの軌間は4フィート2インチ（1，280ミリメートル）であった（図

鎚）。

　図2・9は、サリs－一・・鉄道の延長路線として計画されたクロイドン・マーサム・

アンド・ゴッドストン鉄道の輸送風景（1823年）を描いた水彩画である24。ま

た、サリー鉄道が廃業した翌年に、Felix　Summerly（1847）は、この鉄道の輸

送について次のように論じている。

「やせたラバ（mules）あるいはロバ（donkey）のみすぼらしい一団が、石

材や石灰を積載した小さな無蓋貨車を牽引し、その小さな単線（サリー鉄

道一筆者）の上を、毎時4マイル（6．4キロメートル）の速度でゆっくり進

んでいるのが見られた。…かつてはおそらく一日中見られたが、もうクロ

イドンを通る小さな線路に沿ってゆっくりと進むやせたラバは見られない。

　’」
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　水彩画が描かれた1820年代と廃業した1840年代とでは、輸送の様子はほと

んど変っていなかったと思われる。1830年代以降、イギリスの鉄道は「蒸気機

関車確立期」に移行するが、サリー鉄道およびその延長路線としてのクロイド

ン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道においては、その経営環境の変化に

対応できず、次第に厳しい経営状況に直面することとなった。

第4節　路線延長計画とその後

　サリー鉄道では、1801年の設立後まもなく、路線の延長に関する議論が活発

に行われるようになる。延長路線計画は、最終的にはイングランド南岸のポー

ツマス（Portsmouth）まで延伸する計画であった。この計画に関して、ジェソ

ップは1800年の報告書の中で、サリー鉄道が長距離鉄道計画の最初の連絡線

（first　link）となることを予見し、次のように論じた。

「クロイドンへの鉄道（サリー鉄道一筆者）は、多くの支線が伸びる幹線

（trunk）となるであろう。…ロンドン（Metropolis）とサセックス州

（Sussex）の海岸とを結ぶ内陸水路の計画はしばしば存在した。しかし、

水不足、巨額の経費、その他多くの障害が、これまでその実現を妨げてき

た。運河を妨げてきた障害の大部分は、鉄道にとって妨げとはならないの

であるが、これこそ、それら（鉄道一筆者）が一般的に知られるようにな

ると、しばしば採用されるようになるであろうと信じる第一の理由であ

る。」

　サリー鉄道の経営者の一部は、早くからジェソップの考えに同調し、計画を

推進しようと試みた。そして、設立後間もない1801年9月14日には、早くも

次の議会にサリー鉄道の路線延長の申請を行うことが決定され、新聞で公表さ

れた25。この段階では、ポーツマスに達する計画ではなく、その途中に位置する

サセックス州ウィズバラ・グリーン（Wisborough　Green）までの鉄道計画案が

提案された。この路線計画には、1805年にクロイドン・マーサム・アンド・ゴ

ッドストン鉄道として設立される路線、およびその他の支線が含まれていた。
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　ロンドンからポーツマスへ至る長距離路線の計画に対して、関心を示すいく

っかの主体が存在した。すなわち、海軍、商人、農業関係者などである。ポー

ツマスには、古くから海軍の軍港が置かれ、重要な要塞都市となっていた。こ

の時代は、ナポレオン戦争期（1796年～1815年）に相当し、軍港への安全で

迅速な軍事物資の輸送が求められた。また、商人からは、フランスとの戦争状

態の中で、ドーヴァー海峡を経由する海路において、掌捕等の危険が常に存在

するため、内陸部を通過する安全な輸送が求められた。

　1802年9月29日に、サリー鉄道の延伸計画に関する発起人の会合（Meeting

of　Gentlemen）が開催され、中でも特に延伸計画に積極的なビv－一一・ル醸造業者で

あったジョージ・トリトン（George　Tritton）が議長（Chair）を務めた26。こ

の会合における決定事項は、10月1日のタイムズ紙（The　n’mes）に掲載され

た27。内容は、次のとおりである。

1．ライギット（Reigate）およびゴッドストン（Godstone）に至るサリー

　鉄道の延伸は、重量物の輸送を促進するにしたがって、重要な公共施設

　　（great　Public　Utility）となることが期待される。それは、…河川によ

　って維持されている多くの貴重な工場（Mills　and　Manufactories）に対

　して、いかなる損害も与えないこと。

2．この会合の前に準備された、路線延長計画および見積もりは、承認され、

　採択されたこと。

3．実施に移すために、1株100ポンドの株式の引き受けによって、50，000

　ポンドの株主資本（Capital　Stock）が創設されること。

4．目的を達成するための法律の獲得に向け、次回の議会に対して申請を行

　うこと。

5．調査および法案申請のための費用を支出するために、引き受けの際に、

　100ポンドにつき3ポンド（31．per　Cent）が払い込まれること、また株

　式の引受人はそれぞれの株式あるいは引き受けを中止するか、それとも

　保持するのかの決定を、11月15日までに委員会に通知すること。

6．施策を実行するために必要となる措置をとるために、委員会

　　（Committee）が任命され、そして海岸に向け全ての季節において安価
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　で迅速で確実な輸送手段を利用できるようにするために、この会社の設

　立に協力するサリー州、ケント州、サセックス州およびハンプシャー州

　に在住する貴族やジェントルマン（Noblemen　and　Gentlemen）の数を

　増やすために、委員会に対して権限が与えられること。

7．上述の委員会は、同じ地域あるいは近隣の地域に運河建設を計画した多

　くの貴族やジェントルマンによって任命された委員会と協議をするため

　に、権限が与えられること。

8．次の人々によって上述の委員会が構成され、5名を定足数とすること。

　George　Tritton，　Wm．　Dent，　Abraham　Goldsmid，　John　Hilbert，　Henry

　Hoare，　Col．　Fleming，　Robert　Barclay（MP），　Sam　Scott（MP），　George

　Shepley，　Richard　Shepley，　James　Perry，　Thomas　Reynolds，　Sir　Robert

　Barclay，　Bart．（MP），　Jacob　Foster　Reynolds，　John　Barnes，　Joseph

　Benwell，　Charles　Morris，且enry　Waymouth，　Richard　Glover，　Isaac

　Goldsmid，　Wm．　Tate，　James　Phillips，　Thomas　Hall，　Edward　Knight，

　Wm．　Edward，　Jr．，　George　Day，

9．ウィリアム・ジェソップが鉄道の技師（Engineer）に任命され、前述の

　委員会が測量士（Surveyors）およびその他の助手（Assistants）を任命

　する権限を持つこと。

10．引受のための帳簿が作成され、そして前述の委員会の利用のために、

　100ポンドにつき3ポンドがすぐに、Hoare　and　Co．、　Barclay，　Tritton，

　and　Co．、Ladbroke　and　Co．、Robarts，　Curtis，　and　Co．、Weston，　Pinhorn，

　＆Co．、　Castell，　Powell，　and　Co．の銀行団（bands）に払い込まれること。

11．（省略）

　サリー鉄道の計画時と同様に、今回の路線延長計画においても、運河案より

鉄道案の優位性を確認し、鉄道が選択された28。路線の敷設は、ポーツマスまで

一度に計画を進めるのではなく、段階的に進められることとなり、まずクロイ

ドンからマーサムを経由して、ライギッドに至る本線およびマーサムからゴッ

ドストンに至る支線が、最初の延長計画として提案された。しかし、その後も

運河案を主張する者や計画自体への反対、新路線延長案の提案などにより、路
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線延長計画は紆余曲折が見られた。

　1802年11月9日にライギットで開催された会合（Meeting　of　Gentlemen

convened　by　public　Advertisement）では、「市場への商品輸送が促進される限

り、鉄道がサリー州にとって利益となるであろう」という考えを確認している29。

この点から、関係者の間においては、鉄道案が運河案に比べ優位になっていた

ことが窺われる。また、クロイドンからロンドン中心部に至る路線計画につい

て、ジェソップに対して調査を行うよう求めた30。さらに、路線延長計画の委員

会（Committee）の増員を行い、新たに地元の名士や下院議員（Member　of

Parliament）など15名が加えられた。

　しかし、1802年11月23日にクロイドンで開催された会合（Meeting　convened

by　public　Advertisement）では、ロンドンへの新規路線延長に対して否定的

な意見が出された。この会合の議長はHylton　Jolliffeが務め、内容は、12月2

日のタイムズ紙に掲載されている31。

「クロイドンからテムズ河畔のワンズワースまでの鉄道（サリー鉄道一筆

者）およびクロイドンからテムズ河畔ローザーハイズまでの運河（クロイ

ドン運河およびグランド・サリー運河一筆者）は、この地域とロンドンと

の間の取引（communication）の全ての目的を十分に満たしており、した

がって、現在の鉄道（サリー鉄道一筆者）からロンドンに至るいかなる支

線も、まったく必要ない。」

また、ポーツマス方面への路線延長に関しては、次のような見解を示した。

「この地域からポーツマスに至る運河の実現可能性が、レニー氏（Mr．

Rennie）からの期待される日々の報告によって確認されるまで、クロイド

ンからライギットおよびゴッドストンへのサリー鉄道の路線延長計画に関

して、さらなる手続きを延期することが賢明である。」

11月23日の会合における決議事項を受け、11月25日にワンズワースで開催

されたサリー鉄道の委員会会合（Meeting　of　the　Committee）でほ、ジョージ・

・89一



トリトン（George　Tritton）が議長を務め、次のような見解を全会一致で採択し

た32。

「23日木曜日にクロイドンで開催された会合において、クロイドン運河に

利害を持つ人々によって提案された決議事項は、会合が開催された目的と

全く無関係である。」

そして、引き続き、次回の委員会（Committee）およびその他の株式引受人

（Subscribers）の会合において、ロンドンおよびポーツマスへの延長について、

ジェソップからの報告を受けることに決定した。この会合における見解から、

23日に開催された会合には、多くのクロイドン運河の関係者が出席し、彼らの

数の優位性が、上述の決定に至らせることとなったことが窺われる。

　上述の通り、クロイドン運河あるいはグランド・サリー運河は、サリー鉄道

と競合関係にあるため、ロンドン中心部への路線延長によって、大きな影響を

受ける可能性があった（前掲表2・6、2－7および参考資料2・a、2・b）。そこで、

グランド・サリー運河は、1802年12月10日に委員会会合（Meeting　of　the

Committee）を開催し、次のような見解を表明している33。

「路線延長（クロイドンからライギットおよびゴッドストンへの路線一筆

者）および支線（ロンドンへの路線一筆者）は、グランド・サリー運河の

権利と利益（Rights　and　Interests）に対して、大きな損失を与えるであろ

う。そして、当社（グランド・サリー運河一筆者）は、それらの実行に最

も効果的な方法で反対する。」

　12月7日には、サリー鉄道の株式引受人の会合（Meeting　of　the　Subscribers）

がクロイドンで開催された34。この会合は、上述の11月23日の会合を受けて、

改めて開催されたものである35。議長はHylton　Jolliffeが務め、決定事項につい

ては12月10日のタイムズ紙に掲載された。

1．サリー州を通過し、そしてロンドンの手前で終点となるあらゆる鉄道は、
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その州に対して、十分な利益となるかは明らかではないため、この会合

がそれを効果あるものにするよう促進すること。

2．ジェソップ氏の報告書で勧告があったように、ワンズワースからロンド

　ンに至る鉄道路線は、目的を完全に満たすであろう。したがって、それ

　は可決された。

3．ロンドン・エクステンション鉄道（London　Extension　Railway）の遂

　行のために、一株100ポンド株式によって35，000ポンドの資金が創出さ

　れ、その後すぐに100ポンドにつき3ポンドが銀行（Banking　Houses）

　に支払われること。

4．クロイドンからライギットおよびゴッドストンへの延長の実施に対して

　だけなく、この路線に対するすべての株式の引き受けは、ロンドンからポ

　ーツマスに至る鉄道の延長のために、1つの総合的な資金（one　general

　Fund）に結合されること。そして、さまざまな支線を一っの会社設立法

　（one　Corporate　Act）の下に統合するために、次の会期に議会に申請さ

　れること。

　以上のように、運河案と鉄道案の間で議論は大きく揺れ動き、必ずしも統一

的な見解が存在したわけではなかった。当時、すでに運河は輸送において重要

な地位を占めていたが、鉄道は全く普及しておらず、あくまで運河や鉱山の補

助的あるいは従属的な手段としか考えられていなかった。しかし、ジェソップ

やサリー鉄道の建設にかかわった一部の人々は、鉄道の優位性に気付き始めて

おり、その普及に努めようとしたのである。

　結果的に、1802年12月13日にクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドスト

ン鉄道（Croydon　Merstham　and　Godstone　lron　Railway）の設立請願が議会に

提出され、翌1803年3月17日に国王ジョージ三世の裁可を受け設立されるこ

ととなった。この間、クロイドンの教区主管代理人（Vicar　of　Croydon）や一部

の住民からの反対運動があったようであるが、阻止には至らなかった。この設
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立法は、「クロイドンからライギットにいたる本線、およびミッチャムからゴッ

ドストン・グリーンに至る支線」の建設を許可する内容となっており、サリー

鉄道の委員会案がそのまま反映されていたと言える36。しかし、サリー鉄道の延

長路線として位置づけられていたが、実際には異なる法人として設立されてお

り、その後も1つの経営体（One　Body　Corporate）として合併が行われること

はなかった。

　クロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道は、本線および支線の総

延長が15．75マイル（25．2キロメートル）となる予定であった。しかし、実際

に建設が行われたのは、クロイドンからマーサムまでの8．5マイル（13．6キロ

メートル）の区間のみであり、1805年に開業した。ジェソップによる見積建設

費用は52，347ポンドであったのに対して、実際の株式に対する応募が43，600

ポンドであったため、建設区間を短くせざるを得ない状況となっていたのであ

る。

　この区間の建設業者の選定は入札方式によって行われ、ダービーシャのバッ

タリー社（Butterley　Company）が落札し、すべての資材、装置、労働力を提

供して建設を行った。通常、鉄道建設において1つの会社が全路線の建設を担

うことは、この後の鉄道建設ではほとんど見られず、基本的には複数の工区（10t）

に分けてそれぞれに入札を行う方式が一般的となる。しかし、この時代には、

鉄道建設を請け負うことのできる技術を有する建設事業者がほとんど存在しな

かったため、バッタリー社が請け負うことになったと考えられる。

　クロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道の技師に任命されたベン

ジャミン・オウトラム（Belljamin　Outram）は、建設を請け負ったButterley

社の創立者であり、ウィリアム・ジェソップの息子であるジョシアス・ジェソ

ップ（Josias　Jessop）を助手として、ウィリアムの計画に基づき建設を進めた。

クロイドンからマーサムまでの区間の見積建設費用は36，350ポンドであったが、

実際には41，800ポンドの支出となった。これは、路線が当初より延長されたこ

とや側線の建設などによる影響を受けたためである。

　クロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道の事務担当（Clerk）は、

サリー鉄道の事務担当でもあるルートリが兼任しており、サリー鉄道との関係

が窺える37。そもそも、この鉄道はサリー鉄道の延長路線として計画され、最終
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的にはポーツマスからロンドンまでの路線の一部となる計画であった。しかし、

サリー鉄道との輸送の相乗効果は、当初期待されていたほどには発揮されなか

ったようである。特に、クロイドン運河が1809年に全通すると、ロンドン・テ

ムズ川方面からクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道方面に輸送

される荷物、逆にクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道からロン

ドン・テムズ川方面に輸送される荷物の多くは、サリー鉄道からクロイドン運

河にシフトすることとなったのである38。

　その後、ロンドンからポーツマスに至る鉄道計画案あるいは運河計画案は、

いずれも進展することなく、後退を余儀iなくされた。その背景には、さまざま

な理由が存在した。特に、鉄道計画案は、クロイドン・マーサム・アンド・ゴ

ッドストン鉄道の資金難のため、マーサムからライギットへの本線とゴッドス

トンへの支線が建設されることはなかった。

　一方、運河計画案は、ロンドンからポーツマスまでの最初の部分に当たるグ

ランド・サリー運河（1801年設立）およびクロイドン運河（1801年設立）の

建設が、資金的な問題や技術的な問題から大幅に遅れ、開通は1807年から1809

年の間であった。その間、著名な土木技師ジョン・レニー（John　Rennie）によ

る運河予定地の調査が行われ、それに基づく法案が議会に提出されたが、1804

年に否決されている。これらの問題に加えて、すでに同地域で競合するクロイ

ドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道が設立（1803年設立、1805年開

業）されたことや、開業後その鉄道が期待したほどには輸送が伸びなかったこ

となども影響を及ぼしたと思われる。さらに、1805年10Aのトラファルガー

の海戦（Battle　of　［Erafalgar）においてイギリス艦隊がフランス・スペイン連合

艦隊に勝利し、イギリスは制海権を獲得すると、結果的にロンドンからポーツ

マスへの安全な内陸ルートの迅速な整備は求められなくなったのである。

　軍事的な脅威がなくなり、それとともに交通改良の要求も緩和されることと

なったが、全くなくなってしまうわけではない。後に、商業的な利点から交通

改良が断続的に要求され、ロンドンからイングランド南部海岸方面への鉄道あ

るいは運河の建設は断続的に計画された。そして、1830年代に入り、ようやく

ロンドンとサザンプトン（Southampton）やドヴァー（Dover）を結ぶ長距離

鉄道会社が設立されることとなる。この頃までに、イギリスの鉄道は、ストッ
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クトン・ダーリントン鉄道（1821年設立、1825年開業）やリバプール・マン

チェスター鉄道（1826年設立、1830年開業）の商業的成功に続き、「蒸気機関

車確立期」に入っていた。したがって、サリー鉄道やクロイドン・マーサム・

アンド・ゴッドストン鉄道のような「馬車鉄道」の時代は終焉を迎えていたの

である。

　ロンドンから南部海岸方面に向かう長距離鉄道には、3つの異なる会社が存在

した。まず、1834年に設立されるロンドン・サウスウェスタン鉄道（London　and

South　Western　Railway）39、二つ目は1836年に設立されるサウス・イースタ

ン鉄道40、三つ目は1837年に設立されるロンドン・アンド・ブライトン鉄道

（London　and　Brighton　Railway）41である。いずれの鉄道も、サリー鉄道やク

ロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道の延長路線としてではなく、

ロンドンからイングランド南西部、南東部および海岸の諸都市を結ぶ全く別の

計画として設立された。

　また、これらの長距離路線とは別にロンドン周辺地域においていくつかの重

要な近郊鉄道会社が設立されている。まず、1833年にはロンドン・グリニッジ

鉄道（London　and　Greenwich　Railway）42、そして1835年にはロンドン・ク

ロイドン鉄道（London　and　Croydon　Railway）が設立された43。ロンドン・グ

リニッジ鉄道のロンドン側ターミナルは、テムズ川南岸に設置されたロンド

ン・ブリッジ駅（London　Bridge　Station）であり、ロンドン・クロイドン鉄道

もグリニッジ鉄道の一部路線とこの駅を利用してロンドンに乗り入れていた。

また、上述のロンドン・ブライトン鉄道およびサウス・イースタン鉄道は、ロ

ンドン・クロイドン鉄道およびグリニッジ鉄道の両路線を利用してロンドンに

乗り入れていた。このように、初期におけるこの2つの近郊鉄道会社の重要性

を窺うことができる。

　ロンドンから南部方面への新規路線がこうして次々に設立される中、サリー

鉄道およびクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道は次第に時代に

取り残されることとなり、経営面でも全く利益を上げることのない鉄道となっ

ていた。1837年には、一部路線の重複するロンドン・アンド・ブライトン鉄道

がクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道を買収し、1839年には清

算されるが、わずかな輸送は1842年頃まで続けられた。一方、サリー鉄道によ
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る輸送は、1846年まで継続され、その後清算された。この間、ロンドン・サウ

スウェスタン鉄道およびロンドン・ブライトン鉄道による、サリー鉄道の買収

も議論されたが、達成されることはなかった。

第5節　小括

　イギリスにおける鉄道のルーツは、石炭産業のワゴン軌道と運河事業の軌道

に求められる。特に、最大の石炭生産地であったタインサイドを中心とする北

東部炭鉱地域の発展は、17世紀後半以降のワゴン軌道の発展と密接に結びつい

ていた。しかし、ワゴン軌道は、基本的に私的な輸送手段であり、利用につい

ては限定的・制限的な性格を有していた。一方、18世紀後半以降ミッドランズ

を中心とする運河事業の発展過程において支線として敷設された運河軌道は、

運河と同様の設立法に基づき敷設され、ユニット運賃を支払うことを条件にそ

の利用は誰にでも開かれていた。

　技術面では、18世紀後半以降、従来の木製レールに代わり鉄製レールの普及

が開始された。特に、1790年代以降の運河軌道における鋳鉄製L型プレート・

レールの普及は、運河が困難な場所には軌道が代替するという考えを持つ土木

技師ジェソップとオウトラムによって推進された。そして、この考えに基づき、

1801年にサリー鉄道が最初の公共鉄道会社として設立された。

　サリー鉄道は、制度面において既存の運河会社による法律の規定（会社機関

や資金調達等の規定）およびオープン形態という事業構造の影響を大きく受け

ていた。技術面においては、18世紀末以降の運河建設を主導した土木技師ジェ

ソップによって、プレート軌道が採用された。このように、サリー鉄道は、既

に形成されていた運河軌道の制度および技術を、単独の鉄道事業に適用した最

初の事例であり、運河事業（軌道）の直接的な産物であった。したがって、「新

しい時代を切り開いた」とするマーシャルの評価を単純に受け入れることはで

きない。一方、サリー鉄道が法律、事業構造および技術の面で基礎となり、1820

年代頃までの初期公共鉄道を規定していたことは注目される。

　従来の研究では、特に鉄道の発展におけるタインサイドの石炭用ワゴン軌道

の重要性が指摘されてきた。しかし、本研究では、初期公共鉄道の形成・展開
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を、制度的、技術的、地域的視点から再検討し、むしろミッドランズを中心と

する運河軌道の発展の系譜に位置づけられることを明らかにした。特に、公共

鉄道という概念は、タインサイドの私的なワゴン軌道からではなく、公共施設

としての運河事業における軌道から発展したものであった。したがって、公共

鉄道会社は、議会の設立法に基づき、設立、建設、維持、管理が行われており、

この枠組みも運河事業（軌道）から公共鉄道にほぼそのまま適用された。

　しかし、サリー鉄道を基礎とした法律、制度、技術は、蒸気機関車の公共鉄

道への導入に伴って、まもなく限界を迎えることとなる。1820年代～1830年

代以降、イギリスの公共鉄道会社が「蒸気機関車」と「鉄製エッジ・レール」

の導入を開始する中、サリー鉄道などのプレート軌道は、その経営環境および

技術の変化に対応することが困難な状況となった。すなわち、鋳鉄製L型プレ

ート・レールでは蒸気機関車の重量に耐えることができず、レ・一・一一・ルの取り替え

を行うことができない場合、「馬車鉄道」の段階にとどまることを余儀なくされ

たのである。プレート軌道の技術的限界に関しては、この普及を推進してきた

バッタリー製鉄所（旧オウトラム社）の経営者ウィリアム・ジェソップJr．が、

ストックトン・ダーリントン鉄道の株主ジェレミア・ケアンズ（Jeremiah

Cairns）に宛てた、1821年6月9日付の手紙で次のように述べている44。

　「…（省略）…我々は次のような公共鉄道（public　railway）を敷設した。す

なわち、ダービー鉄道、アッシュビー鉄道、ブリスワース鉄道、ピーク・フォ

レスト鉄道、クロイドン鉄道などであり、またウェールズの主要な鉄道、すな

わちシュロウイ鉄道、マーサー鉄道などである。…（省略）…したがって、我々

はその（プレート軌道の一筆者）利点と欠点を完全に把握している。…（省略）

・この地域（ダービーシャー筆者）においてエッジ・レールを採用した唯一の

鉄道は、ピンクストンあるいはバックストンからマンスフィールドに至る路線

であり、近年（1819年一筆者）に敷設されたものである。しかし、実際にニュ

ーカッスル地域においては多くのそのレールが敷設されており、我々はためら

いなくあるいは疑いなくエッジ・レールがこの地域やウェールズにおけるトラ

ム軌道より極めて優れていると断言することができ、また我々はもし巨額の費

用が伴わなければ所有する全ての軌道をそれ（エッジ・レールー筆者）に進ん
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で取り替えるべきである。修繕費はより少なくなり、また同じ重量のトラム軌

道よりも重い重量物の輸送を可能にし、よりうまく作業が行われるであろう。

・」45

　1830年代以降、ロンドンから南部方面に向かう蒸気機関車とエッジ・レール

を採用した新規路線が敷設される中、サリー鉄道は次第に時代に取り残され、

1846年に清算されることとなった46。しかし、1830年代以降の蒸気鉄道が台頭

する中でも、1846年まで馬車鉄道として存続しえた背景には、沿線の工場によ

る輸送需要に加え、サリー鉄道の終点であるクロイドンの人口増加が影響して

いると考えられる。図表2・10は、サリv・一一・一鉄道沿線地域における人口の推移を示

したものである。特に、クロイドンは、1801年の5，743人から1831年には1

万2千人、1841年には1万6千人に増加した。これらの地域では、例えば石炭

などの日用品輸送において、サリー鉄道が一定の役割を果たしていたと考えら

れる。

　一方、1810年代以降、タインサイドを中心とする北東部の炭鉱技師、機械技

師は、製鉄業者の協力を受けながら蒸気機関車および鋳鉄製後に錬鉄製エッ

ジ・レールに関する技術の改良を推進し、その技術を1820年代以降の公共鉄道

に持ち込むことで、初期公共鉄道は新しい時代を迎えることとなる。その先駆

者が、1821年に設立され、1825年に開通するストックトン・ダーリントン鉄

道である。次章では、この鉄道を事例に、鉄道会社における事業構造の変遷と

その背景について考察を行うこととする。
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1本章は、「初期鉄道のルーツとその展開」というタイトルで『鉄道史学』第28号に掲載が

　決定している。

241George　HI．C．33．サリー鉄道設立法（1801年5月21日）を参照。

3Lewin（1925）は、サリー鉄道の開業年を1805年としているが、これは誤りであろう。
　1805年に開業するのは、サリー鉄道の延長線として1802年に設立された、クロイドン・
　マN・・一一・サム・アンド・ゴッドストン鉄道（Croydon　Merstham＆Godstone　Railway）であ

　る。なお、1803年を開業年としている研究には、C．E　Dendy　Marshall，．4　his　tory　Of　thθ

　Southθrn　Railway，1936、　Derek　A．　Bayliss，　Retraein8　thθ　17Tirst　Publie　Rai7way，1985

　などがある。

4ハックブリッジはカーシャルトン教区（parish　of　Carshaltol1）に位置する町である。

5C．F．　Dendy　Marshall，　A　his　tory　Of　the　Southern　Railway，1936，　p．1より。

6河川や運河輸送は、渇水、洪水、凍結など自然条件の制約を受けることが多く、安定的な

　輸送を維持することは困難であった。これは、水力（水車）に依存する工場についても

　同じで、安定的な操業を制約する要因となっていた。後に普及する蒸気機関（steam

　engine）は、これらの問題の解決に大きな役割を果たすこととなる。この結果、ワンド

　ル川沿いに工場を設置する必要性は低くなり、水力工場の数は次第に減少していくこと

　となった。なお、それでもFrederick　Braithwaite（1861）によると、1850年代には38
　の工場が存在していたようであり、その多くは付加的に蒸気力を利用していた。

7R．　Angus　Buchanan，　Jessop　William，　Oxford　Dictionary　of　National　Biography．

8なお、この川の開通は1794年であった。
9なお、鉄道の適格性や有用性に関して、ジェソップは「凍結によって不通になることはな

　いであろう」と論じている。これは、河川や運河の凍結を念頭に置いた指摘であると考

　えられる。これまでの研究で、1300年頃から1850年頃までの時代を「小氷河期（The　Little

　Ice　Age）」と呼び、気候がしばしば変動したことが明らかにされている。18世紀から19

　世紀前半のイギリスは、この「小氷河期」の後半から末期に相当し、気温の急激な低下

　により河川や運河が凍結し、交通に支障が出ることがあった。B．フェイガン著（東郷え

　りか、桃井緑美子訳）『歴史を変えた気候大変動』河出書房、2009年を参照。

10DerekA．　Bayliss（1985）は、ジェソップの鉄道における業績を高く評価しているが、

　サリー鉄道の経営面、技術面、商業面なども含めて慎重に検討がなされる必要がる。

11この運河は、1801年5月21日に国王裁可を受け、設立された。サリー鉄道と同日の裁
　可であったが、開通は大幅に遅れ、またルー一・一トも大きく縮小された。1807年にローザー

　ハイズからオールド・ケント・ロード（Old　Kent　Road）まで、1810年にキャンバ・一一・‘ウ

　ェル（Canberwell）まで開通したが、その後ミッチャムまで延伸されることはなかった。

12この運河は、1801年6月27日に国王裁可を受け、設立された。グランド・サリー運河
　と同様に、開業は大幅に遅れた。1807年に下流域の一部で開業し、クロイドンまで全通

　するのは1809年10月のことであった。なお、この運河には、ウェスト・クロイドン（West
　Croydon）の係留所からサリ・一一一E鉄道およびクロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン

　鉄道までの軌道の敷設も認められており、1810年前後には開通したようである。

13ミッドランズからロンドンのテムズ河畔ブレントフォード（ワンズワースよりやや上流）

　に至るグランド・ジャンクション運河は、1793年に建設が始まり、1805年に完成した。

　なお、1793年にウィリアム・ジェソップが、この運河の技師長に任命された。この点に

　おいて、グランド・ジャンクション運河の性格あるいは役割を熟知していたと考えられ、

　サリ・一一・E鉄道の優位性もそれに基づく判断であった。

14正確には、Local　Act　of　Parliamentという種類の法律に分類される。この法律の対に位

　置するのが、Public　Act　of　Parliamentである。なお、　Local　Actは特定の地域に対して

　適用される法律、Public　Actは全国に対して適用される法律である。

15例えば、EG．　Billg，　The（］rand　Surrey　lron　Railway，1931，C．F．　Dendy　Marshall，　A
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　history　Of　the　Southern　Railway，1936、　Derek　A．　Bayliss，　Rθtraeing　thθ　liTirst　Public

　Railway，　1985などの研究が存在する。しかし、いずれの研究とも、経営に関する記述は

　限られ、多くは旧路線のあった場所などを特定するといった研究が中心である。

16中村萬次『英米鉄道会計史研究』同文館出版、1991年、85頁より。

17村田直樹『鉄道会計発達史論』日本経済評論社、2001年、116頁より。なお、サリー鉄

　道には両財務諸表とも残されておらず、詳細は不明である。

181805年、1806年、1813年には、株式の配当が行われたようである。
19チャルドロン（chaldron）は石炭の重量を示す単位として利用されたが、地域により異

　なることがある。例えば、1インペリアル・チャルドロン（Imperial　Chaldron）の場合

　は1．3トンであるのに対して、1ニュL－一一一カッスル・チャルドロン（Newcastle　Chaldron）

　の場合は2．7トンとなる。ロンドンに近いサリー鉄道の場合、おそらく前者のインペリア

　ル・チャルドロンが使用されていたと考えられる。

20サリー鉄道が実際に何を、どれだけ輸送したかを示す統計資料は残されていない。

21当時の貨幣制度では、1ポンド＝20シリング＝240ペンスであるため、1シリング＝12

　ペンスとして換算した。設立法に定められた法定の上限料金を適用した場合には、3シリ

　ング8ペンスとなり、ほぼ彼の試算と一致する。しかし、実際にはクロイドンにおける

　デポの利用料や倉庫の利用料などもかかったものと思われ、総額はもう少し高くなると

　考えられる。

22例えば、クロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道の沿線の農夫たちは、ロン

　ドンからの肥料（こやし）に期待を持っていたようであるが、それは失望に終わったと

　不平を述べていたようである。

23物流コストは、さまざまな要素から構成されるが、なかでも輸送費、保管費、荷役費（積

　み替えなど）が大きな割合を占める。

24G．　B．　Wbllastonによる水彩画である。なお、このトンネルは、現在は残されていない。

25％θπmθ5，Wednesday，　September　16，1801より。

26ジョージ・トリトン（George　Tritton）の父であるトマス・トリトン（Thomas　Tritton）

　は、1763年にドラッパー家（the　Drapers）からワンズワースにあるビール醸造所ラム・

　ブルワリー（Ram　Brewery）を買収した。トマスは、この時までに、ケントン州（Kent）

　においてビール醸造所を経営していた。その後、事業は次第に拡大し、ビール醸造、販

　売、パブ経営などの事業を行っていた。1786年にトマスが亡くなると、息子のジョージ

　が事業を引き継ぎ、その経営に当たった。その間、サリ・一一・‘鉄道の設立にも深く携わり、

　主要株主となった。サリー鉄道の開業以前におけるラム・ブルワリーのビV－一・Eルは、荷馬

　車とテムズ川の艀を利用して輸送された。一方、サリー鉄道が開業すると、工場のすぐ

　近くに敷設された線路を利用して、輸送することが可能となった。完成品のビールの通

　行料については、設立法の法定通行料の規定の部分において、その他の商品としてトン・

　マイルあたり6ペンス（1804年の実際の通行料金表では3ペンス）に設定されていた。
　また、原料のモルト（麦芽）の通行料については、設立法の法定通行料の規定の部分に

　おいて、トン・マイルあたり4ペンス（1804年の実際の通行料金表では3ペンス）に設
　定されていた。しかし、これらが実際にサリー一・・鉄道を利用して輸送されていたかは、不

　明である。ラム・ブルワリーは、1831年にサリー鉄道の発起人の一人でサザークの製造

　業者フロランス・ヤング（Florance　Young）の息子チャールズ・アレン・ヤング（Charles

　Allen　Young）とそのビジネスパートナであるアンソニー・フォザーギル・ベインブリッ

　ジ（Anthony　Fothergill　Bainbridge）によって買収され、トリトン家の所有を離れるこ

　ととなった。現在、この会社は、ウェルズ・アンド・ヤングズ・ブルーイング社（Wells

　＆Young’s　Brewing　Company　Ltd．）として存在している。会社のHP

　（http：〃www．youngs．co．uk／history・2006．asp）を参照（2009年9月21日アクセス）。

27　The　n’mes，　Friday，　October　1，1802より。
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28最終決定に先立ち、1802年6．月の会合において、運河案と鉄道案の比較検討が行われた。

　ここでも、運河への水の供給が大きな問題とされ、鉄道の方が安価で利便性が高く、速
　度は運河より三分の一速いとされた。しかし、この後においても、運河案と鉄道案の対

　立は継続することとなる。

29肪θπ加θ5，Monday，　November　15，1802より。なお、この会合の議長は、ロバ・一一一・ト・ハ

　ドソン（Robert　Hudson）が務めた。
30サリー鉄道から、ブリクストン（Brixton）、テムズ川を渡り、ロングエ・一一・Eカー（Long　Acre）

　を経由してトテナムコートロード（Tottenham　Court　Road）に至る路線であり、直接ロ

　ンドン中心部に乗り入れる計画であった。また、提案されていたパディントン

　　（Paddington）からドックランズ（Docks）に至る鉄道との接続も計画されていたよう
　である。

31％θπη2θ5，Thursday，　December　2，1802より。

32The　7｝imes，　Thursday，　December　2，1802より。この日の新聞には、23日にクロイドン

　で開催された会合の決定事項と25日にワンズワースで開催された委員会会合の決定事項
　の両方の広告が、上下になって掲載されている。

33The　7｝‘mes，　Monday，　December　13，1802より。

34Z加π加θθ，　Monday，　December　13，1802より。

3512月7日の会合は、11月23日の会合での妨害（interruption）の結果によって、開催
　されたとしている。すなわち、運河関係者による路線延長計画に対する妨害行為を示し

　ている。

36The　House　of　Commons，　Reports　from　Committees，8th　vol．，1839より。

371834年にW．B．ル・一一・Lトリが亡くなると、代わってB．　C．ルートリが両社の事務担当に就

　任し、会社が清算されるまで担当した。なお、恐らくこの二人は、親子であると思われ

　る。

38クロイドン運河の設立法では、短距離の運河用軌道（canal　tramway）の敷設権限も賦

　与されており、ウェスト・クロイドン（West　Croydon）の係留所からサリー鉄道および

　クロイドン・マーサム・アンド・ゴッドストン鉄道のターミナル駅クロイドンまで、こ

　れによって接続されていた。

39ロンドンのテムズ川南岸ナイン・エルムス（Nine　Elms）から南西部のサザンプトンま

　でを結ぶ鉄道として設立された。この会社は、開業当初からロンドンに独自のターミナ

　ル駅を保有し、1848年にはさらにロンドンの中心部に近いウォータールー駅（Waterloo
　Station）に変更した。

40ロンドンのテムズ川南岸ロンドン・ブリッジ（London　Bridge）からドーヴァー（Dover）

　を結ぶ鉄道として設立された。

41ロンドンのテムズ川南岸ロンドン・ブリッジ（London　Bridge）からブライトン

　（BrightOI1）までを結ぶ鉄道として設立された。開業は1841年であり、当初はロンドン・

　アンド・クロイドン鉄道およびグリニッジ鉄道を利用してロンドンに乗り入れていた。

　その後、1846年にロンドン・アンド・クロイドン鉄道と合併し、ロンドン・ブライトン・

　アンド・サウス・コースト鉄道（London　Brighton　and　South　Coast　Railway）を設立し

　た。

42ロンドン近郊における最初の旅客鉄道会社として設立され、牽引力は蒸気機関車が使用

　された。路線の開業は、1836年から1838年まで順次行われた。なお、乗り入れ会社に
　対しては、当初1旅客（per　passenger）に対して3ペンスの線路使用料（tol1）を課し

　ていたが、後に4．5ペンスに引き上げられた。これに伴い、会社間で激しい論争となり、

　最終的には1845年にサウス・イースタン鉄道によって永久にリースされることとなっ
　た。

43この鉄道は、1836年にクロイドン運河を買収し、その路盤を利用して鉄道を敷設した。
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　路線は、ロンドン・アンド・グリニッジ鉄道のコーベズ・レーン・ジャンクション（Corbetts

　Lane　Junction）からクロイドン（現在のウェスト・クロイドン）までの8．75マイル（14

　キロメートル）であり、1839年に開業した。

44ウィリアム・ジェソップJr．は、ウィリアム・ジェソップの三男として1783年に誕生し

　た。オウトラムの死後、B・オウトラム社は社名をバッタリー製鉄所に改称し、ジェソッ
　プJr．が経営を引き継いだ。　The　lnstitution　of　Civil　Engineers，．A」Biographieal

　Dietionary　of　Civz7　En8i’nθθrs　in（］rea　t　Britain　andIreland，　Volumel’1500－1830，

　2002，p．365を参照。一方、ケアンズは、　S＆D鉄道の株式を1株（100ポンド）所有す

　る株主であり、また当初の路線計画を立案したオーヴァトンと姻戚関係にあった。

　National　Archives（1（ew），　RAIL667／3（S＆D鉄道株主総会議事録）を参照。

45Letter　from　William　Jessop　to　Jeremiah　Cairns，　June　9，1821，　M．　Elsas（ed．），　Iron　in

　the　Making，　Dowlais　lron　Comρany　Letters　1　782－1860，1960，　pp．172・173を参照。

46The　Tjのmes，　November　13，1846を参照。鉄道の線路、枕木、路盤など全てが競売にかけ

　られた。
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第3章　経営発展と事業構造の変更一ストックトン・ダL－…リントン鉄道

　本章は、初期イギリス鉄道会社における経営発展と事業構造について、

Stockton　and　Darlington鉄道（1821年設立、1825年開業、以下S＆D鉄道と

表記）を事例として、再考を試みようとするものである1。

　イギリス鉄道史においては、これまで様々な分野からの研究が多数存在して

いる。しかし、経営史的アプローチを取る研究は必ずしも多くない。従来は、

基本的に個別鉄道の社史を中心として、設立・建設過程や技術発展の側面が強

調されてきた。一方、Gourvish（1972）は、ロンドン・ノースウェスタン鉄道

（London　and　North　Western　Railway）の総支配人（geIleral　manager）M．

1｛uish（1846年～1858年）の経営政策に関する研究を通して、イギリスにも専門

経営者の出現が見られ、チャンドラーJr．教授の研究に基づくアメリカ同様の経

営管理組織が形成されていたと論じた2。

　Gourvishは専門経営者の進化を、「相対的に給料が低く、出自は多様であり、

地位は制限されて、そして責任の曖昧な幹部職員から、高度な技術を持ち、高

給である専門家（specialist）」への変化の過程として捉え、　London　and　North

Western鉄道の総支配人であった且uishを専門経営者の典型例として位置付け

たのである。さらに、主要鉄道会社で成功した総支配人は、取締役の地位やナ

イトの爵位を授与されることもあった。このような専門経営者の進出を通して、

1820～1830年代の「行き当たりばったりの運営（haphazard　practices）」は、

1840年代後半以降次第に「計画された経営（planned　management）」に取っ

て代わられたと論じた3。

　また、湯沢（1977，1988）は、イギリスの主要鉄道11社を取り上げ、専門経営

者の創出時期の分析を通して、企業規模の拡大やそれに伴う経営の複雑化につ

れ、1860年代以降専門経営者の進出が一部の鉄道会社に見られることを明らか

にした4。さらに、湯沢（1991）は、アメリカの鉄道会社との比較において、イ

ギリスの大鉄道会社の中で専門経営者が経営の意思決定の実権を握るのは戦間

期になってからのことであり、その進出は緩やかで、第1次世界大戦前までは

取締役会が主導権を持っていたと論じた5。

　いずれにしても、1970年代以降のイギリス鉄道の経営組織形成や専門経営者
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の進出に関する研究は、A．　D．　Chandler，　Jr．（1965、1979）によるアメリカ鉄道

経営史研究に基づき、その相対的比較の中で論じられることが多かった6。そこ

では、アメリカの鉄道会社に早くから出現する専門経営者への権限の大幅な委

譲と彼らの取締役会への進出を近代的管理組織の基本形として捉え、議論が進

められてきたように思われる。このため、イギリスにおいては、専門経営者の

進出が見られる19世紀後半以降の鉄道会社の経営組織、経営管理に関する研究

が中心となり、それ以前の鉄道経営に対しては相対的にネガティブな評価が与

えられることとなった。

　しかし、Kirby（1993）によるS＆D鉄道に関する経済史、経営史的研究は、こ

の点に一石を投じる可能性がある7。従来の鉄道史研究同様に、地域経済との関

わりを重視し、鉄道がどのような役割を果たしたかについて克明に分析すると

同時に、会社が直面する様々な経営問題への対応についても内部資料の分析を

通して明らかにした。Kirbyによれば、経営組織という点において、　S＆D鉄道

は1840～1850年代にかけて形成された幹線鉄道の管理構造とは対照的であり、

とくに機関車の修理や線路保守における「請負制の原則」（the　principle　of

subcontracting）が長く採用されていたことを指摘した。また、ほとんど前例の

ない事業として試行錯誤を繰返す中、様々な問題に直面する経営委員会はPease

家を中心にクエーカーとの結びつきを通して、特に資金的な問題に対処した点

も他の鉄道会社とは異なる点として指摘されている。カービーの研究は、確か

にS＆D鉄道の経営面における特殊性（例えば、ファミリー・ビジネス的側面、

クエーカーとの密接な関連性、請負方式など）について指摘しつつも、その積

極的な経営の側面について再評価を促すものであるといえる。

　本研究では、S＆D鉄道の分析を通して、株主でもある経営者が、実務家であ

る主任技師（chiefengineer）、法務担当者（law　clerk）、会計担当者（treasure）

などからの報告・助言に基づきつつ、取締役として会社の成長戦略（例えば、

S＆D鉄道による支線拡張投資や蒸気機関車の全面的な採用による運行の一元化

など）を描こうとしていたことを明らかにし、むしろ積極的（ポジティブ）な

評価を試みることとする。

　そこで、本章では、S＆D鉄道を取り上げ、　The　National　Archives　Kew所蔵

の同社経営委員会議事録史料等の分析を通し8、①初期鉄道会社がどのように発
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展し、②その過程でどのような経営問題に直面したのか、そして③経営問題に

どのように対応したのか、特に地域の石炭輸送との関連から論じる9。同時に、

経営問題に対応した経営委員会メンバーと実務職員の役割や関係性について論

じ、初期イギリス鉄道業における経営組織形成の一端を明らかにすることとす

る。そして、これらの議論を通して、S＆D鉄道の経営における積極的な側面を

再評価したい。

第1節　設立経緯と初期発展

　イギリスにおける公共鉄道の歴史は、ロンドン近郊のサリー鉄道（1801年設

立、1803年開業）に始まるが、当初は馬やロバなどを牽引力として利用する馬

車鉄道であり、輸送対象はごく一部の旅客を除き、貨物が大部分を占めていた。

また、運河や鉱山の付属施設としての性格を兼ね備える鉄道がほとんどであり、

鉄道会社として単独で経営が行なわれていた事例は、サリー鉄道などわずかで

あった。このため、経営面では運河のシステムに大部分を依存する形で運営が

進められることとなった。っまり、初期鉄道では「オープン形態」が採用され、

通行料（toll）を支払えば、第三者が誰でも輸送器具（貨車および牽引力として

の馬など）を線路に持ち込み、自らの貨物を輸送することが可能であった。初

期鉄道会社は、自ら輸送業を営まず、線路を保有・維持することが事業の中心

であった。

　1820年代後半に入ると、公共鉄道としては初めて一部において蒸気機関車を

利用したS＆D鉄道が営業を開始し、鉄道業は新たな時代を迎えることとなる。

また、1830年に営業を開始するリヴァプール・マンチェスター鉄道（1826年

設立）は、開業当初より蒸気機関車を全面的に採用し、近代的鉄道の嗜矢とし

て位置付けられている10。以降、鉄道業は本格的な蒸気機関車の時代を迎えるこ

ととなった。このように、牽引力の側面から初期鉄道の発展を捉えると、「馬車

鉄道時代」（1820年代前半まで）から、「馬・機関車等併用時代」（1820年代後

半）を経て、「蒸気機関車の時代」（1830年代以降）へと変化が見られた11。

　一方、経営形態の側面から初期鉄道の発展を捉えると、サリー鉄道の「オL－一・・一

プン形態」から、S＆D鉄道のように自ら輸送を営む傍らで第三者に対しても線
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路を開放する「中間形態」を経て、1830年代以降鉄道会社自らが所有・管理す

る線路を利用して独占的に輸送業を営む「クローズド形態」の方向へと変化が

見られた。

　S＆D鉄道は、技術的にも経営的にも過渡的側面を有していたが、その後技術

面では蒸気機関車を全面的に採用し、また経営面では1833年にクローズド形態i

へと移行することとなった。これらの点から、S＆D鉄道の発展を分析すること

により、初期鉄道業の発展過程を明確にすることが可能であると思われる。本

節では、S＆D鉄道の初期発展について論じることとする。

（1）設立から開業まで

　1821年4A19日の国王による裁可を受け設立されるS＆D鉄道は、1825年

9月27日にWitton　Park炭鉱からEtherley、　Brusseltonの2つのインクライ

ンを経てStocktonまでのおよそ25マイル（40キロメートル）を開通させた（図

3・1）12。図表3－2は、1801年以降の鉄道沿線の町の人口推移を示したものであ

る。元々はDarlingtonもStocktonも地方の小さな町であったが、鉄道が営業

を開始する1820年代以降、人口増加が見られた13。前者は繊維関連の産業（特

に毛織物業）、後者はTees河畔の港町として船関連の産業が発達していた14。表

3・3はやや後になるが、1841年の両都市における主要職業を示した一覧である。

表から、Darlingtonでは毛織物業が、　Stocktonでは船関連の産業が大きな地位

を占めていたことが分かり、この傾向は1820年代から1830年代にもほぼ当て

はまる。そして、毛織物業で財を築いたDarlingtonのPease家、　Backhouse

家、そしてYarmの地主であるMeynell家が、　S＆D鉄道の発起・設立において

中心的な役割を果たした。一方、Stocktonは当初より運河建設案を支持し15、

鉄道案に傾くDarlingtonとは一線を画すようになり、後にS＆D鉄道と競合す

るClarence鉄道（1828年設立、1833年開業）の発起・設立を主導することと

なる。

　さて、1720年の泡沫会社条例の制定以降、運河などの一部の公益事業を除き、

株式会社（ジョイント・ストック・カンパニー）の発起・設立は困難な状況に

置かれた。株式会社を設立するに当っては、国王の勅許状か議会の承認のいず

れかを必要とし、その獲得費用は巨額に上り、最終的に承認されないことも珍
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しくなかった16。S＆D鉄道の場合も、1818年に最初の法案提出が行なわれたが、

失敗に終っている17。この時は、計画路線上に所領を持つ貴族による上院での反

対が原因であった。その後、ロンドンで議会工作が行なわれた結果、法案は1821

年に上院を通過し国王裁可を受けた（第一法）。また、建設中の1823年には第

二法が国王裁可を受け、これら2っの議会法（L、ocal　Act　of　Parliament）に基

づき会社の設立と建設が進められることとなった18。

　1821年の第一法においては、①鉱物資源（石炭や鉛など）、鉄、農作物、商

品の輸送を目的とし、②第三者の所有する車輌に対して線路使用を認め、③馬

車鉄道を念頭においた路線（技師George　Overtonの測量に基づく）が計画され

た19。そして、鉄道は共同施設（public　utility）であるとし、開通により沿線地

域の改良が進むとされた。

　一方、1823年の第二法においては、①第一法で定められた路線の変更（技師

George　Stephensonの再測量に基づく）、②定置蒸気機関（fixed　steam　engine）

の設置・使用、③機関車（loco・motiveあるいはmoveable　engines）による貨

物・旅客輸送が認められ、④貨物、旅客輸送のための車輌に対して1マイルあ

たり6ペンスを越えない線路通行料が規定されていた20。このように、1821年

鉄道法は馬車鉄道を念頭に置いた計画であったが、1823年鉄道法では蒸気機関

車を利用した貨物・旅客輸送にまで言及されており、大きな変更がみられた。

背景には、当時イングランド北東部の炭鉱で蒸気機関車の改良に取組んでいた

技師George　StephensonのS＆D鉄道主任技師への就任があった21。北東部炭田

地域の最南端に位置するS＆D鉄道における機関車の導入（1825年）は、偶然

あるいは突然の出来事ではなく、その基盤は既に形成されていたと言える。

　建設においては、技師長であるStephensonの監督の下、地元の土木業者がい

くつかに分けられた工区（lot）の一っを担当する請負方式が採用されていた。

Stephensonが中心となり工区ごとに費用と工期を見積もり、資材（レールや枕

木など）の決定が行われ、地元やNewcastleの業者に発注された。また、

Stephensonは息子のRobertと共に、　S＆D鉄道の中心的な設立発起人の

Edward　PeaseやMichael　Longridgeから共同出資を受けて、　Newcastleに

Robert　Stephenson＆Co．を設立し、　S＆D鉄道用の定置蒸気機関や蒸気機関車

の製造を行なった22。そして、これらの建設資材や蒸気機関車の運搬をDurham
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地方で有力な輸送業者で、S＆D鉄道の発起人の一人でもあるRichard

Pickersgillが担当していた。

　1825年9H27日に公式開業式が開催され、西端のWitton　Park炭田から途

中のShildonおよびDarlingtonを経て、　Stocktonまでの幹線およそ25マイル

とDarlingtonおよび『Yarmの各支線が開通した（前掲図3－1）23。　Shildon以西

は一部起伏が大きいため、Witton　Park炭田からShildon間では、馬と定置蒸

気機関（インクライン）が牽引力として利用された。一方、Shildon以東では起

伏がないため、ShildonからStockton間でRobert　Stephenson＆Co．製作の

Locomotion号と馬が牽引力として使用された。当時の蒸気機関車の馬力は小さ

く、起伏の大きい場所ではインクライン方式の採用が一般的であった。従って、

1820年代の初期鉄道は、技術面において過渡的な状況にあったと言える。蒸気

機関車による輸送に全面的に移行するのは、1830年代以降を待たなければなら

ない。

（2）支線の建設と複線化

　表3・4のように、鉄道会社が拡大戦略（成長戦略）をとる場合、大きくは外

部成長と内部成長の2つの手段が存在する。外部成長とは例えば近隣の他社路

線を買収することにより拡大することであり、内部成長とは例えば自社による

新規路線を建設することである。当時のS＆D鉄道は、周囲に同様の鉄道会社が

全く存在しないため、後者の内部成長を取る以外に選択肢は存在しなかった。

こうして、S＆D鉄道は開業後、「会社と沿線の大衆に最高の利益がもたらされ

る」という認識の下24、沿線の炭鉱主からの支線建設要求も受け25、積極的に支

線建設を推進することとなる。

　まず、1827年7AにはShildonから北方に延びるCoundon支線が開業し、

沿線のBlack　Boy、　Coundon、　Eldon、　Adelaide、　Deaneryの各炭田の石炭を

S＆D鉄道を利用して輸送することが可能となった。支線開業により、1827年

から1828年における石炭の輸送量は、前期に比べ4万トン近く増加した（表

3・5）。しかし、支線建設は流動1生資金の不足のため一時中断されており、その

間S＆D鉄道は沿線の炭鉱主に対して補償金を支払っていた。そして、この問題

を解決したのは、クエーカー株主のネットワークによる資金の融通であった26。
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　1829年10月には、Darlingtonから南方に延びるCroft支線が開業し、『Yarm

支線同様にNorth　Riding　of　Yorkshireへの輸送が可能となった。表3・6による

と、1830年代におけるCroftへの運炭量は幹線沿いのDarlingtonやStockton

またYarmを上回ることもあり、とくに1830年代後半以降はSimpasture

（Shildonの近く）を除くどの町よりも多くの石炭が運ばれていた。しかし、町

の人口は他と比べ少なく、またほとんど変化もないため、石炭はCroftからさら

に近隣の町に運ばれていた可能性が高い。運河などの交通機関が発達していな

かった地域のため、支線の開通はCroft周辺に便益をもたらすこととなった。

　1830年11月には、West　Aucklandから西方に延びる且agger　Leases支線が

開業し、沿線のButterknowle、Norwood、　Cockfieldなどの各炭田の石炭をS＆D

鉄道を利用して輸送することが可能となった。この地域は内陸部に位置し、交

通手段は基本的に道路のみであったため、鉄道建設により周辺地域に便益をも

たらすこととなった。

　このように、1827年以降3つの支線建設が行なわれたが、中でも1827年の

Coundon支線および1830年のHagger　Lasses支線建設は、　S＆D鉄道の成長戦

略上、重要であった。なぜなら、S＆D鉄道の主要目的は貨物輸送、中でも石炭

輸送であり、近隣の炭田から鉄道本線にどれだけ石炭を集められるかは、本線

から炭田地帯の奥に延びる各支線に大きく掛かっていたからである。支線建設

が進むにつれ、次第に沿線の炭田開発が進み、結果的に石炭輸送量が増加する

こととなった。表3・7は、1825年、1830年6H、1831年、1835年における

S＆D鉄道沿線の炭鉱を示した一覧表である。時代が進むにつれ、炭鉱の開発が

進んだことが窺われる。

　開通後まもなくすると、Tees川の浅瀬のため、　Stocktonの埠頭は大型船の着

岸に適していないことが明らかとなった。そこで、水深が十分にある下流の

Middlesbrough（Ybrk少卜Dまでの支線延長が計画され、1828年に議i会の承認を

受けた27。1830年12月には、Stocktonのやや南からTees川を渡りさらに河口

方面に向かうMiddlesbrough支線が開業し、　Tees川からの石炭の輸移出量が急

激に増えることとなる28。この支線計画は、Stocktonを中心に進められた競合

するClarence鉄道設立計画への対抗措置でもあった。　Middlesbroughはもとも

と人口が50人にも満たない小さな漁村（hamlet）であったが、支線の開業及び
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周辺の整備等により沿線のどの町よりも急速に発展し、1841年の人口は5，400

人を超えていた（前掲図表3・2）29。

　また、1831年から1832年にかけて、Shildon西方のBrusseltonからStockton

間約19マイル（30キロメートル）の複線化が行なわれた30。これは、輸送力の

増強はもとより、従来の単線による輸送混乱の解消も目的であった。1825年の

開業以来、線路は単線であり、その上を会社所有の機関車（locomotive）、貨車

（waggon）、旅客輸送馬車（coach）が同時に走行していたため、通信・信号設

備が整っていない当時において混乱は避けられない状況にあった。そこで、次

第に待避線（siding）が整備され、社内規則（bye・law）などによって通行の優

先順位が定められたが、混乱の解消には結びついていなかった31。この複線化に

伴い、輸送の混乱は次第に収束に向うこととなった。

　前掲表3・5は、S＆D鉄道による石炭の運炭量推移を示した表である。1830

年代以降、石炭の総取扱量は大きく増えているが、これは地元販売ではなく

StocktonおよびMiddlesbroughからの輸移出量の拡大によるものであった。ま

た、中心の積出港がMiddlesbroughに移ってからも、　Stocktonは第二の積出港

として毎年10万トン前後の積出量を維持していた。このように、Middlesbrough

支線の開業および路線の複線化は、上述の炭田地帯の奥に延びる支線の開業や

炭鉱開発とも連動して、初期のS＆D鉄道を成長へと導くこととなった。

（3）旅客輸送の拡大と蒸気機関車の導入

　一方、旅客輸送は、開業後まもなくすると外部の輸送業者に委託され、S＆D

鉄道による直接的統制はほとんど行われなかった。しかし、1830年代に入ると、

鉄道会社は一転して旅客輸送会社への直接的統制を強化し始め、徐々に経営面

において関与の度合いを深めることとなった。統制の強化は、2つの側面から行

われた。つまり、①各旅客輸送会社に対する個別の統制強化と、②鉄道会社全

体としての社内規則の強化である。

　①に関しては、1830年にDarlington～Stockton問で旅客輸送を行うRichard

PickersgillとRichard　Scottに対して鉄道会社が運行時刻を設定し、違反した

場合には最高で20シリングの罰金が科せられた。ここで初めて鉄道会社が旅客

輸送会社に対して、経営面で直接的な統制を加えることとなった。また、②に
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関しては、1831年11月7日に鉄道会社から運行に関する注意事項が出され、

会社所属の機関士や各旅客輸送会社の御者（coach　man）などに対する統制が強

化された（史料3・8）32。とりわけ速度の抑制を強く訴えており、実際に事故の

発生が報告されていることからも、ほとんど無法状態になっていたことが窺わ

れる。しかし、大きな死亡事故は見られず、当時の機関車や馬車鉄道の速度が

依然として緩慢であったことなどの要因が背景にあった。

　このような中、1831年1月には輸送力の増強などを目的に、Brusselton～

Stockton間のおよそ19マイル（30キロメートル）の複線化を決定し、翌年の

春頃までに工事が完了した。複線化により、それまでのような輸送の混乱は回

避されるようになるが、全ての問題が解決されたわけではなかった。

　1832年には旅客税に関する議会法が制定され、従来までの個々の運行会社に

よって支払われてきた旅客税（1マイル1ペンス）の支払に対して（表3・9）、

鉄道会社が全面的に責任を負うこととなった。これにより、S＆D鉄道は当初年

間100ポンドの旅客税の支払をStamp且ouseから求められた（表3・10）。それ

まで運行会社には鉄道会社に対する旅客数の報告義務はなく、事後的に走行距

離を自己申告するのみであった。このため、新に鉄道会社には旅客数を把握す

る必要性が生じ、各旅客運行会社の実態調査をする機会を得たのである。

　表3・11は、1832年11月2日のSub・Committeeにおいて報告された各旅客

運行会社の実態調査の結果である33。全ルートで見た場合、1週間の旅客数はお

よそ860名であることが分かる。平均値であるため、実際には季節などにより

変動があったものと思われるが、1年間で4万人以上の人々を運んでいたものと

考えられる。また、1833年4月12日のSub・Committeeにおいて、運行会社に

よる走行距離の不正な申告について問題となっており、解決方法が議論されて

いる34。1833年8月には、貨物輸送と旅客輸送の双方を蒸気機関車によって行

うとする方針が決定され、9Aから試験走行が実施された35。試験走行は成功を

収め、貨物輸送と旅客輸送の双方に全面的に蒸気機関車を利用することが最終

決定された36。その結果、1833年には旅客馬車会社を全て買収し、旅客輸送を

全て自社内で管理することが決定された37。こうして、S＆D鉄道は1833年か

ら1834年にかけてクローズド形態の方向へと移行することとなった38。
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第2節　株主・経営委員会メンバーの分析

　初期鉄道の特徴とされる地元の共同体を中心とした資金調達は、一見すると

S＆D鉄道には当てはまらない。鉄道の建設段階においては資金不足が絶えず問

題となるが、S＆D鉄道の場合、ダv・一・・リントンの銀行家Backhouse家や商人Pease

家を中心としたクエーカー教徒のネットワークを通して、遠く離れた地域

（Londonなど）からも資金が調達されていた。しかし、これはあくまでもクエ

ーカー・ネットワークを利用した資金調達であり、沿線地域からの資金調達を

軽視することはできない39。

　表3・12は、S＆D鉄道の資本構造を示した表である40。会社は、株主資本より

も借入に多くを依存していたことが分かる。しかし、株主と借入先はほぼ一致

しており、資金の調達先は限定されていた。S＆D鉄道は株式会社として設立さ

れたが、その後の巨大な株式会社とは異なり、むしろ人的ネソトワークを基盤

とする従来のパートナーシップの性格を強く残していたように思われる。それ

では、資金はどのような人々から調達されていたのであろうか。株主および借

入先の分析を行い、上記の点を確認することとする。

（1）株主分析41

　前掲表3－12より、1823年に合計67，500ポンド、さらに1829年に合計39，000

ポンドの株式引受が行なわれた。これらの株式引受は、どのような人々により

担われていたのであろうか。また、1823年と1829年の株式引受においては、

何か変化が見られるのであろうか。以下では、それぞれの時期についての株主

分析を行い、変化の有無を確認することとする。

　1823年における株主の居住地域および引受額は表3－13の通りである。株主

数は、沿線のDarlington、　Stocktonの属するDurham州および支線の延びる

Yarm、　Croftの属するYork州がおよそ70％を占めており、その他はいずれも

数％程度である。しかし、引受額でみると、Durham州およびYork州が50％

を占めるが、遠く離れたNorwich市やNorfolk州、またMiddlesex州、　Surrey

州、London市で合計40％を占めており、株主数が少ない割に引受額は大きく

なっている。なお、鉄道沿線の町であるStocktonとDarlingtonの比較では、

一112・



後者がDurham州全体での引受額の70％を占めていた。

　表3－14は全株主に占めるクエーカー教徒の割合を示した表である。株主数に

占めるクエーカー教徒数の割合は37％であるが、引受額では実に73％に達して

おり、主要な株主であったことが窺える。また、クエーカー教徒の居住地を示

した前掲表3・14によれば、上述の株主数が少ない割に引受額が大きい遠く離れ

た諸州・市において、出資者のほとんどがクエーカー教徒であることが分かる。

さらに、彼らはDurhamのPease家やBackhouse家と姻戚関係にもあった。

例えば、DurhamのBackhouse家、　LondonのBarclay家、　NorwichのGurney

家のメンバーが株式の共同所有を行なっていた。従って、鉄道株式が広く株式

市場で取引されていなかった当時において、彼らはクエーカーのネットワーク

と姻戚関係を通して引き受けていたこは明らかである。

　次に、表3・15は株主の職業を示した表である42。株主数では、商人が25％と

最も多く、名士（地主など）21％、銀行関係者（銀行家および銀行員）18％と

なり、続いて未婚女性（spinster）8％、牧師7％、製造業者7％となっている。一

方、引受数では、銀行関係者が36％と最も多く、商人27％、地主25％と続き、

それ以外はいずれも3％以下に過ぎない。従って、銀行関係者、商人、地主が引

受額の88％を占める主要株主であったことが分かる。また、銀行関係者では一

人を除く全て、商人では半数がクエーカー教徒であるが、名士ではほとんど存

在していないことが分かる。しかし、これを引受額でみると、銀行はもちろん、

商人でも90％近く、名士では45％をクエーカー教徒が占めており、ここでも彼

らの重要性は明らかである。

　以上のように、1823年における主要株主は、地理的には沿線のDurham州、

York州そして遠くはなれたNorwich市、Norfolk　’」、1・1、またMiddlesex州、Surrey

州、London市に居住しており、職業的には銀行関係者、商人、名士から構成さ

れていた。また、クエーカー教徒の資金に多くを依存しており、遠方からの出

資も彼らのネットワークや姻戚関係に基づくものであった。こうして、1825年

頃には株式資本は67，500ポンドになり、1823年に比べ13，800ポンド増加して

いたが、この増加分も大部分は既存のクエーカー株主によって引き受けられた。

なお、表3・16は大株主（家族）一覧表である。8家だけで、全株式引受額のお

よそ60％を占めていた。
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　それでは、その後の株主構成に何か変化はあるのであろうか。前掲表3・12よ

り、1828年から1829年にかけて39，000ポンドの新規株式募集が行なわれた。

この資金調達の理由は、Overend＆Gurney商会からの40，000ポンドの負債返

済要求に緊急に対応するためであった43。会社は既存の小株主にも引き受けを勧

め、さらに一般大衆にも引受可能な最高の価格で販売する考えを示していた44。

しかし、実際には既存の株主に対する割当により資金調達が行なわれた。

　表3・17は、新規募集分の株主の居住地を示した表である。株主数でみると、

沿線のDurham州とYbrk州で54％を占めるが、遠く離れたNorwich市、

Middlesex州、　London市、　Surrey州でも合計30％程度と高くなっている。こ

れを引受額でみると、沿線のDurham州とY（）rk州1でおよそ50％、遠く離れた

Middlesex州、　Norwich市、　London市、　Surrey州で合計43％を占めており、

1823年とほぼ同様に株主数が少ない割に引受額は大きくなっていた。なお、鉄

道沿線の町であるStocktonとDarlingtol1の比較では、後者がDurham全体の

引受額のおよそ90％に達しており、Darlingtonへの依存が以前より高まってい

た45。

　表3・18は、株主に占めるクエーカー教徒の割合を示した表である。引受額で

みると、クエーカー教徒が85％を占めており、1823年と比べるとその重要性は

さらに高まっているといえる。彼らの居住地をみると、やはり株主数の割に引

受額の多い遠くはなれたNorwich市、　London市、　Middlesex州、　Surrey州に

おいて大部分がクエーカー教徒により占められ、引続き彼らのネットワークを

通した資金調達が行なわれていたことが窺われる。

　次に、表3・19は株主の職業を示した表である。株主数では、商人に代わり銀

行関係者が27％と最大になり、次に商人と名士がいずれも8％と同数、さらに

未婚女性と牧師がいずれも5％と同数で続いている。これを引受額でみると、銀

行関係者は41％と最大で、名士39％、商人10％と続き、それ以外は3％以下に

過ぎない。従って、銀行関係者、名士、商人が引受額の90％を占める主要株主

であることが分かる。全体としてこれら3者が主要株主である傾向は1823年と

変わらないが、銀行関係者および名士の割合が増える一方、商人の割合は大幅

に低下した46。また、銀行関係者および商人ではいずれも1名を除く全てがクエ

ーカー教徒であり、一方名士では8名のうち2名がクエーカー教徒であった。
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しかし、引受額でみると銀行関係者と商人はもちろん、名士も45％をクエーカ

ー教徒が占めており、この傾向もほぼ変わっていない。

　このように、1828年から1829年にかけての新規株式募集は、既存株主への

割当を中心に実施され、彼らの居住地域、職業にっいては全体として1823年と

大きく異なることはなかったが、クエーカー教徒やDarlingtonの町への資金的

依存についてはさらに高まっていた。特に前者にっいては、他の鉄道会社には

見られず、S＆D鉄道の大きな特徴となっている47。また、StocktonとDarlington

の町の間には、前述の通り当該鉄道建設計画をめぐる対立が既に存在していた

が、株式の引き受けという点からもその動向を窺うことができる。

　個人あるいは家族レベルでの株式所有は、どのようになっていたのであろう

か。前掲表3－16は1823年における大株主（家族）の所有状況を示した表であ

る。最大の株主家族は銀行家Backhouse家で引受額の13％を占め、皮革販売商

Newman家11％、羊毛商Pease家10％、銀行家Thomas　Richardson10％、銀

行家Gurney家10％と続き、彼らだけで引受額の54％に達する。また、彼らは

全てクエーカー家族でもあり、クエーカー株主による引受額の80％近くを占め

ている。このことから、クエーカー教徒という人的なっながりを通した少数の

家族への資金的依存が明らかとなる。

　一方、1828年から1829年にかけて行なわれた新規株式募集における大株主

（家族）の所有は表3－20の通りである。最大の引受額は商人Pease家で18％

を占め、銀行家Backhouse家17％、元銀行家Thomas　Richardson15％、皮革

販売商Newman家9％、銀行家Gurney家8％、銀行家David　Bevan6％、銀

行家Martin家2％と続き、以上で全引受額の75％に達している。しかも、彼ら

の多くは1823年の時点にも登場する既存のクエーカー大株主であり、人的ネッ

トワークを利用した少数大株主（家族）への資金的な依存傾向は1823年に比べ

より強くなっていることが分かる。もちろん、S＆D鉄道は株式会社である以上、

従来のパー一一・一トナーシップ形態の会社と比べ出資者も相当多いといえるが、上述

の通りパートナーシップ的性格を多分に有していたことは注目される。

　以上のように、ごく少数のクエーカー大株主（家族）がS＆D鉄道の中心的な

所有者となっており、この傾向は時代が進むにつれ強められることとなった。

また、鉄道沿線の町であるStocktonとDarlingtonを比較すると、引受額で後

・115・



者が前者を圧倒しており、この傾向も時代が進むにつれ強められた。大株主の

居住地をみると、Backhouse家とPease家はともにDarlingtonを中心に活動

しており、一方Thomas　RichardsonやNewman家、　Gurney家などは沿線か

ら遠く離れた地域を居住地としていた。従って、S＆D鉄道の経営に深く関与し

たのは前者の家族群であり、後者はむしろクエーカー教徒と姻戚関係を通した

資金提供者（無機能資本家）としての性格が強かったと考えられる48。なお、こ

の点については、後に経営委員会やSub・Committeeの分析により明らかにする。

（2）借入先の分析

　前掲表3・12からも分かるように、S＆D鉄道は株主資本より借入に多くの部

分を依存していた。借入は必要に応じて随時行なわれており、経営委員会でし

ばしばこれに関する検討が行なわれていた。それではどのような人々から資金

を借り入れていたのであろうか。

　調達先は、大きく次の3つのグループに分けることができる。すなわち、①

Richardson，　Overend＆Gurney、　Backhouse＆Co．などクエーカー銀行・金融

業者、②Thomas　Richardson、　Jonathan　Backhouse、　Joseph　Pease、　Edward

Peaseなどのクエーカー個人、③Bishop　of　Durham（英国国教会ダラム主教）

など非クエーカー教徒、である。

　大部分は、株主として登場する人物や株主が経営する会社（銀行など）から

の借入に依存しており、借入れについてもクエーカーのネットワークを活用し

た資金調達に多くを依存していることが分かる。一方、非クエーカーの英国国

教会ダラム主教が資金を提供しているが、これはS＆D鉄道の沿線に広大な所領

を所有し、炭鉱をリースしていたことと関連していると考えられる49。

（3）経営委員会メンバーの分析

　S＆D鉄道では、後の取締役会に相当する経営委員会（Management

Committee）が経営の全般に渡り大きな権限を持っていた。図3・21は、経営委

員会史料や会計史料などに基づき描いた、S＆D鉄道の組織図である。明確に示

すことは困難であるが、当時において規模的にも複雑な組織が形成されていた

とは考えにくく、また役割分担は必ずしも明確になっておらず、総支配人
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（general　manager）の出現も見られないが、委員会の下に集権的な組織構造と

一部従業員層形成の萌芽が見られた50。

　鉄道会社は株式会社形態が採用されているため、最高の意思決定機関として

株主総会が設置されており、経営委員会のメンバーはそこで承認を受けた人々

により構成されていた。表3－22は、S＆D鉄道の経営委員会メンバーを示した

表である51。おおよそ11名から15名のメンバーからなり、全て会社の株主の中

から株主総会において選ばれていた。

　表3－23は、1823年における経営委員会メンバーをより詳細に示した表であ

る。銀行家Backhouse家や商人Pease家の引受額が突出していた。また、前述

の株主分析と同様、経営委員会においても引受額で銀行家、名士（地主など）、

商人が90％程度を占めており、彼らが経営の中心に位置していたことは明らか

である。中でも、銀行家Jonathan　Backhouseは会計担当（Treasurer）として

経営実務に携わっており、1833年からはJoseph　Pease　Jr．に引き継がれた。さ

らに、経営委員会メンバーに占めるクエーカー教徒の割合は60％程度であった。

　経営委員会の会長（chairman）を勤めるThomas　Meynellは、　S＆D鉄道の

支線が伸びるYork州Yarmの地主であり彼自身クエーカー教徒ではなかったが、

会社の発起設立を主導した一人である。また、持株数は、1823年の時点で1，000

ポンド、その後600ポンドが追加され合計1，600ポンドとなり大株主に分類さ

れるが、Pease家やBackhouse家に比べると少ない。貴族や地主などの名士を

会長や取締役に据える慣行は後の大鉄道会社においてしばしば指摘されるが52、

S＆D鉄道では1820年代後半に既に見られた。その後も会長職は、Meynell父

子により受け継がれていった。

　表3・24は、1830年における経営委員会メンバーをより詳細に示したもので

ある。1823年と比較して何か変化はあるのであろうか。1823年の状況と同様、

引受額において名士、銀行家が合計90％以上と経営委員会の中心を占める一方、

商人の割合は急激に低下している。これは、1823年の株主一覧において商人と

して登録されているEdward　Peaseが、1830年の段階では家業である羊毛商か

らはなれ名望家として分類されていることが大きく影響している。また、経営

委員会メンバーに占めるクエーカー教徒の割合はおよそ90％に達しており、

1823年と比較して明らかに彼らへの依存度が高まっていることが窺えるのであ
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る。

　以上のように、経営委員会のメンバーは全て株主から選出されており、中で

もBackhouse家とPease家が株式引受額で突出し、委員会内で大きな影響力を

持っていたものと考えられる。時代が進むにつれ、Backhouse家とPease家を

中心としたクエーカー教徒への依存度が高まり、特にPease家から最も多くの

経営委員会メンバーを輩出していた。また、クエーカー教徒のThomas

RichardsonはEdward　Peaseと姻戚関係にある沿線から遠く離れたMiddlesex

州の名望家であり、1825年以来経営委員会メンバーとなっているが、会への出

席はそれほど多くない。いずれにせよ、次第に名士（地主や銀行業・商人から

財を築いた資産家など）の経営委員会への進出が高まりをみせるのであるが、

この傾向は後の大鉄道会社に先行するものとして注目される。

（4）出資者の動機

　S＆D鉄道の基本的な設立目的は、鉄道の開通による沿線の農業、鉱業、商業

の発展にあった。S＆D鉄道の目論見書（1821年）では、鉄道の開通により「輸

送料は現在の半分に低下する」とし、沿線の町に「安い価格の石炭や石灰が供

給」されると主張している53。鉄道敷設以前には、南Durham炭田地帯（Auckland

など）で採掘される石炭や沿線の農産物、商品等は、ターンパイク道路

（turnpike）および一般道路（highway）を利用して、駄馬あるいはカート（cart）

によってDarlington、　Stocktonなど近隣の町に移送された54。しかし、陸路で

の輸送量や速度には限界があり、特に重量の重い石炭の輸送は困難を伴い、炭

鉱業の発展、さらには町の発展を妨げるボトルネックとなっていた。

　一方、Tyne川流域の炭田地帯では既に17世紀頃に木製軌道が敷設され、口

坑から河川までの間は貨車（waggon）によって運炭され、炭鉱業は大きく発展

していた55。表3－25は、これらの地域を含むイングランド北東部の諸港からの

石炭積出量を示した表である56。基本的に［［yne川流域の石炭はNewcastle港か

ら、南Durham地域の石炭はStockton港から積み出されているが、その差は

歴然である。また、Tyne川流域の炭鉱では、1810年代以降一部において蒸気

機関車が牽引力として利用されており、後のS＆D鉄道の技師George

Stephensonは同地域のKillingworth炭鉱においてその改良に取り組む技術者
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の一人であった。

　上述の通り、S＆D鉄道の発起設立は、　DarlingtonとStocktonの銀行家、商

人、名士が中心となり推進された。中でもDarlingtonの銀行家であるBackhouse

家や商人のPease家が中心的に活動を行っていたことは既に確認したが、彼ら

の動機は一体何に基づくものであったのであろうか。これまでの研究で彼らの、

①「盲目的資本家」としての性格と、②「総資本家」としての性格が対立軸と

して論じられてきた57。また、Backhouse家とPease家との比較において、前

者の方が投資家としての面が強いことも明らかにされている。

　Pease家やBackhouse家と炭鉱業との関係については、1814年にPease家

がWitton　Park炭鉱に利害を持っていたとする説があるものの、現在まで必ず

しも明確にされていない58。Pease家やBackhouse家が炭鉱業に乗り出すのは

鉄道開業後のことであり、Backhouse家は1830年頃以降にBlack　Boy炭田や

Cockfield炭田に、　Joseph　Peaseは1834年頃にSt．　Helens炭田やAdelaide炭

田に利害関係を持っていたようである。湯沢（1988）は、Pease家やBackhouse

家が地域の総資本的立場から発起設立に携わっていたと主張しており、設立当

初のS＆D鉄道へのかかわり方としては、最も適切な捉え方であると言える。

　株主の中で直接的に石炭業と関わっていたと考えられるのは炭鉱監督

（Colliery　Viewer）のWilliam　Stobart　Jr．だけであり、1823年の段階で5株（500

ポンド）を所有していた59。1825年の段階でWitton　Park炭鉱の所有者であっ

たWilliam　Chaytorは、1823年の時点で5株（500ポンド）を所有していた。

同じくOld　Etherley炭田の所有者であったJohn　Flintoffは、1828年の段階で

5株（500ポンド）を所有し、1833年以降S＆D鉄道経営委員会のメンバーにも

就任している。また、1829年の段階で3株（300ポンド）を所有していた牧師

のHenry　Stobartは、1830年以降経営委員会メンバーでもあると同時に、1836

年頃にはWest　Auckland炭田やEtherley炭田に関わっていた。しかし、いず

れも鉄道開業以前に炭鉱経営に関わっていたかは必ずしも明らでない。さらに、

DarlingtonではPease家やBackhouse家以外にも幾つかの商人や製造業者が

1823年の段階で出資者となっているが、これらは原料や燃料としての石炭を必

要とした人々であると考えられ、直接的に石炭業に関わっていたとは考えにく

い。
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　このように、S＆D鉄道は炭田地帯からの石炭輸送を大きな目的として発起設

立されたわけであるが、出資者の中心はむしろ石炭の需要者側であり、供給者

側ではなかった。これは、S＆D鉄道が炭鉱業と独立した組織として設立された

ことを示しており、従来までの馬車鉄道と大きく異なる点であった。また、

Backhouse家やPease家同様、経営委員会のメンバーである名士や牧師は、沿

線地域の代表者としての立場から設立に関わっていたと考えられる。

　前掲表3・6はS＆D鉄道の沿線町への運炭量の推移を示した表である。開業か

ら1829年頃までは、輸移出よりもDarlington、　Stockton、　Yarmなどの沿線の

町における地元販売（1and　sale）が中心を占めていたことが分かる60。ストック

トンの石炭価格は、開通前の18s．から1825年11月には12s．、1827年1Hに

は8s．6p．へと低下した61。設立・開業当初は、沿線の需要を満たすことに重点

が置かれており、当初の目的は概ね達成されたと言える。

　また、Backhouse家やPease家（特にJoseph　Pease）が本格的に石炭業に関

わるのは、Middlesbrough支線の完成により輸移出の拡大が見込まれるように

なる1830年代以降のことであり62、且enry　StobartやJohn　Flintoffなどの炭鉱

関係者が経営委員会およびSub－Committeeに進出するのもこの時期であった63。

　設立当初のS＆D鉄道は従来の馬車鉄道と異なり炭鉱業と資本や経営の面で

ほとんど関係のない状況にあったが、1830年代前半にかけて石炭輸送の拡大に

伴い、次第に炭鉱業者がS＆D鉄道の経営に直接的に関与するようになった。し

かし、このことが直ちに炭鉱業者によるS＆D鉄道経営委員会の掌握を意味する

ものではない。S＆D鉄道経営者の顔ぶれは、名士・銀行家・牧師・商人・製造

業者に加えて、炭鉱業者にまで及ぶこととなり、むしろ多様化したと考えるこ

とができる。

第3節　経営発展と事業構造

（1）輸送の状況

①貨物の輸送状況

　1825年9月27日の開通後、まず貨物輸送が開始され、まもなく旅客輸送も
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行われるようになる。ここでは、開通から1830年代前半までの輸送状況につい

て検討することとする。

　S＆D鉄道は設立時から貨物輸送、とりわけ沿線の炭坑から産出する石炭やそ

の他鉱物（石灰や石材など）をStocktonまで運搬する目的で設立された鉄道で

ある。このため、開業以来、貨物輸送に特に重点が置かれていた。表3－26は、

1825年の開通から1840年までの輸送実績をまとめた表である64。この表から

も分かるように、1840年に至っても依然として石炭輸送がかなり大きな部分を

占めていた。石炭以外の鉱物では、石灰（石）と石材の輸送実績が示されてい

るが、その他に鉛なども運搬の対象となっていた。また、炭鉱で利用される様々

な資材の輸送には、Stocktonに石炭を運炭して空になった戻りの貨車が利用さ

れることもあった。

　前掲表3・6はS＆D鉄道の運炭量の推移を示した表である。開業から1829年

頃までは、沿線のDarlington、　Stockton、　Yarmにおける地元販売が中心を占

めていた。Stocktonは発起設立において中心的な役割を果たしていなかったが、

鉄道開通後には一定の便益を受けていたものと考えられる。しかし、1830年代

以降Stocktonへの運炭量は大きく減少しており、同町を中心に発起設立された

Clarence鉄道の開業（1833年）が大きく影響していた。

　石炭輸送について注目されるのは、1830年以降の積出トン数（Export）の急

増である。これは、1830年のMiddlesbrough支線開通が大きく影響している。

Stocktonから吊橋（suspension　bridge）によりTees川を渡りMiddlesbrough

に至る6．4キロの支線が開通し、前掲表3・5にようにMiddlesbroughの埠頭か

ら積出される石炭が急増することとなったのである。

　しかし、実際には初期の石炭輸送において貨車や蒸気機関車などの数の不足

が大きな問題として経営委員会や石炭業者から指摘されており、石炭業者の需

要と鉄道会社の供給が全く一致しないという状況がしばらくの間続くことにな

るのである65。貨車や蒸気機関車の不足、到着の遅延などの問題は、経営委員会

でも頻繁に取り上げられ、石炭業者からの不満の声がかなり大きかったことが

窺われる。そこで石炭業者の中には、自ら貨車を購入して対応する者も存在し

た。貨車・蒸気機関車の需要と供給の不一致問題が改善に向かうのは、1830年

代を過ぎてからのことであった。
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②旅客の輸送状況．

　旅客輸送は1825年10月7日に地方政府より許可を受け、10日より開始され

た。最初はS＆D鉄道自らが客車を所有し（史料3・27）輸送を行っていたが（す

なわちクローズド形態）、まもなくして第三者と旅客輸送契約を結ぶことにより

全面的に委託することとなった（すなわちオープン形態）。表3－28は旅客輸送

業者の一覧である。上述の運送業者Richard　Pickersgill以外では、　Darlington

やStocktonのinnkeeper（宿屋の主人）の参入が注目される。当時のinn経営

において、いかにして客の足の確保を行うのかということが競争上重要であっ

たことを示していると思われる。また、彼らの中にも、S＆D鉄道の発起設立に

関わった者が存在した。以下、Richard　PickersgillとRichard　Scottの2つの

旅客輸送業者について見ておく。

　まず、Richard　Pickersgillは最初に鉄道会社と旅客輸送契約を結んだ会社で

ある。1825年11月25日に鉄道会社との間で旅客輸送契約を結んだPickersgill

は、鉄道会社が所有していた客車Experiment号を利用しStockton～

Darlington間で輸送を開始した。契約は当初、数ヶH単位で結ばれ、その都度

更新が行われた。そもそも当時の鉄道会社は貨物輸送が主体であり、旅客輸送

を行う会社は多くなく、状況を判断しながら契約更新が行われていたのであろ

う。1826年4月には新客車Express号も導入され、運賃は車内席が1シリング

6ペンス、車外席1シリングとし、Stockton～Darlington間の所要時間は1時

間15分ほどであり、一日二往復していた。Pickersgillに関する詳細な資料が残

されていないため、一日にどれだけの人数を輸送し、どれだけの運賃収入を得

ていたのかは把握できないが、その後の新規参入の状況を見る限りでは、輸送

業者に一定の利益がもたらされていたと考えるのが妥当である。事実、1826年

以降、前掲表3・28の通り、Howson、　Scott、　Adamsonなどが相次いで参入し

ている。

　次に、Richard　Scottについてであるが、彼はDarlingtonにあったKing’s　Head

Innの経営者で、鉄道会社の発起設立人の一人でもある。このinnは、1821年

に開催された株主総会の会場として利用されており、その後も様々な会合など

で鉄道会社により利用されていたことが経営委員会資料から窺われる。Scottは

Pickersgillから遅れることおよそ1年後の1826年10月16日から、Darlington
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～Stockton間で新客車Union号の運行を開始した。運賃は、車内席が1．5ペン

ス（マイル当たり）、車外席が1ペンス（マイル当たり）に設定されており、同

区間で運行しているPickersgillとほぼ同じ運賃が設定されていた66。

　一方、鉄道会社にとって当初の旅客輸送は貨物輸送に比べ収益ベースで僅か

な部分を占めるに過ぎず、経営委員会において旅客輸送についての議論が行わ

れることはほとんど無かった。経営委員会の主な関心ごとは、上述の通り貨物

輸送にあり、実際にも大部分の時間がこの議論に費やされていたことは史料か

らも明白である。そもそも、各旅客輸送業者がどれだけの人数を輸送したのか

などを鉄道会社が把握することは全く無く、各社からもたらされる情報は走行

距離のみであり、鉄道会社はこれをもとにして線路使用料を各運行会社から徴

収するという極めて受動的な対応を取っていた。鉄道会社は社内規則（bye・law）

を設定し、中には運行に関する規則も盛り込まれていたが、違反者が後を絶た

ないという状況にあった。1830年代に入るまで、鉄道会社が運行会社を統制す

るということはほとんどなかった。

　前掲表3・26によると、初期の旅客人員は把握できないが、旅客収入べ一スで

は1825年から1826年で石炭輸送収入の3％程度、1832年から1833年で1％

程度しかなかった。そして、1827年から1828年にかけて576ポンドと最高に

達した後、一時低下傾向を示し、その後1831年から1832年に増加に転じ、1832

年から1833年には最高の611ポンドに達する。つまり、1833年の前半までに

旅客輸送収入は増加しているにもかかわらず、全収入に占める割合は1825年か

ら1826年の3％から1833年には1％に低下しているのである。このことは、

旅客輸送収入の伸び以上に石炭輸送収入が伸びたことを示している。1830年代

初頭までの旅客輸送収入は会社にとってそれほど重要な部分を占めていた訳で

はないことが窺われる。

　旅客輸送でとりわけ注目されるのは、1833年から1834年にかけての旅客収

入が611ポンドから2，429ポンドへとおよそ4倍に急増し、その後も増加傾向

を辿ることである。これは、1833年の10月に実施された旅客輸送の内部化（垂

直統合）が大きく作用した結果である。っまり、従来は各旅客輸送会社からの

線路使用状況（距離数）に応じた通行料収入のみであり、旅客数は全く関係な

かったが、旅客輸送業の内部化に伴い、旅客数に応じた運賃収入が鉄道会社に
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直接もたらされるようになったのである。

　1833年に実施された旅客輸送業の内部化以降、鉄道会社は貨物事業と同様に

旅客事業を直接の管理下に置き、まず客車の新造・改造に着手し、旅客輸送需

要の掘り起こしに努めた。この頃より、経営委員会史料にはCoach　Committee

（旅客委員会）という言葉が登場するようになる。旅客輸送に対する鉄道会社

の位置づけに変化があったことが窺える。いずれにせよ、1833年が鉄道会社の

旅客輸送にとって大きな転換点となったことは言うまでもない。旅客輸送の内

部化（垂直統合あるいはクローズド形態）は、従来までの第三者への輸送委託

より、自ら管理・運営を行う方にメリットのあることを示す結果となった。

（2）経営の状況

①経営管理組織（前掲図3・21）

　S＆D鉄道は株式会社形態を採用しており、最高意思決定機関として総会

（General　Meeting）が設置されている。会社の経営は、年次総会（Annual

General　Meeting）において任命された数十名からなる経営委員会

（Management　Committee）が行い、さらに経営委員会は下部組織として数名

のメンバs－一一・・を経営委員会メンバーの中からSub・Colnmitteeに任命した。しかし、

実際に経営の意思決定や執行はSub・CommitteeやOfficerにより担われており、

経営委員会はSub・Committeeメンバーの任命及びSub－Committeeによる意思

決定に対する事後承認を主な仕事とした。このことから、Sub－Committeeにほ

ぼ経営の全権が与えられていたと言える。また、必要に応じてCoach　Committee

などそれぞれの問題に対応する専門の委員会が設置されることもあったが、

1830年代初頭までは見られない。

　前掲表3・22は、Management　Committeeのメンバー一覧表である67。任期

は1年であるが、再任は妨げられなかった。経営委員会のメンバーは株主から

構成されており、1863年にNorth　Eastern鉄道に買収されるまで専門経営者の

進出は見られなかった。初期においては、Meynell家、　Pease家、　Backhouse

家などが中心であり、後半になるとBackhouse家に代わりKitching家が加わ

った。会長職はMeynell父子により引き継がれ、またPease家も一族で経営に
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携わり、Backhouse家は初期において財務面で重要な役割を果たした。前述の

通り、Meynell家はYork州Yarmの大地主、　Pease家はDarlingtonの羊毛製

品製造・販売主であり、Backhouse家はDarlingtonの銀行家でPease家とは

姻戚関係にあった（図3・29）。

　表3・30は、Sub・Committeeのメンバー一覧と会議への出席状況をまとめた

表である68。前述の通り、経営委員会のメンバーの中から1年ごとに任命された

が、再任は妨げられなかった。メンバー一覧を見ると、1830年頃まではPease

家とBackhouse家を中心として経営が行なわれていたことがわかる。一方、

1830年代以降になると、Pease家はさらに勢力を拡大したが、　Backhouse家は

後退し、代わってThomas　Meynell　Jr．、　Henry　Stobart、　John　Flintofrが進出

した。Thomas　Meynell　Jr．の父Thomas　Meynellは経営委員会会長を勤め、後

には彼自身も父の後を継ぎ会長に就任する。また、Henry　Stobart、　John　Flintoff

は炭鉱経営に携わっており、Pease家（特にJoseph　Pease　Jr．）やBackhouse

家も含め、炭鉱経営者の進出が見られた。これは、1830年代以降の

Middlesbrough支線の開通とAuckland炭田地帯の炭鉱業発展に関連している

と考えられる。前述の通り、S＆D鉄道の収益の9割（1830年代前半）は石炭

輸送に依存しており、炭鉱経営者はS＆D鉄道にとって重要な顧客（荷主）でも

あった。

　表3・31は、初期S＆D鉄道の主要な俸給従業員（Salaried　Officer）を一覧に

した表である69。彼らは株主ではなく、俸給の従業員として位置付けられる。技

術者、法務担当者、事務員、運転手など専門的な技術を持ち、それぞれの実務

に携わっていた。通常は、経営委員会（実際にはSub・Committee）の下で実務

を遂行し、必要に応じて同委員会やSub－Committeeのメンバーを補佐した。例

えば、Richard　Otleyは事務担当者（Secretary）として、総会開催通知などの

連絡や公報に携わり、さらに石炭業者からの通行料、輸送料の徴収業務を行な

っていた。前掲史料3－8のように公に発表される資料には、Otleyの氏名が必ず

掲載されていた。

　また、貨物や旅客の管理に関しては、それぞれ独立した部門が設置されてい

たわけではなく、OfficerであるLocomotive　Superintendent、1831年からは

Traffic　Superintendentのもとで行われていた。1833年の事業構造の変更（オ
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一プン形態からクローズド形態へ）に際しては、S＆D鉄道が全面的に旅客輸送

に関して責任を負うこととなったが、組織的に大きな変更は見られず、従来ど

おりTraffic　Superintendentのもとで貨物と旅客が一元的に管理されるように

なった。

　以上のように、S＆D鉄道の組織は簡素であり、いわゆる専門経営者の進出は

見られない。しかし、財務・会計の面では銀行家であるBackhouse家が重要な

役割を果たしており、また技術的な面ではGeorge　Stephenson、　Thomas　Storey、

Timothy　Hackworthなど当時を代表する鉄道・蒸気機関車の技術者がOfficer

としてManagement　CommitteeやSub・Committeeにおける意思決定を補佐し

ていた。初期鉄道においては、これら銀行家・技術者・法律家なくして会社を

維持・発展させることは困難であったと考えられる。彼らの存在は、（株主では

ない）専門の従業員層の初期的形成を示していると言える。

②経営成績

　S＆D鉄道の会計期間は、7Eから始まり、翌年の6月までの1年間である。

会計報告の手続きは、まず経営委員会での承認を経て、その直後（同日）に開

催される年次株主総会において最終的な承認を受け、確定される。そして、史

料3・32のような会計報告書（収支勘定と現金勘定）が印刷され、各株主に郵送

された。S＆D鉄道の設立法では、「会社は適正な会計帳簿を作成しなければな

らない」と述べられるに止まっていた70。このため、当時の会社が全体としてど

れだけの資産および負債を抱えているのか、一般の株主には分からない状況に

あった。

　前掲表3・26は、S＆D鉄道の収支状況を一覧に示したものである71。収入は石

炭（coal）、石灰・石（1．ime＆Stone）、商品（Merchandise）、旅客（Coach）、

その他（Rent）から構成され、その構成比率の変遷は図3・33の通りである。貨

物の中でも石炭は概ね80％～90％を占める最重要輸送品であり、一方の旅客は

1833年に事業の内部化を行なってから1830年代末にかけてようやく8％に上

昇した。

　開業から1830年代前半までの収支状況（＝収入一支出）はかなり不安定であ

るが、全ての年度において黒字になっており、配当率は5％以上であった。収益
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が不安定であった要因としては、支線建設、複線化、旅客輸送事業の内部化、

他社路線との競争などが考えられるが、成長戦略には必要となる投資であり、

避けることはできなかったであろう。この点において、1830年代前半までの

S＆D鉄道は、安定成長に向けた「初期投資期間」であったと言える。1830年

代後半以降、S＆D鉄道の収支状況は安定的に推移しており（図3・34）、配当率

は15％に達することもあった。投資家にとっては、十分に満足のできる配当率

が達成され、その他の鉄道投資家にも一定の影響を与えることとなるのである72。

　配当率は、各株式の額面に対する率を示している。配当率が5％で1株額面が

100ポンドの株式の場合、1株につき5ポンドが支払われることとなる。配当の

支払の有無および配当率は、毎年7月頃に開催される年次株主総会において決

定され、翌年の1月1日に支払われることとなっていた。例えば、1826年から

1827年の期間において、55株（1株100ポンド、総額5，500ポンド）を所有す

る最大の株主であったThomas　Richardsonの場合、当該年度の5％配当率（つ

まり一株5ポンド配当）によって275ポンド（5ポンド×55株）の配当額を受

取っていたことになる。

　また、図3・35は、S＆D鉄道関連史料に残されている株価の推移を示したグ

ラフである73。株価は上述の収支状況とは逆に1830年代前半まで堅調に推移し

ており、1832年7月10日には315ポンドと最高値を付け、額面の3倍以上に

達した。その後、一時不安定な状況となるが、1830年代末以降は300ポンドか

ら250ポンドの間で安定的に推移したことが分かる。これは、不安定な収支状

況という当時の実体にも関わらず、株式の売買が行なわれ、将来の収支に対す

る楽観的な見方があったことを示しているのかもしれない。つまり、1830年代

初頭までの初期投資に対する収益が将来的に見込まれることを、当時の株主た

ちはある程度想定していたと考えられるのである。従って、S＆D鉄道の初期投

資は、中長期的な会社の成長を目指して計画的に実施されたものであり、株主

から構成される経営委員会やSub・Committeeは一定の成長戦略を描いていた。

　以上のように、S＆D鉄道では専門経営者の進出が見られなかったものの、株

主から構成される経営委員会やSub－Committeeのメンバーは、会社の成長戦略

を描き、その基礎となる初期投資を計画的に行なっていたのである。また、ト

ップマネジメントを補佐する俸給の事務職員の存在も重要である。俸給職員は
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自ら担当する分野において実務を遂行することによって、トップマネジメント

の描く成長戦略を下支えしていた。しかし、依然としてトップマネジメントと

俸給職員の仕事の分化については、必ずしも明確になっていたわけではない。

このような中、経営委員会メンバーの実務面への介入に対して、改革を求める

提案が経営委員会に対して行われることとなる。次に、S＆D鉄道が直面した経

営問題とその対応について検討する。

③経営問題

　経営委員会は実際には、同委員会から任命されるSub－Committeeにおける決

定事項を事後的に承認する機関であり、経営委員会において承認された事項は、

最終的に年次株主総会あるいは通常の総会において諮られることとなる。この

ため、Sub・Committeeは経営委員会より大幅に権限の移譲された代理機関とし

て位置付けられ、経営委員会に対する要求や提案は、同時にSub・Committeeに

対するものでもあった。

　1830年11月20日、S＆D鉄道沿線にある有力炭鉱の一つBlack　Boy炭鉱の

炭鉱監督Thomas　Y　Hallより、経営委員会に対して経営改革を求める提案が出

された74。Hallの雇用主はS＆D鉄道経営委員会メンバーの一人Mr．　Backhouse

であった75。Backhouse家がいつから炭鉱経営に乗り出したかは明確ではない

が、遅くとも1830年には所有していたことが明らかとなっている。

　さて、Hallからの経営改革提案の内容は、大きく3つからなっていた。すな

わち、①財務的な問題等を除き、経営委員会の輸送面への介入を廃止すること、

②専門の管理者の採用と権限を委譲すること、③複線化など輸送力の増強を行

うこと、である。これらの要求から、経営面と実務面の区別がなかったことが

窺われる。且allによると、経営委員会は資金的な問題に専念し、運営面（運行

面）は専門の管理者に委譲すべきであると主張したのである。経営と実務の分

離を唱えた且allの提案は、極めて先駆的な考えであったと言える。彼は、炭鉱

監督として炭鉱経営に携わっていたが、炭鉱では経営と実務の分離は進んでお

り、Hall自身は炭鉱監督として炭坑経営管理組織のトップに位置し、炭坑全体

の操業計画を設計し、かつ実際の操業を指揮・監督する総括責任者、技術顧問

という立場にあった。
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　S＆D鉄道は、これらの要求に対応し、1830年代初頭以降、管理面での改革

を積極的に進めることとなった。すなわち、①旅客馬車会社に対する規制強化

（1830年）と機関士や御者に対する罰則強化（1831年）76、②輸送に関する管

理を行なう’lhraffic　Superintendentの設置（1831年）、③複線化（1831～1832

年）、④機関車による全面的な牽引の決定（1833年8A）77、⑤旅客馬車運行会

社の買収（1833年10A）等である。

　S＆D鉄道は、これらの対応により、貨物および旅客両面において輸送の一元

的管理を行うことを目指そうとした。また、S＆D鉄道の対応の背景には、　L＆M

鉄道の影響も少なからずあったことは明らかである。このように、1830年代前

半において輸送問題に積極的に取り組み、結果的に1830年代中頃からの安定的

な成長・発展に大きく貢献することとなったのである。

　次に、イングランド北東部（north　east）における石炭産業との関連から、S＆D

鉄道の石炭輸送について検討することとする。

第4節S＆D鉄道と石炭産業の発展78

　表3・36は、地域別石炭産出量の推移を示した表である79。イギリスにおける

石炭総産出量は、1700年の2，985千トンから1830年の30，375千トンへ10倍

に、1830－4年の32百万トンから1855・9年の80百万トンへ2．5倍に増加した。

中でも、18世紀後半以降急激に増加していることが分かり、これは産業革命の

開始と一致していた80。

　表3・37は、1700年～1830年における石炭消費の推移を示した表である。1830

年に至るまで、輸出は5％程度を占めるに過ぎず、大部分は国内消費が中心であ

った。国内市場では、家庭用が50％～40％を占めているが、産業用が次第に増

加することとなる。特に、18世紀後半になると産業用が急増し、1775年には家

庭用と同割合となり、その後逆転している。

　前掲表3・36より、イギリスには伝統的にスコットランド、カンバーランド、

ランカシャ、北ウェールズ、南ウェールズ、南西部、東部ミッドランズ、西部

ミッドランズ、ヨークシャ、北東部という10の炭鉱地域が存在した。中でも、

北東部は最大の石炭産出地であり、全炭鉱地域の産出量に占める割合は次第に
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低下するが、1830年においても依然として最大の炭鉱地域であった81。

　前掲表3－25は、北東部各港からの石炭積出量の推移を示した表である。タイ

ン川およびウィア川流域炭鉱は早くから発展し、それぞれニューカッスル港と

サンダーランド港が石炭積出の中心地として発展していた82。一方、ティーズ川

流域炭鉱（ダラム南部地域）の開発は遅れ、1825年以前のストックトン港から

の積み出しはわずかであり83、炭田の周辺地域における陸上販売（landsale）が

中心であった84。

　表3・38は、北東部炭田地域の石炭取引の推移を示した表である。海上取引（沿

岸及び輸出）中でも沿岸取引が中心であり、1830年ごろから輸出も増加する85。

沿岸取引では、ロンドン港への移出が多く、家庭用上質炭が中心であった86。表

3・39は、主要積出港からロンドン港への石炭移出量の推移を示した表である。

北東部は全体の90％以上を占め、その傾向は次の4年間においても変化してい

ない。特に、1828～1831年における最大の積出港はニューカッスル港で64％、

続くサンダーランド港で28％を占めていたが、ストックトン港は1％に過ぎな

かった。

　上述の通り、ダラム南部地域の炭鉱開発は、北東部炭鉱地域の中でも特に遅

れていた。この最大の要因は、輸送手段（特に坑外輸送手段）の未発達であり、

交通改良が求められることとなる。1821年に設立されるS＆D鉄道は、ボトル

ネックを解消するために敷設され、1825年に開業した。1825年のS＆D鉄道開

通以降、ティーズ川流域のダラム南部炭鉱は新興の炭鉱地域として発展を開始

することとなる。開業当初より1830年に至るまでは、地元販売用石炭が輸送の

中心を占めていた。表3－40は、ストックトンへの石炭輸送量と同地での販売量

の推移を示した表であるが、地元の石炭需要を満たしていたことが分かる。

　その後、S＆D鉄道による支線建設や積出港の建設、複線化など積極的な初期

投資によって、石炭の輸送量は1830年以降特に大きく増加した。図3－41より、

1830年以降ダラム南部炭鉱地域は、「陸上販売地域から海上販売地域へ」と発

展した87。また、前掲表3・39より、ストックトン港からロンドン港への石炭移

出量は、全体の1％（1828～31年）から9％（1831～34年）へと上昇したこと

が分かる。表4・42は、各積出港から移出される石炭1トン当たりの価格推移を

比較した表である。船積み石炭の平均価格は、1トン当たり10s．6d．で、他の北
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東部諸港の価格よりやや低く、その後も低下傾向を示した。こうして、ティー

ズ川流域炭鉱地域は、「タインやウィア地域にとって重大な競争相手」となった

のである88。

　これまで不用意に「石炭」という表現を用いてきたが、実際には質や大きさ

などによりさまざまな種類・等級が存在した。表4・43は、ダラム南部炭鉱地域

の各炭鉱における船積み石炭価格の推移を示した表である。例えば、陸上販売

用石炭の場合、Darlingtonでは、　Best（最上質炭）、　Small（粒炭）、　Nuts（ナ

ッツ）、Splint（スプリント炭、スチーム炭）、　Cinders（消し炭）が取引されて

いた89。一方、海上販売用石炭の場合、Wallsend（最上質炭の統一銘柄）、Mixed、

Nut、　Splintが取引されていた90。おおよそ4～5種類の石炭が取引され、海上

販売ではWallsendの統一銘柄で他の炭鉱地帯と競合しており、ナソツやスプリ

ントより相対的に高かった。

　表3・44は、1830年のロンドン市場における北東部各炭鉱産の石炭平均価格

の比較を示した表である。例えば、Black　Boy炭鉱の銘柄であるTees　Wallsend

は、ダラム南部地域で最も高い評価を得ており、ロンドン市場では32s．10d．の

価格が付けられ、他の炭鉱地帯の銘柄と競合していた。評価が高い背景には、「生

産方法の見直しや選炭作業の強化による品質の向上があり、石炭の銘柄、特徴、

評判を得るために、相当長い時間をかけた」とされる91。一方、「Witton　Park

炭はもろく、輸送に向かないため、めったに市場に出回ることはない」とされ、

質があまりよくなく、石炭価格も相対的に低かった92。

　図表3・45および図表3－46は、1831年と1835年における各炭鉱の石炭輸送

量を示した図表である。総産出量は112，283トン増加し、中でもBlack　Boy炭

鉱が最大の輸送量を占めていた。産出量の多い炭鉱は、輸移出および陸上販売

の両方において大きな割合を占めている。一方、産出量の少ない炭鉱（Witton

Park炭など）は、当初は陸上販売が中心であった。

　表3－47は、S＆D鉄道の通行料法定上限一覧表（1821年4月19日）である。

また、表3・48は、S＆D鉄道の通行料金一覧表（1831年8月1日）であり、比

較ができるように、1825年と1840年の料金についても一部追加している。S＆D

鉄道では、開業当初から距離と重量に基づく「トン・マイル当り通行料・使用

料」が設定されていた93。その上限値は会社設立法において規定されているが、
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実際の運賃はそれよりも低い金額に設定されていた。また、石炭の料金につい

ては、1825年、1831年、1840年まで一貫して0．5ペンス（トン・マイル当た

り）に設定されていた。

　S＆D鉄道では、通行料あるいは使用料を支払ったものは、誰でも鉄道を利用

して輸送することが可能であった。従来のワゴン軌道のように個別に料金協定

を結ぶのではなく、通行料・使用料金表に基づき、輸送量および輸送距離に応

じた支払額が決定された。特に、輸移出用石炭の通行料は、トン・マイル当り

0．5ペンスと地元販売用石炭より低く設定され、輸移出の促進が図られた。本線

および支線の通行料の他、インクライン使用料（6d．）、Tees川吊橋の通行料（1d．）、

波止場の使用料および労務費（2d．）が付加され、これらの合計が輸送料となっ

た。

　表3・49は、ミドルズブラにおける船積み石炭価格とその内訳（1836年）を

示した表である。坑口から積出港までの輸送費を含む合計費用は、2シリング

10．3ペンスから3シリング9．35ペンスの範囲内であった。また、同じ炭鉱から

の石炭であれば、石炭の銘柄・品質に関わり無く、同一料金が設定されていた。

例えば、港から最も遠い炭鉱はWitton　Park炭鉱で、1トン当り輸送費は3s．

1．35d．、等級の低い石炭の坑口価格3s．0．15d．より輸送費の方が高くなっている。

したがって、品質の低い銘柄の石炭は、遠くまで運ぶと輸送費負担が相対的に

重くなるため、地元など比較的近い地域での販売が中心となったと考えられる。

　上述の通り、経営委員会は石炭輸送に関連して、さまざまな問題に直面する

こととなった。例えば、輸送の混乱や貨車不足などの問題であるが、これらは

S＆D鉄道による輸送力の増強、輸送の一元管理化、積出港の建設等によって、

1830年以降次第に解消されていった。加えて、1829年9月25日の株主総会に

おいて、Jonathan　Backhouse、　Henry　Stobart、Joseph　Pease　Jr．の三名が

炭鉱主を代表し「輸移出炭の輸送費引き下げ」等を提案した94。炭鉱主は、他の

炭鉱地域との競争力を維持するために、輸送コストの引き下げを目指したので

ある。炭坑主からの度重なる輸送料低減の要求に対して、S＆D鉄道は基本とな

る通行料・使用料金表の変更ではなく、合計輸送料に対する割引（15％が一般

的）で対応することとした。表3・50は、石炭輸送における割引額（1835～1836

年）を示した表である。これは、炭鉱業者からの低減要求だけでなく、競合路
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線（クラレンス鉄道）の存在などが背景にあったと考えられる（参考資料3・a）。

第5節　小括

　S＆D鉄道は、確かに組織的、資本的には、炭鉱業と分離して設立された鉄道

であった。しかし、設立目的、経営委員会メンバー、設立後の成長戦略、会社

の収益基盤、沿線地域の発展等からS＆D鉄道を分析すると、炭鉱業との密接な

関係が明らかとなる。S＆D鉄道の発展と沿線の炭鉱業や地域の発展は、いわば

表裏一体の関係にあり、これらの点において、両者を分離して考えることはで

きない。その上で、鉄道会社は自らの成長のために、積極的に新しい支線建設

や積出港の建設投資を行うことで、1830年代後半以降の安定的な成長を達成し

た。

　Gourvishの言うように、行き当たりばったりの経営（資金調達面における個

人的なネットワークを利用した借入）も見られるが、一部においては中・長期

的な視点から計画的に経営活動を行うとした姿勢が見られ、従来の馬車鉄道な

どとは大きく異なる性格を備えていた。S＆D鉄道は、技術的に過渡的な性格を

有する一方で、経営面ではそれまでの馬車鉄道とは大きく異なる近代的鉄道の

萌芽的側面をも備えていたのである。

　経営成績の面では、1830年ごろまで収入は不安定な状態にあった。そこで、

資金面ではクエーカー銀行家・金融業者のネットワv－一一一・クを利用した調達が行な

われ、彼らに対する資金的な依存度は強くなっていった。一方、クエーカーで

はない大株主や小株主も依然として多く存在しており、その一部はそれまでの

クエーカー経営者に代わって経営委員会や経営小委員会（sub・committee）のメ

ンバーとして経営に積極的に関わっていた。また、初期における経営面、運営

面での諸問題に積極的に対応し、外部からの経営改革要求に関してもそれを受

け入れようとする姿勢が見られた。

　Kirbyが指摘するように、Pease家を中心とするクエーカーへの依存は資金面

で特に強く見られたが、経営面では必ずしもそうであるとは言えず、様々な人々

が関わっており、クエV－・一・・カー株主によって経営への参加が閉ざされることはな

かった。また、1830年代初頭以降、鉄道輸送の一元管理化を積極的に推進し、
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特に運営面での問題解決・改善を積極的に試みようとする姿勢が見られた。

　S＆D鉄道と炭鉱地域との関連で、タイン・ウィア川流域地域とティーズ川流

域地域の大きな違いは、前者が伝統的な炭田地域であるのに対して、後者は後

発の炭田地域であり、その点において古くからの排他的、独占的な取引慣行が

存在しないティーズにおいて、公共鉄道としてのS＆D鉄道の敷設が可能になっ

たと考えることができるかもしれない。

　このように、S＆D鉄道は、石炭輸送に基盤を置きつつも、従来のワゴン軌道

や馬車鉄道とは大きく異なる積極的な経営の側面を備えており、単純に技術面

だけで前近代的、あるいは過渡的な鉄道と評価をすることはできない。また、

Flinn（1984）の指摘のように、海運も重要な輸送手段であったが、ダラム南部炭

田地域（ティーズ川流域炭田地域）においては鉄道も相当重要性を持っており、

炭坑地帯のみならず沿線地域の発展に果たした役割は大きかった。

　開業から1830年代前半までの初期投資期間は、試行錯誤を繰返しながらも、

着実に投資を行い、本格的な発展期（1830年代中頃）への土台を築いていた。

また、様々な人々が株主として名を連ね、必ずしも大株主ではない一部の非ク

エーカー教徒が経営に積極的に参加しており、「クエーカー企業」や「家族企業」

としてだけでは捉えきれない側面があることも明らかとなった。これらの点に、

萌芽的ではあるが近代的な鉄道会社としての性格が見られるのではないかと思

われる。

　次章では、最初の近代的鉄道とされるリヴァプール・マンチェスター鉄道を

事例に、事業構造についての分析を行うこととする。
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1正式名称は、設立第一法（1821年）において定められているThe　Stockton　and　Darlington

　Railway　Companyであるが、以下ではS＆D鉄道と表記する。
2Gourvish　T．　R．，　Mark　Huish　and　the　London　＆　North　Western　Railway，1972を参照。

3Gourvish（1972），　p．258を参照。

4湯沢威「イギリス初期鉄道業の基本的性格一ストックトン・ダーリントン鉄道をめぐって

　一」『流通経済大学論集』第11巻第4号、1977年及び『イギリス鉄道経営史』日本経済

　評論社、1988年を参照。

5湯沢威「第5章英・米鉄道における専門経営者層の形成過程」森川英正編『経営者企業

　の時代』有斐閣、1991年を参照。
6Chandler，　A．　D．，　The　Railroads：Pioneers　in　Modern　Corporate　Management，　Busin　ess

　History　ReViθw，　xxxix，1964及びChandler，　A．　D．，　The　Visible　Hand：　The　Managerial

　Re　volu　tion　in・Am　erican　Busin　ess，1977嶋羽欣一郎、小林袈裟治訳『経営者の時代』上・

　下、東洋経済新報社、1979年）を参照。

7Kirby，　M．W．，　The　orig7‘ns　ofrai7rvay　en　terρrise’　th　e　Stoekton　and」Darfin8ton　RailwaM

　1821－1863，1993を参照。

8S＆D鉄道の経営関連資料（Papers　of　the　Stockton　and　Darlington　Railway　Company）

　は、The　National　Archives（Kew），　RAIL　667に大分類され、その中には1から1655ま

　での各ファイルが存在しており、初期鉄道の中でも保存状態は良好といえる。

9本章は、経営史学会関東部会報告「初期イギリス鉄道会社の発展と経営一Stockton　and

　Darlington鉄道を中心として一」（2008年5月17日、立教大学）及び経営史学会第44
　回全国大会自由論題報告「初期イギリス鉄道の石炭輸送について一Stockton　and

　Darlington鉄道を中心として一」（2008年10月12日、立教大学）に基づき作成した。
lo小松芳喬著『鉄道の生誕とイギリス経済』清明会、1984年を参照。なお、　L＆M鉄道に

　ついては、本研究の第4章を参照。
11Lewin，　H．　G．，　Early　British　Railways，1925．

12なお、本線以外にもYarm支線およびDarlington支線が同時に開通した。
13House　of　Commons，　Abstract　Of　4nswers　andReturns　underAet　for　takin8・4eeo　un　t　Of

　Pop　ula　tion　of（Grea　t　Britai　2，1801・02，1812，1822、　Abstraet　OfPop　ula　tion　Rθturns　Of

　Grea　t　Britain，1833及び．4bstract　OfReturn。pursuant　to！Act　for　takingAceoun　t　of

　Poρulation　of（］rea　t　Britain，1843，　Poρula　tion　Tablθs，1851を参照。

14House　of　Commons，　Abstract　Return　pursuant七〇　Act　for　taking　Account　of

　Population　of　Great　Britain　Occupation　Abstract，　Part　I．England　and　Wales　1841，

　1844を参照。

1518世紀後半以降、炭鉱～ストックトン間において、運河建設案が提起されてきたが、実

　現することはなかった。理由としては、①運河建設への巨額投資（議会私法の獲得から

　建設、維持・運営に至るまで）に見合う需要が見込めないこと、②地元で入手可能な資
　金プールが少ないことなどが挙げられる。Kirby（1993），　pp．24・25を参照。しかし、18世

　紀後半以降の数度にわたる運河建設への取組みは、地域住民が当時の道路輸送費用ある

　いは物品価格に少なからず不満を抱いていたことの現れであると考えることができる。

16大塚久雄『株式会社発生史論』岩波書店、1969年および荒井政治『イギリス近代企業成

　立史』東洋経済新報社、1963年を参照。
17The　National　Archives（Kew），　RAIL　677／199、　S＆D鉄道会合議事録より（1818年11月

　13日開催）。

18正規のジョイント・ストック・カンパニーの設立には、国王の特許状もしくは議会の特

　別法を必要とした。S＆D鉄道は、議会の特別法に基づき、ジョイント・ストック・カン
　パニーとして設立された。この手続きを通して、S＆D鉄道に対しては、①法人格、②流

　通可能な株式の発行権及び借入、③土地買収権、④通行料徴収権などが与えられること
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　となる。

191＆2Geo．IV．　c．44、　S＆D鉄道第一法より（1821年4月19日裁可）。なお、技師につい

　ては、第1章図表編の表1・20を参照。
204　Geo．　IV．　Sess．1823、　S＆D鉄道第二法より（1823年5月23日裁可）。

21主任技師の期間は、1822年～1825年であった。なお、第1章図表編の表1－20を参照。
22この会社は、4名の出資によるパートナ・一一・・一シップの形態をとっていた。後に、L＆M鉄道

　に対しても、多くの蒸気機関車を供給することとなる（第4章参照）。

23なお、Darlington支線は0．5マイル、　Yarm支線は0．75マイル、　Hagger　Leases支線の

　一部分は0．5マイルであり、本線と合わせて合計26．75マイル（43キロメートル）であ
　った。

24The　National　Archives（1（ew），　RAIL　667／3、株主総会議事録（1828年7月8日）より。

25例えば、Butterknowle炭鉱の炭坑主The　Rev．　W．　L．　Prattmanは、会社に対しHagger

　Leases支線の「早急の建設の必要性」を主張していた。なお、これらの支線建設に伴い

　流動性資金の不足が問題となるが、クエーカー大株主のネットワークを利用した資金融
　通により当面の問題を回避することができた。The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3、

　株主総会議事録（1827年10月19日）およびKirby（1993）、第4章を参照。
26Kirby（1993）、第4章を参照。

27The　National　Archives（Kew），　RAIL　667／3、株主総会議事録（1827年10月19日）より。

28ミドルズブラへの支線延長の背景には、①競合するクラレンス鉄道がストックトンより

　下流に積出港としてポート・クラレンスの建設を計画していたこと、②ストックトン港

　の水深が浅く大型船の入港に適応しないためより深い積出港を会社が求めていたこと、

　などが挙げられる。このように、競合他社への対抗と同時に、会社の更なる発展のため

　に投資をしようとする姿勢が見られ、S＆D鉄道の活発な企業活動が窺える。The　National

　Archives（Kew），　RAIL667／3、株主総会議事録（1827年10月19日）より。

29House　of　Commons，　Abstract　Return　p　ursuan　t　to．4et　for　takin8・Accoun　t　Of

　Popula　tion　of　GreatBritain　（Oeeuρation．4bstraeO，」Part　」．動81a刀ゴaηゴ陥1θ31841，

　1844を参照。なお、この地域の発展については、Kirby（1993）及び安元稔『製鉄工業都市

　の誕生：ヴィクトリア朝における都市社会の勃興と地域工業化』名古屋大学出版会、2009

　年を参照。

30The　National　Archives（Kew），　RAIL　667／32、　Sub・Committee議事録（1831年IE14

　日）より。

31輸送の優先順位は、①蒸気機関車牽引の貨車、②馬牽引の貨車、③旅客鉄道馬車の順で

　あり、このことからも旅客輸送より貨物輸送に重点が置かれていたことが窺われる。こ

　の点は、開業後のL＆M鉄道と大きく異なった。
32The　National　Archives（Kew），　RAIL　667／452、機関士、鉄道馬車の御者に対する安全規

　制より。

33The　National　Archives（Kew），　RAIL　667／3，株主総会議事録（1832年11月2日）より。

34The　National　Archives（Kew），　RAIL667／32、Sub・Committee議事録く1833年4月12

　日）より。

35この頃までに、会社はおよそ19台の蒸気機関車を所有するまでになっていた。

36例えば、1827年5Hの1ヶE間の輸送にかかった費用は、馬による牽引が163ポンド8
　シリング10ペンスである一方、機関車による牽引は70ポンド6シリング4ペンスであ
　り、機関車による牽引が93ポンド2シリング4ペンス低くなっている。このような事前
　の調査を踏まえて、1833年9月には機関車による走行実験が集中的に行なわれ、全面的
　な機関車の採用に至った。The　National　Archives（Kew），　RAIL667／32、　Sub・Committee

　議事録（1833年8月30日）を参照。
37会社は買収に先立ち、経営委員会メンバー（Sub－Committeeメンバーを兼ねる）のHenry
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　PeaseとWilliam　I（itchingにRichard　Pickersgillをはじめとする旅客馬車運行会社との

　交渉を行なわせ、最終的には合計の買収額316ポンド17シリング8ペンスを支払い、資
　産（車両や馬具）等を継承した。The　National　Archives（Kew），　RAIL　667／32、

　Sub・Committee議i事録（1833年10　．月4日）を参照。

38なお、本線以外の支線では、依然として馬による運行が継続され、また特定日に個人の

　旅客馬車運行業者の運行が認められていた。馬による牽引が完全に排除されるのは、1856

　年のことであった。

39例えば、湯沢（1977、1988年）やKirby（1993）は、鉄道設立の中心的存在であったピーズ

　家やバックハウス家などクエーカー・ネットワークの利用による資金調達を重視してい

　る。一方、Cottrell　and　Ottley（1975）1ま、クエーカーの存在を重要と認めつつ、それはピ

　ーズ家、バックハウス家とロンドンやノリッジのクエーカー銀行家との個人的な結びつ

　きに基づくものであるとし、むしろ地域的な資金調達を重視している。なお、本研究で

　は沿線の株主とのつながりを重視しており、Cottrell　and　Ottley（1975）の指摘に近いと思

　われる。Cottrell　and　Ottley，　The　Beginning　of　the　Stockton＆Darlington　Railway－

　People　and　documents，1813・25：acelebratory　note，　The　c／burnal　Of　nans　oort　His　tory，

　vol．皿，　no．2，1975，　pp．86・93を参照。

40The　National　Archives（Kew），　RAIL667／415（S＆D鉄道経営関連資料集）より。

41The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3（株主総会議事録）の株主一覧表より。

4219世紀初頭のイギリスにおける職業や地位の分類については諸説あるが、本研究はP．

　Colquhounによる分類に依拠した。例えば、　Colquhounはジェントリを貴族と官吏の間

　に位置付け、準男爵、ナイト・エスクワイア、ジェントルマンをその構成員とした。従
　って、本研究では、S＆D鉄道株主総会議事録（The　National　Archives（1（ew），　RAIL667／8）

　に記された株主の職業のうち、esquireとgentlemanにっいては一括してジェントリと

　し、具体的には地主や名望家として捉えることとする。なお、Colquhounの分類表につ
　いては、村岡健次、木畑洋一編『世界歴史体系　イギリス史3　近現代』山川出版社、1999

　年、p．13を参照。

43The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3、株主総会議事録（1827年1月26日）より。

44The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3、株主総会議事録（1827年2月16日）より。

45これは、S＆D鉄道設立をめぐるStocktonとDarlingtonとの対立を反映したものである。

　Stocktonは運河案を支持していたが、最終的にDarlingtonを中心とする鉄道案が採用さ

　れ、それ以降後者が主導していた。結果的に、Stocktonを中心にS＆D鉄道に対抗する

　Clarence鉄道の設立に至ることとなる。湯沢（1977、1988年）を参照。

46この点については、そもそも商人の数が減ったことが大きいと思われるが、他にも1823

　年の時点で商人（merchan七）に分類されていた大株主のEdward　Peaseが、1830年の
　段階ではgentlemanに分類されていることとも関係している。商人減少の背景には、彼

　らの財力では追加募集に応じることができず、その分を株主の中で相対的に財力のある

　ジェントリ（地主や名望家）および銀行関係者が補ったと考えることができるかもしれ

　ないが、現時点では明確にしえない。なお、名望家の中には、Thomas　Richardsonや

　Edward　Peaseのように、銀行家や商人から財を蓄えた者が含まれる。

47したがって、S＆D鉄道を「Quaker’s　line」と呼ぶこともある。

48また、Pease家とBackhouse家においてもその立場は異なり、後者よりも前者のほうが
　積極的に経営に参画していた。

49株主には、英国国教会派の牧師と思われる人物が数名存在していることが確認できる。

　また、S＆D鉄道沿線のOld　Etherley炭鉱、　New　Etherley炭鉱、　Black　Boy炭鉱などは

　ダラム主教からリースを受けた炭鉱である。The　National　Archives（1（ew），

　RAIL667／1358、石炭関連統計より。

50なお、1920年代以前のイギリスにおいては、職能別の中央集権的な組織が支配的であっ
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　た。例えば、Geoffrey　Channon，　Railways　in　Britain　and　The　United　Sta　tes，1830－1940

　2001を参照。
51The　National　Archives（Kew），　RAIL667／4、株主総会議事録より。

52例えば、湯沢（1988年）、第6章を参照。
53The　National　Archives（Kew），　RAIL　IO75／199、　S＆D鉄道目論見書より。

54なお、牽引力としては、ロバやラバが利用された。Kirby（1993），　p．21を参照。

55タイン川流域における永続的なワゴン軌道は、1663年ごろのCrawcrook軌道が最初と
　される。なお、ウィア川流域では1690年代、ヨークシャとスコットランドでは1722年、

　カンバーランドでは1730年代初頭、南ウェールズでは1740年に最初に建設された。ワ
　ゴン軌道は当初、木製であったため、磨耗や摩擦が激しく、維持管理にコストがかる不

　経済なものであった。1720年代に入ると、磨耗や摩擦を少なくするために、木に鉄のプ
　レ・一一・一トを巻きっけた幾分補強されたレールが利用されるようになる。また、鋳鉄製レー

　ルが使用されるのは1760年代においてであり、さらに錬鉄製レールは1800年以降から
　次第に利用されるようになった。Fhnn，　M．　W．，　Thθ」History　of　the　British（］oal　lndustrx

　Volume2，1・700－1830：　The　ln　dustrial　Re　volu　tion，1984，　p．149を参照。

56Select　Committee　of　House　of　Lords　on　State　of　Coal　Trade　in　United　Kingdom：

　Report，　Minu七es　of　Evidence，　Appendix，　Index，1830，　p．114，　Account　of　Quantities　of

　Coals　into　Port　of　London，1840，　p．2を参照。

57湯沢（1988）、pp．88・97を参照。

58Kirby（1993）は、　Pease家が1814年ごろWitton炭田に利害関係を持っていたと述べ
　ているが、S＆D鉄道関連資料（The　National　Archives（Kew），　RAIL667）にはPease家

　が会社設立以前から炭鉱業に関わっていたことを示す直接的な史料は現在までのところ

　見出せない。

59The　National　Archives（Kew），　RAIL667／31，　Sub・Committee議事録（1825年12月9日）

　より。

60The　National　Archives（Kew），　RAIL667／415およびRAIL667／509より。

61Tomlinson，　W．　W．，　Thθ　North　Eastθrn　Railway：　Its　Rise　and　Develoρmen　t，1915，　p．117

　を参照。なお、この石炭価格はLeθds　Mereuryの各年度からの引用である。

621829年9月25日の株主総会においいてJonathan　Backhouse、Henry　Stobart、Joseph
　Pease　Jr．の3名が炭鉱主を代表して輸移出炭の輸送費引き下げ等の提案を行なっている

　ことから、この段階で炭鉱経営に乗り出していたことは間違いない。なお、Backhouse

　はBlack　Boy炭田とCockfield炭田、Henry　StobartはWest　Auckland，　Etherley炭田、

　PeaseはSt．　Helens炭田やAdelaide炭田を所有していたようである。　The　National

　Archives（Kew），　RAIL667／3、株主総会議事録より。

63炭鉱主Henry　StobartおよびJohn　Flintoffは、1830年以降S＆D鉄道経営委員会メン
　バーとして積極的に参加しており、彼らの委員会出席率は高い。また、彼らは非クエー

　カー教徒である点でも注目される。湯沢（1977、1988年）やKirby（1993）が指摘するよう

　に、資金面でクエ・一一・一カーへの依存は強く見られたが、経営面では必ずしもそうであると

　は言えず、様々な人々が経営に関わっており、クエーカー株主によって非クエーカー株

　主の経営への参加が閉ざされることはなかったことに注意する必要がある。さらに、ク

　エーカー大株主の多くは沿線から遠く離れた地域に居住しており、経営に直接関与して

　いたわけではない。これらのことから、本研究ではむしろ沿線の株主とのつながりを重

　視する立場を取っており、Cot七rell　and　Ottley（1975）の指摘に近いと思われる。

64The　National　Archives（Kew），　RAIL667／8、　RAIL667／415、　RAIL667／1570より。

65Durham　Chronic7e，220ctober，1825を参照。また、炭鉱業者からの貨車の増加を求め

　る要求や配車の不公平問題の是正要求などが会社に対して起こされていた。

66Durham　County　Advertiser，140ctober，1826、　Union号の宣伝広告より。
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67The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3、667／4、株主総会議事録より。

68The　National　Archives（Kew），　RAIL667／31，　RAIL667／32，　RAIL667／33、各

　Sub・Committee議事録より。
69Kirby（1993），　p．185、　The　National　Archives（Kew），　RAIL667各種資料、　House　of

　Commons，　Select　Committee　on　State　of　Coal　Trade，1836，　p．104．より。

701＆2Geo．IV．　c．44、　S＆D鉄道第一法より（1821年4月29日裁可）。

71The　National　Archives（Kew），　RAIL、667・8、　RAIL667－RAIL667・415、　RAIL667・1570よ

　り。

72フィリップ・S．バグウェル、ピーター・ライス著（梶本元信訳）『イギリスの交通』大

　学教育出版、2004年、p．87を参照。
73The　National　Archives（1（ew），　RAIL667／415に記録された株価一覧を参照。　S＆D鉄道株

　式の売買が行なわれていたことは株主総会議事録により把握でき、また株主の登録変更

　が株主総会で随時報告されていた。しかし、ロンドン証券取引所で鉄道株を取り扱うの

　は後のことであり、地方都市にある証券取引所で売買が行なわれていたようであるが、

　そもそも株式や株主が限定されていた状況において、どのようにして株価が形成されて

　いたのか明らかでない部分もある。
74The　National　Archives（Kew），　RAIL667／160，　Hall’s　Plan　f（）r　the　better　management　of

　七he　S＆D　Railwayを参照。以下、指摘のない限り、この報告を参照した。

75恐らく、Jonathan　Backhouse　Jr．であると思われる。彼は既に、1829年に炭鉱経営者の

　代表としてJoseph　Pease　Jr．やHenry　Stobartと共に、　S＆D鉄道経営委員会に対して輸

　送料の引き下げを要求している。詳細は、The　National　Archives（Kew），　RAIL667／31を

　参照。

76例えば、運送業者George　Longstaffの御者John　Coatesが、　Richard　Scottの鉄道馬車

　の接近に際して線路を譲らず、S＆D鉄道は5シリングの罰金を科した。　The　National

　Archives（Kew），　RAIL667／31、　Sub・Committee議事録（1826年10月13日）を参照。

77経営委員会は、「一定のスピードに統一する必要性がある」との結論に至った。なお、1827

　年5月の1ヶ月間の輸送にかかった費用は、馬による牽引が163ポンド8シリング10
　ペンスである一方、機関車による牽引は70ポンド6シリング4ペンスであり、機関車に
　よる牽引が93ポンド2シリング4ペンス低くなっている。このような事前の調査を踏ま

　えて、1833年9月には機関車による走行実験が集中的に行なわれ、全面的な機関車の採

　用に至った。National　Archives（Kew），　RAIL66718、経営委員会議事録（1833年8月2

　日）及びThe　National　Archives（Kew），　RAIL667／32、　Sub・Committee議事録（1833年

　8月30日）を参照。
78Flinn，　M．　W．，　The　History　Of～thθ　British（70a1　IndustrM　Volume2，　1　700－1830’　Thθ

　Industrial　Rθvolution，　Oxford，1984、　Church，　R．　A．，　The　History　Of　the　British　Coal

　IndustrM　Volume3，1830－1913！　Vietorian　Pre－Eminenee，　Oxfbrd，1986。　Flinn（1984）の

　研究においては、坑口から市場までの輸送に関する独立した章（第5章「石炭輸送」：道

　路・鉄道、河川、沿岸、運河の4っの節から構成、pp．146－189）が設けられているが、

　やはり炭鉱技術、炭鉱労働、炭鉱資本・経営、石炭市場に重点が置かれている。また、

　Church（1986）は、石炭輸送に関して個別の章は設けず、章の1節（第1章「石炭経済の

　台頭」、第3節「市場へのアクセス：石炭輸送」、pp．37・48）の中で言及しているに過ぎ

　ない。これまでの石炭産業における輸送・運搬に関する研究では、特に坑内運搬に重点

　が置かれてきたように思われる。この背景には、①炭鉱労働者の労働問題に研究の重点

　が置かれてきたこと、②坑内運搬夫が採炭夫と並び重要な労働力とされてきたこと、③

　その坑内運搬夫は当初婦人や児童・年少者から構成され労働問題として後に議会等で大

　きく取り上げられたこと、などが挙げられる。しかし、いずれの研究においても、坑口

　から市場までの石炭輸送の重要性を指摘しており、1830年代に至るまでは、鉄道輸送よ
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　りむしろ河川や運河輸送がコスト面などで優位にあったと指摘している。確かに、鉄道

　輸送は依然として輸送の中心を占めるには至っておらず、北東部地域では通常、炭坑か

　ら近くの航行可能河川までの石炭輸送に利用されていたのであり、河川・運河・沿岸輸

　送が中心であった。しかし、本研究は、S＆D鉄道の経営主体や経営面において、それま

　での炭鉱軌道とは異なった側面を強調しようとするものである。なお、FlinnとChurch
　の研究は、全国石炭庁（National　Coal　Board）から依頼を受けて執筆されたものである。

79イギリスにおける石炭産出量の公式な集計である『鉱物統計（Mineral　Statistics）』は

　1854年からであり、それ以前については存在しない。このため、研究者により推計値に

　相違が見られるが、いずれも18世紀から19世紀にかけて大幅な増加傾向を示している。

　本研究では、全国石炭庁（National　Coal　Board）の要請を受け執筆されたFlinn（1984）

　及びChurch（1986）の推計値に依拠した。　FlinnとChurchの推計値の間には、デ・一一一Eタの

　一貫性、整合性が保たれている。なお、その後の研究（例えば、Bonaviaなど）におい

　て、この数値は修正の必要があるとする見解も示されているが、傾向等が大きく変わる

　ものではないと思われる。

80Flinn（1984）は、従来の研究における石炭産業の過小評価に言及し、①石炭産業の経済に

　占める地位、②製鉄業等の原燃料としの重要性、③蒸気機関や運河、蒸気鉄道発展への

　貢献等の点から、石炭産業が産業革命期の主要な要素を構成したと指摘している。例え
　ば、石炭産業の実質成長率は、1700・60年0．6％から1770・80年2．5％、1790・1801年3．2％、

　1821・31年3．7％となり、産業革命の中心産業であった綿業や製鉄業に続き高くなってい
　る。Crafts，　N．　E　R，　British　Economie（Gro　wth　during　the　lndustria1　Rθvolution，1985，

　p．23を参照。

81確かに、全産出量に占める北東部地域の割合は1700年の43％から1830年には23％に
　低下しているが、これは同地域が成長を維持できなかったというより、他の炭田地域を

　取り巻く経済環境（石炭需要の増大や技術革新）が急速に変化したことによるところが
　大きい。なお、石炭輸出においては、後に南ウェー一一一・ルズ地域（カーディフ炭）が急速に

　発展するが、北東部地域を凌駕するのは1880年代以降のことである。Church（1986），　p．21、

　Flinn（1984），　p．28および山崎勇治著『石炭で栄え滅んだ大英帝国』ミネルヴァ書房、2008

　年、pp．46・50を参照。

82例えば、1770年においては、ノースサンバーランド沿岸諸港（プライス港など）からの

　僅かな石炭輸移出を除き、タイン川及びウィア川からの積み出しが中心であった。
　Flinn（1984），　pp．215，218，226及びSweezy，　P．　M．，　Monoρo！y　and　Competition　in　the

　English　Coal　7｝ade，1938，　p．46を参照。なお、タイン川流域炭鉱の石炭はニューカッス

　ル港、ウィア川流域炭鉱はサンダーランド港、ティーズ川流域炭鉱はストックトン港か

　ら積み出されており、各港とも古くから税関（Custom　House）が存在した。

83例えば、1830年5月26日に開催された石炭取引に関する特別委員会におけるストック
　トン港の徴税官（collector）の議会証言によると、ストックトン港からの最初の輸出は

　1826年であると述べている。しかし、第3章図表編表3・25によると、ストックトンか

　らの石炭輸出は1822年に行なわれていたことが確認できる。ただし、1825年に至るま
　で輸移出ともに不明な部分が多く、行なわれていたとしても、他のこ港に比べてかなり

　少ない量であったと思われる。
84Flinn（1984），　p．23及びKirby（1993），　p．21を参照。

85例えば、1826年における北東部からの石炭輸出先は、デンマーク（27％）、フランス（17％）、

　ドイツ（12％）、植民地（10％）、チャネル諸島（9％）、ロシア（5％）、アメリカ（2％）

　などである。Flinl1（1984），　P．228を参照。

86なお、この地域からロンドンへの移出は16世紀から始まっていた。Flinn（1984），　p．18

　を参照。

87Flinn（1984），　p．23を参照。
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88Sweezy（1938），　p．47を参照。なお、後にティーズ川流域炭鉱主の一部は、タイン川およ

　びウィア川流域炭坑主のカルテル組織であるLimitation　of　the　Vendに参画し（1834年）、

　Tees　Coal・Trade（ティーズ石炭取引委員会）を結成した。第一の目的は石炭価格の維持

　であり、そのため委員会に参加する各炭鉱に対して産出量の割り当てを行なった。

89選炭作業において、まず塊炭（round　coal）と粒炭（small　coal）に分けられる。ナッツ

　（nuts）とは、粒炭の1つの種類である。スプリント炭（splint　coal）とは、蒸気機関用

　に利用されるスチーム炭（steam　coal）の中でも、質の劣る灰分の多い裂炭のことを指す。

90Wallsend炭とは、最上級の品質を誇る石炭に付けられた統一銘柄であり、通常は炭鉱名
　あるいは炭坑主名を付け（例えば、Old　Etherley　WallsendやAuckland　Wallsendなど）、

　ロンドン石炭市場等で取引された。

91Tees　Coa1－Tradeの書記を務めるThomas　Storeyの議会証言より。　House　of　Commons，

　Reρo「t　Ofthe　Sθ7ect　Committee　on　Statθ　of　Coa1　7｝ade，1836（522），　p．151を参照。

92Tees　Coal・［Eradeの書記を務めるThomas　Storeyの議会証言より。　House　of　Commolls，

　Reρort　ofthe　Seleet　Committθe　on　State　Of　Coa1　7｝ade，1836（522），　p．151を参照。

93通行料の決定・変更は、株主総会での会社案の説明を経て採決が行なわれ決定される。

　ここで承認された場合には、会社が新聞やポスター等でその旨公示する必要があった。

94The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3、株主総会議事録を参照。
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第4章　近代的鉄道の形成と事業構造一リヴァプール・マンチェスター鉄道一

　本章では、近代的鉄道会社の嗜矢とされるリヴァプール・マンチェスター鉄

道を事例に（図4・0）、近代的鉄道としての条件と事業構造について論じ、その

歴史的意義を再検討する。そこで、以下のように議論を進めることとする。

　第1節「近代的鉄道の成立」では、これまで論じたサリー鉄道、ストックト

ン・ダーリントン鉄道とリヴァプール・マンチェスター鉄道の比較を通して、

それぞれの鉄道史における位置づけを再検討する。第2節「設立経緯」では、

なぜ交通改良が必要とされたのかを明らかにし、この鉄道が発起・設立・開業

するまでの経緯について論じる。とりわけ、会社設立当初の事業構造がどのよ

うに規定されていたのかに注目する。第3節「事業構造と輸送業務」では、開

業以降の実際の事業構造のあり方にっいて論じる。また、近隣…のボールトン・

リー鉄道（Bolton　and　Leigh　Railway、1825年設立、1828年開業）の乗り入

れについても検討することとする。第4節「経営成績の推移」では、この鉄道

の経営成績を検討する。その上で、第5節「小括」で再びリヴァプール・マン

チェスター鉄道の鉄道史における位置づけを再検討することとする。

　なお、本章では、The　National　Archives　Kew所蔵のL＆M鉄道関連史料を利

用する。同社の史料は、RAIL371に分類され、ファイル番号は1から50まで

存在する。特に、RAIL371／1から371／2までの取締役会議事録（Board　meetings）、

RAIL371／7の株主総会議事録（General　meetings）、RAIL371／13の株主リスト

（Proprietors　list）が中心である。その他、設立法、議会資料、同時代の社史

（且enry　Booth）などを利用することとする。

第1節　近代的鉄道の成立

　サリー鉄道は、地域法に基づき貨物のみを輸送することを目的として1801年

に設立され、開業後の実際の輸送においても一貫して貨物輸送のみ行われた。

牽引手段には馬が使用され、1頭の馬がおよそ5台のワゴンを牽引する「馬車鉄

道」であった。また、運賃の支払いを条件に、利用者が自ら所有する馬および

ワゴンを線路に持ち込み輸送する「オープン形態」が採用されていた。したが
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って、上述の議論に基づくならば、サリS・・一一一・鉄道は近代的鉄道とは極めて程遠い

状態にあり、従来の交通モード（特に運河）の制度や技術をそのまま引き継い

だ鉄道会社であった。

　一方、ストックトン・ダーリントン鉄道は、地域法に基づき貨物（石炭）を

輸送することを目的として1821年に設立されたが、その後旅客輸送も行うこと

ができるように法律の修正が行われた。また、当初の路線は馬車鉄道を想定し

た計画であったが、蒸気機関車および定置蒸気機関も利用することができるよ

うに法律の修正が行われた。結果的に、旅客輸送も一部において行われたが、

貨物輸送が中心を占め、牽引力についても馬、蒸気機関車・定置蒸気機関が併

用された。事業構造は、当初は基本的にオープン形態であったが、後にクロー

ズド形態へと移行した。したがって、上述の議論に基づくならば、ストックト

ン・ダーリントン鉄道はサリー鉄道と比較してはるかに近代的鉄道に向け大き

く前進していたが、完全に到達しているわけではなく、一歩手前の段階に位置

した。

　それでは、リヴァプール・マンチェスタ・一一一・一鉄道は、歴史的にどう位置づける

ことができるのであろうか。既述の通り、リヴァプール・マンチェスター鉄道

は、個別の鉄道会社のレベルにおいて、実質上近代的鉄道の嗜矢となった。し

かし、後述の通り、この鉄道も設立当初は自ら輸送業の兼業を認められると同

時に、他社に対しても通行料の支払いを条件に線路へのアクセスを認めており、

ストクトン・ダーリントン鉄道と同じ事業構造（中間形態）を採用していた。

また、同時代の鉄道業全体を概観すると、依然として短距離で個別的・局地的・

分散的な段階にあり、交通体系の中で必ずしも技術的・経済的にみて優位性を

確立するには至っていなかったと考えられる。もちろん、その際、鉄道輸送の

本質的な特徴や性質、また旅客あるいは貨物という輸送対象の特徴や性質を前

提として検討を行う必要がある。

　図4－1は、1830年代頃までの交通体系の中における鉄道の位置を概念的に示

した図である。とりわけ、重量貨物輸送の場合に、交通体系の中で中心を占め

るモードは海路（内航と外航海運）および内陸水路（航行可能河川と運河）で

あり、鉄道はあくまでもその両端部分を担う従属的な性格が強かった。サリー

鉄道およびストックトン・ダーリントン鉄道は、テムズ川あるいはティーズ川
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という航行可能河川に接続されており、図4－1の概念図の典型的な事例である。

また、リヴァプール・マンチェスター鉄道については、マージー川河口に面し

た港湾都市リヴァプールに届けられた海外からの貨物を鉄道に積み替え、マン

チェスターまで輸送する役割を果たした。国際的な貨物輸送網の一部としての

役割を担っていた点で従来の鉄道とは性格が異なるが、その距離は30マイル

（48キロメートル）ほどであった。

　加えて、1830年代までは、依然として鉄道会社を一元的に監督する機関や法

律が未整備の状態であった。専門の監督機関である商務省鉄道局（the　Railway

Department　of　the　Board　of　［Erade，）の設置は1840年、鉄道を一元的に規制す

る法律については1845年の鉄道条項統合法（Railway　Clauses　Consolidation

Act　of　1845）などを待たなければならない。したがって、個別企業レベルで見

た場合は1830年の開業後のリヴァプール・マンチェスター鉄道を近代的鉄道の

誕生と捉え（1826年の会社設立当時は、必ずしも近代的鉄道の条件を満たして

いたわけではない）、一方、鉄道業全体のレベルで見た場合は制度的基盤の整備

される1840年代中頃から後半を近代的鉄道業の確立期と捉えることができる。

第2節　設立経緯

1．一回目の設立申請と経緯（1825年法案）

　近代的鉄道の嗜矢とされるリヴァプール・マンチェスター鉄道は、1826年5

月5日に議会を通過し設立され、1830年9月15日に公式開業し、同17日より

旅客輸送、1831年2A14日より貨物輸送を開始した。鉄道の場合、設立法に

基づき会社が設立されてから実際に開業するまで、およそ5年程度の建設期間

を要する。鉄道会社は、この期間に資金面や技術面などさまざまな問題に直面

し、当初の計画が変更・修正されることもしばしばであった。以下では、この

鉄道の設立経緯について論じる。その際、開業前と開業後の相違点に注目をす

ることとする。

　産業革命が開始される18世紀後半以降、ランカシャ地域を中心に工業化が進

展した。中でも、港湾・商業都市リヴァプールおよび工業都市マンチェスター

は、産業革命のメッカとして大きく発展した。表4・2は、主要都市の人口推移
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を示した表である。1800年代以降のリヴァプールおよびマンチェスターの両都

市の人口は、同じような増加傾向を示しており、連動している様子が窺われる。

また、図4・3は、1700年代からのリヴァプールの人口推移を示した図である。

リヴァプールの人口は、18世紀後半以降、急速に増加していることが分かり、

産業革命の開始時期（1760年頃）とも一致している。

　リヴァプールはマージー川河口に面した港湾都市であり、18世紀半ばごろに

は奴隷貿易を組み込んだ大西洋三角貿易の拠点としての地位をブリストル

　（Bristol）から奪い1、奴隷貿易の黄金時代を築いた2。奴隷貿易に関わるヨーロ

ッパの船舶のうち、「4割以上がリヴァプールの船主」であり、リヴァプールを

出航した奴隷貿易船は、「ブリストル、ロンドンを抑えて（のべ）五三〇〇隻を

越え、この町に莫大な富」をもたらすこととなった3。1807年に大英帝国内にお

ける奴隷貿易が禁止された後も、引き続き大西洋貿易に従事し、原綿、パーム

油（石鹸の原料）、ココア、穀物などの商品を取り扱うことで繁栄した4。表4・4

は、リヴァプール港の船舶関連の数値を示した表である。船舶数については、

1751年の220隻から1760年の1，245隻へとおよそ6倍となり、1750年代を境

に急増していることが窺われる。こうして、1820年代までには、商業の中心地

（commercial　centre）としての地位を築いていた。

　一方、マンチェスターは綿工業を中心として発展し5、リヴァプールに到着す

る原綿や穀物など荷物の多くはマンチェスターに送られた。すなわち、リヴァ

プールは工業都市マンチェスターの外港としての機能を果たした6。1792年にア

メリカからリヴァプールに輸入された原綿は503梱（bags）であったが、1822

年までに289，989梱、1823年には412，020梱と大幅に増大した。また、1823

年に世界の諸地域からイギリスに輸入された原綿671，623梱のうち、573，512

梱（85％）がリヴァプールを通過したとされる7。それでは、鉄道が開通する以

前において、リヴァプールに到着した貨物はどのようにしてマンチェスターに

輸送されたのであろうか。また、マンチェスターで製造された綿織物などの工

業製品は、どのようにしてリヴァプールに輸送されたのであろうか。

　鉄道開通以前のリヴァプール～マンチェスター間には、ターンパイク等の道

路（約36マイル＝58キロメートル）、マージー・アーウェル水路（Mersey＆Irwell

Navigation、43マイル＝69キロメートル）、ブリッジウォーター運河（46マイ
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ル＝74キロメートル）、リーズ・リヴァプール運河（Leeds＆Liverpool　Canal、

58マイル＝93キロメートル）などの輸送手段が存在していた8。道路輸送は、18

世紀後半の運河時代（Canal　Age）においても、依然として重要な輸送手段であ

り、旅客馬車（passenger　coaches）、貨物馬車（freight　wagons）、駄馬（pack

horses）が利用された。嵩高貨物については、貨物馬車および駄馬によって輸

送が行われ、例えば1788年頃にはリヴァプールの宿屋から一日70頭の駄馬が

マンチェスターに向け出発していた。また、旅客については、18世紀後半に旅

客馬車が登場し、1770年には1台であったが、1825年までに22台の定期便と

7台の臨時便が平日に運行され、およそ688人を運ぶことが可能であった。

　リヴァプールとマンチェスター問の旅客輸送は、旅客馬車による競争が激し

く行われた結果、所要時間が飛躍的に短縮されることとなった。すなわち、1770

年代には、およそ12時間程度を要していたが、1820年代初頭には3回の馬の

交替を含めて3時間にまで削減され、平均時速は毎時12マイル（19キロメー

トル）にも達した。さらに、最も早い旅客馬車は、2時間30分程度の所有時間

で運行されることもあった。しかし、ターンパイクなど道路の状態は必ずしも

良好ではなく、旅客馬車の横転などによる事故が頻繁に発生していた。

　一方、水路および運河輸送は、重量貨物や嵩高貨物の輸送において、道路輸

送に対し優位性を有していた。まず、1720年にマージー・アーウェル水路の整

備に関する法案が通過し、リヴァプールからマンチェスターまで水上輸送が可

能となった。発起設立に関わったのは39名であり、うちマンチェスターから36

名、リヴァプールから3名であったことから、マンチェスターを中心として推

進された計画であったことが窺われる。法律には、マンチェスターとマージー

川のバンク・キー（Bank　Quay）の間において、石炭、燭炭（cannel）、石材、

スレート、木材、その他商品などを輸送する場合、トン当たり3シリング4ペ

ンスを上限とする運賃徴収権限が規定された9。この水路は、1776年にブリッジ

ウォーター運河が開通するまでの問、水上輸送を独占したが、建設コストや維

持費などにより経営は厳しい状況にあった。しかし、18世紀末以降、マンチェ

スターおよび周辺における綿工業を中心とする工業化の進展に伴って、水路の

延長・拡張・直線化など改修工事が行われ10、水路の短縮や大型船舶の入港が可

能となった11。
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　マージー・アーウェル水路を利用する輸送会社として、1800年頃オールド・

キー社（old　Quay　Company）が組織化された。しかし、実際には、この会社

はマージー・アーウェル水路会社そのものであった。オールド・キー社は、1826

年までにそれぞれおよそ28トンの貨物を輸送することが可能な62隻の平底船

　（flats）や河川沿いに倉庫を所有した。リヴァプールからマンチェスターまで

の所要時間はおよそ12時間とされたが、この倍の時間が必要であったとする主

張も存在する12。オールド・キー社のリヴァプール～マンチェスタv・一・“間の運賃は、

表4・5の通りに設定されていた。この他にもニュー・キー社（New　Quay

Company）という第二の輸送会社が1822年に設立されたが、施設面（特に倉

庫）などオールド・キー社の優位性により、厳しい経営を強いられたようであ

る。

　次に重要となる運河は、ブリッジウォーター運河であった。計画自体は、第

二代ブリッジウォーター公爵スクループ（Scroop）による個人的な事業として

計画され、既に1737年に議会の承認を受けていた。すなわち、公爵の所有する

ウォースリー炭鉱からマンチェスターに石炭を運搬するために計画されたが、

建設には至らなかった。スクループの計画を引き継いだのが、その息子の第三

代ブリッジウォーター公爵フランシス（Francis）であり、1759年に議会の承

認を受けた。当初の運河計画では、マージー・アーウェル水路と接続される予

定であったが、後に完全に独立した運河によりマンチェスター、さらにはマー

ジー川の南側を通過しランコーンに至る大規模な計画に修正されることとなる。

1760年代以降ジェームズ・ブリンドリー（James　Brindley）らによって建設が

進められた結果、1761年から1776年にかけて順次完成した。一般的に、ブリ

ッジウォーター運河が本格的な運河の嗜矢として位置づけられており、したが

ってフランシスは「イギリス内陸水路の父（The　Father　of　British　Inland

Navigation）」と称されている。

　1761年7月中ごろまでに、ウォースリーとマンチェスター間の工事が進展し、

運河による石炭の供給が開始された。運河が完成するまでは、駄馬によってマ

ンチェスターに陸送されており、マンチェスターでの石炭価格は坑口価格の倍

になっていたとされる。しかし、運河の開通により、マンチェスターにおける

価格は、ハンドレッドウェイト（1ハンドレッドウェイト＝50．8キログラム）当
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たり7ペンスから3．5ペンスへと半分に低下することとなった13。これは、重量

物・嵩高貨物輸送における運河輸送の優位性を示しており、以降鉱物資源や原

材料などの輸送を目的とする運河がミッドランズ地域を中心に建設され、運河

時代を迎えることとなる14。

　ブリッジウォーター運河は、基本的に公爵による個人事業として建設され、

トン当たり6ペンスで自ら輸送業を兼業していた15。一方、運河は石炭、石材、

木材、他の商品の輸送に関して、トン当たり2シリング6ペンスの上限運賃の

支払いを条件に、第三者の輸送業者による運河の利用を認めていた16。表4・6は、

民間の輸送業者Grocer’s　Companyによる商品別運賃の一例を示した表である。そ

の他の輸送業者との競争の結果、運賃の一定の低下が見られたが、マージー・

アーウェル川同様にブリッジウォーター運河による施設面（特に倉庫）におけ

る優位性により、過当競争は抑制されることとなった。

　最後に、この地域において重要な役割を果たした運河は、リーズ・リヴァプ

ール運河であった。この運河は、リヴァプール（マージー川）とリーズ、さら

にエアー・コーダー水路（Aire　and　Calder　Navigation）を経てハルまでの間の

石炭、石灰石、農産物、商品などの輸送を目的とし、1769年に議会の承認を受

け設立された。特に、運河の収入の大部分は、ウィガン（Wigan）からリヴァ

プールへの石炭輸送によって占められていた。当初は、マンチェスターへの接

続はなされていなかったが、リヴァプールとマンチェスター間の取引が活発化

するに従って、三番目の水上輸送経路が求められるようになった。1808年に、

リーズ・リヴァプール運河およびブリッジウォーター運河の経営者は、両運河

を接続するために、前者のウィガンから後者のリー（Leigh）に至る運河を建設

することに合意し、1819年に議会の許可を受け、1821年に開通した。しかし・

他の2つの水路・運河と異なり、相対的に長距離で、さらに運賃はトン当たり9

シリング2ペンスと高かったため、競争上不利な地位にあった。

　以上のように、リヴァプール・マンチェスター鉄道開通以前においては、両

都市の間に、いくつかの道路および水路が存在していた。これは、両都市を中

心とする産業革命、すなわち工業化および商業発展と密接に関連していた。当

初は、道路によって鉱物資源、原料、商品等が運搬されていたが、トン当たり

40シリング程度の費用がかかった17。そこで、重量貨物・嵩高貨物を輸送する
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ために、航行可能河川の改修および運河建設が進められることとなった。内陸

水路の開通は、確かに原燃料価格の一定の低下をもたらした。しかし、荷主で

ある商人や製造業者は、これらの交通手段に満足をしていたわけではない。ま

た、両都市に交通手段を提供した内陸水路であったが、どちらかといえばマン

チェスターを中心とする人々の利害が強く反映されていた。さらに、増大する

輸送需要に対して、既存交通手段の提供する輸送能力は不十分であった。この

ため、1820年代以降、リヴァプールを中心とする人々（特に商人）が、従来の

交通手段に対抗するための新たな交通改良、すなわち鉄道敷設を提案するに至

るのである。

　リヴァプールとマンチェスタ…一・一問に鉄道を敷設しようとする計画は、1821年

に二人の人物によって発起された。すなわち、ロンドンの土地管理人（land

agent）ウィリアム・ジェームズ（William　James）18とリヴァプールの穀物商

人ジェームズ・サンダース（James　Sandars）19である。この二人は、1821年

7月にマンチェスターの穀物仲買人（corn　factor）ジョセブ・コリショウ（Joseph

Cowlishaw）の仲介によって出会うこととなった。ジェームズは、土地管理人

としての仕事以外にも、ロンドンの南に広がるランベス沼地（Lambeth　Marsh）

の排水と平地化計画、テムズ川に架ける橋梁計画、クロイドン・マーサム＆ゴ

ッドストン鉄道の株主、スタッフォードシャ南部の炭鉱所有、トレヴィシック、

ブレンキンソップ、チャップマンらによる蒸気機関車の調査などに携わり、と

りわけ各地における鉄道敷設構想を積極的に推進しようとしていた。一方、サ

ンダースは、若いころにミッドランズからリヴァプールに移り住み、その後穀

物商兼手形引受業者ブレイン＆サンダース社（Blain＆Sandars）の共同経営者

となり、市民活動においても主導的な役割を果たしていた。また、サンダース

は、この頃までに、両都市の間の既存交通に対して批判的な立場をとる人々の

代表的な存在となっていた。1821年の会見の後、ジェームズが鉄道敷設予定地

の測量調査を、サンダースが両都市における主導的な市民から協力者を得るた

めの活動を開始した。

　1822年の夏ごろまでに、両都市間に鉄道を敷設するための暫定委員会

（Provisional　Committee）が組織化された20。暫定委員会はリヴァプールとマ

ンチェスターの2つの支部から構成され、当初の活動に関わった人々は必ずし
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も明確になっていないが、およそ表4・7の通りであったと考えられている。リ

ヴァプール支部は穀物取引などに関わる商人、マンチェスター支部は綿工業に

関わる商工業者が多くを占めていた。いずれも、両都市を代表する商工業者か

ら構成されており、彼らの中には市長や下院議員となった人物も含まれている。

しかし、リヴァプールのメンバー数はマンチェスターの倍以上となっており、

このことからリヴァプール＆マンチェスター鉄道の発起・設立において、基本

的にはリヴァプールのグループが支配的な役割を果たすこととなる。

　一方、ウィリアム・ジェームズによる報告書の提出は、大幅に遅れていた21。

ジェームズは、1823年に破産宣告を受け、さまざまな事業からの撤退を余儀な

くされた。そして、1823年以降、リヴァプール・マンチェスター間鉄道計画と

の関係においても、次第に希薄となっていった。暫定委員会はジェームズから

の調査報告を待ったが、1824年の春までにそれが実現しないことが明らかとな

った。暫定委員会は、新たな計画を立案するために、新たな取り組みを開始し

なければならなかった。そもそも、商人や工場経営者からなる発起人は、資金

調達や株式会社の組織化などにっいての情報にある程度精通していたが、鉄道

の技術面についての情報をほとんど有していなかったのである。

　1824年5月に、暫定委員会からジョセブ・サンダース、リスター・エリス、

ヘンリー・ブース、ジョン・ケネディーの4名が代表者に選ばれ、イングラン

ド北東部地域における鉄道の視察を行い、その結果を報告することに決定され

た22。特に、代表団には、「鉄道が安全性、経済性、迅速性の必要条件を最も備

えているかどうか」、という問題を明らかにすることが求められた。代表団は、

まず建設中のストックトン＆ダーリントン鉄道を視察し、次にノーサンバーラ

ンドのベッドリントン製鉄所およびキリングワース炭鉱軌道、最後にヘットン

炭鉱軌道を視察した。これらのうち、ベッドリントン製鉄所を除き、ニューカ

ッスルのジョージ・スティーブンソンが軌道の設計・建設・運用に携わってい

た。スティーブンソンは、キリングワース炭鉱の技師として蒸気機関車とエッ

ジ・レールの改良に取り組み、それらの技術をヘットン軌道（主任技師：1821

年～1822年）、さらにストックトン＆ダーリントン鉄道（主任技師：1822年～

1825年）の建設にも応用していた。

　5E20日にリヴァプールで開催された暫定委員会（議長：ジョン・モス）に
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おいて、代表団は調査を実施した鉄道に関して支持をする旨の報告を行い、修

正なく受理された。そして、次の事項が合意に至った。すなわち、①リヴァプ

ールとマンチェスター間に複線の鉄道を建設するための会社（company　of

proprietors）を設立すること、②この計画のために300，000ポンドの資本が必

要となること23、③この資本を調達するために一株100ポンドの株式を3，000

株発行すること、④議会に提出する新しい路線の調査を実施するためにジョー

ジ・スティーブンソンを技師に任命することである。これらの目的を遂行する

ために、暫定委員会に代わる永続的な委員会（permanent　Committee）を発足

させ、両都市から12名ずつ合計24名の委員が選ばれた。新会長には、当初暫

定委員会の会長を務めたジョン・モスが選任されたが、その後6月にはリヴァ

プール市長を務めていたチャールズ・ローレンス（Charles　Lawrence）によっ

て引き継がれることとなった24。

　チャールズ・ロv－一一一レンスとの関連で重要となるのが、1824年6月1日付けで

会長のジョン・モスからリヴァプール市長および市議i会（Mayor　and　Common

Council　of　Liverpool）に対して計画実現への協力を要請したことである。提示

された基本的な考え方は、その後の委員会においてもほぼ踏襲されており、い

くつかの重要な主張が含まれていた。まず、当時の両都市間における既存交通

の問題点および原因に関しては、次のように論じられている。

「（両都市間における）高率の貨物運賃および船舶の不足は、オールド・キー

における既存の輸送会社2社と故ブリッジウォーター公爵の資産管財人

　（trustees）によって保持される独占（monopolies）によるものである。」25

本来、河川や運河における輸送業は、定められたユニット運賃（通行料）を支

払うことを条件に、誰でも営むことが可能であった。それでは、なぜ独占を保

持することが可能となったのであろうか。その点については、次のように示さ

れている。

「・オールド・キーはマンチェスターに十分な倉庫を所有しておらず、また公

爵の管財人はその水路沿いの土地や倉庫の多くを独占していた。」26
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すなわち、沿線の設備が不足しているか、あるいは既存会社によって独占的に

利用されているために、他の輸送業者は遅延、高費用、障害の影響を受けるこ

ととなった。そして、結果的に、これらは開かれた競争（open　competition）を

終焉させたのである。

　そこで、両都市間に鉄道を敷設することによって、現在の運賃は少なくとも

25％削減され、また輸送時間はおよそ4分の3短縮されることが主張された。

また、石炭価格は、路線が巨大な炭鉱地帯を通過し、これらに低廉で迅速な輸

送手段が開かれるため、低下することが主張された。さらに、鉄道システムの

採用によって、洪水、水不足、凍結あるいは暴風による遅延が起きないこと、

水による輸送品の破損から免れること、所有者は難破やその他の原因による危

険に身をさらされることがないことなどが指摘された27。しかし、計画が熟して

いない段階での協力は困難であるとして、リヴァプール市からの協力を得るこ

とには失敗した。

　6月12日には、技師に任命されたジョージ・ステイv－一一一ブンソンがリヴァプー

ルに到着し、その後調査団（crew　of　surveyors）の雇用など調査に向けた準備

が行われ、恐らく7月初旬ごろから実際の調査が開始された28。彼らの調査は、

ウィリアム・ジェームズのときと同様に、鉄道計画反対派による激しい妨害活

動に直面することとなった29。中でも、計画路線上に土地を所有するセフトン伯

爵（Earl　of　Sefしon）、ダービー伯爵（Earl　of　Derby）、ジェームズ・ホールデン・

ブラッドショー（James　Haldane　Bradshaw）がその中心となっていた。また、

ブラッドショーは、ブリッジウォーター運河の代表者としての立場からもこの

計画に反対した。委員会やスティーブンソンは、これらの反対派に対して面会

や手紙を通して、調査のために土地の通過を認めるよう要請したが、ほとんど

認められることはなかった。したがって、月やたいまつの明かりによって、夜

間に調査を行わなければならなかった。

　スティーブンソンによる調査は、1824年11月までに完了した。路線は、リ

ヴァプールのプリンシズ・ドック（Prince’s　Dock）付近からヴォクソール道路

をブートル（Bootle）まで北上し、その後東に進路をとり、ファザカーリー

（Fazakerley）、ノウズリー（Knowsley）、エクレストン（Eccleston）、サット

ン（Sutton）、ヘイドック（Haydock）、ロウトン（Lowton）、リー（Leigh）、
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アストリー（Astley）、ウォースリー（Worsley）、エクルズ（Eccles）、サルフ

ォード（Salford）を経てマンチェスターのウォーター・ストリートに至るおよ

そ33マイル（53キロメートル）であった。この調査に基づき、1825年2月初

旬に提出された見積費用は表4－8の通りであり、総計400，000ポンドであった。

　1824年の夏以降、委員会は、一般大衆から支持を得るために、地元紙Liverpool

Mereuryによる鉄道計画の広報活動を開始し、いずれも鉄道開通による効果を

主張する内容であった30。また、サンダースは、両院議員や両都市間の貨物輸送

に関心を持つ商人、製造業者等に向けたパンフレットを作成した。タイトルは、

A　Letter　on　the　Subj’eet　of　the」Proieeted　Rai1　Road，　between　Livθrρool　and

Manehester，　Poin　ting　Out　the　Neeessity　for　lts・4doρtion　and　the　Manifest

Advantages　lt　Offers　to　the・Publie，　with　an　Exposure　of　the　Exorbitan　t＆

UnPαst　Charges　of　thθvaa　ter　Carriers．であり、10月に執筆された。基本的に

は、運河輸送の現状と問題点を批判し、新しい輸送手段としての鉄道の相対的

優位性を主張するものであった。その主張は、次のとおりである31。

①鉄道によって、貨物は現在請求されるよりもはるかに低く、過去の半分の額

　で輸送されるであろう。

②鉄道によって、貨物は水路輸送の6分の1の時間で輸送されるであろう。

③運河は、夏になると水が不足し、また冬になると凍結によって通行が妨げら

　れ、したがって商業は中断される。

④鉄道によって、貨物は水による損傷の危険にさらされることはないであろう。

⑤水路によって輸送される貨物は、しばしば損傷を受けるか、あるいは盗難に

　あった。

⑥商人（とりわけ木材商と穀物商）は、リヴァプールからマンチェスターまで

　貨物輸送をするために、平底舟やはしけを必要としたとき、通常それを得る

　ことができなかった。

⑦平底舟やはしけは建造および修理に高い費用がかかったが、鉄道貨車はそう

　ではなかった。

⑧新しい炭鉱が沿線に開発され、したがってリヴァプールにおける石炭価格は

　鉄道建設の結果として数シリング低下するであろう。
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⑨風、潮流、嵐のため、平底船およびはしけは水路でしばしば遅延し、したが

　って商人は鉄道が請求する4倍の価格でターンパイク道路の利用を強いられ

　ている。

⑩鉄道旅客は、リヴァプールとマンチェスター間を毎時10～12マイル（19キ

　ロメートル）、また水上輸送で支払われる価格の半分で移動することができる。

⑪鉄道建設は、将来の利害関係者が貨物運賃を値上げすることを防ぎ、またブ

　リッジウォーター公爵の資産管財人が倉庫および土地を賃借また販売を切望

　するよう仕向けるであろう。

サンダースによるパンフレットには、150名もの「立派なリヴァプールの商人

（respectable　merchants　of　Liverpool）」による署名がなされ、次のように宣言

された。

「我々、署名したリヴァプール港に居住する商人およびブローカーは、長い

間ここからマンチェスターまで貨物を輸送するための船舶を手に入れる際に

多大な困難を経験し、また遅延が貿易および製造業者全体に極めて不利益と

なったことを断言する。

　我々は、貨物を輸送するための既存施設が極めて不十分であると考え、そ

してこの地域のますます増大する取引を処理するために、速度、確実性、経

済性を備えた新しい輸送路線が決定的に必要となったことを断言する。」32

　1824年10月29日には、最初の目論見書（Prospectus）が発行され、法案提

出に向けたリヴァプール＆マンチェスター鉄道会社委員会（Liverpool　and

Manchester　Rail・Road　Company　Committee）の取り組みは、本格化すること

となる。目論見書は、委員会が最初に発行する公式文書であり、計画案とその

目的や利点、見込みを明らかにし、株式への出資者を募集するという重要な役

割を担っていた。この目論見書は、委員会のメンバーであるヘンリー・ブース

によって執筆され、委員会の会長であるチャールズ・ローレンスによる署名が

なされた。以下では、目論見書の内容を分析することとする33。

　目論見書では、まず運河の性格や原理について論じ、引き続き鉄道も同じ原
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理に基づき提案されていることが主張される。その原理とは、次のとおりであ

る。

①商業国家にとって、貨物輸送のための安全で低廉な輸送手段の重要性は、容

　易に理解されること。

②運河は、公共の利益（public　advantage）のために導入されたこと。

③この新しい輸送手段は、既存の相対的に劣る輸送手段を妨げ、そして土地所

　有者の感覚と偏見によって反対されたが、公共施設（public　good）の重要

　な原理は普及し、そして経験はその決定を正当化した。

同じ原理によって提案された鉄道は、既存交通手段に対して明らかな優位性を

備えていた。すなわち、鉄道は、従来の交通手段（運河）よりも低廉で、迅速

な輸送手段であった。

　次に、「著名な技師」であるジョージ・スティーブンソンによる前述の調査に

基づく路線計画が説明される。委員会は、路線選択に当たり、適切でできるか

ぎり反対の少ない路線を切望した。とりわけ、計画路線が反対派の中心人物で

あるセフトン伯爵およびダービー伯爵の邸宅から1．5～2マイル（2．4～3．2キロ

メートル）離れていることが主張された。結果的には、計画路線33マイル（53

キロメートル）の鉄道建設に、牽引力として導入される蒸気機関車の費用やそ

の他偶発準備金（contingencies）を含め総額400，000ポンドの資本が必要とな

ることが明らかにされた（前掲表4－8）。そして、資本は1株100ポンドの株式

を4，000株発行することによって調達することが提案された。

　目論見書では、引き続き既存交通手段、すなわちブリッジウォーター運河お

よびマージー・アーウェル水路の問題点を指摘し、鉄道の開通による利点が主

張された34。まず、両都市間の水上輸送の問題点は次のとおりである。

①いずれの水上輸送とも、マージー川を通行しなければならず、向かい風によ

　って深刻な遅延が発生し、また嵐による損傷も少なくなかった。

②輸送の平均時間は、波止場での留置きも含め36時間（1．5日）であり、風や

　潮流の影響によって長くなることも短くなることもある。
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③貨物の平均運賃は、過去40年間において、トン当たりおよそ15シリングで

　あった。

一方、鉄道の開通によってもたらされる利点は、次の通りである。

①輸送時間は4～5時間となり、また運賃は少なくとも3分の1に削減されるで

　あろう。

②金銭的な節約と時間の節約は、この地域の製造業に刺激を与え、そして蓄財

　への新たな動機を与えるであろう。

　しかし、水上輸送の本質的な問題は、上述の3点にあるのではない。水上輸

送会社は、より手ごろな条件で貨物輸送を行うことができなかったのではなく、

独占の利益を享受する中で、適切にそれを行おうとする考えを持たなかったの

である。一方、それ以外の交通手段の選択肢を持たなかった大衆は、水上輸送

会社が課す最も恣意的な強制料金（arbitrary　exaction）を受け入れざるを得な

い状況に置かれていた。この状況に終止符を打つために求められたことは、「競

争」であった。

　また、水上輸送の性質上、季節的な要因が定期的、規則的な輸送を困難にし、

増え続ける輸送需要に対して供給が不十分となっていたことが問題であった。

夏には、流量が不足するために積み荷を半分にせざるをえなく、結果的に不便

や遅延を生じさせることとなる。また、冬には数週間の凍結が、商取引の障害

となった。さらに、水路は狭く曲がりくねり、速度が極めて遅かったため、盗

難被害も発生し、そのほとんどは十分に補償されることがなかった。一方、鉄

道は、これらの障害を避けることができると主張された。

　両都市間の貨物輸送に加えて、セント・ヘレンズ（St．　Helens）周辺地域の炭

鉱地域から産出される石炭の輸送も重要な収入源となることが指摘されている。

鉄道開通以前の当該地域における石炭は、サンキー運河からマージー川を経由

してリヴァプールまで輸送されており、距離はおよそ30マイル（48キロメー

トル）であった。一方、鉄道の開通によって、輸送距離は半分に短縮され、輸

送費は大幅に削減される利点が主張された。
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　続いて、リヴァプールと取引関係にある周辺地域や他国との関連についても

言及され、鉄道の利点が主張された。特に、アイルランドとリヴァプールとは、

農産物や畜産物の取引が行われており、それらの多くはマンチェスターや周辺

の工業都市に送られていた。鉄道の開通に伴う輸送時間の短縮は実質的な距離

の短縮となり、そして輸送費用の節約はアイルランドにとって利益となること

が主張された。また、前述の通り、リヴァプール港は、18世紀中ごろから大西

洋三角貿易の拠点としての役割を担ってきた。ニューヨークから大西洋を渡り

リヴァプールに到着する貨物の輸送時間は、21日間であった。しかし、上述の

原因に伴う遅延により、リヴァプールとマンチェスター間の輸送には、それ以

上の日数を要することもあった35。

　基本的に、目論見書の中で主張されている鉄道敷設の利点は、以上のような

鉄道を利用する商人や製造業者に関わるものであった。しかし、目論見書では、

最後に両都市の一般の住民が鉄道の直接的な利益を受けることについても言及

された。すなわち、鉄道の開通に伴い、石炭や農産物がより多く、より遠くか

ら、安価な価格で提供されるという点である。また、沿線の土地所有者（地主）

にとっても、石炭や農産物の市場が拡大され、戻りの貨車では安価な石灰や肥

しを輸送できる点で利点があると主張された。さらに、旅行者（移動者）にと

って安価で迅速な輸送手段として、鉄道は公共施設（public　accommodation）

の有望な見通しを提供するとされた。

　このように、委員会は鉄道を利用する一般大衆に対して多岐にわたる利点を

約束した。一方、委員会は、株式所有者に対して、適正で多くの投下資本利益

（return　for　the　capital）を提供することを確信している旨が述べられ、締めく

くられた。また、目論見書には、この他にも興味深い内容が含まれている。こ

の頃、既にロシアや大陸ヨーロッパ諸国、アメリカにおいても、鉄道に関心が

もたれていた。例えば、アメリカの場合、ポトマック川とオハオイ川を結ぶ鉄

道を敷設する計画に必要となる情報を収集するために、最近視察団がアメリカ

からリヴァプールに到着していたのである。

　以上のように、L＆M鉄道の第一の目的は、両都市間における貨物輸送にあっ

た。一方、この時点において、旅客輸送は目論見書の最後でわずかに言及され

ているに過ぎず、あまり重視されていなかった。この背景については、いろい
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うと考えられるが、まず何より両都市の商工業者が貨物輸送の改善を求めて発

起したという点である。次に、当時の鉄道会社は、基本的に貨物輸送を主体と

しており、旅客輸送は二次的であったという点である。したがって、L＆M鉄道

委員会は、貨物輸送が主体であった水上輸送業者との争いが中心であり、道路

輸送業者との争いはそれほど問題とはならなかった。加えて、1825年1月10

日に海軍提督ジョン・バロー卿（Sir　John　Barrow，　of　the　Admiralty）が、サン

ダースに送った手紙の中で、旅客馬車会社（coach　proprietors）および宿屋経

営者（innkeepers）からの反対をひきつけないようにするために、旅客輸送計

画についてあまり述べないように助言したことも影響していると考えられる36。

　The　7｝切θ8紙には、1824年11月20日付で、「リヴァプールの進取の精神

（enterprising　spirit）が生み出した新しい事業の目論見書」を支持する旨の記

事が掲載された37。この記事からも、鉄道計画はリヴァプールが中心となって発

起されたと認識されていたことが窺われる。記事には、鉄道と運河に関して、

次のように述べられている。

「…大規模な取引が行われる2つの都市間交通において、時間、距離、金銭

を節約することは、大きな利益をもたらすであろう。運河の所有者の中で、

相当の物議を引き起こし、そして議会においてそれ（鉄道）に反対しよう

とする意思が明らかになった。もし大衆が関心を持ち熟慮によって支持し

なければ、そのような反対は無効であることが分かるに違いない。運河会

社は、従来採用されていた広範囲の交通手段に取って代わった。もし、鉄

道が運河より優れているならば、今度は後者（運河）が道を譲らなければ

ならない。すなわち、問題は、…輸送事業（business　of　transport）が、運

河によって最も効果的に行われるのか、それとも鉄道によって最も効果的

に行われるのかということである。もし前者（運河）によってならば、運

河会社は競争からの脅威を受けることはない。もし後者（鉄道）によって

ならば、大衆はその利益を受けるに違いない。」38

L＆M鉄道委員会によって鉄道敷設計画が進められている間、長い輸送時間お

よび高運賃が批判の対象となっていた水上輸送会社は、どのような対応を行っ
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たのであろうか。1823年12月に、ブリッジウォーター運河の資産管財人は、

マンチェスター・リヴァプール間において平底船で輸送される貨物の運賃を、

およそ25％削減することを発表した。そして、マージー・アーウェル水路会社

も、直ちにこれに追随した。また、マージー・アーウェル水路会社は、マンチ

ェスターとリヴァプール間を馬の牽引力を利用して輸送した場合、積み込みお

よび積み下ろしの時間を含め24時間以内に往復できることを証明した39。

　鉄道委員会は、目論見書に基づき、株主の募集を開始した。議会に鉄道会社

設立の請願をするに当たり、見積費用の5分の4の引き受けが終了しているこ

とを証明しなければならないという下院議事規則（Standing　Orders　of

Commons）が存在した。上述のとおり、目論見書には建設に400，000ポンドの

資本が必要となるため、1株100ポンド株式を4，000株発行することで調達す

ることが指摘されていた。したがって、見積費用400，000ポンドの5分の4、

すなわち320，000ポンド（1株100ポンド×3，200株）の引き受けが終了してい

ることが求められた。1825年1月8日付The　7］imes紙において、「株式の引き

受け（Subscription）が完了している」ことを大衆に伝える広告が、会長チャー

ルズ・ローレンスの名前で掲載された40。しかし、実際に引き受けが完了してい

たかどうかは疑問である。

　表4・9は、1824年～1825年初頭における株式引受けの結果を示した表である

41。表によると、株主数は381人、株式数は2，904株であり、目論見書による1

株100ポンドとすると、合計290，400ポンドの引き受けであった。したがって、

資本（あるいは見積費用）の5分の4を満たしていなかったことになる。議会

への請願（petition）の直前である1825年2月5日に、　L＆M鉄道委員会のリ

スター・エリス（Lister　Ellis）は、ロンドンにいる同委員会のヘンリー・ブー

スに対して、「我々は（筆者一議会への申請に）必要とされるその書類（筆者一

株式引受者リスト）に関して、求められる総額を得ることはないであろう」と

する手紙を送っている42。このことから、1月8日の新聞記事以降、反対派によ

る妨害活動など何らかの理由によって株主が減少した可能性もあるが、詳細に

ついては明らかではない。

　都市別の株主数をみると、リヴァプールが最も多く164人（43％）、続いてロ

ンドンの126人（33％）であり、マンチェスターは54人（14％）であった。
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また、都市別の株式数では、リヴァプールが1，171株（40％）と最も多く、次

いでロンドンが958株（33％）であり、マンチェスターは592株（20％）であ

った。資金調達の面においても、リヴァプールがより大きな役割を果たしてお

り、マンチェスターはロンドンよりも小さかった。この背景について、例えば

ポリンズ（1952）は、綿業不況を挙げている。しかし、湯沢（1988）も論じて

いるように、それは外港としてのリヴァプールにとっても影響があったものと

考えられる。したがって、むしろ両都市間における資金蓄積の程度や輸送品の

性質の違い、そして何より発起当初からリヴァプール商人によるイニシアティ

ブが取られたことに起因していると考えられる43。

　こうして、法案提出の前提となる取り組みが進められた。同時に、議会にお

いて法案成立を遂行するために、沿線地域の土地所有者、国会議員、商工業者、

さらにリヴァプールと商取引で深く結びっいたアイルランドの国会議員、商人

（商工会議所）などに対して協力要請が行われた。その結果、リヴァプールの

各種商業・船舶団体、沿線周辺の都市における商工業者・市民などが法案を支

持する請願を議会に提出した44。また、アイルランドの主要都市の商工会議所

（Chamber　of　Commerce）、（穀物）商人、市民などが法案を支持する請願を議

会に提出した45。いずれも、商工業者やその団体としての商工会議所が支持母体

となっていた。

　1824年12月には、委員会の主要メンバー一・‘であるモス、ローレンス、サンダ

ースの三名が、議会への請願準備のため、ロンドンに派遣された。議会に対す

る鉄道敷設法案の請願（petition）の前に、委員会はさまざまな書類を取りそろ

え、プライベート・ビル・オフィス（Private　Bill　Office）に提出しなければな

らない46。この際、①提案された路線計画書、路線断面図、参考資料、②提案さ

れた路線の沿線の地主および借地人一覧表、③路線建設の見積費用およびそれ

らの費用を満たすための資金調達方法の説明書が求められた47。一方、法案（Bill）

は、まず発起人側の弁護士（solicitor）らによって草案（draft）の作成が行わ

れ、それを議会代理人（Parliamentary　Agent）に提出し、彼らによって審査が

行われ、必要に応じて修正が行われた48。

　1825年2月8日にL＆M鉄道建設に対する請願が行われ、その後2A18日

に下院において第一読解（丘rst　reading）、同28日に第二読解（second　reading）、
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そして3A2日に第二読解における質疑応答が行われた。この時、鉄道法案に

賛成する立場から演説を行ったのが、ウィリアム・ハスキッソン（William

Huskisson）49やウィリアム・ピール（William　Pee1）50らであった。とりわけ、

ハスキッソンは、鉄道を支持するに当たり、L＆M鉄道委員会に対して年率10％

の配当とするように要求し、鉄道計画が私的な利益ではなく公益優先であるこ

とを主張した。一方、ジョージ・フィリップス（George　Phillips）やグリN－一一・ン

（Green）らが反対の演説を行った。例えば、フィリップスの論点は、鉄道の距

離および時間に関する優位性への疑問であり51、また鉄道は修繕に費用がかかる

ため運河との競争は成功しないというものであった。結果的に、これらの反対

にもかかわらず、法案は第二読解を通過し、委員会（committee）審議へと送ら

れることとなった。

　この時点まで、鉄道法案反対派からの請願は提出されていなかったが、法案

が委員会へと送られると、およそ150もの反対の請願が提出されることとなっ

た。それらの中には、計画沿線上に土地を所有するダービー伯爵など地主貴族

や借地人、両都市間の運河・水路会社などが含まれ、3月21日より開始された

委員会審議に大きな影響を及ぼすこととなる。委員会における議会証言は、こ

の日から5月31日まで37日間実施され、そして38日目の6月1日に投票が

実施された。委員会では、ガスコイン将軍が委員長に選任され、さまざまな立

場の人物が演説や議会証言を行っている52。まず、大きくは鉄道賛成派と鉄道反

対派に分けることができ、賛成派はリヴァプール等の商人（特に、材木商・綿

花商・穀物商など）や鉄道技師（特に、George　Stephenson，　Nicolas　Wood，　John

Rastrickなど）、反対派は水路会社、土地所有者、鉄道以外の技師（特に、運河

技師など）が中心を占めていた53。以下で、議会証言から、賛成派と反対派の主

要な意見をまとめてみよう。

　鉄道賛成派は、①両都市間における既存交通手段の独占を打破するため、ま

た②増え続ける貨物輸送需要を満たすため、安全性、経済性、迅速性、定期性

などにおいて既存交通手段より優れた新たな交通手段である鉄道の導入が必要

であり、この導入により競争がもたらされ、ランカシャや一般大衆に大きな利

点となることが主張された。一方、鉄道反対派は、基本的に①鉄道賛成派の主

張するような水上輸送における独占は存在しないこと、②第三の運河であるリ
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一ズ＆リヴァプール運河の開通によって、他の2つの運河・水路会社が通行料

を引き下げたこと、③沿線の土地の価値が下がること、④蒸気機関車がひどく

恐ろしいもの（terrible　things）であること54、⑤鉄道技師ジョージ・スティー

ブンソンによる路線計画および見積計算に大きな誤りあるいは問題が存在する

ことなどが主張された。

　証言の中で特に注目されるのは、水上輸送における独占の有無についてであ

る。例えば、委員会で反対派として演説を行ったハリソン氏（Mr．且arrison）

は、表4・10の通り、ブリッジウォーター運河における運河会社（Duke’s

Trustees）とその他の水上輸送業者（private　carriers）の貨物輸送量の推移を

提示した55。ブリッジウォv・一・一ター運河は、水路を他の水上輸送業者に開放すると

同時に、例外的に自らも輸送業を兼業していた。その他の輸送業者には、マン

チェスター・ユニオン社、グローサーズ社、ベルハウス社が含まれていた56。ま

た、マージー・アーウェル水路においても、同様に水路会社自体がオールド・

キー社として水上輸送を兼業すると同時に、ニュー・キー社という他の水上輸

送会社も輸送サービスを提供していることを指摘した。そして、ハリソンは、

これらの数値に基づき、独占は存在しないと主張したのである。

　また、委員会では、スティーブンソンによる鉄道計画および見積原価計算に

ついても、問題として取り上げられた。まず、スティーブンソンの測量調査に

基づく計画路線の水平面および断面に誤りがあることが明らかとなった。再測

量を実施するため、L＆M鉄道委員会に雇用された土木技師ウィリアム・キュー

ピット（William　Cubitt）は、4月29日の議会証言において、「私が（筆者一再

調査を）実施したあらゆる地点において、それら（筆者一スティーブンソンに

よる測量調査一）が正しいと見出せなかった。」と述べなければならず、スティ

ーブンソンによる不正確な測量が法案審議に大きく影響することとなった。加

えて、チャット・モス（Chat　Moss）を通過する路線敷設計画に関しても疑問が

提起された。

　チャット・モスは、マンチェスターの西方に広がる不毛の沼地であり、表面

は長いスゲ草で覆われていた。鉄を地表に置くと、その重みで地面に沈み込む

ほど軟らかい地質であった。したがって、鉄道を敷設するには、危険であり、

困難であると考えられていた。しかし、ウィリアム・ジェームズの測量以降、
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チャット・モスを横断する路線が計画され、後にスティーブンソンにも引き継

がれることとなった。もしチャット・モスに線路を敷設する場合には、34フィ

ート（約10メートル）の深さまで掘削し、その後土を埋め直す必要があるとさ

れた。スティーブンソンは、40，000ポンドの工事費用を見積もっていた。一方、

土木技師のフランシス・ギルズ（Francis　Giles）は議会証言において、200，000

ポンド以上の見積費用を提示し、そして「もし技師に任命されたならば、チャ

ット・モスを避ける別のルートを設定したであろう」と述べた57。

　エドワード・ホール・アルダーソン（Edward且all　Alderson）は、議会証言

を要約する中で、鉄道法案に反対する演説を行った58。彼は他の反対者と同様に、

水上輸送における独占は存在しないとし、もし何かあるとすればそれは三社に

よる寡占（triopoly）であると主張した。また、彼は鉄道計画が公共の利益とい

うよりむしろリヴァプール商人による投機（speculation）であると主張した。

その理由として、マンチェスターの製造業者が、ほとんど法案の支持者となっ

ていない点を挙げた。彼によると、マンチェスターの製造業者は、彼らの倉庫

に5～6週間分の原綿の在庫を保有しており、2～3日以内に必要とする根拠は

存在しないということであった。加えて、彼はスティーブンソンを技量に欠け

る無知な技術者と厳しく非難した。

　37日間にわたる委員会における議論の末、6月1日に投票が実施された。投

票では、法案中前文（preamble）が細分化され、それぞれにおいて採決が行わ

れた。まず、「会社に鉄道建設の権限を与える」という法案中最初の条項は、19

対13で否決された。また、「土地を取得するための権限」に関する条項は、23

対14で否決された。結果的に、これ以上の法案審議は不可能であると判断した

L＆M鉄道委員会は法案を取り下げ（withdraw）、一回目の請願は失敗に終わっ

た59。しかし、ここでのさまざまな経験は、二回目の請願に際して生かされるこ

ととなる。

　6E4日には、　L＆M鉄道委員会のローレンスらと鉄道法案を支持した議員が

ロンドンで会合を開き、総括と将来の手続き等について議論が行われた。議員

側の出席者は、表4・11の通りであり、法案審議委員会の委員長を務めたガスコ

イン将軍（General　Gascoyne）がこの会合の議長に指名された。ローレンスは、

株式引受人が次会期への法案再提出に気持ちが向くであろうとの確信を示した。
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そして、ハスキッソンとピールおよびライスとバグウェルが2つの動議を提案

し、委員会として次の見解を満場一致で決議した60。

①リヴァプールおよびマンチェスター間の商品と工業製品の極めて集中的な取

　引において、またこの重要な工業地域とアイルランドとの間の一般的な取引

　において、ますますの容易性、低廉性そして迅速性を保証するために、リヴ

　ァプールおよびマンチェスターの間に追加的な（additional）、そして改良さ

　れた輸送手段を提供することは有用である。

②今会期における2つの条項の否決の結果としてのリヴァプール＆マンチェス

　ター鉄道法案の失敗は、次会期への再提出からの株式引受人を落胆させるよ

　うな出来事として考えるのではなく、この重要な手段を実現することが賢明

　であるということを引受人に明らかにすべきである。

これらの決議の中で特に注目されることは、鉄道を「追加的な輸送手段」とし

て認識している点である。すなわち、鉄道の開通によって、既存の水上輸送手

段を破綻に追い込むのではなく、あくまで両都市間に追加的な交通手段を提供

することにより、輸送サービスに競争を持ち込もうとしたのである。

　しかし、1825年法案は上述の通り、失敗に終わった。この原因は、どのよう

な点に求めることができるのであろうか。1825年12月26日付のL＆M鉄道会

社の新しい目論見書の冒頭では、法案獲得失敗の原因として次の6つの点を指

摘している61。

①計画路線の断面図および水平面に関する誤り。

②リヴァプールおよびマンチェスターにおける道路と鉄道との交差による分断や不便。

③マンチェスター付近のアーウェル川の鉄道橋梁によるオールド・キー社への妨害。

④プリンシズ・ドック付近でリーズ＆リヴァプール運河の下を鉄道が通過すること。

⑤蒸気機関車（Locomotive　Engine）の採用。

⑥路線上の土地所有者からの反対。

そして、これらの問題を背景として、最終的に決議を行う議会委員会のメン
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バーに対して、鉄道の必要性、優位性などを明確に訴えることができず、結果

的に法案への賛同を得ることに失敗したのである。このように、失敗はただ一

つの問題ということではなく、複合的な問題によるものであった。鉄道敷設の

再申請にあたり、鉄道委員会にはこれらの複合的な問題の解決が求められるこ

ととなった。詳細については、節を改め検討することとする。

2．二回目の設立申請と経緯（1826年法案）

　設立請願と議会審議の経過を見守るためにロンドンに滞在していたL＆M鉄

道委員会の代表団はリヴァプールに戻り、1825年6月17日に株式引受人に対

する報告を行い、再申請の計画を説明した。そして、鉄道委員会は、技師ジョ

ージ・スティーブンソンを解任し、7H1日に後任として著名な土木技師ジョー

ジ・レニー（George　Rennie）とジョン・レニー（John　Rennie）の兄弟を主任

技師（engineers・in・chief）に任命した62。レニー兄弟は、新しい路線計画を策

定するために、チャールズ・B・ビグノルズ（Charles　B．　Vignoles）を主任測量

士（chief　surveyor）とし63、再調査を開始した。8H12日の委員会会合におい

て、技師はスティーブンソンの路線よりはるかに南を通過する新しい計画を提

案し、委員会がそれを受け入れた。同時に、委員会は測量士ビグノルズに対し

て、請願に必要となる新しい路線図および断面図の作成を指示した64。

　ビグノルズら調査団は、ウィリアム・ジェームズやジョージ・スティーブン

ソンの時と同様に、測量の過程で地主らからの妨害行為を受けたため、Hやた

いまつの明かりによって、夜間に調査を行わなければならなかった。また、新

しい路線計画では、前回申請時に反対派の中心となった貴族や水路会社、水上

輸送会社、そして町の中心部への路線および蒸気機関車の乗り入れを問題視し

た両都市の市議会にできるかぎり配慮した路線設定を行う必要があった。ビィ

グノルズの路線計画は、リヴァプールから直接東に進路をとり、ウォルトン

（Walton）、チャイルドウォール（Childwall）、ハイトン（且uyton）、プレスコ

ット（Prescot）、ウィンウィック（Winwick）、ワーリントン（Warrington）、

リー（Leigh）、エクルズ（Eccles）を経てサルフォード（Salfbrd）に至るおよ

そ31マイル（50キロメートル）であった。

　まず、路線と蒸気機関車が町の中心部に乗り入れることに両都市が懸念を示
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したことに対して、リヴァプール市内ではインクライン方式を利用したトンネ

ルを採用することで直接ドックと結ぶように計画され、一方マンチェスターで

はその近郊の町サルフォードを終点とすることでアーウェル川を通過し中心部

に乗り入れることのないように計画された。また、反対派の中心人物であった

セフトン伯爵の地所を全て避け、さらにダービー伯爵の地所では主要な庭園や

禁猟区は避け飛び地をわずかに通過する計画に変更された。この結果、反対派

の地主は次第に譲歩するようになるが、一方で委員会は路線計画自体のいくつ

かの問題点（あるいは欠点）に直面することとなった。

　問題点の一つ目は、リヴァプール市内におけるトンネル建設（およそ2キロ

メートル）、オリーブ丘の切り通し（およそ3キロメートル）などに費用がかか

ることである。この結果、スティーブンソンの計画による40万ポンドから、お

よそ50万ポンドへと10万ポンド程度費用が多くかかると見積もられた。二つ

目は、レインヒル（Rainhill）を通過するために、サットンおよびウィストン

（Whiston）にインクラインを設置しなければならないことである。しかし、委

員会は、上述の反対派の勢いを抑える必要性から、ビグノルズの路線計画を受

け入れることに決定した。

　ビグノルズの計画を受け入れた委員会であるが、これを実行に移すためには、

新たに見積建設費用の増額分10万ポンドの資金調達先を確保しなければならな

かった。まず、委員会は、ブリッジウォーター運河の資産管財人であったブラ

ッドショー（R．H．　Bradshaw）に対して、株式の引受人となるように提案を行

った。しかし、ブラッドショーはその提案を拒否した。そこで、L＆M鉄道委員

会の法律顧問を務めていたリヴァプールの弁護士ジョージ・アッシュビー・プ

リット（George　Ashby　Pritt）は、アダムに対して、ブリッジウォーター運河の

主要株主スタッフォード侯爵（Marquis　of　Stafford）との交渉を行うために65、

運河および侯の監査人ジェームズ・ロッチ（James　Loch）と打ち合わせをする

ように促した。

　ロッチは、アダムからの提案を受け入れ、会長のチャールズ・ローレンス、

副会長のジョン・モスおよびロバート・グラッドストンがスタッフォード侯爵

との交渉に当たることとなった。交渉が実現した背景には、侯とブラッドショ

ーとの間に良好でない関係が存在し、侯は彼の専制的な経営手法に対して不満
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を持っていた66。そして、ローレンスは、スタッフォード侯爵に対して1，000株

（＠100ポンド×1，000株＝100，000ポンド）の株式引き受けと、会社が設立さ

れた際には取締役3名を指名する権限を付与することを提案し、侯はこの提案

を受け入れた。この結果、委員会は反対派の支持基盤をある程度切り崩すこと

に成功したのである。

　1825年12月26日には、新しい目論見書（PROSPECTUS）が作成され、会

長チャv・一・・ルズ・ローレンス署名の下、公表された67。上述の通り、冒頭では、前

回の請願における問題点が列挙され、それに対して今回はどのように対応した

のか、あるいは今後どう対応しようとしているのかが示されている。以下で、6

っの問題点を再確認し、具体的な対応状況等をまとめることとする。

①計画路線の断面図および水平面に関する誤り。

　・技師G・スティーブンソンを解任し、レニー兄弟を後任の主任技師に任命する

　・補佐としてチャールズ・ビグノルズを主任測量士に任命、路線計画作成を依頼

②リヴァプールおよびマンチェスターにおける道路と鉄道との交差による分断や不便

　・リヴァプール市内では、インクライン方式のトンネルによりドックと直結する

　・マンチェスターでは、近郊のサルフォードを終点とし、中心部へは乗り入れず

③マンチェスター付近のアーウェル川の鉄道橋梁によるオールド・キー社への妨害

　・新路線では、アーウェル川を全く横断することのないよう路線設定がなされる

④プリンシズ・ドック付近でリーズ＆リヴァプール運河の下を鉄道が通過すること

　・ビグノルズの新路線では、リヴァプールから直ぐに東に進路をとるように設計

　・したがって、この問題の運河の近くを通過しないよう路線設定がなされている

⑤蒸気機関車（Locomotive　Engine）の採用

　・役に立たないこと、危険であること、大衆の生活を妨害することが問題となる

　・リヴァプール市内のトンネルはインクライン方式のため、蒸気機関車は不使用

　・蒸気機関車の排出する煙を、出ないようにすること
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⑥路線上の土地所有者からの反対

　・反対派の中心であるセフトン伯爵の領地を通過しないよう路線設定がなされる

　・反対派の中心であるダービー伯爵の飛び地をわずかに通過する路線設定となる

　・その他の地主に対しても、邸宅や禁猟区から離れた路線設定がなされる

　・委員会は路線上の全ての土地所有者にとって、異論がないだけでなく、むしろ

　　有利となる対策（measure）を提供するように努力してきた

　・全ての場合において、必要となる土地に対して十分な価格（full　value）を支

　　払うように準備されている

　また、両都市間における既存の交通手段に対しては、それらの利益や繁栄に

対する敵意は全くないと論じた。そして、マンチェスターとリヴァプール、ま

たアイルランドにおいてますます増大する取引は、輸送手段における追加的な

設備を必要としていると指摘し、鉄道委員会はこの不足分を満たすことに限定

すると主張した。一方、ブリッジウォーター運河に強い利害関係も持つスタッ

フォード侯爵が鉄道の株式1，000株を引き受けたことを明らかにし、最も強力

な反対派の会社が取り除かれたと論じた。このように、鉄道委員会は、反対派

が根拠としている問題点をできる限り取り除くことで、その勢力の切り崩しを

図るような取り組みを行っていたことが窺われる。しかし、上述の通り、これ

は既存の交通手段を破綻に追い込むということではなく、あくまでも「追加的

な交通手段を提供する」ことに重点を置いていた。

　次に、目論見書では、鉄道の優位性やその利点について論じられる。まず、

両都市間における一日当たりの貨物輸送量が1，200トンに上ることを指摘し68、

これらが水上輸送に付随して起こる全ての遅延の影響を受けるとした。一方、

鉄道は、数時間内での貨物の輸送を達成し、それは規則的であり、また低減さ

れた料金で利用することができ、結果的に両都市の金銭的な節約が確保される

と主張された。また、両都市間の旅客の移動（traveling）も最も大規模である

ことに言及されているが、その経済性は最も重要なものとして考慮されるに違

いないと述べるにとどまっている。前回の目論見書同様に、貨物輸送に重点が

置かれていた。

　両都市への石炭供給における鉄道の役割については、前回目論見書よりも詳
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細に論じられている。目論見書では、両都市における年間推計総消費量が100

万トンであり、リヴァプールは年間50万トンである指摘されている。計画され

ている路線は、石炭を：豊富に埋蔵する地域を通過しており、鉄道によって消費

地のリヴァプールやマンチェスターに直接石炭供給が可能となる。前回法案の

取り下げ以降、マンチェスターにおける石炭価格は直ちにトン当たり1シリン

グ6ペンス上昇した。また、リヴァプールでは、過去35年間における最高級石

炭（best　coal）価格がトン当たり7シリングとおよそ倍になったと指摘されて

いる。そして、鉄道の開通によって、石炭価格はトン当たり2シリング低下し、

年間10万ポンドの節約となり、これは上流階級や商人だけでなく、貧しい階級

の家族にも効果をもたらすことが主張された。

　さらに、鉄道は、両地域だけでなく、アイルランドの農産物や綿および羊毛

製品に対しても、安価で定期的で迅速な輸送を提供することで、アイルランド

の工業化が促進される点について言及されている。こうして、委員会は新たに

株式引受人の募集を行った。なお、目論見書の本文中において詳細に言及され

ていないが、冒頭で資本金は51万ポンドと提示されており、前回目論見書より

11万ポンド増額された。ジョージ・レニーによる見積費用は、509，942ポンド

であった69。これは、上述の通り、ビグノルズの新しい路線計画による建設見積

費用の増加を反映した額であり、鉄道計画に対する反対をできる限り最小限に

抑えることを意図した路線設定の結果であった。

　土地所有者や水上輸送に利害関係を持つ反対派については、上述の通り、鉄

道委員会による対応がなされ、一定の成果を上げた。特に、鉄道の西の終着地

であるリヴァプールでは、鉄道が町の中心部に乗り入れることに対して市議会

による反対が存在したが、委員会はトンネルの採用により、町の中心部を通過

することなくドックまで結ぶ計画を主張した。1826年IHに、鉄道委員会会長

で市議会のメンバーでもあるローレンスは、再度リヴァプール市議会に対して、

鉄道敷設計画への協力を要請した。投票の結果、賛成16、反対14となり、僅

差であるがローレンスの動議は可決され、リヴァプール市（Corporation　of

Liverpool）の協力を取り付けることに成功した。

　鉄道敷設計画の議会への請願を前に、見積費用の5分の4の引き受けが終了

していることを証明しなければならないという下院議事規則に従って、委員会
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は新たに株式募集を実施した。しかし、今回の募集は、前回株式引受者に対す

る新しい仮株券（scrip）の交付が基本であり、また1，000株の増分はスタッフ

ォード侯爵が全て引き受けた。表4・12は、1826年における新たな株式の引き

受け状況を、地域別に示した表である70。地域的にみると、1825年の時と同様

に、リヴァプールが資金調達において重要な役割を果たしており、株主数では

43％から56％へ、株数では40％から47％へと上昇した。また、ロンドンがそ

れに続いたが、株主数では33％から31％、株数では33％から20％へと幾分低

下が見られた。一方、マンチェスターの役割については、株主数では14％から

5％へ、株数では20％から3％へと大幅に低下することとなった。合計の引受株

数は4，233株であり、1株100ポンドであることから、423，300ポンドとなって

いた。したがって、下院議事規則による見積費用（資本金）510，000ポンドの5

分の4、すなわち408，000ポンドを超える額の引受を達成しており、請願の前提

条件を満たしていた。

　また、表4－13は、引受総株数4，233株のおおよそ3分の1に当たる1，569株

を引受けた10人の大株主一覧表である。1，000株を引受けたスタッフォード侯

爵は突出していたが、107株のリヴァプールのピルキントンを除き、他の8名

は100株以下であった。地域的に見ると、沿線地域（リヴァプールおよびウォ

ースリー）が5名であったが、ロンドンからの出資者も3名存在していた。中

でも、ロンドンの著名な手形割引業者トマス・リチャードソン（Thomas

Richardson）は、ロンドンにおけるL＆M鉄道への最大の出資者であった。

　リチャードソンは、クエーカー金融業者であり、既に宗教的ネットワークに

基づき、上述のストックトン＆ダーリントン鉄道の大株主兼経営委員会メンバー

となっていた。L＆M鉄道委員会のメンバーの中には、リヴァプールのジェーム

ズ・クロッパー（James　Cropper）やマンチェスターのジョン・ケネディー（John

Kennedy）などクエーカー教徒が存在しており、リチャードソンによる今回の

出資も宗教的ネットワークに基づき行われた可能性が高い。L＆M鉄道の資金調

達に関して、リヴァプールの商人が重要な役割を果たしたことについては、既

にLewin（1925）、　Clapham、湯沢（1988）などの先行研究によって明らかにされ

ている。しかし、われわれは、リヴァプール・パーティーだけでなく、同時に

クエーカー教徒の宗教的ネットワークを介した資金調達についても、軽視する
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ことはできない。

　表4・14は、株主の職業分布の推移を示した表である。1826年における株主

の職業は、商人が最も多く、持株数では55％、株式額では43％を占めていた。

続いて、貴族やジェントルマンであり、持株数では24％であったが、株式額で

は40％を占めており、一人当たりの保有額が商人よりも大きかった。したがっ

て、この2つのグループだけで、持株数では79％、株式額では83％を占めてい

た。その後、1845年の状況を見ると、商人の株式額が1826年の43％から21％

に低下していることが分かる。一方、主として女性（1826年0％→1845年16％）

および貴族・ジェントルマン（1826年40％→1845年43％）の株式額の割合が

増加していた。商人層の低下とジェントルマン層の増加という傾向は、S＆D鉄

道にも見られたが、これは商人層が次第に富を蓄えてジェントルマン化した結

果である可能性も否定できない71。

　1826年2E7日に、法案が下院に提出され、9日に下院議事規則を遵守して

いることが証明された。2月10日には下院で法案の第一読会、20日に第二読会

が実施された。3月6日から委員会審議が開始され、議長には再びガスコイン将

軍が選任され、開会演説（opening　speech）をアダムが行った72。そして、3月

9日には伯爵ら反対派による演説が、同15日にはハリソンが2時間にもわたる

反対の演説を行った。反対派の主張は、基本的に前回と変わっておらず、計画

路線に当たる土地所有者の損害と既存の水上輸送手段が十分な輸送能力を有し

ているという点であった。また、鉄道については、推進派の主張するような低

廉1生や迅速性がいずれもないとの反論がなされた。3A16日には、アダムによ

って反対派に対する答弁が行われ、その後L＆M鉄道法案の前文についての投票

が実施され、賛成43、反対18で承認された。

　4月6日には、下院において、法案の第三読会が実施された。ガスコイン将軍

およびW・ピールが動議を提出し、W・ハスキッソン、ジョン・ニューポート

卿らが法案に賛成する演説を行った。例えば、ガスコイン将軍は、鉄道による

不便や不可避の損害にも関わらず、ランカシャやアイルランドの経済成長を継

続させるためには必要であると訴えた。ピールは、鉄道によって損害を受ける

地主はわずかであり、大多数は中立か鉄道開通による利益に満足していると主

張した。また、ハスキッソンは、私有財産への干渉は必然的であるとし、それ
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は一般道路であろうと運河であろうと鉄道であろうと、交通体系の改良がなさ

れるときには必ずそうであると主張した。加えて、ハスキッソンは、鉄道の運

賃が運河より低く設定されることを確信しているとし、その理由として運河の

所有者が一年に投資額の100％以上を受け取っているのとは異なり、鉄道の請願

者は年間最高配当率10％に合意したことを挙げている。彼が鉄道法案に賛成す

る主要な理由は、現在の水上輸送が謳歌している大きくなりすぎた独占を打破

することであった。

　一方、エドワード・スタンリー卿およびアイザック・コフィン卿が、法案反

対の動議を提出し、フィリップスや1・ブラッドショーは、法案に反対する演説

を行った。例えば、スタンリーは、鉄道請願者の主張する迅速性や低廉性に疑

問を提示し、馬車鉄道の場合にはリヴァプールとマンチェスター間において、

時速3マイルで10時間を要すため、運河の艀による12時間と大きな違いはな

いと主張した。また、運賃に関しては、鉄道が運河を上回ると主張した。最終

的に、下院において投票が実施され、賛成88、反対41となり、法案は下院を

通過し、上院に送られることとなった。特に、この法案の下院通過に貢献した

のが、ウィリアム・ハスキッソンによるスピーチであった73。

　4月7日に上院で第一読会が、10日に第二読会が開催され、その後上院委員

会（Lord　Committee）に送られることとなった。上院委員会のメンバーには、

前回請願時より反対派の中心人部であるダービー伯爵が含まれていた。4月13

日から、委員会審議が開始され、委員長にケニオン卿（Lord　Kenyon）が就任

した。その後、審議は4月27日まで行われ、5E1日に投票が実施された。結

果は、賛成30、反対2で法案は可決され、審議は上院に戻された。法案に賛成

したのが、ケニオン卿、ロンズデール伯爵、バース主教、チェスター主教、ソ

ールズベリー侯爵、Cassillis伯爵、　Dacre卿、カーナーボン伯爵などであった。

一方、法案に反対したのは、ダービー伯爵とウィルトン伯爵（Earl　of　Wilton）

であった。

　委員会において、鉄道賛成の立場から証言を行ったジェームズ・クロッパー

（James　Cropper）は、両都市間の貨物が5年の間に1日およそ1，700トンま

で増大すると推計しており、追加的に新しい交通手段が必要であるとの見解を

主張した74。また、アメリカやフランスによってイギリスの産業的地位が脅かさ

・173・



れていることに関して、現状を維持するために、多くのことを変えていかなけ

ればならず、L＆M鉄道もその一つであると主張した75。また、リヴァプール商

人でサットンにおいて炭鉱を賃借するジェームズ・ボーン（James　Bourne）は、

セント・ヘレンズおよびサンキー渓谷周辺の炭鉱地帯から両都市の問の石炭取

引について、陸上輸送によって坑口価格が倍になることを主張した。そして、

ボーンは、道路輸送用運搬車では運搬できる量がほんのわずかであるため、必

要とされる新しい炭鉱開発ができないことを指摘し、鉄道敷設の必要性を論じ

た。同時に、彼は、鉄道がより低廉で、より迅速で、より規則的な交通手段を

提供する点に注目し、鉄道法案支持の立場をとった。

　一方、鉄道反対の立場から証言を行ったジョン・クレア（John　Clare）は、

サンキー渓谷において炭鉱を経営し、水上輸送を利用していた。彼は、水上輸

送が自らの必要性を十分に満たしており、したがって鉄道から利益を受けるこ

とはないとの考えを示した。そして、サンキー・ブルック水路（Sankey　Brook

Navigation）に接続されている軌道に関して、例えば2時間の雪で1ヶ月間使

用不可能となるという点を指摘し、凍結による運河の使用不可能と同じ程度に

なるとの推計を提示した。また、水上輸送の利害関係者も証言を行い、基本的

には運河設備は十分であり、したがって鉄道は不必要であるとする旨の主張で

あった。例えば、マージー・アーウェル水路の代理人（agent）であるリヴァプ

ールのW・ガイトン（W．　Guyton）が、水上輸送は次第に設備を拡大しており、

また1824年後半から1825年前半にかけての突然の取引増大が一時的な出来事

であったとする見解を示した。リーズ＆リヴァプール運河の代理人であるリヴ

ァプールのジョセブ・ケンワーシー（Joseph　Kenworthy）は、自社が輸送能力

の半分しか輸送していないと述べ、また16時間以内に積荷の引渡しが行われる

ことを保証すると述べた。

　5月1日の投票後、翌2日に委員会はその結果を上院に報告した。上院では、

Dacre卿の動議により法案の第三読会が行われ、その後法案は上院を通過した76。

そして、5月5日に、法案（Bill）は国王による裁可（Royal　Assent）を受け、

法律（Act）としての効力を発揮するに至った。法律の名称は次の通りであり、

鉄道会社の基本的な事業は、鉄道を建設、維持、管理することであった。
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「ランカスター州のリヴァプールからマンチェスタ・一一・一一に至る鉄道あるいは

トラム軌道およびそこからの特定の支線を建設し、維持するための法律」77

しかし、後に検討するように、L＆M鉄道の基本的な事業内容はこれだけではな

く、輸送事業にも及ぶこととなる。

　設立法の前文では、「（鉄道は一筆者）、大規模な取引のあるリヴァプールとマ

ンチェスター間に低廉で迅速な交通手段を切り開くことにより、沿線の州、町

の住民にとって極めて有益となり、また両都市間および近隣の州との問の商

品・製品等に追加的な輸送手段を提供することにより、重要な公共施設（great

public　Utility）となるであろう」と論じられ、　L＆M鉄道には「公共施設」とし

ての役割が期待された78。このように、両都市間における交通改良を目指した二

回目の鉄道敷設請願は成功し、L＆M鉄道委員会は会社設立に向けて大きな一歩

を踏み出すこととなった。

　今回の法案成立の要因は、上述の鉄道委員会による反対派に対する取り組み

（反対派工作）だけでなく、いくつかの要因が直接的あるいは間接的に関係し

ていると考えられる。例えば、1825年後半から1826年前半にかけての景気後

退（recession）が関係しているとする指摘も存在する。鉄道建設工事には、景

気後退により失業した多くの人々に仕事を与えることが期待された。同時に、

この計画が、ランカシャの経済復興において重要な役割を果たすためにも、迅

速な工事の開始が求められていた。例えば、Liverpoo7　Mereuryには、次のよう

な記事が掲載された。

「この町と近隣の労働者にできる限り迅速に、そして広く仕事を与えるた

めに、この大規模な事業の発起人が不必要な遅延もなく工事を開始するこ

とについて、われわれは疑う余地がない。われわれは、工事が起工される

までに、2ヶ月を要すると聞いている。しかし、もしそれがより迅速に開始

されることが可能であるならば、われわれはそうされることを疑わない。

そして、もし発起人が巨大な事業の開始を先んじて開始することによって

不利益をこうむるならば、彼らは労働者階級の感謝および一般の町からの

感謝を受ける権利を与えられるであろう。」79
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　また、議会および委員会において、蒸気機関車に関する討議が避けられたこ

とも関係していると思われる。これは、蒸気機関車の利用について、沿線から

の理解が得られたことを意味するのか、それとも鉄道法案推進者が意図的に蒸

気機関車の利用について言及を避けたことによるものかは明らかでない。しか

し、設立法には、一定の条件の下で、会社が蒸気機関車（locomotive　or　moveable

engine）を使用することを認めている。一方、リヴァプール市内では、蒸気機

関車を使用しないことが規定されていた。蒸気機関車の導入については、次節

で設立法やL＆M鉄道の実際の取り組み等から考察することとする。

3．会社設立と建設・資金・技術・運行に関わる問題

　設立法は1826年5月5日に成立したが、これが直ちに会社の設立を意味する

わけではない。設立法には、法律通過後3ヶ月以内に第一回株主総会を開催し、

会社を組織化しなければならないと規定されている。1826年5A29日に、第

一回目の株主総会がリヴァプールの取引所（Exchange　Building）にて開催され

（議長：チャールズ・ローレンス）、リヴァプール・アンド・マンチェスター鉄

道会社（The　Liverρool　and　Manch　ester　Railway　Company）は正式に設立さ

れることとなる80。表4－15は、この株主総会時に選出された、取締役一覧であ

る81。設立法では、合計15名の取締役（Directors）を選出すること、そのうち

3名はスタッフォv・一一・ド侯爵が指名し、残りの12名は株式5株以上を保有する引

受人（株主）から選任することが規定されていた。選任された取締役は、株主

を代表して鉄道会社の経営に当たることとなる。12名の取締役の出身地は、い

ずれもリヴァプールであり、このことからもリヴァプール側にイニシアティブ

が握られていることが窺われる。今回選出された取締役の任期は、1828年3月

の株主総会までとなっていた。また、会計担当（Treasurer）にリヴァプールの

穀物商ヘンリー・ブース（年間500ポンドの給与）、事務担当（clerk）にリヴ

ァプールの弁護士ジョージ・A・プリット（George　A．　Pritt，　Pritt＆Clay）が

任命された82。本社は、リヴァプール市内のクレイトン・スクウェア（Clayton

Square）に置かれた。

　5H30日には、第一回取締役会（first　meeting　of　Directors）が開催され、

会長（chairman）にチャールズ・ローレンスが決定した83。また、無記名投票
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により、副会長（deputy　chairman）にはジョン・モスが選任された。特に、取

締役会で議論となったのが、主任技師（Principal　Engineers）の任命について

である。まず、会社は二回目の鉄道計画案を成功に導いた主任技師レニー兄弟

について検討したが、提示された雇用条件等が折り合わないため、断念するこ

ととなる。そして、大規模事業において、駐在技師の経験と能力は不可欠であ

ることを考慮し、再び熟練の機械工で、他の誰よりも鉄道の建設および運行に

経験を有するジョージ・スティーブンソンが検討されることとなる84。7月3日

の取締役会では、スティーブンソンが主任技師を務めたS＆D鉄道の経営委員会

ジョセブ・ピーズ（Joseph　Pease）およびベッドリントン製鉄所（Bedlington　Iron

Works）のミッチェル・ロングリッジ（Michel　Longridge）から届いたスティ

ーブンソンを推奨する手紙が読み上げられ、加えてスティーブンソンから提案

された雇用条件が検討された85。最終的に、取締役会はスティーブンソンの提案

を受け入れて、年間800ポンドの給与（全ての費用を含む）で主任技師に任命

した86。

　スティーブンソンは、3名の駐在技師（resident　engineers）を指名した。リ

ヴァプS－一一・・ル市内のトンネルを含む路線の西部工区を担当するジョセブ・ロック

（Joseph　Lock）、チャット・モスを含む路線の東部工区を担当するジョン・デ

ィクソン（John　Dixon）、線路の中央工区を担当するウィリアム・オールカード

（William　Allcard）である。彼らの下には、さらに特定工区を担当する工事監

督（superintendents）が配置された。実際の作業に当たる労働者の多くはラン

カシャやアイルランドからの人々であったが、中にはノーサンバーランドやダ

ラムなどの既存鉄道の建設に関わった人々も含まれていた。彼らはスティーブ

ンソンから訓練を受け、その管理下で作業に携わっていた。路線計画の中で、

特に時間を要すると考えられていた難所は3ヶ所存在した。すなわち、リヴァ

プール市内のトンネル（2，250ヤード＝2．1キロメートル）87、オリーブ丘の掘削

（2マイル＝3．2キロメートル）、チャット・モス（4マイル＝6．4キロメートル）

の路盤構築である。そこで、スティーブンソンは、これらの難所により多くの

労働者を配置して、作業に当たらせた88。

　工事自体は、1826年6月末頃から一部において開始されていた89。建設作業

が進むにつれ、資金不足が問題としてクローズアップされる。表4・16は、L＆M
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鉄道の資本構造を示した表である。1826年設立法により、株式による資金調達

は510，000ポンド（＝＠100ポンド×5，100株）まで、借入は127，500ポンドま

でとする法定上限が規定されていた。会社の取締役には、株式引受人

　（subscribers）に対して、1株につき20ポンドを超えない現金徴収（Call）権

限が認められており、表4・17の通りに徴収が実施されたgo。その結果、1826年

8月までに、1株につき合計20ポンドの徴収が行われた91。

　しかし、手元の資金不足は解消されなかったため、取締役会は1826年11月

に新たに10万ポンドの政府借入を行うことを決定し、議会に対して設立法修正

の請願を行った92。議会審議は順調に進み、翌1827年4月12日に国王裁可を

受け（一回目の設立法修正法）、10万ポンドまでの政府借入が実現することとな

る。正式には、大蔵省証券発行委員会（commissioner　fbr　Issue　of　Exchequer

Bill）からの借入であり、公共事業（Public　Works）などに対して資金融資を行

う制度であった。借入金の返済を保証するために、担保としてL＆M鉄道の資本

金の一部（未徴収分）、資産（施設）、輸送料、使用料、利益、収入などが設定

された93。

　1827年には、計画路線の一部変更が検討され、10月31日に開催された特別

総会において設立法の修正申請が承認された。この結果、1828年2月7日に議

会に対して修正の請願が行われ、3E26日に国王裁可を受けた。二回目の設立

法修正法では、計画路線の一部変更以外に、軌間（Width　of　the　Rails　or　Distance

between　the　Edges　of　the　Rails）に関する次の条項が加えられた。

「鉄道の両レールの内側の幅は4フィ・一一一・・ト8インチ以下とならないようにし、

また両レールの外側の幅は5フィート1インチ以上とならないようにする

こと」94

4フィート8インチ軌間（1，422ミリメートル）は、主任技師ジョージ・スティ

ーブンソンが所属したキリングワース炭鉱軌道で採用された軌間であった。ス

ティーブンソンは、S＆D鉄道においてこの4フィート8インチ軌問を採用した。

そして、L＆M鉄道でも、当初取締役会は「S＆D鉄道と同様の4フィート8イ

ンチ軌間とする」ことを決定していた95。しかし、上述の通り、1828年の修正
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法には極めてあいまいな表現で軌間が規定され、最終的に4フィート8．5イン

チ軌間（1，435ミリメートル）が採用されることとなる96。軌問をある程度統一

しようする意図があったのかもしれないが、条項の表現があいまいなため、ど

のような意図で付け加えられたのか、明らかではない。さらに、1830年代後半

には7フィート0．25インチ軌間（2，140ミリメートル）を採用する鉄道（グレ

ート・ウェスタン鉄道）も出現し、1840年代に軌問戦争（battle　of　gauge　or　gauge

war）へと発展することとなる97。なお、　L＆M鉄道のレールには、図4・18によ

うに、錬鉄製のエッジ・レールが使用された。

　1827年12月には、チャット・モスを横断する暫定路線が完成し、走行試験

が実施された。他の技術者からは、技術的に極めて困難であると指摘されたチ

ャット・モスの工事であったが、スティーブンソンは困難を克服し、彼の主張

の正当性が証明された98。また、1828年6．月7日には、リヴァプール市内トン

ネルが完成し、トンネル内の照明としてガス灯が設置されることとなった99。こ

うして、工事が進むにっれ、次の3つの問題が明らかとなる。

　一つ目は、マンチェスター側の終着駅にっいての問題である100。当初の路線

計画は、オールド・キー社の反対に考慮して、マージー・アーウェル水路を横

断することのないように設定され、マンチェスターの郊外サルフォードのニュ

ー・ベイリー（New　Bailey）が終着駅となっていた。しかし、会社内外（取締

役、株主、技師）からより利便性を考慮して、終着駅については川を横断した

マンチェスターのウォーター・ストリートに変更すべきであるとする意見が出

された。路線延長のためには、水路会社との交渉、株主総会による承認、設立

法の修正申請、土地買収等が必要であった。特に、オールド・キー社は、路線

延長の見返りとして、水路施設と鉄道との接続路線建設などさまざまな要求を

提示した。鉄道会社は、路線延長のために、オールド・キー社からの要求を受

け入れた。そして、1828年11月3日の特別総会において株主から設立法修正

申請の承認を受け、議会に修正の申請を行った結果、1829年5月14日に国王

裁可を受けた101。

　二つ目は、次節で論じるが、誰が実際の輸送業務を行うのかという問題であ

る。最終的に、外部業者だけでなく、L＆M鉄道も輸送業務を行うことが決定さ

れた。ただし、さまざまな費用が発生するため、新たに株式による資金調達を
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実施することが提案された102。新たな資金調達には、株主の同意や設立法の修

正申請が必要となるため、一つ目の問題と同時に手続きが進められ、議会の許

可を受けることとなった。この結果、前掲表4－16の通り、新たに127，500ポン

ド（＝＠25ポンド×5，100株）の資金を新株発行により調達し、輸送部門

（Carrying　Department）の設置・維持に利用されることとなった103。新株は、

既存株主、新規株主あるいはその2者による共同株主などに売却された。

　三っ目は、牽引力の問題である。もともと、1824年の目論見書にも示されて

いた通り、蒸気機関車を採用する計画であった。しかし、蒸気機関車の採用に

対して、議会、リヴァプール市議会、沿線住民の激しい反対に直面することと

なった。その後、会社は明確な判断を示すことなく、1826年に設立法が成立し、

会社が設立されることとなる。上述の通り、設立法では、蒸気機関車（Locomotive

Engines）の使用について、次のように規定されている。

「会社が、リヴァプール市内の鉄道において、あらゆる蒸気機関車を使用、

採用、賃借をして使用すること、あるいは他の人々の利用、採用を認め

ること、あるいは許可することは、合法的ではない」104

「鉄道あるいはその一部でこれから使用される全ての蒸気機関車は、煙を

排出しないような原則に基づき建造されなければならない。また、会社

あるいは人々が鉄道あるいはその一部で煙を排出する蒸気機関車を使用

する場合、前述の会社あるいは人々は、ランカスター州の治安判事2名、

信頼のある2名の立会人の宣誓あるいは証言に基づき、没収および全て

の違反に対して総額5ポンド以上20ポンド以下の罰金が科せられる」105

また、取締役会においても、意見統一がなされているわけではなく、蒸気機関

車に懐疑的な立場を取る取締役も存在した。例えば、ジェームズ・クロッパー

（James　Cropper）は、蒸気機関車より定置蒸気機関方式の方が、コストおよ

び輸送効率性の点で優れていると考えていた。また、馬車鉄道が最も効率的で

あると考える取締役も存在した。一方、会計担当のヘンリー・ブースと主任技

師のジョージ・スティーブンソンは蒸気機関車を推奨していた。そこで、牽引

・180・



力として、馬、定置蒸気機関、蒸気機関車のどれが適切であるのか、検討を行

うこととなった106。

　まず、取締役会は、1828年10月に蒸気機関車を推奨するヘンリー・ブース

および定置蒸気機関を推奨するジェームズ・クロッパーを、既に馬、定置蒸気

機関、蒸気機関車を併用していたS＆D鉄道に派遣し、調査を行わせることとし

た107。その結果、馬による牽引（馬車鉄道）は、リヴァプールとマンチェスタ

ー間に想定される重量貨物輸送量等を考慮すると、問題外であるということが

明らとなった。しかし、蒸気機関車と定置蒸気機関のどちらに優位性があるの

かについては、決定することができなかった。論争の決着を図るために、取締

役会は外部の専門技師に意見を求めることにした108。

　取締役会は、ロンドンのジェームズ・ウォーカー（James　Walker）およびス

タウアブリッジ（Stourbridge）のジョン・U・ラストリック（John　Urpeth

Rastrick）に対して、蒸気機関車と定置蒸気機関の性能等の比較に関する調査を

依頼した109。調査項目としては、貨物輸送の費用比較、線路の状態、ワゴンの

磨耗、蒸気機関車の安全な速度と燃費、両者の安全性、拡大する鉄道における

定置蒸気機関の適応性などが挙げられた。彼らは、1829年IA13日から1829

年2月1日まで、以下の通り実地調査を行った。

1月12日

1，目13日～14日

1月15日

1月16日

1．目17日～20日

1月22日

1月23日

1月27日

1月28日

2月1日

L＆M鉄道取締役会に出席、調査を依頼

L＆M鉄道の調査

ボールトン＆リー鉄道の調査（主任技師：G・スティーブンソン）

リーズにてブレンキンソップの機関車を調査

S＆D鉄道の調査（主任技師：G・スティーブンソン）

ヘットン炭鉱軌道を調査（主任技師：G・スティーブンソン）

ニューカッスルにて調査のまとめ

ブラントン＆シールズ鉄道の調査

キリングワース炭鉱軌道の調査（G・スティーブンソン）

L＆M鉄道に調査終了を手紙で報告、報告書の提出を約束

一181・



　3月9日に、彼らはそれぞれの報告書をL＆M鉄道に提出した110。報告書は、

定置蒸気機関が費用面、安全面、効率性、信頼性などの点で蒸気機関車に優れ

ているとし、定置蒸気機関を支持する内容となっていた。一方、蒸気機関につ

いては、初期投資が定置蒸気機関より少ない点、近年の改善と将来的な改善の

可能などの点について、支持的な報告も盛り込まれていた。このため、ブース、

サンダS－一・一ス、ラスボーンら蒸気機関車を支持する取締役のグループは、現時点

で牽引力を最終決定することはできないと主張した111。

　一方、1829年4月20日に、ジョージ・スティーブンソンの息子であるロバ

ート・スティーブンソン（Robert　Stephenson）とジョセブ・ロック（Joseph　Lock）

による報告書が取締役会に提出された。彼らは、馬、定置蒸気機関、蒸気機関

車をさまざまな視点から分析した。まず、馬による牽引が優位とされる条件に、

L＆M鉄道は当てはまらないことを確認した112。また、定置蒸気機関については、

丘陵地帯において優位性があるとしたが、運用費の面で蒸気機関車より65％高

くなり、特に大量の物資を輸送する場合に事故や遅延が発生しやすいと指摘し、

L＆M鉄道には向かないと主張した。そして、蒸気機関車は、L＆M鉄道のよう

に、①連続的で水平な路線、②迅速性が重要とされる路線、③旅客輸送が重要

となる路線、④予想される日々の輸送量が変動する路線、において最も適して

いると主張した。

　しかし、蒸気機関車を採用する際には、設立法の規定を満たすことやいくっ

かの改善が必要であった。1829年4月25日に、取締役会は、最も改善された

蒸気機i関車（the　most　improved　Locomotive　Engine）に対して500ポンドの賞

金を提供することを発表し、次の8つの改善を要求した113。

①設立法に従って、排出する煙を効率的になくすこと。

②エンジンは、6トンの場合、その後水平になるよう建設された鉄道の上で、炭

　水車と水タンクを含む総重量20トンの車両を、時速10マイル、平方インチ

　当たり50ポンドを超えないボイラーの蒸気力で、日々牽引することができな

　ければならない。

③2つの安全バルブが取り付けられており、一つは完全に運転手の制御から離れ

　ていなければならず、またどちらもエンジンが作動中は閉められていないこと。
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④エンジンとボイラーはスプリングによって支えられていなければならず、ま

　た地面から煙突の先までの高さが15フィートを超えないこと。

⑤機械の重量は、ボイラーの水も含めて6トンを超えないこと。また、同じ重

　量を牽引する場合、機械はより軽い方が望ましい。

⑥機械には、平方インチ当たり5ポンド以上の蒸気圧を示すロッド指標（rod

　index）とともに、水銀計が備え付けられなければならない。

⑦トライアルのために、エンジンは、10A1日までに鉄道の終点リヴァプール

　に届けられること。

⑧エンジンの価格は550ポンドを超えないようにしなければならず、また所有

　者への返還には応じないこと。

注意：鉄道会社は、実験のために、機関車の炭水車に水と燃料を提供する。レ

　　　ールの内側の幅は、4フィート8．5インチである。

　最終的に、4台の蒸気機関車が、トライアルに臨むこととなった114。一台目は、

ロンドンのジョン・ブレイスウェイト（Johl1　Braithwaite）とジョン・エリク

ソン（John　Ericsson）による「ノベルティー号（the　Novelty）」である。二台

目は、ニューカッスルのロバート・スティーブンソン（あるいはロバート・ス

ティーブンソン社）による「ロケット号」（the　Rocket）」である115。三台目は、

ダーリントンのティモシー・ハックワース（Timothy　Hackworth）による「サ

ンズ・パレイユ号（the　Sans　Parei1）」である116。四台目は、ティモシー・バー

ストール（Timothy　Burstall）」による「パーサーバランス号（the

Perserverance）」である117。

　1829年10月5日に、L＆M鉄道の取締役が6日から開催されるトライアルの

条件について発表した。すなわち、①エンジンは明日の午前10時までに準備が

整っていること、②トライアル場所はレインヒル（水平でカーブのない1．75マ

イル＝3キロメートルの区間）とすること、③牽引する車両重量はエンジンの3

倍とすること、などである。トライアルの審査員として、キリングワース炭鉱

主任技師ニコラス・ウッド（Nicholas　Wood）、スタウアブリッジの技師ジョン・

U・ラストリック、マンチェスターの綿糸製造業者でL＆M鉄道元委員（1825

年）ジョン・ケネディーの3名が招かれた118。
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　10月6日より、トライアルはさまざまな条件の下で実施された119。この間、

　「パーサーバランス号」は貨物を牽引するのに十分な馬力を得ることができず

破損し、また「サンズ・パレイユ号」は規定の重量制限を満たすことができな

かった。したがって、「ロケット号」と「ノベルティー号」の二台による競争と

なった120。最終的には、「ノベルティー号」のエンジン故障により、審査員は全

会一致でヘンリv・一一一・ブース、ジョージ・スティーブンソン、ロバート・スティ

ーブンソンの所有する「ロケット号」を最も改善された蒸気機関車に選んだ121。

この時、「ロケット号」は、最大積載量の車両を牽引して、インクライン方式（定

置蒸気機関）を採用する計画であったレインヒルの勾配部分（1in　96）を、時

速12マイル（19キロメートル）で容易に上ることに成功した。当初の路線計

画では、レインヒルの丘陵地帯を上るために、その両サイドにインクライン方

式を採用する必要があった。しかし、改良された「ロケット号」の採用により、

もはや定置蒸気機関設置の必要性のないことが明らかとなった。

　レインヒル・トライアル（Rainhill　Trials）と呼ばれるこの競技会は、　L＆M

鉄道の牽引力として、蒸気機関車と定置蒸気機関のどちらが適切であるかとす

る論争に終止符を打つこととなった。取締役会は、トライアルからまもなくす

ると、ロバート・スティーブンソンが代表を務めるニューカッスルの「ロバー

ト・スティーブンソン社（Robert　Stephenson＆Company）」に対して、ロケ

ット号型蒸気機関車を4台発注し、3ヶ．月以内に納入するよう指示した122。表

4・19は、L＆M鉄道の蒸気機関車を示した一覧表である。　L＆M鉄道は、ロケッ

ト号以降、1830年に9台、1831年に14台、1832年に5台の蒸気機関車の運

行を開始し、これらのほとんどはスティーブンソン社製であった。Lewin（1925）

は、1829年から1830年代前半までの時期を「蒸気機関車確立期」と位置づけ

ている。トライアルを契機に、従来の馬、定置蒸気機関、蒸気機関車の併用に

代わり、次第に蒸気機関車が主要な牽引力として普及することとなった。

　線路敷設工事は依然として進められており、1830年1月1日までに片側の路

線が完成した。取締役会は、1830年の中ごろまでに複線として開業したいと考

えていた。1830年6月14日に、取締役らは、リヴァプール市内トンネルから

マンチェスターまで試乗を行った。蒸気機関車は「アロー号（the　Arrow）」を

使用し、客車2両と石材を積んだ貨車7台が連結された（牽引総重量は33トン）
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123。リヴァプールからマンチェスターまで、途中の停車を含めた総所要時間は2

時間25分であった。また、マンチェスターからリヴァプールへの戻りのアロー

号は、2両の客車を連結して、走行時間は1時間46となり、平均時速は20マ

イル（32キロメートル）に達した124。その後も試乗会は行われたが、これは蒸

気機関車の運転手やその他の業務に携わる従業員の訓練という点から、また一

般大衆に対する宣伝効果という点からも重要な役割を果たした。この試乗会の

成功を受け、取締役会は、1830年9月15日を公式開業日とすることに決定し

た125。

　開業式当時は、首相ウェリントン公爵を始め、ソールズベリー侯爵、Cassilis

伯爵、ウィルトン伯爵、メルバL－一ン子爵、リッチフィールド主教、スタンリー

卿、W・ハスキッソン、ロバート・ピール卿（Sir　Robert　Peel）、ガスコイン将

軍など政府・議会の要人が招待された。また、建設に関わった、ジョージ・レ

ニー、ビグノルズ、ニコラス・ウッド、ラストリックなど技術者も参列した。

列車が出発するリヴァプールのクラウン・ストリート駅（Crown　Street）には、

およそ50，000人の人々が見物に訪れたとされ、極めて壮大な開業式であった。

招待客が乗車する列車はおよそ30両用意され、それらを8台の蒸気機関車がマ

ンチェスターに向け牽引した。この時、使用された蒸気機関車と担当運転手は、

前掲表4・19の通りである。例えば、ジョージ・スティーブンソンが運転手を務

めるノースサンブリアン号（Northumbrian）は3両を牽引し、1両目に楽団、

2両目に首相ウェリントン公爵ら要人、3両目にL＆M鉄道取締役らが乗車した。

　列車は、パークサイド（Parkside）までのおよそ17マイル（22キロメート

ル）を時速14～24マイル（22～38キロメートル）で走行した。パークサイド

では、蒸気機関車の燃料と炭水車への水の補給を行わなければならなかった。

乗客は、車両から降りて、しばらくの間休憩を取っていた。そこで、W・ハス

キッソンがウェリントン公爵の乗車する車両に乗ろうとした際に線路の上に転

倒し、彼は運悪く通過したロケット号に太ももと足の先を礫かれるという大事

故が発生した。彼は、直ぐにジョージ・スティーブンソンの運転するノースサ

ンブリアン号に乗せられ、ウィルトン伯爵と2人の医師が付き添い、エクルズ

の牧師邸まで運ばれた。しかし、ハスキッソンは手当ての甲斐もなく、その日

の夕方に息を引き取った。
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　取締役たちの意向により、乗客はマンチェスターにそのまま向かうこととな

り、午後2時45分頃に到着した。そこで、乗客たちは、第59連隊（the　59th

Regiment）と一般民衆による出迎えを受けた。しかし、工場労働者の中には、

首相ウェリントン公爵にやじを飛ばすものや、無言で出迎えるものなども存在

した。その後、リヴァプールに戻る首相らの列車は、午後4時30分にマンチェ

スターを出発し、午後7時ごろ到着した。

　盛大に開始されたL＆M鉄道の開業式であったが、一方で支持者として法案成

立運動に大きな役割を果たしたウィリアム・ハスキッソンが、蒸気機関車「ロ

ケソト号」に礫かれて死亡するという大事故も発生した。しかし、L＆M鉄道は、

翌16日には特別列車を運行し、9月17日から蒸気機i関車を使用した正式な営

業運転を開始する126。こうして、リヴァプール・マチェスター鉄道は、「鉄道時

代（Railway　Age）」を切り開くこととなった。

第3節　事業構造と輸送業務

　初期鉄道会社の事業構造については、これまでサリー鉄道およびS＆D鉄道を

事例に、検討してきた。それでは、1826年に設立されたL＆M鉄道の事業構造

は、どのような形態を採用していたのであろうか。以下では、1．設立当初の事

業構造、2．開業前の事業構造に関する議論、3．開業後の事業構造について順

次検討し、特に輸送業務との関連から論じることとする。

1．設立当初の事業構造

　L＆M鉄道設立法には、輸送に関して、次のような条項が盛り込まれている。

「会社が鉄道を建設・維持する際に負わなければならない巨額の費用を考慮す

ると、鉄道上を輸送される全ての商品、日用品等の輸送料（Tonnage）を、会社

が要求し徴収することは合法である」127

この条項は、既にサリー鉄道およびS＆D鉄道の設立法にも見られた。すなわち、

L＆M鉄道会社以外の組織あるいは個人が、規定輸送料（Tonnage　Rates）の支
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払いを条件に、線路を利用して輸送を行うことが可能であった128。表4・201は、

設立法に定められたトン・マイル当たり輸送料の法定上限額一覧である。さま

ざまな商品、製品輸送が想定されていたことが分かるが、特に産業革命の中心

都市を結ぶ鉄道として、綿花、染木、製造品（manufactured　Goods）、鉄、穀

物類、石炭などが注目される。例えば、穀物、染木、材木、鉄などはトン・マ

イル当たり2．5ペンス、綿花や工業製品などはトン・マイル当たり3ペンス、

石炭などはトン・マイル当たり1．5ペンスとなっていた。

　また、上述と同様の条項は、旅客輸送および家畜輸送にっいても対象となっ

ている。すなわち、「鉄道上を客車（Coaches）やその他の車両（other　Carriages）

によって輸送される旅客および家畜の通行料（TollS）を、会社が要求し徴収す

ることは合法である」とされた129。したがって、L＆M鉄道以外の組織や個人が、

規定通行料（Tolls）の支払いを条件に、線路を利用して旅客輸送および家畜輸

送を行うことが可能であった。表4－202は、設立法に定められた通行料の法定

上限額一覧である。例えば、旅客輸送の場合、10マイル（16キロメートル）を

超えない距離や10マイルを超えるが20マイル（32キロメートル）を超えない

距離などのように、一定の輸送距離（3区間）が定められ、区間の中での法定上

限額は同じであった。また、法定上限の通行料は、旅客一人当たり、あるいは

家畜一頭当たりの通行料金であることに注意が必要である。この点は、S＆D鉄

道のように、旅客輸送業者が運行する客車（coach）の走行距離（マイル当たり）

に基づく通行料とは異なり、各旅客（every　person）に対して課せられた。例え

ば、10マイルまでの旅客輸送の場合、一人当たり1シリング6ペンスとなって

いた。

　さらに、L＆M鉄道には、「（鉄道一筆者）会社が鉄道により輸送する商品、製

品等に対して輸送料（Rates　for　Carriage）を要求し徴収することは合法である」

とする条項が加えられている130。すなわち、L＆M鉄道が、保有する線路を使用

して自ら輸送業を兼業することが認められていたのである。表4・20③は、L＆M

鉄道会社による輸送品および旅客、家畜輸送に対する輸送料（Rates　fbr

Carriage）の法定上限額一覧である。例えば、　L＆M鉄道に特有の綿花や工業製

品はトン当たり11シリング、ワインや硫酸その他危険物はトン当たり14シリ

ング、石炭などはトン・マイル当たり2．5ペンスとなっていた。
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　このように、L＆M鉄道設立法では、輸送料・通行料の支払いを条件に外部の

輸送業者に対して線路使用を認めると同時に、鉄道会社自らも輸送業を兼業す

ることが許可されていた。L＆M鉄道は、サリー鉄道のような完全な「オープン

形態（＝鉄道会社は輸送業務を行わず、外部輸送業者が輸送を行う形態）」でも

なく、また完全な「クローズド形態（＝外部輸送業者を排除して、鉄道会社が

輸送業務を行う形態）」でもない、それらの「中間形態」に位置づけることがで

きる。したがって、設立時点での事業構造は、しばしば指摘されるような「ク

ローズド形態」ではなく、S＆D鉄道と同様に「中間形態」を採用していたので

ある。

　L＆M鉄道には、外部の輸送業者に対して線路の使用を開放するにあたり、外

部業者の保有する貨車や車両に関する規則（Rules）、命令（Orders）、規制

（Regulations）などを作成する権限が認められていた131。例えば、外部業者の

所有する貨車の見えやすい側面には、氏名（Name）、住所（Place　ofAbode）、

寸法（Gauge）、重量（Weights）などの情報を黒の下地に白文字で示すことが

規定されていた。もし、この規定に違反した場合には、貨車の所有者に対して、

没収や40シリング（＝2ポンド）以上5ポンド以下の罰金が科せられた。また、

貨車を線路上に放置して他の車両の往来を妨げた場合には、その所有者に対し

て、上記と同様の罰金が科せられた。

　さらに、沿線上の土地所有者（Owners）および借地人（Occupiers）は、自

身の土地の範囲に限り、通行料を支払うことなく線路を利用することができた

132。その際、利用者には、鉄道に損害を与えたり、往来の支障とならないこと

が求められた。また、沿線上あるいは近隣の土地所有者および借地人が、自ら

の所有する土地（lands）や敷地（Grounds）からL＆M鉄道の本線まで、支線

（Branch）を敷設する権限が与えられている133。ただし、他人の土地を通過す

る場合、土地所有者は合意を取り付ける必要があり、建設費用は自ら負担しな

ければならなかった。鉄道会社は、土地所有者によって敷設された支線を利用

して輸送される貨物等から、輸送料を徴収することはできなかった。沿線付近

の土地所有者に対して、本線と接続する支線の敷設を認める条項は、既にサリ

ー鉄道およびS＆D鉄道においても見られた。これらの点からも、L＆M鉄道の

設立法には、従来の設立法の枠組みをそのまま適用した条項が含まれていた。
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　以上のように、設立当初のL＆M鉄道の事業構造は「中間形態」、すなわち外

部業者および鉄道会社が同じ路線上で輸送業を営む形態が想定されていた。次

に、事業構造に関して、開業前に取締役がどのように認識し、また開業後実際

にはどのような形態を採用していたのかについて検討する。

2．開業前の事業構造に関する議論

　L＆M鉄道の設立以降、取締役会の主要な関心事は、鉄道建設および建設資金

の調達・管理であった。しかし、路線建設が進むにっれ、開業後の牽引力を何

にするのか、また実際に誰がどのように輸送サービスを提供するのかというこ

とが問題となった。1828年1月28日の取締役会において、ジェームズ・クロ

ッパーが、鉄道の運行（the　working　of　the　railway）に関するさまざまな問題

を検討する輸送委員会（Committee）の設置を提…案した134。特に、貨車の建造、

倉庫建設、貨物集荷・配達の最も迅速な形態、旅客輸送および設備

（accommodations）について検討し、取締役会に報告することが求められた。

そして、これらの問題を検討するために、クロッパー、リスター・エリス、ジ

ョセブ・サンダース、ウィリアム・ロザラム（William　Rotheram）、ロバート・

ベンソン（Robert　Benson）が委員に任命された。

　運輸委員会における議論は、基本的に鉄道会社自ら輸送業を兼営するのでは

なく、むしろ外部の輸送業者に業務を任せる方式に重点が置かれた。すなわち、

運輸委員会は、伝統的な鉄道会社の事業構造である「オープン形態」の採用を

検討していたのである。また、蒸気機関車の採用についても、この段階では正

式に決定されておらず、馬による牽引（馬車鉄道）、定置蒸気機関による牽引、

蒸気機関車による牽引、あるいはそれらの併用などさまざまな選択肢が検討さ

れていた。運輸委員会の検討に関して、副会長のジョン・モスは、1828年6月

9日の取締役会において、次のような提起を行った。

「輸送部門（carrying　department）を管理するために、鉄道会社が自ら商

品の公共輸送人（public　carrier）となるのか、それとも法律によって承認

された通行料（TollS）を決定し、既存の輸送会社と契約をするのか、どち

らが有利であるかについての議論を提起した。もし、後者の計画を採用した
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場合、鉄道会社は倉庫や貨車などに対する相当の支出が節約されるであろう。

一方、輸送業者としての利益をあきらめなければならない。」135

　Carlson（1969）によると、モスは運輸委員会が重点を置いていた「オープン形

態」よりも、むしろ「クローズド形態」に重点を置いていた。しかし、彼はい

ずれの形態においても一長一短のあることを認識しており、依然として決定的

な結論に至っていなかったとみることができる。このため、取締役会において

モスが運輸委員会に加わることとなり、引き続き調査を行うことに決定した。

　クロッパーは、1828年6月16日の取締役会において運輸委員会報告を行い、

「輸送部門に関する検討の継続および外部の既存輸送業者と鉄道における貨物

輸送計画の点について連絡を取り合う権限」が与えられた136。また、取締役会

は、運輸委員会からの勧告に従い、大型貨車200台の建造について承認した。

このように、取締役会および運輸委員会は、他の民間輸送業者の参入を容認す

る一方、鉄道会社も輸送業を営むという、設立法の規定をほぼ踏襲する方針を

固めた。すなわち、「オープン形態」と「クローズド形態」の間に位置する「中

間形態」であった。

　1828年6月30日の取締役において、モスは輸送業務を担当する輸送部門

（Carrying　Department）の設置・維持のために追加の資金調達を行う必要が

あることを提案した。6月9日の取締役会におけるモスの発言からも分かるよう

に、彼は鉄道会社が輸送業を営むことに伴って、ワゴンの建造、倉庫の建設、

デポ、車両および土地の購入等に相当の費用がかかることを既に認識していた。

取締役会は、輸送部門の設置および維持のために、127，500ポンドの資金調達の

実施を特別総会において提案し、承認された。そして、前掲表4・16の通り、1829

年法に基づき、25ポンド株式（quarter　shares）を5，100株発行することで、

資金調達が実施されることとなった。新株は、既存株主に対して100ポンドに

つき1株（25ポンド）を割り当てたほか、新規株主にも販売された137。取締役

会等における輸送部門に関連する議論を時系列的に整理すると、以下の通りと

なる138。
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1828年7月7日

1828年7月21日

1828年9．月8日

1828年11月24日

1828年12月15日

1829年1月26日

1829年2月2日

1829年4月13日

1829年4月20日

1829年5月18日

1829年6月8日

アイルランドからの家畜（牛や羊）のマンチェスターへ

の輸送と沿線への市場の設置の検討を提案（クロッパー）

新株（運送部門に充当）に対する10％上限配当率条項の

適用に関する検討

新株の発行と法律原案の作成（プリット）

S＆D鉄道元経営委員会リチャード・マイルズからL＆M

に手紙が届き、旅客や貨物輸送に関する計画について協

力を申し出る139

リチャード・マイルズに対して、輸送部門に関する報告

書の作成を依頼（ローレンス）

マイルズからの報告書を朗読（ローレンス）

マイルズからの報告書の一部が朗読、準備委員会に対し

てミルフィールド駅における旅客設備の管理および報告

を求める

リチャード・マイルズの提案の有効性を検証（疑問を抱

く？）

法案が下院を通過し上院に送られた旨報告（プリット）

株主総会を開催し、輸送部門のための127，500ポンドの

株式引き受けについて決定することを確認（プリット）

1回目の株式払込額を1株（25ポンド）につき10ポンド

とし、払い込みを7月10日とすることに決定

　この間、輸送部門に関連する議論が進められてきたが、特にどのようなシス

テム（system）が最適であるのかということがその中心となっていた。言い換

えるならば、鉄道会社自らが輸送業を行うのか、あるいは外部の独立業者に輸

送を任せるのか、あるいはその折衷案とするのかという問題である。そして、

1829年6H29日の取締役会において、輸送部門を管理するための最も適切な

システムについての検討が行われ、次のように決定した。

「鉄道会社は［ピックフォード（Pickford）やケンワーシー（Kenworthy）
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などのような独立輸送業者（separate　carriers）の介入を受けることなく］、

石炭、旅客だけでなく貨物（merchandize）の輸送業者となるべきである。

しかし路線上で輸送業者となるために、取締役の満足のいく計画を提示で

きるような業者は除外しない。」140

　その後、例えばニュー・キー社（New　Quay　Company）、ピックフォード社

（Pickford＆Co．）、カーヴァー社（Carver＆Co．）などの外部輸送業者から、

L＆M鉄道を利用して輸送業務を行いたいとする申し出があった141。しかし、中

には、「鉄道会社が路線上で独占的な輸送業者（exclusive　carriers）となること

に決定した」とする懸念を持つ輸送業者も存在した。そこで、1829年9H7日

の取締役会は、「この誤った考えを取り除くために」、以下の点を再確認した上

で、副会長のモスらに対して外部業者との交渉を進めるように求めた142。

①鉄道会社は、線路上で独占的な輸送業者となる意図を持っていないこと。

②会社が設置したような輸送部門（Carrying　Department）に関連する取り組

　みは、議会法の規定遵守に基づいていること。すなわち、会社が議会法の中

　で規定された運賃、輸送費（rates　of　tonnage＆carriage）で、両都市間に貨

　物の輸送を提供すること。

③1828年6月16日における取締役会の決定事項、すなわち輸送委員会

　（committee）に対して、路線上における貨物輸送の取り組みに関して、既存

　輸送業者と連絡を取り合う権限を与えたこと。

　貨物の輸送業務に関しては、9月28日の取締役会において、モスがニュー・

キー社との会見（interview）内容について報告を行った143。ニュー・キー社は、

現在オールド・キー水路（マージー・アーウェル水路）における輸送で得てい

るように、幾分の報酬を得ることができる条件を認められるなら、鉄道を利用

した輸送業者となりたいと考えていた。しかし、設立法に明確な規定があるわ

けではないため、輸送業者が支払いの可能な輸送費（tonnage）の総額をどの程

度に設定するのかが問題となった。そこで参考となるのが、表4－21の通り、L＆M

鉄道の設立法に規定された鉄道会社による輸送の上限運賃とニュー・キー社が
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現在水路上で徴収している運賃であった。L＆M鉄道の設立目的は、両都市間の

既存輸送サービスに競争を持ち込むことであり、水上輸送業者より低い運賃が

設定されていた。すなわち、L＆M鉄道の平均運賃は10シリングであるのに対

して、ニュー・キー社の平均運賃は13シリング6ペンスであった。

　10月15日の取締役会では、ニュー・キー社が最も経済的（economically）に

輸送業務を行っており、したがって同社との計画はL＆M鉄道が自ら輸送業務を

行うよりもむしろ会社にとってより利益があるとの認識が示された144。その際、

ニュー・キー社からは、鉄道会社が動力（moving　power）および貨車（waggons）

を提供すべきであるとの提案のあったことが報告され、特に貨車に関しては今

後検討がなされることとなった145。また、ニュー・キー社の運賃（倉庫施設等

の利用料も含む）については、現在の水運より少なくともトン当たり1シリン

グ削減する方針が示された。

　1829年12月28日の取締役会において、会長ローレンス、副会長モスおよび

ポジソンが、ニュー・キー社の書記ウィリアム・グライム（William　B．　Grime）

と会見を行い、表4・22のような運賃表で合意に至ったことを報告した146。この

際、鉄道会社が動力および貨車を提供することと了解されていた。前回の役員

会による1シリング削減方針は、綿花、穀物、コーヒー、綿毛製品および金属

類で達成された。また、ニュー・キー社の取り分については、どの品目もほぼ3

シリング6ペンスであった。この場合、鉄道会社の取り分は約7割、ニュー・

キー社の取り分は約3割となる。もし、ニュー・キー社による月次の支払いが

迅速に行われた場合には、表4・23のような割引が適用されることが提示された。

そして、リヴァプールの鉄道ヤードにおける貨物保管料については年間150ポ

ンド～200ポンド、一方マンチェスターにっいてはニュー・キー社が倉庫を保有

していることから年間50ポンド～100ポンドとなることが報告された。取締役

会は、これらの条件を受け入れることに決定し、ローレンス、モス、ポジソン

に対してニュー・キー社及びその他の輸送業者と契約を結ぶ権限を与えた。

　同28日の取締役会では、その下に設置されている従来の各種小委員会（sub

committee）をすべて廃止し、新たに次の7つの委員会を設置する組織改革を行

い、担当の取締役を決定した147。
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①リヴァプール～マンチェスター間における旅客および牛の輸送に関する計画

　立案および短距離駅馬車の設備に関する計画立案を行う委員会

　委員…会長ローレンス、アール、グラッドストン、ハリソン、サンダース

②駅に倉庫と事務所を計画立案し建設する委員会

　委員…副会長モス、ベンソン、ボーン、テイラー

③輸送業者と炭鉱所有者との計画立案および契約を行う委員会

　委員…会長ローレンス、副会長モス、Currie、ポジソン

④エンジン、貨車および工場部門担当委員会

　委員…アール、ハリソン、ロザラム、サンダース

⑤Expediting　Committee（促進委員会）

　委員…会長ロー一レンス、副会長モス、クロッパー、ポジソン

⑥財務委員会（Finance　Committee）

　委員…ベンソン、ボーン、ロザラム

⑦土地委員会（1．and　Committee）

　委員…会長ローレンス、副会長モス、ボーン、ポジソン

　中でも、輸送業務に関連する③の委員会は、ニュー・キー社など外部の独立

輸送業者との交渉および契約の締結を担当していた。

　しかし、1830年1月11日の取締役会において、ニュー・キー社の書記グラ

イムからの手紙が読み上げられ、契約が合意に至らなかったことが明らかとな

る148。グライムとL＆M鉄道取締役会（ローレンス、モス、ポジソン）との間

では、運賃等の基本条件について合意に至っていたが、ニュー・キー社の委員

会（Committee）がその契約締結を承認しなかったのである。その後、鉄道会

社の委員会は、ニュー・キー社の委員会を説得するために会合を開いた。しか

し、ニュー・キー社側の提示した条件は、①鉄道会社に支払うトン当たり料金

を全ての商品に一律とすること、②大衆から徴収する料金を現状のままとする

場合には鉄道会社に支払う料金を一律6シリングとすること、③現状から1シ

リング削減した料金を大衆に設定する場合には鉄道会社に支払う料金を一律5

シリングとすること、④鉄道会社が動力や貨車を提供すること、などであった。

もし、②を採用した場合、表4・24の通りであり、鉄道とニュー・キー社の取り
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分はおよそ半分となる。また、③を採用した場合、表4・25の通りであり、ニュ

ー・ Lー社の取り分の方が幾分大きくなる。最終的に、両者は合意に至らず、

交渉は打ち切られることとなった149。この事態を受け、倉庫等の施設を計画立

案する委員会（上述の②）は、鉄道会社が自ら貨物の輸送業者となる可能性に

ついて検討を開始した。

　また、1830年5月24日には、リーズ・リヴァプール運河の輸送業者ケンワ

ーシー（Kenworthy）からの手紙が読み上げられ、「鉄道での輸送に関して輸送

業者と炭鉱所有者との計画立案および契約を行う委員会（上述の③）」が交渉を

行うこととなった150。さらに、6月7日の取締役会で、ブリッジウォーター運

河の輸送業者グローサv・一・一ズ社（Grocer’s　Company）のハリソン氏（Mr．

Harrison）から、鉄道で輸送される小荷物の集荷配達（collect　and　deliver）に

関する提案がなされたことが報告された。条件としては、①小荷物一つの重量

を1ハンドレッド・ウェイト（＝50．8キログラム）までとすること、②一つの小

荷物につき1シリング（＝12ペンス）とすること、③グローサーズ社（集配と

事務所費等）とL＆M鉄道（運送費等）は各6ペンスを受け取ることであった。

　しかし、前者のケンワーシーとの交渉にっいて、6月28日に会長ローレンス

から何も合意に達することができなかった旨の報告が行われた151。また、8月2

日の取締役会では、カーライル・スティーム・パケット（Carlisle　Steam　Packet）

の代理人Theakstoneから、リヴァプール～マンチェスター間における貨物の運

賃に関する問い合わせがあり、会計担当ブースを通して依然として最終決定が

なされていない旨伝えられたことが報告された152。

　一方、旅客輸送については、1829年9月14日の取締役会で旅客輸送部門

（Coach　Departlnent）の取り扱いに関して、「輸送を意図している主要業者と、

計画についての基本方針を協議することが適切である」とする意見を確認した

153。そして、1829年10月19日の取締役会において、ジョセブ・サンダースに

対して、旅客の予約業務（business　of　booking）およびその場所から鉄道まで

の旅客輸送業務に関し、マンチェスター一・・のレイシー氏（Mr．　Lacy）と面会する

ように求めた154。この問題は、鉄道の路線上における旅客輸送ではなく、旅客

輸送に付随する業務について、鉄道会社自らが行うのか、それとも既存の駅馬

車業者（coach　proprietors）に任せることが得策であるのかということであっ
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た。結果的には、これらの業務については外部の駅馬車業者に任せることに決

定される。

　その後、1830年7月21日の取締役会において、旅客輸送部門（Coach　and

Travelling　Department）の業務システムについての検討が行われ、次のこと

が決定された155。

①リヴァプールおよびマンチェスターにおける業務は、事務員および職員

　　（clerks　and　servants）を通して会社によって管理すること。

②リヴァプールおよびマンチェスターの駅及び旅客馬車事務所（Coach　Office）

　における主任事務員（principal　clerk）を任命すること。給与（salary）を年

　間200～100ポンドとすること。

③一等および二等旅客は、駅～事務所間の乗合馬車（omnibus）によって輸送

　され、鉄道運賃に含まれること。

④二等旅客用の乗合馬車を調達すること。一等旅客用の乗合馬車は建造済み。

⑤リヴァプール～マンチェスター間の運賃（fares）は、一等が7シリングある

　いは6シリング、二等は3シリング6ペンス。

⑥一等は座席指定とすること。一等車両の座席に番号をふること。

⑦クラウン・ストリート駅（旅客用駅）からマンチェスターまでの間の輸送に、

　6人の警備員あるいは接客係（guards　or　attendants）を雇用すること。彼ら

　は、手荷物の管理やブレーキの操作を行うこと。賃金（wages）を週25シリ

　ングとし、制服を与えること。

⑧リヴァプールおよびマンチェスターの駅に各1名の管理者（superintendent）

　を雇用すること。彼らは、車両が良い状態に保たれているか、オイルはささ

　れているかなどを管理し、給与は年間80ポンドとすること。

　さらに、1830年8H5日及び9日の取締役会では、両駅における帳簿担当者

（book－keeper、年間130ポンド）、徴収人（collector）、主任ポーター（年間80

ポンド）およびポーター（porter）、輸送係（fbrwarding　clerk、年間80ポンド）

および輸送係助手（年間60ポンド）、出納係（cashier、年間130ポンド）、主

任倉庫係（週25シリング）などが任命された156。こうして、旅客輸送に関する
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準備は整えられることとなった。

　カールソン（1969）は、旅客輸送の急激な増大により、本格的な貨物輸送の開始

が遅れることとなったと指摘している157。確かに、旅客需要の増大が貨物列車

の運行計画に影響を与えた可能性はある。なぜなら、旅客輸送においては、旅

客の安全性をいかに確保するのかということが何よりも求められるからである。

L＆M鉄道では、後に見るように、当初から旅客収入〉貨物収入となっていた。

実際に、貨物輸送が旅客輸送より優位であったS＆D鉄道とは大きく異なり、

L＆M鉄道では運行規則の中で旅客輸送が貨物輸送より優先され、貨物列車の運

転手には常に旅客列車の運行を妨げないように求められた158。しかし、我々は

開業以前の取締役会における貨物輸送に関する議論の分析を通して、その開始

の遅れの原因が開業後よりむしろ開業前の輸送に関する計画の不備にあること

を明らかにした。すなわち、独立の輸送会社との交渉・契約締結はいずれも不

成功に終わり、また8月に入っても貨物運賃が決定されていないという状況で

あった。一方、旅客輸送にっいては、線路上での輸送は会社が行い、駅からあ

るいは駅までの輸送を既存の駅馬車業者に委託するという形がとられた。

　さて、表4・26は、L＆M鉄道が1830年5月31日までに支出した金額の明細

表である。項目にある輸送部門（Carrying　Department）の内訳を見ると、リ

ヴァプールにおける駅舎、デポ、倉庫、会社などの建設用地および建設に関す

る金額が最も高く、35，538ポンドであった。次に、蒸気機関車、客車、機械に

関する支出が高く、およそ10，991ポンドであった。旅客用の駅であるクラウン・

ストリート駅に通じるトンネル建設費用（貨物用のワッピング・トンネルの隣

に建設）は2，485ポンド、トンネル内部の照明用ガス灯費用として1，046ポン

ドが支出された。したがって、総計は56，219ポンド（支出合計の8％）となっ

た。なお、図4・27は、L＆M鉄道の「ロケット号」（1829年）と旧リヴァプー

ル・ロード駅の駅舎および倉庫（1830年）である。写真のように、駅や倉庫等

は基本的にレンガ造りであり、会社は専用のレンガ製造所を所有し、支出一覧

にも「煉瓦製造勘定（Brickmaking　Account）」の項目が設けられていた。

　以上のように、開業前の段階において、鉄道会社は事業構造として「中間形

態」を採用することに決定し、輸送全般を担当する輸送部門を設置した。しか

し、開業直前になっても貨物輸送計画が立案されないなどの問題が存在してい
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た。その結果、開業時は基本的に旅客輸送のみとなり、その後旅客需要が増加

するにつれ、貨物輸送計画にも一定の影響を及ぼすこととなるのである。それ

では、開業後の実際の輸送はどのように行われたのであろうか。

3．開業後の事業構造

　1830年9月15日の開業から2日後の17日より、L＆M鉄道は通常の輸送サ

ービス（full　time　operations）の提供を開始した。本来、　L＆M鉄道会社が想定

していた主要輸送対象は、工業原料や燃料、工業製品などのモノであった。し

かし、9月17日以降の主要輸送対象は、沿線とりわけリヴァプールやマンチェ

スターに居住するヒトであった。図4・28は、開業以降の、主要輸送部門の総収

入に占める割合の推移を示した表である。1831年から1845年のグランド・ジ

ャンクション鉄道との合併に至るまで、旅客収入が全収入の中で平均56％を占

めていた。一方、石炭以外の貨物収入は平均41％、石炭収入は平均3％であっ

た。L＆M鉄道の収入構造は、従来の貨物輸送が主体のサリー鉄道（貨物収入

100％）およびS＆D鉄道（石炭収入83％、商品他収入10％、旅客収入7％）と

大きく異なり、旅客が重要な収入源となっていた。一般的に、1830年までの鉄

道の収入構造は「貨物〉旅客」であったが、L＆M鉄道以降は「貨物く旅客」と

なり、大きな収入構造の転換が起こったのである。例えば、Lee（1943）や

Robbins（1962，1998）は、この点を近代的鉄道の主要な条件の一つと捉えていた。

　L＆M鉄道は、旅客輸送サービスを1830年9月17日より開始したが、本格

的な貨物輸送サー・一・ビス（すなわち、貨物専用列車の運転）の開始は12．月中ごろ

以降のことであった。まず、最大の収益部門である旅客部門の輸送について検

討しよう。当初、旅客列車は、午前7時、午後12時、午後4時にリヴァプール

（クラウン・ストリート駅）およびマンチェスター（リヴァプール・ロード駅）

両駅からそれぞれの町に向け出発していた。表4・29は、両都市間におけるクラ

ス別（等級別）旅客運賃の推移を示した表である。最初にサービスを開始した

のは1等列車（first　class）であり、両都市間の運賃は片道一人7シリングであ

った。9月22日には、二等列車（second　class）のサービスが開始され、両都

市の駅から毎日午前10時30分、午後2時30分にそれぞれの都市に向け出発し

た。2等運賃は3シリング6ペンスに設定されており、1等運賃の半額であった。
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また、後に通常の1等列車よりも運賃を高く設定したメール・コーチ（Mail

Coach）を導入するなどサービスの多様化を図ったが、3等列車サービスの開始

は1844年の議会列車法（Parliamentary　Trains　Act）の制定を待たなければな

らない。このように、L＆M鉄道は、沿線の地主やリヴァプールの商人、マンチ

ェスターの工場主など中流階級以上の人々による利用を想定していた。

　なお、図表4－30は、1834年のL＆M鉄道の広告に掲載された料金表と輸送風

景である。中には、四輪車両や馬の輸送という項目がある。これは、人を運ぶ

四輪車両のことであり、人をその車両に乗せたまま駅から専用の台車に乗せ、

馬とともに輸送することができた。また、二等車両にあるGlass　Coachは、中

間駅を利用する短距離（short　distance）の1等旅客用として提供された車両で

あり、1等車両と同じ運賃となっていた159。

　1830年9月17日から9月25日までの8日間において、旅客数は合計6，104

人に達し、一日平均763人が利用した160。旅客需要の増加に伴って、表4・31の

ように列車の運行本数は次第に増加され、開業当初の合計5本（1等および2

等）から、1836年には合計12本に増加した161。運賃については、列車運行費

用、需要、付加サービスなどを考慮して、前掲表4－29の通りに変更された。ま

た、表4－32は、両都市から中間駅までの運賃表である。当初、1等列車も旅客

の要望に応じて中間駅に停止したが、時間に遅れが生じるため、中間駅に停車

する列車は2等列車だけとなる162。運賃は、基本的に「対距離区間制」が採用

され、一定の距離までは同額の運賃に設定されていたことが分かる。

　旅客サービの定時制や安全性の確保のため、L＆M鉄道はさまざまな規制を設

定した。例えば、1等旅客には、車両内での喫煙が禁止されていた。また、2等

車両の場合、16の中間駅に到着すると、近辺のパブ（tavern）から飲み物や食

べ物を旅客に売り歩く光景が見られた。しかし、これにより列車運行に遅延が

生じたり、安全性が損なわれるなどの問題が懸念された。そこで、1837年に、

L＆M鉄道は旅客に対する販売行為を禁止することに決定した。また、多くの旅

客は駅まで乗合馬車（omnibuses）を利用することになるため、御者には列車出

発時刻の10分前には駅に到着するように求められた。そして、駅では定刻にな

るとホームのゲートが閉鎖され、それ以降の乗車は禁止されていた。

　郵便輸送については、1830年11月4日の取締役会において、郵便馬車監督
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（superintendent　of　Mail　Coaches）のジョンソン氏（Mr．　Johnson）出席の下、

条件等の検討が行われ、以下の通り決定した163。

①鉄道会社が、マンチェスター（リヴァプール・ロード駅）およびリヴァプー

　ル（クラウン・ストリート駅）からそれぞれ一日二回、旅客車両（一等及び

　二等車両）を利用して郵袋（mail　bags）を輸送すること。

②料金は、1マイル当たり1ペンスあるいは片道2シリング6ペンス（30ペン

　ス）とすること（二都市間の距離はおよそ30マイル）。

③両都市間の輸送時間を2時間とすること。

④各駅まで、あるいは到着した駅からの輸送は郵便局の保有する郵便馬車（Post

　Office　Mail　Cart）で輸送されること。

　以上のように、旅客輸送およびそれを利用した郵便輸送については、会社が

線路上での輸送を担当し、一方鉄道で駅に到着した人、あるいは駅に向かう人々、

手荷物、郵便はそれぞれ会社が契約している駅馬車会社や郵便局がその輸送を

担当していた。したがって、旅客輸送に関する限り、線路上における輸送につ

いては、クローズド形態が採用されていた。

　一方、貨物輸送については、例えば1830年11．月22日の取締役会において、

会長ローレンスからピックフォード社による提案が紹介された164。ピックフォ

ード社からの提案は、ロンドンへの荷物を輸送するために、着脱式の車体を有

する貨車を1台につき片道40シリング（＝2ポンド）で提供し、1日に1回両

都市からそれぞれ出発するという提案であり、会社はこれを受け入れることに

決定した。また、11月29日には、グローサーズ社のハリソン氏からの次の提案

が紹介された165。

①鉄道会社は、蒸気機関車と貨車を提供し、リヴァプール～マンチェスター間

　で貨物の輸送を行うこと。

②グローサーズ社は、貨物の集配（receive＆deliver）、積みおろし（load＆

　unload）、運賃の徴収（collect　the　freight）を行い、負債リスクを負担（run　the

　risk　of　debts）すること。
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③全ての貨物をマンチェスターの駅まで輸送するトン当り2シリング、マンチ

　ェスター駅から輸送するトン当たり3シリングの運賃を除き、大衆から徴収

　される運賃の全てを鉄道会社に支払うこと。

④その他詳細については、双方の話し合いによって決定すること。

　取締役会は、提案の基本条件を受け入れ、会長ローレンスに対して契約締結

のための権限が与えられた。

　1830年12A6日の取締役会では、アールから12月4日に実施された最初の

貨物輸送に関する報告が行われた166。蒸気機関車「プラネット号（Planet）」は、

以下の貨物を牽引して、リヴァプールからマンチェスターまで、3回の停車（水

とオイルの補給）を含めておよそ2時間54分で走破した。途中のインクライン

では、別の蒸気機関車が補助牽引力として使用された。プラネット号が牽引し

た総重量は、下記も含めておよそ80トンであった167。

（積荷）

①小麦

②モルト

③オートミール

④綿花

⑤綿花

200樽

34袋

63袋

35袋

100梱

合計 432個（51トン1ハンドレッドウェイト）

　12E13日の取締役会では、サンダースが規模の小さい貨物輸送についての

検討を提案した168。検討の結果、会社は貨物輸送のため一般に線路（road）を

開放する準備が整っていないことを確認し、そして法律で許可された運賃の下

で限られた規模の異なる種類の貨物を使用した走行試験をさらに行うことが合

意された。

　翌1831年1月17日の取締役会では、貨物輸送に関して、既に取締役会で合

意しているように自ら線路上で輸送人となることを支持するが、しかし線路上

で独占的な輸送業者ではないことを確認した169。IA24日の取締役会では、サ
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ンダースが線路上に独立の輸送業者を受け入れる準備が整った旨の広告を準備

するように提案し、取締役会はサンダース、ボーン、アールをその準備委員に

任命した170。そして、1月31日の取締役会において、「一般の輸送業者（public

carriers）および駅馬車会社（coach　proprietors）に対して線路を開放する

（opening　the　Line）」旨の広告文面が読み上げられ、取締役会はこの広告をリ

ヴァプールおよびマンチェスターの新聞に掲載することを承認した171。こうし

て、1831年5H1日より、一般の輸送業者や旅客輸送業者に対して線路の開放

が実施されることとなった。

　事業構造に関わるもう一つの重要な取り組みとして、既存のボールトン・リ

ー鉄道（旦olton　and　Leigh　Railway）の乗り入れ交渉が行われていた。　B＆L鉄

道は、1825年に設立された7マイル（11キロメートル）の鉄道で、ジョージ・

スティーブンソンが主任技師（1827年～1828年）を務めていた172。したがっ

て、スティーブンソンは、B＆L鉄道とL＆M鉄道の主任技師を兼務していたこ

とになる173。その後、両鉄道は乗り入れを検討し、両鉄道を接続するため、1829

年にリー・ケニヨン・ジャンクション鉄道（Leigh　and　Kenyon　Junction

Railway）を設立した（前掲図4－0）。この鉄道は、2．5マイル（4キロメートル）

の連絡鉄道であり、法定資本金は25，000ポンドであった174。

　1831年5A12日の取締役会において、B＆1．鉄道の代表ブースビー（Boothby）

とブランドレス（Brandreth）が出席し、通行料（Toll）等に関する条件の検討

が行われ、以下のことに合意し、B＆L鉄道の賃借人ハーグリーブズ

（Hargreaves）に対して提案することとなった175。

①蒸気機関車、客車、貨車、ポーターはハーグリーブズが提供すること。

②リヴァプール～ケニヨン・ジャンクション間の通行料。

　　粘土、塩、硫黄、銑鉄、敷石…2シリング6ペンス（トン当たり）

　　その他の商品・…・…・…・…・3シリング3ペンス（トン当たり）

　　石炭（クラウン・ストリート）・1シリング6ペンス（トン当たり）

　　石炭（ワッピング）・………・2シリング（トン当たり）

③マンチェスター～ケニヨン・ジャンクション間の通行料。

　　全ての商品…………・……1シリング9ペンス（トン当たり）
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石炭………・・………・…・1シリング（トン当たり）

旅客（車内席）…・…・・……1シリング3ペンス（1人当たり）

旅客（車外席）・・………・…1シリング（1人当たり）

　その後も調整が続けられ、1831年6月13日の朝、最初の旅客を乗せたB＆L

鉄道の旅客列車が乗り入れを開始した176。

　以上のように、L＆M鉄道における事業構造は、「中間形態」が採用され、外

部の事業者が排除されることはなかった。しかし、実際にはほとんど初めての

取り組みであったため、その交渉は難航し、試行錯誤の過程であったことが窺

われる。

第4節　経営成績の推移

　1830年9月の公式開業以降、L＆M鉄道の経営状態はどのように推移したの

であろうか。前掲図4・28は、L＆M鉄道の収入構造の推移を示した表である。

また、表4－33は、1841年下期（7月～12月）におけるL＆M鉄道財務諸表の

一部（損益計算書および利益処分計算書）を示した表である。開業後のL＆M鉄

道の収入（Receipts）は、旅客部門（Coaching　Department）、貨物部門

（Merchandise　Department）、石炭部門（Coal　Department）の3つの部門か

ら構成されていた。しかし、本来の目的であった貨物輸送が本格化するのは1830

年12月中旬以降のことである。したがって、われわれは開業1年目の1830年

の数値から、収入構造の一般的な傾向を捉えることはできない。そこで、2年目

以降の数値をみると、1844年に至るまで大きな変動はなく、旅客収入が平均

56％、貨物収入が平均41％、石炭収入が平均3％となり、安定的に推移してい

ることが分かる。このように、発起設立殺階の目的や予測（表4・34）と異なり、

開業後の収益構造は一貫して旅客部門収入が半分以上を占める最大のプロフィ

ット・センターとなっていた177。

　一方、前掲表4・33より支出（Expenses）の内容についてみると、まず旅客部

門、貨物部門、石炭部門の3つの部門に関する支出が計上され、その後蒸気機

関車部門、線路維持部門、その他共通費用などが計上されている。全費用に対
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する3つの収入部門に関連する支出割合は、貨物部門が21％、続いて旅客部門

が17％となり、石炭部門はわずか1％に過ぎなかった。そもそも石炭輸送量が

少ないということに加えて、輸送業務のほとんどが沿線の炭鉱業者によって行

われており、L＆M鉄道の支出が低く抑えられていたためと考えられる。また、

貨物部門の支出が旅客部門より大きくなっていることが注目される。全体とし

てみると、蒸気機関車部門の支出が費用全体の26％を占める、最大のコスト・

センターであった。このように、蒸気機関車部門、貨物輸送部門、旅客輸送部

門、線路維持部門（8％）の4部門で、総支出の71％を占めていた。

　表4・35は、L＆M鉄道の収入、支出、利益の推移を示した表である。収入は、

1837年の景気停滞期を除き、開業から1839年まで一貫して上昇した。しかし、

その後停滞あるいは減少に転じることとなる。図4－36は、3つの部門の収益推

移を示した図である。1837年における収入の減少は、貨物収入の減少によると

ころが大きい。その後、貨物は1838年、旅客は1839年を境に緩やかな減少に

転じ、1842年から両者とも大きく減少した。これは、イギリス経済の停滞期と

も重なり、その影響が収入の減少要因であった。また、Donaghy（1972）は、1841

年の厳しい冬と1840年のペニー郵便（penny　post）導入の影響を論じている178。

特に、多くの人々が郵便を利用することができるようになり、その結果両都市

間におけるヒトの往来が減少したとしている。しかし、1844年には再び旅客収

入において回復傾向が見られるため、郵便の影響は限定的であったと考えられ

る。むしろ、貨物輸送における水上輸送業者との競争の存在がより重要である。

表4・37は、リヴァプールとマンチェスター問における水上輸送および鉄道輸送

の貨物取扱量推移を示した表である。この表からも明らかなように、鉄道の開

通により水上輸送量が減少するということはなかった。それどころか、取扱量

は増加傾向を示しており、水上輸送の重要性は依然として高かった。このよう

に、1840年代以降の停滞あるいは減少は、景気の後退や水上輸送との競合が影

響しており、貨物および旅客の双方において同じような傾向が見られた。

　一方、支出については、1839年まで収入と同じように増加傾向を示したが、

1840年以降は減少に転じた。収入が停滞あるいは減少する中、支出を削減する

ことで利益を確保しようとする考えが存在したと考えられる。その結果、1842

年には一時118，192ポンドに低下したものの、1843年には120，401ポンド、1844
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年には136，687ポンドとなり、開業以来の過去最高益を更新することとなった。

このように、L＆M鉄道は、収入の停滞・減少する1840年代前半において、費

用の削減により利益を確保しようとした。それでは、この利益確保の背景には、

どのような理由があるのであろうか。L＆M鉄道は、株式会社形態を採用する私

企業である。当然、私企業としての鉄道会社には、鉄道の利用者にもたらされ

る便益を最大化することだけでなく、株主からは純利益を上げることが求めら

れる。なぜならば、純利益を確保することは、配当可能利益を確保することで

あり、これに基づき配当金が決定されるからである。また、利益を上げ、配当

金を上げることは、出資対象としての鉄道会社の魅力を高めることとなり、結

果的に株価の上昇・安定という形で反映される。

　図4・38は、純利益（＝総収入一総支出）と株式配当率（年率）の推移を示し

た図である。配当金（半期）は、前掲表4・33に示されている通り、当期純利益

（Nett　Pro丘t）と前期からの繰越剰余金（surplus）とを合計した「処分可能基

金（Making　a　disposable　Fund）」の中から、設立法の規定や会社の方針、状況

に従って決定されることとなる。1．＆M鉄道の配当金については、設立法（1826

年）による次のような規定が存在した。すなわち、年間の配当額が1株当たり

10ポンドを超えない場合には次年度の運賃を法定最高額とすることが認められ

たが、もし1株当たり10ポンドを超えた場合には1ポンド超えるごとに5％を

法定最高額から減額しなければならなかった。

　そもそも、下院議員のW・ハスキッソンはL＆M鉄道を支持する条件として、

委員会（1825年当時）に対して年率10％を配当上限とするように要求し、その

上で鉄道計画が私的な利益ではなく公益優先であることを下院委員会において

主張していた。したがって、L＆M鉄道の配当政策は、前掲図4－38の通り、額

面100ポンド株式の配当において年率10％（年間10ポンド）までとする方針

が一貫して採られた。例えば、前掲表4・33より、1841年下期（7月～12E）

の配当額は、取締役が推奨する1株当たり5ポンドとすることが示され、12，090

株（額面100ポンド株式）の配当金合計として60，450ポンド（＝＠5ポンド×

12，090株）が計上された。なお、1841年上期（1月～6A）には、既に中間配

当として1株当たり5ポンドが支払われていた。このため、1841年通期の配当

額は、1株当たり10ポンド、すなわち年率換算で10％ということになる179。年
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間配当率は10％以内で推移し、また利益の推移とも概ね一致しており、ハスキ

ッソンの考え方に基づく配当政策が採られていた。

　最後に、図4・39よりL＆M鉄道の株価（額面100ポンド株式）の推移を見て

おこう。1830年代中頃における急激な上昇（1835年210ポンドから1836年

290ポンド）を除き、開業当初から1840年代前半までの間、180ポンドから205

ポンドの間で安定的に推移している。L＆M鉄道の額面100ポンド株式の市場価

値は、およそ倍になっていた。その後、1844年IAには、それまで200ポンド

前後で推移していた株価が225ポンドに上昇した。これは、1843年以降におけ

る利益の回復が関係していると思われるが、加えてグランド・ジャンクション

鉄道との合併に関する議論も影響している可能性がある。合併に関する議論は、

1843年にL＆M鉄道からグランド・ジャンクション鉄道に対して提案され、1845

年に実現することとなる。

第5節　小括

　ジャックマン（1966）は、リヴァプール・マンチェスター鉄道の事業構造につい

て、次のように述べている。

rL＆M鉄道には法律に従って全ての貨物輸送を行うことが求められる方式で

あり、したがって他の輸送業者（private　carriers）は排除される。」

　本研究では、上述の方式のことを「クローズド形態」あるいは「垂直統合形

態」と定義している。そして、一般的にL＆M鉄道は、自ら輸送を行ったのであ

り、外部の輸送業者を排除したと認識されることが多い。

　確かに、L＆M鉄道には、1826年の設立法の中で、自らも輸送業者となるこ

とが認められ、輸送料の法定上限が規定されていた。しかし、それと同時に、

外部の輸送業者が線路を使用して輸送を行うことのできる規定も盛り込まれて

いた。すなわち、設立当初のL＆M鉄道は、クローズド形態ではなく、明らかに

「中間形態」に位置づけられる事業構造であった。

　しかし、建設が開始されると、取締役会の関心事はなにより路線建設とそれ
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を遂行するための資金調達問題に集中し、完成後の実際の運行システムについ

て議論されることはほとんどなかった。再び、運行システムについての議論が

行われるのは1828年に入ってからのことである。その際、取締役会は、開業後

の事業構造について、自ら独占的な輸送業者となる（言い換えればクローズド

形態を採用する）考えのないことを明確にし、「中間形態」の採用方針を確認し

ている。そして、この方針に沿って、自ら輸送業者となるための取り組み（輸

送部門の設置など）とともに、外部の輸送業者との交渉を開始することとなっ

た。

　L＆M鉄道は、もともと貨物輸送を第一の目的として設立されたが、実際に開

業すると旅客輸送のウェイトが大きく、このため貨物輸送の開始が遅れたと従

来指摘されてきた。この点にっいては、同社の取締役会議事録の分析を通して、

むしろ開業以前の段階における外部の輸送業者との条件交渉がいずれも合意に

至らず、開業までに準備が整わなかったことが要因であることを明らかにした。

　一方、旅客輸送については、L＆M鉄道が基本的に管理を行うこととし、到着

駅から最終目的地、あるいは出発駅までの輸送手段として提供されるオムニバ

スについては、外部の輸送業者に任せるという方式がとられた。L＆M鉄道の全

収入の半分以上は、この旅客輸送による収入によって占められ、従来の鉄道と

大きく異なる点であった。しかし、それまでの鉄道の敷設地域とL＆M鉄道の敷

設地域では、地域的特性が異なることに注意が必要である。L＆M鉄道の場合、

18世紀中ごろ以降、産業革命の中心地となったリヴァプールおよびマンチェス

ターという二大都市を接続する鉄道であり、鉄道を利用することのできる商人

や製造業者が既に多く存在していたのである。

　開業後のL＆M鉄道は、引き続き貨物輸送に関して、事業構造をどのようにす

るのか議論が続けられた。取締役会は、開業前と同様に、「中間形態」を志向し、

輸送業者と交渉を続けた。こうした中、発起設立の中心人物であったサンダー

スは、独立の輸送業者に対する線路の開放に関する検討を提案し（1831年1月）、

取締役会は線路の開放を行うことに決定し、1831年5月1日より実施された。

外部の輸送業者は、通行料（tolls）の支払いを条件に、線路へのアクセスを許

可されることとなった。しかし、これはオープン形態を意味するわけではなく、

L＆M鉄道自らも輸送業者となることを志向しており、「中間形態」であった。
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　また、L＆M鉄道は近隣のボ・一一一・・ルトン・リv・一一・鉄道やグランド・ジャンクション

鉄道と（相互）乗り入れを開始した。（相互）乗り入れは外部成長に位置づけら

れるが（前掲表3・4）、事業構造の面からみると広義のオープン形態に分類され

る。しかし、上述の通り、企業自らも輸送業を行っていることから、厳密には

「中間形態」に位置づけられた。

　このように、1．＆M鉄道は、事業構造の面において、S＆D鉄道と同様に中間

的な形態を採用しており、決してクロ・一・一一ズド形態を志向していたわけではなか

った。従来の研究では、L＆M鉄道とそれ以前の鉄道との断絶性が強調されてき

た。確かに、旅客輸送のウェイトや蒸気機関車の全面的導入などの面で、S＆D

鉄道とは一線を画していた。しかし、会社の枠組み（framework）を決める事

業構造という重要な側面においては、むしろS＆D鉄道との連続性が見られた。

　一方、第5章で論じるように、中間形態を採用したL＆M鉄道に対して、実

際にアクセスをしたいとする輸送業者はほんのわずかであった180。これは、独

立の輸送業者にとって、鉄道輸送事業への参入障壁が高かったことを意味する。

なぜなら、独立の輸送業者は、当時高価な蒸気機関車や貨車を購入するか鉄道

会社から賃借（lease）する必要があり、また鉄道会社の規則や時刻表にしたが

って規則正しく運行をしなければならなかったからである。したがって、鉄道

会社が中間形態を意図したとしても、現実的にはそれが困難であることが次第

に明らかとなるのである。

　次章では、鉄道会社がオープン形態から中間形態、あるいはクローズド形態

の方向へと向かう中で、次第にクローズアップされることとなる独占の問題に

っいて、事業構造および合併等による地理的拡大という成長戦略との関連から

論じることとする。
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1大西洋三角貿易は、イギリスを起点に、アフリカおよびアメリカとの間で行われた貿易で

　ある。すなわち、イギリス（ロンドン、ブリストル、後にリヴァプール）から武器、日

　用品、奴隷の衣服などを積載した船舶がアフリカ西海岸に向け出航し、アフリカでそれ
　らとブラック・カ・一一一Lゴ（黒い積み荷）と呼ばれた黒人奴隷を交換した後、西インド諸島

　のジャマイカやバルバドスに運び（アフリカと西インド・アメリカ間の航路を「中間航

　路」と呼ぶ）、現地の原糖（精製前の砂糖）、タバコ、木綿、インディゴ、ココアなどの

　商品作物と交換し、イギリスに帰港した。これによって、リヴァプールの商人は資本蓄

　積を推進し、彼らの資本が後の鉄道建設などに投資されることとなる。

2イギリスの奴隷貿易（三角貿易）は、当初ロンドンを拠点とする王立アフリカ会社（1672

　年に設立された特許会社）によって1698年まで独占された。この独占廃止を強く求めた

　のがエイヴォン川流域の港湾都市ブリストルの商人であり、1730年ごろにはイギリスで

　最大の奴隷貿易の拠点に成長した。しかし、貿易船の大型化に伴い、相対的に川幅の狭

　かったエイヴォン川では対応が困難となり、より川幅の広いマージー川河口のリヴァプ

　ールに貿易の拠点が移行することとなった。例えば、井野瀬久美恵『興亡の世界史第16

　巻一大英帝国という経験』講談社、2007年、131－174頁を参照。
3なお、ブリストルを出航した奴隷貿易船は、2，100隻を越え、50万人あまりの奴隷を輸送

　したとされる。井野瀬（2007）、172頁を参照。

4井野瀬（2007）、172・173頁を参照。

5例えば、1818年のマンチェスターおよび周辺における綿工場は14で、工場に設置されて

　いた蒸気式織機（steam　looms）は2，000台ほどであった。しかし、1821年になると、

　綿工場は32、蒸気式織機は5，732台にまで増加した。Robert　E．　Carlson，　ThθLiverpoo1

　（｛｝　Manchester　Railway　Prqjθct　1821－1831，1969，　p22を参照。

6外港（outer　port）とは、「背後にある大都市のために物資の積み卸しを担当する港」の

　ことである。新村出編『広辞苑（第5版）』岩波書店、1998年を参照。
7Carlson（1969），　pp．20・21を参照。

8Frank，　Ferneyhough，　Liverpool　（S｝　Manehestθr　RailwaM　1830－1980，1980，　p．14．を参照。

　なお、リヴァプール・マンチェスター鉄道は、当初の計画では33マイルであったが、最

　終的には31マイル（50キロメートル）となった。
9なお、バンク・キーから下流のリヴァプール港までのマージー川は、既に航行可能であっ

　たため、運賃徴収権限は与えられていない。Joseph　Prie　stley，　Historica1　Aceoun　t　Of　the

　Na　va’9able」Rivers，　Canals，　Railways，　thro　ughout（］rea　t　Britain，1831，　pp．480・481を参

　照。

10当初は、ワーリントン（Warrington）の南に位置するバンク・キーまでの水路であった

　が、1800年以降さらに下流のランコーン（Runcorn）まで運河を掘削し1803年に完成

　した。総費用は、48，000ポンドであった。なお、ブリッジウォーター運河も、このラン

　コーンにおいてマージー川に接続されていた。

11この水路会社の1825年の株価は1株1，250ポンドになっており、当初の販売額である1
　株70ポンドを大幅に上回る評価であった。加えて、年間35ポンドの配当が支払われて
　いた。

12特に、水路に反対する人々のグループは、長時間を要することを主張したようである。
13Carlson（1969），　p．28を参照。

14運河時代（Canal　Age）とは、ブリッジウォーター運河の設立される1760年ごろから、

　鉄道時代の幕が開ける1830年までの時期と定義される。T．　S．アッシュトン（中川敬一

　郎訳）『産業革命』岩波書店、1970年、91頁を参照。
15Carlson（1969），　p．29を参照。

16この他、運河からマージー川に接続されるランコーンにおける10の間門（New　Locks）

　および係留所を利用する場合には、トン当たり8ペンスの使用料が必要であった。また、
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　舗装用石材については、トン当たり4ペンスの上限運賃が規定されていたが、道路補修
　用の石材については運賃の支払いが免除された。Joseph　Priestley（1831），　p．g8・99を参照。

17なお、この数値は17世紀後半～末にかけて、駄馬（pack　horses）および貨物馬車（wagons）

　を使用した際の費用である。Carlson（1969），　p．29を参照。

18彼は、バーミンガムの南に位置するウォリックシャ（Warwickshire）のヘンリー・イン・

　アーデン（Henley－in－Arden）において、1771年に誕生した。父は事務弁護士であり、

　ジェー一一・ムズは父の下で教育を受けた。1797年に、彼は土地管理人（land　agent）となり、

　その最初の仕事としてウォリック伯爵の所有する資産の管理を行った。その後、1779年

　には、イングランドにおける鉄道敷設計画を立案していた。そして、1802年9Hから10
　月にかけて、彼はブリッジウォーター運河およびリ・一一・一ズ・リヴァプール運河付近の土地

　調査を実施し、恐らくこの時リヴァプ・一一・一ルとマンチェスターを鉄道で結びっける計画を

　立案した。彼は、この他にもさまざまな事業計画に参画していた。すなわち、ロンドン

　の南に広がるランベス沼地（Lambeth　Marsh）の排水と平地化、テムズ川に架ける橋梁

　計画、スタッフォードシャ南部の炭鉱所有、クロイドン・マーサム＆ゴッドストン鉄道

　の株主、トレヴィシック、ブレンキンソップ、チャップマンらによる蒸気機関車の調査、

　イギリスのさまざまな地域における鉄道敷設計画の立案などである。1815年までに、彼

　は事務所をロンドンに移し、イギリスでも最大の土地管理人として活動していた。この

　頃、彼の資産は150，000ポンドと見積もられ、さらに土地管理人としての事業から毎年

　10，000ポンドの収入を得ていた。

　　彼は、1800年から1820年の問、自らの支出において多くの鉄道路線の調査および計
　画立案を行った。1821年には、キリングワース炭鉱を訪れ、ジョージ・スティーブンソ
　ンによる炭鉱軌道を視察し、時速6～8マイル（13キロメー一一・一トル）のビリー号（the　Billy）

　に大きな感銘を受けた。そして、1821年以降、ジョージの息子であるロバートらを助手

　として、リヴァプール・マンチェスター間鉄道の調査を実施した。1822年には、リヴァ

　プールの穀物商ジョセフ・サンダースが、調査のために300ポンド（1マイル10ポンド、

　30マイルと見積もる）をジェームズに支払うことに合意した。しかし、ジェームズは自

　らの資金を限度以上に使用したことにより、1823年に破産宣告を受けることとなる。そ
　して、彼に代わりジョージ・ステイV・一一Lブンソンが技師に任命された。その後も、ジェー

　ムズは、スティーブンソンの路線計画が自らの計画に基づいていることを主張し、また

　リヴァプール・マンチェスター鉄道を自ら考案したものと考えていた。彼は、コンウォ

　ールに退き、そこで貧困のうちに1837年に亡くなった。

　　彼の家族は、スティーブンソンではなく、ジェームズこそ「鉄道の父（Father　of

　Railways）」であると主張したが、彼が実際に実現させた鉄道はストラットフt一ド＆モ
　・一一一Eトン鉄道（Stratford＆Moreton　Railway）だけであり、スティーブンソンの影響力は

　極めて強かった。確かに、彼の事業計画の多くは失敗に終わったが、鉄道発展における

　もっとも初期の主唱者として位置づけられる。とくに、彼はリヴァプール・マンチェス

　ター鉄道計画の立案において、主要な役割を果たした。

19ウィリアム・ジェームズとともに、リヴァプール・マンチェスター鉄道の調査に携わり、

　その後発起設立を行った主要人物の一人である。彼は、若いころにミッドランズからリ

　ヴァプールに移り、その後穀物商兼手形引受業者ブレイン＆サンダース社（Blain＆

　Sandars）の共同経営者となり、市民活動においても主導的な役割を果たした。政治的に

　はウイッグ（Whig）の支持者であり、エジャートン・スミス（Egerton　Smith，1774・1841）

　の支援と彼の創刊したリヴァプール・マーキュリー（Liverpool　Mercury）を購読し、そ

　れによって政治的・商業的な意見を議論する価値ある相手を得た。恐らく、彼は一流の

　ビジネスマンではなかった。というのも、彼は一流の組織者でもなく、また極めて衝動

　的なところがあったからである。しかし、彼がリヴァプール・マンチェスター鉄道にも

　たらした最大の利点は、予見することのできない障害に直面する中で、目的に向けて快
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〈働いたことであり、また宣伝者およびパンフレット作製者としての並はずれた技術で
あった。

　なお、彼についての詳細は、必ずしも明らかでない部分も多く存在する。例えば、ロ
ナルド・トマス（Ronald　Tomas）は、著書Thθ　Livθrpool　＆　Maneh　es　ter　Railway，1980

の中で、サンダースのことをクエーカー教徒（a　member　of　the　Society　of　Friends）と

している（p．13）。また、Jack　Simons　and　Gordon　Biddle編集による窃θ0面rげ

Companion　to　British　Railway　HistorM　2000の中で、ロナルド・トマスは、やはり彼の

ことを「豊かなクエーカー教徒（the　wealthy　Quaker　Joseph　Sandars）」と記している

（p．272）。しかし、彼がどの史資料に基づきそう述べたのかは不明である。一方、ロバ

ート・カールソン（Rober七E．　Carlson）による、リヴァプール・マンチェスター鉄道の

最も先駆的な研究書The　Liverpool　＆　Maneh　estθr　Railway」Projeet　1821　－1　831，1969に

は、そのような記述は全く見られない。さらに、サンダースについては、（）xtTord　Dietionary

Of2＞la　tiona1　Biography（onhne　ed）においても発見することはできない。

　そこで、筆者はロンドン・ユーストンにあるクエーカー本部図書室（the　Library　of　the

Religious　Society　of　Friends　in　Britain）に対して、サンダースがクエーカー教徒として

登録されているか手紙による確認を行った。その結果、同図書館のJosefKeith氏（deputy

Librarian）より、以下の名簿、事典、文献等の調査から、サンダース（家）がクエーカ
・・一・L ｳ徒であったとする事実は発見できなかったとの回答をいただいた。

1．our　biography　fUes刀丁OTIONAR】r　Olア（？乙IAne7R　BJC）GR，4PH｝ζ

2．our　card　catalogue　of　manuscripts．

3．Edward　H　Miligan’s　booklet　euakers　andR∂ilways（1992）．

4．Edward　H　Milhgan’s　book　Biographiea1　Dictionary・OfBritish　Quakers　in　Commerce

　and」rndustry　1775－1920．

5．1万otionary　ofBusiness　BiogrE～phy，　vol．4（Butterworths，1985）．

6．The　online（）Xford　Dietionary　ofNa　tioz～a1　Biography．

　　また、JosefKeith氏は、サンダースがリヴァプールにおいて反奴隷制度（anti－slavery）

　の活動に関わっていたことを指摘し、このため彼がクエーカー教徒と見なされたのでは

　ないかとの仮説を提示して下さった。

　　以上のように、現在のところ、われわれがジョセブ・サンダースをクエ・一一一Eカー教徒と

　見なすことはできない。しかし、L＆M鉄道委員会メンバーにはクエーカー教徒が存在し、

　また株主にはS＆D鉄道の発起人であったダーリントンやロンドンのクエーカー教徒も含

　まれている。

20Carlson（1969），　p．54を参照。

21調査は、1822年の春から少なくとも6ヶ月を要した。計画路線は、マンチェスターから、

　エクルズ（Eccles）、チャット・モス（Chat　Moss）、ニューチャー一・‘チ（Newchurch）、ニ

　ュートン（Newton）、レインヒル（Rainhill）、ハイトン（Huy七〇n）、ウェスト・ダービ

　ー（West　Derby）を経てリヴァプ・一一・・iルに至る31マイル（50キロメートル）であった。

　これには、多くのカ・一一・一ブや困難なインクラインが含まれた。

22ヘンリー・ブース（1788～1869年）は、リヴァプールの穀物商でL＆M鉄道暫定委員会
　（1822年）のメンバーであるトマス・ブース（Thomas　Booth）の長男である。彼は、

　当初穀物取引に携わっていたが、後に父の後を継ぎL＆M鉄道委員会のメンバーとしてま
　ず事務担当（secretary）、そして会社設立後は会計担当（七reasurer）としてサンダース

　に次ぐ主導的な役割を果たすこととなる。彼は、活発で注目すべき管理能力を備えたオ

　ルガナイザーであったばかりでなく、蒸気機関車の技術（例えば、多煙管式ボイラー）

　や各種公式報告書（例えば、目論見書、財務報告書）の作成など、多岐にわたり能力を

　発揮した。また、彼は、1830年にAn／Aeeount　Of　thθ　Liverpool　and　Manchθstθr　Railway
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　を執筆し、「L＆M鉄道の最初の歴史家」となった。

23この数値は、ジェームズの調査によって与えられた情報に基づく見積もりであり、概略

　を示す程度のものであった。

24チャールズ・ローレンスは、1823年10月18日にリヴァプール市長に任命され、任期は
　1年間であった。また、ジョン・モスは、その後も委員会の副会長として、発起設立に関

　わっている。

25Memorial　from　the　1、＆M　Railway　Committee　to　the　Mayor　and　Common　Council　of

　Liverpoo1，　June　1，1824，　in　Thomas　Gra第Observa　tion　on　a　Gen　eral　lron　Rail－way，

　5ed．，1825を参照。

26Memorial　fセom　the　L＆M　Railway　Committee　to　the　Mayor　and　Common　Council　of
　Liverpool，　June　1，1824，　in　Thomas　Gray（1825）を参照。

27Memorial　from　the　L＆M　Railway　Committee　to　the　Mayor　and　Common　Council　of
　Liverpool，　June　1，1824，　in　Thomas　Gray（1825）を参照。

28調査員には、ウィリアム・ジェームズの義兄で1822年調査の際に主任調査員を務めたポ
　ール・パドリー（Paul　Padley）のほか、ビュー・スティール（Hugh　Steele）、エリジャ・

　ギャロウェイ（Elijah　Galloway）、トマス・オズワルド・ブラケット（Thomas　Oswald

　Blackett）、ジェームズ・クロー（James　Clough）、トマス・オリヴァー（Thomas　Oliver）

　が含まれた。

29例えば、罵倒、投石、暴力などの妨害活動が行われた。

30例えば、Liverρoo1　MercurM　6　August，1824および17　September，1924を参照。特に、

　後者は、計画路線上に土地を持つ地主や借地人に向けた広告であった。

31Carlson（1969），　p．78を参照。なお、初版（10月6日）の三週間後には、第二版が出版さ

　れた。ここでは、第二版が参照されている。
32Henry　Booth，　An．4ccoun　t　Of　the　Liverpoo1　and　Manch　ester　Railway，1830，　p8を参照。

33以下は、Henry　Boo七h（1830），　pp．9・14に所収の1824年10月29日付のPROSPECTUS
　（目論見書）を参照。

34リヴァプール・マンチェスタ・一・－L間には、前述の通り第三の水路として、リーズ＆リヴァ

　プール運河が存在していたが、2つの水路・運河の競争相手とはなりえなかったことがこ

　こからも窺われる。

35例えば、House　of　Commolls，　Committee　on　the　Liverpool　and　Manchester　Railroad

　Bill，1825，　An／Analysis　OfMr．　Sery’ean　t　Spankie　’s　Speeeh，2May　1825，　p．314を参照。

36Letter　from　Sir　John　Barrow　to　Sandars，10　January　1825，　ill　Samuel　Smiles，　Gθorge

　Steρhenson，1868，p．262に所収。
37The　7］’mes，　Nov．　20，1824，　p．2，　col．Cを参照。

38The　7｝’mes，　Nov．　20，1824，　p．2，　col．Cを参照。

39マンチェスターを早朝に出航した積荷のない平底船は午後1時にリヴァプール港に到着

　し、そこで原綿を最大積載容量まで積み込み、再びマンチェスターに向け出航し、同日

　午後10時30分までに到着したとされる。
40The　7］’mes，　Jan．12，1825，　p．1，　coLAを参照。

41Harold　Pollins，　The　Finances　of　the　Liverpool　and　Manchester　Railway，　Economie

　History　Rθva’ew，　Ser2，　V，1952，　pp．90・97を参照。なお、ここで指摘している株主とは、

　正確には仮株券保有者（scrip　holders）のことであり、したがって潜在株主（potential

　shareholders）であった。
42Letter　from　Ellis　to　Booth，5February　1825，　in　Pollins（1952），　p．91．を参照。

43これについては、後に詳述することとする。

44例えば、リヴァプールの西インド協会、アメリカ人商工会議所、船主協会、東インド協

　会や、ブラッドフォード、リーズ、オルダムなどの都市の商工業者・市民が含まれた。
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45例えば、ダブリン市、ウt一ターフォード市、コーク市、ベルファストなどの商工会議

　所が含まれた。

46Private　Bill　Oflficeは、議会私法に関する全ての活動を監督する機関として、1810年に

　下院によって設立された。

47Carlson（1969），　p．100を参照。

48Parliamentary　Agentは、議会と提出者（発起人）との仲介者としての役割を担ってい

　た。彼らは、法案に関する専門的な知識と経験を有した弁護士であり、プライベート・

　ビル・オフィス（私法事務局）に登録されていた。なお、L＆M鉄道における議会代理人

　は、1824年10月29日付の目論見書によると、ロンドンンのトマス・M・シャーウッド
　（Thomas　M．　Sherwood）であった。

49リヴァプール選出の下院議員で、商務庁長官（President　of　the　Board　of　［Erade）の地位

　にあった。彼の下院議員当選に尽力したのが、リヴァプール商人で国会議員であったジ

　ョン・グラッドストン（John　Gladstone、1764・1851）であった。そして、1824年末頃

　から、L＆M鉄道の支持者として、グラッドストンらとともに活動を開始した。

50タムワース選出の下院議員で、後の首相Sir　Robert　Peelは弟である。

51フィリップスによると、蒸気機関車の最高速度は、時速3．75マイルから4．5マイル（7

　キロメートル）程度であるとしている。この速度の場合、馬を牽引力とする運河輸送と

　大きく変わるものではなかったと言える。一方、L＆M鉄道の技師ジョージ・スティーブ

　ンソンは、4月25日の議会証言において、20トンの貨物を牽引する場合には時速8マイ
　ル（13キロメートル）、40トンの場合には4マイルであるとしつつ、はるかに速い速度

　が達成されることを強く確信していると述べた。また、L＆M鉄道の支持者として議会証

　言を行った技師ニコラス・ウッド（Nicholas　Wood）は、40トンの貨物を牽引する場合、

　時速6～12マイル（19キロメートル）であると述べている。さらに、ジョン・U・ラス
　トリック（John　Urpeth　Rastrick）は、議会証言において一般的な見解として、蒸気機

　関車が40トンの貨物を容易にかつ安全に牽引することができると述べている。

52ガスコイン将軍は、リヴァプール選出の下院議員で、鉄道賛成の立場をとった。彼は、

　この後2回目の請願時にも、鉄道法案審議委員会の委員長を務めることとなる。
53Proceedings　of　the　Committee　of　the　House　of　Commons　on　the　Liverpool　and

　Manchester　Railroad　Bil1，　Sessions，1825を参照。

54特に、蒸気機関車のスピ・一一一Lドや排出される煙に対する人々の抵抗が大きかった。例えば、

　煙突から火の粉が飛び散り、沿線の畑、牧草地、庭などが延焼する可能性について問題

　視されていた。なお、これは既にストックトン＆ダーリントン鉄道においても問題となっ

　ており、延焼により賠償金が支払われた事例も存在する。また、1830年7月26日のL＆M
　鉄道取締役会においても、このことにっいて議論が行われ、スティーブンソンは改良に

　自信を示している。The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事

　録），26July　1830を参照。

55House　of　Commons，　Committee　on　the　Liverpool　and　Manchester　Railroad　Bill，1825，

　漁砺加bo曲（］pθning　Speech，3May　1825，　p．339を参照。なお、1824年のL＆M鉄

　道目論見書によると、リヴァプールとマンチェスター間における1日の貨物輸送量は、

　1，000トンと推計されていた。ハリソンの提示したブリッジウォーター運河の資料による

　と、1824年における1日当たりの平均輸送量は、281トンであった。この他、マージー・

　アーウェル水路や道路輸送を考慮しなければならないが、両都市間の輸送能力は不足し

　ていたと考えられる。

56なお、グローサーズ社は1811年、ベルハウス社とマンチェスター・ユニオン社は1823

　年より運行を開始した。

57House　of　Commons，　Committee　on七he　Liverpool　and　Manchester　Railroad　Bill，1825，

　Franeis（］iles，　5　May　1825，　p．392を参照。
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58House　of　Commons，　Committee　on　the　Liverpool　and　Manchester　Railroad　Bill，1825，

　Mr．／A　lderson　’s　Speθch　in　Summing　Up，11　and　12　May　1825，　pp．438・485を参照。

59Booth（1830），　pp，18－19を参照。

60Booth（1830），　p．22を参照。

61以下は、Henry　Booth（1830），　pp．25・31に所収の1825年12月のPROSPECTUS（目論

　見書）を参照。

62レニー兄弟は、当初やはり著名な技師であった父ジョン・レニー一一一・（1761～1821）の助手

　として、橋梁や運河建設などで名声を高め、その後独立して橋梁や港湾技師として活躍

　した。また、計画されたロンドン＆ブライトン間鉄道の技師となり、測量を実施するため

　に1825年初頭にビグノルズを雇用した。その後、リヴァプール・マンチェスター鉄道の

　主任技師となり、引き続きビグノルズを雇用し、新しい路線計画を策定した。

63ビグノルズ（1793～1875）は、イングランドおよびアメリカにおいて土木技師として活

　躍した。1825年の初頭に、レニーよりロンドン～ブライトン問鉄道の調査を実施するた

　めに雇用され、その後リヴァプール＆マンチェスター鉄道の調査に参加し成果を上げた。

　その結果、1827年に土木技師協会の会員に選任され、1869年から1870年には会長を務
　めた。また、1855年には、王立協会（Royal　Society）の会員に選任された。
64Booth（1830），　p．23を参照。

65スタッフォード侯爵は、この頃1日に1，000ポンドの収入を得ていたとされ、その大部

　分はブリッジウォーター運河からもたらされていた。Liverpoo／Mereury，　6　December
　1822，in　Carlson（1969），　p．148に所収。

66侯は、ブラッドショーの経営手法に関して、先見性がなく、頑固であり、長い間資産を
　危険にさらしたとみなしていたようである。Carlson（1969），　p．148を参照。

67以下は、Henry　Booth（1830），　pp．25－31に所収の1825年12月26日付のPROSPECTUS
　　（目論見書）を参照。

68なお、1824年の目論見書では、一日当たりの貨物輸送量が1，000トンと見積もられてい

　た。一方、1825年の目論見書では、1，000トンを過小評価であると指摘している。Henry
　Booth（1830），　pp．11，28を参照。

69Carlson（1969），　p．162を参照。

70Pollins（1952），　p．92を参照。

71なお、S＆D鉄道では、もともと株主名簿に商人と分類されていた人が、後の分類でジェ

　ントルマンに分類されているケースが見られた。したがって、リヴァプール商人として

　L＆M鉄道の発起設立に携わった初期の株主が、1845年の段階でジェントルマン化して
　いることもあったと考えられる。

72なお、1826年の委員会記録が残されていないため、詳細については不明である。この原

　因として、1834年に発生した旧ウェストミンスター宮殿の大火による消失が指摘されて
　いる。これについては、Carlson（1969），　pp．157・158の注5を参照。また、議会における

　法案手続きのおよその流れについては、Booth（1830），　pp．31・35を参照。

73Letter　from　Moss　to　Huskisson，12April　1826，　in　Carlson（1969），　p．160を参照。

74同じく証言に立ったリヴァプールの商人ジョン・グラッドストン（John　Gladstone）は、

　両都市間の取引の増大について、特に綿花、木材、穀物をその例として挙げている。

75リヴァプールの有力商人が、大陸ヨmッパやアメリカからの追い上げを既に認識し、

　警鐘を鳴らしていたことは注目される。
76Carlson（1969），　pp．167・168を参照。

777Geo．　IV．　c．49，　An　Act　fbr　making　and　maintaining　a　Railway　or　Tramroad　from　the

　Town　of　Liverρoo1　to　the　town　of　Manehestθr，　with　certain　Branches　therefrom，　all　in

　the　County　of　Laneaster，　5　May　1826を参照。

787Geo．　IV．　c．49（5　May　1826）の前文を参照。
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79Liverpoo1　Mercury，19　May　1826，　in　Carlson（1969），　p．168を参照。

80The　National　Archives（1（ew），　RAIL371／7（L＆M鉄道株主総会議事録），29　May　1826

　を参照。

81なお、1827年度も引き続きこのメンバーが取締役を務めた。

82なお、ブースの給与は、1828年3月27日の第二回年次株主総会において、年間750ポ
　ンドに増額されることが承認された。

83The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），30　May　1826

　およびBooth（1830），　p．36を参照。

84The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），21June　1826

　を参照。なお、取締役会では、Principal　Operative　Engineer（主任熟練技師）という表

　現を使用し、「工事の正確な遂行に対する責任を委譲すべき人物」と説明を加えている。

　なお、これに該当する人物として、とりわけジョン・U・ラストリックとジョージ・ス

　ティーブンソンに言及している。

85The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），3July　1826を

　参照。なお、ベッドリントン製鉄所は後に、L＆M鉄道に対してレールを供給することと
　なる。

86この時、レニーの下で二回目の路線計画を立案し、法案成立に貢献したビグノルズは、

　引き続き技師としてL＆M鉄道の建設に携わることとなった。彼の地位は、1826年7H
　17日付の取締役会議事録によると、「年間400ポンドの給料でスティーブンソンの助手

　（assistants）に任命された」と記されている。しかし、彼は主任技師スティーブンソン

　との地位を巡る会社との認識の違いから、1827年2月に技師を辞任した。The　National
　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），17　July　1826を参照。

87クイーンズ・ドック近くのワッピング（Wapping）からエッジ・ヒル（Edgehill）まで

　でのトンネルであった。

88例えば、市内トンネルでは300人、チャット・モスでは200人の労働者が、建設作業に
　携わっていた。

89Carlson（1g6g），　p．195を参照。

907Geo．　IV．　c．49（5　May　1826）を参照。なお、分割払込は、一般的な慣行として既に確立

　されていた。

91なお、株式については、次第に失権株が問題となる。例えば、1827年1月には、失権株

　70株が明らかとなり、これらは取締役によって引き取られることとなった。
　Carlson（1969），　p．196を参照。

92新たな借入を実施するためには設立法の修正が必要となるため、特別総会（Special

　General　Meeting）を開催して株主の承認を得る必要があった。そして、1826年12

　月11日に開催された臨時総会において、取締役による設立法修正の請願を承認した。

　しかし、取締役会は、議会会期の関係上、総会による承認を得る前の11月29日に議会
　に対して請願を行っていた。The　National　Archives（Kew），　RAIL371／7（L＆M鉄道株主

　総会議事録），11December　1826を参照。

93返済の開始については、鉄道が開業し収入の発生する1831年以降とするように求めた。
949Geo．　IV．　c．49（26　March　1828），233条を参照。

95The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），26　July　1826

　を参照。

96例えば、レインヒル・トライアルの広告文には、レールの内側の幅が4フィート8。5イ
　ンチ（four　feet　eight　inches　and　a　half）と明記されている。　Booth（1830），　p．73を参照。

97例えば、軌間の異なる鉄道会社が乗り入れるクロスター駅（Gloucester）では、旅客は

　重い荷物を持ち異なる列車に乗り換えることを余儀iなくされた。また、貨物輸送におい

　ては、最もコストの掛かる積み替え作業（transshipment）に伴って、滞貨が発生するこ
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　ととなった。これは輸送効率の点で大きな問題（ボトルネック）となり、軌間委員会（gauge

　commissioner）による調査および「軌問法（Gauge　Act）」の制定による標準軌（standard

　gauge）の決定という国家レベルでの解決が図られた。なお、国家が介入した背景には、

　鉄道による軍隊輸送や郵便輸送などの問題も関係していた。

98例えば、1828年5月26日の取締役会において、グラッドストンはチャット・モスにつ
　いて、極めて満足のいく状態であると報告している。The　National　Archives（Kew），

　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），26　May　1828を参照。

991829年の夏に、トンネルが一般市民に公開され、多くの人々が見学に訪れた。

loo例えば、1828年2月4日の取締役会において、ジョン・モスがこの問題にについて、
　最も適切な手段を検討すべきであると提案している。The　National　Archives（Kew），

　RAIL371／7（L＆M鉄道株主総会議事録），4February　1828を参照。

101The　Na七ional　Archives（Kew），　RAIL371！7（L＆M鉄道株主総会議事録），3November

　1828を参照。
lo2なお、資金調達を最初に提案したのは、副会長のモスであった。　The　National

　Archives（Kew），　RAIL371！1（L＆M鉄道取締役会議事録），30　June　1828を参照。

103The　Nationa1　Archives（Kew），　RAIL371／7（L＆M鉄道株主総会議事録），　3　November

　1828を参照。
lo47Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），12条を参照。

lo57Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），19条を参照。

106The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），8January　1828

　を参照。

107なお、この2人に少し遅れて副会長のモスも合流した。The　National　Archives（1（ew），

　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），9　September　1828を参照。
108Booth（1830），　pp．68・69を参照。

109The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），17　November

　1828を参照。
110“ ﾈお、L＆M鉄道は、調査および報告書の作成に関する費用として、ウォーカーに591
　ポンド、ラストリックに377ポンド、合計969ポンドを支払った。The　National
　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），14　September　1829を参照。

111The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），20　April　1829

　を参照。

112条件として、貨物輸送量が小さいこと、輸送距離が短いこと、石炭供給量が少ないこと

　を挙げた。

113The　Nationa1　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），20　April　1829

　を参照。

114The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），5　October　1829

　を参照。

115L＆M鉄道取締役会議事録によると、ロケソト号の所有者（proprietors）は、ヘンリー・
　ブース（L＆M鉄道会計担当）、ジョ・一一・‘ジ・スティーブンソン（L＆M鉄道主任技師）、ロ

　バート・スティーブンソン（Robert　Stephenson＆Co経営者）の三名であった。　The

　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），200ctober　1829を

　参照。

116ハックワースは、1825年から1840年まで、S＆D鉄道の蒸気機関車監督（locomotive
　superintendent）を務めた。
117Booth（1830），　pp．73－74を参照。

ll8　The　National　Archives（Kew），　RAIL371！1（L＆M鉄道取締役会議事録），31August　1829

　を参照。なお、ジョン・ケネディーは、クエーカー教徒であった。
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11910月6日のトライアル初日には、1～1．5万人の観衆が会場に訪れたとされる。人々の

　関心の高さを窺うことができる。

120例えば、10月10日のトライアルでは、ノベルティー号が40人を乗せた車両1台を、
　およそ時速30マイル（48キロメートル）で牽引した。また、ロケット号は、車両や炭水

　車を牽引しない状態で、時速およそ32マイル（51キロメートル）で走行した。
　Carlson（1969），　p．222を参照。

121The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），200ctober

　1829を参照。

122The　National　Archives（Kew），　RAIL371！1（L＆M鉄道取締役会議事録），260ctober

　1829を参照。
123Booth（1830），　pp．103－104を参照。

124なお、取締役会議事録でも取り上げられている同時代の炭鉱軌道において利用されてい

　る蒸気機関車の平均速度は、およそ8～12マイル（13～19キロメートル）ほどであった。

125The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），21June　1830

　を参照。この時、開業式に向けた準備委員会が発足し、会長、副会長、ベンソン、Currie、

　Earle、ハリソン、アダム・ポジソン、デイビッド・ポジソンが委員に任命された。また、

　出席していたスティー一一’‘ブンソンは、開業式当日に定刻通り旅客の輸送ができるかどうか

　の可能性を報告するように求められた。

126この特別列車は、およそ130人の人々を乗せてリヴァプールからマンチェスターに運行

　された。乗客の多くはリヴァプールのクエーカー教徒であり、彼らはマンチェスタ・一一・一で

　開催される会合（quarterly　meeting）に出席するため、一人片道7シリングの運賃を支

　払い鉄道を利用した。クエーカ・一一・・教徒が、L＆M鉄道の最初の大規模な顧客（旅客）とな

　ったという点は、極めて興味深い。この時の所要時間は、途中での給水時間等を含めて、

　1時間50分であった。Carlson（1969），　p．235を参照。

1277Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），134条を参照。

1287Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），165条を参照。

1297Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），136条を参照。

1307Geo。　IV．　c．49（5　May　1826），138条を参照。

1317Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），158条を参照。

1327Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），164条を参照。

1337Geo．　IV．　c．49（5　May　1826），171条を参照。一例として、セント・ヘレンズ近郊エル

　トン・ヘッド（Elton　head）のジェームズ・ボーン（James　Bourne）の炭鉱からL＆M

　鉄道本線に接続された支線が挙げられる。The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1

　（L＆M鉄道取締役会議事録），6November　1829を参照。
134The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　January

　1828を参照。なお、議事録では、「委員会（Committee）」、後に「検討委員会（Working

　Committee）」や「準備委員会（Preparation　Committee）」という表現を使用している

　が、用語の混乱を避けるため、ここでは便宜的に「運輸委員会」として表記することと

　する。

135The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），9June　1828

　を参照。

136The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），16　June　1828

　を参照。

137Booth（1830），　p．43を参照。

138The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），1828を参照。

139リチャード・マイルズ（Richard　Miles）は、1823年7月から1年間S＆M鉄道経営委
　員会メンバーとなっている。彼は、沿線のヤーム（North　Riding　of　Yorkshire）の材木商
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　であり、1823年の段階で500ポンド（＠100ポンド×5株）を所有するS＆D鉄道の株主
　であった。

140The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），29　June　1829

　を参照。なお、ケンワーシ・一一一・は、リーズ・リヴァプール運河の輸送業者であり、代理人

　　（agent）であった。

141ニュー・キー社は、1822年にマージー・アーウェル水路においてサービス提供を開始
　した第二の水上輸送業者である。しかし、先発のオールド・キー社（マージー・アーウ

　ェル水路会社の別会社）の施設面等の優位性から、厳しい経営を強いられていた。
　ピックフォード社は、ロンドンに拠点を置き、ロンドンとバ・一一・Lミンガム、リヴァプール、

　マンチェスター一一・一問においてサービスを提供する、最も著名な運河・陸上輸送業者である。

　例えば、ピックフォ9－・一ド社は、ロンドンで収集した荷物を、運河の艀（barge　trains）を

　利用して各都市に輸送し、陸上にて特定の荷受人に荷物を届けた。なお、1829年10，月

　19日付取締役会議事録によると、ピックフォード社は、①自らの管理の下で貨車を提供

　すべきであること、②全ての貨物に対して1つの運賃を適用することを提案した。

　　カーヴァー社は、ヨ・一一・一クシャとリヴァプール、マンチェスター間においてサービスを

　提供する、陸上輸送業者（land　carrier）である。The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1

　　（L＆M鉄道取締役会議事録），7　September，19　October，　7　December　1829を参照。

142The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），7　September

　1829を参照。

143この会見には、副会長のモスのほかに、会長u一レンスおよびポジソン（Hodgson）が
　出席した。The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28

　September　1829を参照。

144The　Nationa1　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），150ctober

　1829を参照。
145The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），15March　1830

　を参照。L＆M鉄道による蒸気機関車の貸与については、ボールトン・リー鉄道（Bolton

　＆Leigh鉄道）との間に結ばれた「サンズ・パレイユ号」貸与の事例が存在する。貸与期

　間は3ヶ月間とし、毎Hの使用料は15ポンドであった。期間終了後の使用継続について
　は自由とするが、終了時には1ヶ月前に通知（one　month　notice）することとされた。ま

　た、貸与中は、ボールトン鉄道が修理を行い、貸与期間終了時には良好な動作状態でL＆M

　鉄道に返却することとされていた。

146The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　December

　1829を参照。

147The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　December

　1829を参照。

148The　Nationa1　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），11　January

　1830を参照。

149The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），1February

　1830を参照。

150The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），24　May　1830

　を参照。

151The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　June　1830

　を参照。

152The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），2August　1830

　を参照。

153The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），14　September

　1829を参照。
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154The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），190ctober

　1829を参照。
155The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），21July　1830

　を参照。

156The　National　Archive　s（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），5August　1830

　and　9　August　1830を参照。

157Carlson（1969），　p．239を参照。

158後の規則となるが、Liverpool　and　Manchester　Railway，　Rules　andRegula　tions　to　be

　Obsθrved　by　En8r’n　em　en，　Guards，　Polieemen　and　others　on　the　Liverpoo1　and

　Man　ch　es　ter　Rai1　way，1840，　p．6を参照。

159The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），13　December

　1830を参照。
160Carlson（1969），　p．236を参照。

161例えば、1836年の夏季列車は、沿線のニュートンで開催される競馬レースの観戦者の

　ため導入された。

162The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），13　December

　1830を参照。

163The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），4November

　1830を参照。
164The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録），22　November

　1830を参照。
165The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），29　November

　1830を参照。
166The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），6December

　1830を参照。
167なお、煙突から排出される火の粉（spark）が原因で、積荷（綿花など）が火災を起こ
　すことが問題となっている。例えば、The　National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M

　鉄道取締役会議事録），17January　1831を参照。
168The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），13　December

　1830を参照。
169The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），17　January

　1831を参照。
170The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），24　January

　1831を参照。
171The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），31January

　1831を参照。
172B＆L鉄道は、マンチェスタ・一一・一・ボールトン＆バリー運河のボ・一一・・ルトンとリーズ＆リヴァ

　プール運河のリーを結ぶために敷設された。技術的には、蒸気機関車と定置蒸気機関が

　併用されていた。

173さらに、カンタベリー・アンド・ホイットスタブル鉄道（Canterbury　and　Whitstable

　Railway、6マイル＝10キロメートル）の主任技師（1825年～1830年）も兼務していた。

　兼務が可能となる背景には、駐在技師（resident　engineers）の存在があった。彼らは、

　スティーブンソンの下で鉄道建設に従事しており、いわば部下であった。
174Lewin（1925），　p．24を参照。

175The　National　Archives（Kew），　RAIL371！1（L＆M鉄道取締役会議事録），12　May　1831

　を参照。

176The　National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），13　June　1831
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　を参照。

177村田直樹『鉄道会計発達史論』日本経済評論社、2001年、pp．152・156を参照。

178Thomas　J．　Donaghy，　Liverpool　andManehester　Railway　Opera　tions　1831－1845，1972，

　p．73を参照。

179なお、これ以外にも、最初の額面100ポンド株式の所有者には1株当たり1ポンドのボ

　ーナスが、また額面25ポンド株式の所有者には1株当たり2シリングのボーナスが支給
　されていた。したがって、5，100ポンド（＝＠1ポンド×5，100株）＋510ポンド（＝＠2シ

　リング×5，100株）の合計66，060ポンドが計上されている。
180Carlson（1969），　pp．244・245を参照。
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第5章　初期鉄道の発展と経営形態論争

　本章は、本来鉄道が持つとされる「独占」の問題について、事業構造の変化

および合併などの成長戦略による地理的拡大との関連から分析することを主な

目的としている1。われわれは、初期鉄道の分析を通して、次第にオープン形態

から中間形態あるいはクローズド形態の方向へと移行することを明らかにした。

例えば、1844年における主要鉄道会社の事業構造を見ると、表5・1の通りであ

る2。取り上げられている鉄道会社20社のマイル数は1，121マイル（1，794キロ

メートル）であり、当時のイギリスにおける総マイル数（約2，000マイル）の

半分以上を占めている。オープン形態を採用する企業が依然として存在するも

のの、クローズド形態を採用する企業が支配的となりつつあることが窺われる。

例えば、本研究で取り上げたリヴァプール・マンチェスター鉄道は、この表に

よると輸送主体は自社で行っており、クローズド形態に分類されている。当初

は、中間形態を志向していたL＆M鉄道であったが、実際には外部輸送業者の参

入はほとんど起こらなかった。また、後に取り上げるグランド・ジャンクショ

ン鉄道は、クローズド形態に分類されている。

　サリー鉄道のようなオープン形態の場合、通行料を支払えば誰でも自ら輸送

具を持ち込み輸送することが可能であった。この時点で、議会は鉄道会社が自

ら所有する線路を使用して輸送事業を行うこと（＝中間形態あるいはクローズド

形態）を認めておらず、また鉄道自体が依然として支配的な交通手段となって

いなかったこともあり、独占が大きな問題となることはなかった。しかし、そ

の後の鉄道会社あるいは鉄道業全体の発展は、独占の問題をクローズアップさ

せることとなる。それでは、鉄道はどのようにして成長したのであろうか。

　図5・2および表5・3は、前章までの個別鉄道会社の分析を通して明らかとなっ

た初期鉄道の成長の手段と方向をまとめたものである。サリー鉄道は、もとも

とロンドンからポーツマスに至る大鉄道計画の一部を構成する鉄道として構想

され、その後別会社がクロイドン以南のマーサムまで路線延長を行った。スト

ックトン・ダーリントン鉄道は、支線建設、積出港の建設、外部旅客輸送業者

の買収によるクローズド形態への移行などを通して成長を図ろうとした。リヴ

ァプール・マンチェスター鉄道は、支線建設や旅客輸送サービスの多頻度・多
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様化、他社との乗り入れなどにより成長を図ろうとした。そして、特にストッ

クトン・ダーリントン鉄道やリヴァプール・マンチェスター鉄道における商業

的成功は、その後の鉄道の発起設立に大きな影響を及ぼすこととなった（図5・4）。

　ジョン・ウェストウッド（2008）は、初期鉄道の計画・建設について、次のよう

に述べている3。

「イギリスの入り組んだ鉄道網は、個人が発案し相互にまったくつながりの

ない、多数の局地的計画から発展した。ジョージ・スティーヴンソンのよ

うに国全体に鉄道が普及する時を期待した先見の明のある人々もいたが、

当時の政府は全体計画ももたず、局地的計画を調整しようともしなかっ

た。」

　これまでの研究でも明らかなように、イギリスにおける初期鉄道建設の過程

で、イニシアティブをとったのは民間の人々（商人、ジェントルマンなど名士、

製造業者など）であり、議会による設立法の承認等以外、国家（政府）が鉄道

建設に直接関与することはなかった。結果的に、無秩序に鉄道建設が進められ

ることとなり、さまざまな問題を引き起こすことになる。シモンズ（1991）4や

Casson（2009）5らは、このようなイギリス鉄道業による非効率な路線敷設（特に

幹線の重複、すなわち二重投資の問題）について言及している。

　また、例えば、個別会社がロンドンにそれぞれのターミナルを保有している

ため、他社線を利用する場合には、乗合馬車などの交通機関を利用して混雑す

るロンドンの街中を移動しなければならなかった。さらに、図5・5のように線

路の軌間の違いから、図5・6のように旅客は重い荷物を持って別の会社の列車

に乗り換えなければならず、一方貨物輸送においては積み替えコストの上昇や

滞貨の原因となった。

　これらの問題を未然に防ぐことは、できたのであろうか。例えば、トマス・

グレイ（Thomas　Gray）は、1820年にObserva　tions　on．A（7θ刀θ頭a1かoれ」配∂∫1一陥ア

を執筆し、全国的な鉄道敷設構想を中央政府や地方政府などに提案していた6。

グレイの路線計画は、図5・7のように、ロンドンを起点として、北はエディン

バラ、南はファルマスに至る2つの幹線と、そこから地方の主要都市を接続す
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る多数の支線から構成され、ロンドンと地方の商業都市・工業都市・港湾都市

を鉄道で結ぶ計画であった。彼は、全ての路線を政府が建設、維持、管理する

ことを主張した。しかし、グレイの計画が採用されることはなかった。

　彼が計画を提案した1820年代初頭には、鉄道は局地的な交通改良手段として

地元の人々により発起され、地域法（Local　Act）により個別に許可されていた。

政府には、民間が建設、維持、管理を行う運河などの存在を前提として、また

鉄道の優位性が必ずしも理解されていない時代において、積極的にグレイの提

案を受け入れる理由は存在しなかったのである。したがって、グレイの提案が

受け入れられる可能性は低かったと言える。しかし、鉄道が成長・発展する過

程で、次第に鉄道に対する一定の政策の必要性が明らかとなる。

　初期鉄道は、上述のようなさまざまな問題を引き起こすこととなったが、本

章では特に、鉄道会社の成長・発展と事業構造の変化に焦点を当て、その問題

点を明らかにし、政府・議会がこれらにどう対応しようとしたのかを論じるこ

ととする。その際、最初の幹線鉄道（first　trunk　line）として1833年に設立さ

れ、1837年に開業するグランド・ジャンクション鉄道（Grand　Junction

Railway）を事例として取り上げ7、　The　National　Archives　Kew所蔵のGJ鉄

道経営関連資料や当時のパンフレット類を利用し8、経営発展と事業構造に関す

る輸送業者との紛争問題を分析する。また、鉄道の経営形態をめぐる議論につ

いては、当時のパンフレット類および議会資料等を用いて分析することとする。

第1節　幹線鉄道の形成と事業構造一グランド・ジャクション鉄道

（1）GJ鉄道の設立と経営発展

　グランド・ジャンクション鉄道は、リヴァプールとバーミンガムを結ぶ鉄道

として、リヴァプール・マンチェスター鉄道などと同様に、1824年の会社設立

ブーム期に発起され、1825年や1826年など数回設立申請を行ったが、いずれ

も設立法の獲得には至らなかった9。その後、1832年に、L＆M鉄道の会長チャ

ールズ・ローレンス、副会長ジョン・モス、取締役ロバート・グラッドストン、

取締役ジョセブ・サンダースらが中心となり再び発起され、1833年5月6日に

設立法が国王裁可を受け、GJ鉄道が設立された10。法定資本金は1，040，000ポ
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ンドで、距離は83マイル（133キロメートル）と、当時のイギリスで最大規模

の鉄道会社であった（図5・8）11。

　表5・9は、グランド・ジャンクション鉄道の株主地域分布を示した表である。

リヴァプールが最大の資金提供元であり、この鉄道計画の主導権を握っている

ことは明らかである。また、表5・10は、株主の職業分布を示した表である。金

額（1833年）では、商人（53％）が最大であり、ジェントルマンなど名士（20％）、

専門職（10％）、製造業者（8％）が続いた12。L＆M鉄道と比べると製造業者が

多いが、これは工業都市バーミンガムからの出資であると考えられ、株主地域

分布でもバーミンガムがリヴァプールに次ぐ出資元となっていた。しかし、後

にバーミンガムは大幅に減少し、ロンドンなどからの出資が増加する傾向が見

られた。これらのことから、GJ鉄道の発起設立において、リヴァプールの資本

家集団（Liverpool　Parties）がイニシアティブをとっていたことが窺われる13。

　この点は、GJ鉄道の取締役会のメンバー構成にも反映されている。表5・11

は、1833年の会社設立直後に5株以上の株式を所有する株主の中から選出され

た取締役（Directors）15名を一覧にまとめた表である。例えば、　GJ鉄道の初

代会長にはL＆M鉄道の副会長ジョン・モス（リヴァプールの銀行家）が、二代

目会長にはL＆M鉄道の会長チャールズ・ローレンス（元リヴァプール市長）が

就任している（参考資料5・a）。したがって、経営面においても、リヴァプール

の資本家集団がイニシアティブをとっていた14。

　発起当初から、GJ鉄道とリヴァプールの資本家集団およびL＆M鉄道との関

係は極めて緊密であったことが窺われるが、それは開業後の列車運転の点にお

いてまず現れることとなる。GJ鉄道は、　L＆M鉄道の路線に接続し、バーミン

ガムからリヴァプールあるいはマンチェスター方面に直通運転を行うことを目

指した。そこで、ワーリントン（Warrington）からL＆M鉄道路線までの最後

の4．75マイル（8キロメートル）の部分については、既に1831年にL＆M鉄道

の支線（feeder）として開業していたワーリントン・ニュートン・ジャンクショ

ン鉄道（Warrington　and　Newton　Junction　Railway）を吸収合併し、この鉄道

を通してGJ鉄道とL＆M鉄道が接続されることとなった。

　バーミンガムからリヴァプールおよびマンチェスターに向かう直通列車の運

転は、1837年7月4日の公式開業から開始された。GJ鉄道のガイドブックと
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して1838年に出版されたOsborne’s（7uidθ　to　the　Grand。Junetion　Railwayの

時刻表・運賃表を分析すると次のことが明らかとなる（史料5・12）。列車は、1

等車両のみの列車と1等と2等車両を連結した混合列車（Mixed）が運行され、

後者は各駅に停車していた。バーミンガムから両都市までの所要時間は、1等車

両の場合およそ4時間30分、混合列車の場合およそ5時間15分であった。ま

た、史料5・13は、1838年におけるバーミンガムからリヴァプールおよびマン

チェスターまでの運賃表である。バーミンガムから両都市まで、メール・コー

チの寝台室は40シリング（2ポンド）、車内4人乗りのメール・コーチの場合

25シリング（1ポンド5ペンス）、6人乗り1等車両の場合21シリング（1ポ

ンド1シリング）、二等車両の場合14シリングとなり、10歳以下の子供は大人

運賃の半額とされた15。さらに1838年の時刻表と1845年に発行された

Bra　dshaw’　s　Railway　Companionに掲載の時刻表を比較すると、列車本数は6

本から9本に増加し、列車の種類も3等列車、Expressなどが導入され、サー

ビスの多様化が見られた。

　表5－14はGJ鉄道の経営成績推移、また図5・15は収入構成比推移を示した図

である。GJ鉄道は開業以来、一貫して黒字を確保していることが分かる。収入

の内訳をみると、1837年7月の開業から6か月間（下期）、「収入は、もっぱら

旅客事業（coaching　business）から生み出されていた」16。その後、1839年下

期の収入構成は、旅客収入が80％、貨物収入が17％、その他収入が3％となり、

貨物収入が増加したものの旅客事業が最大の収入部門であった。旅客収入〉貨

物収入という傾向は、1830年のL＆M鉄道以降見られ、大鉄道会社であるGJ

鉄道においてはさらにその傾向が強まっていた17。

　表5・16より、開業当初の区間別旅客収入の状況を分析すると、リヴァプール

およびバーミンガムを中心とした区間の収入割合が高く、一方マンチェスタ・一一・一・

を中心とした区間の収入は相対的に低かった。つまり、リヴァプール→バーミ

ンガム方面、あるいはバーミンガム→リヴァプール方面へのヒトの移動が中心

であり、マンチェスター→バーミンガム方面やバーミンガム→マンチェスター

方面へのヒトの移動は相対的に少なかった。このことは、GJ鉄道が、リヴァプ

ールを中心に発起・設立されたことを反映しているとみることができる。

　一方、全収入に占める貨物収入の割合については、次第に増加する傾向が見
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られたが、1845年上期においても旅客収入67％〉貨物収入32％という状況で

あった。貨物収入の内訳については、商品輸送（merchandise）が貨物収入全体

の平均84％を占める最大の部門であり、次に家畜収入の平均14％が続き、石炭

収入は平均2％に過ぎなかった（前掲表5・14）。後に論じるように、GJ鉄道は、

中間形態からクローズド形態の方向へ移行する取り組みを行う中で、貨物収入

の最大の部門である商品輸送をめぐり、外部の輸送業者と論争を繰り広げるこ

ととなる。

　GJ鉄道の経営状態について、1844年の下院特別委員会調査資料（前掲表

1二2旦）によると、1842年通期の営業係数は43．9％（主要鉄道全体の平均は

43．4％）、配当は年率10％（主要鉄道全体の平均は5％）となっていた18。また、

図5・17より、1株100ポンド株式の株価推移をみると、1840年4月には230

ポンドとなるなど、倍以上の株価を付けている時期もあり、経営状態は良好で

あった19。

　GJ鉄道はその後、1845年にリヴァプール・マンチェスター鉄道と合併をす

る。前掲表5・14の1845年下期における収入の急増は、この合併によるもので

あり、L＆M鉄道のほかにボールトン・リー鉄道やケニヨン・リー鉄道も含まれ

ている20。また、1846年には、GJ鉄道とロンドン・バーミンガム鉄道およびマ

ンチェスター・バーミンガム鉄道との合併によって、イギリスで当時最大の鉄

道会社ロンドン・ノース・ウェスタン鉄道（London　and　North　Western

Railway）が設立されることとなった。これによって、ロンドンからバーミンガ

ム、スタッフォード（Stafford）、クルー（Crew）、リヴァプール、マンチェス

ターというイギリス最大規模の人口を要する都市（図5－18）を結ぶ幹線鉄道が

一っの経営体の下に集約されることとなった。

　表5・19は、鉄道統計（Railway　Returns）より、1847年7月1日から1年

間におけるLNVV鉄道の経営成績および鉄道業全体の総計を示した表である。

イギリスの鉄道業総計に占めるLNW鉄道の割合は、マイル数で11％、旅客収

入で22％、貨物収入で25％、総収入で23％となっていた21。LNW鉄道に続く

鉄道は、グレート・ウェスタン鉄道（ロンドン～ブリストル）であったが、旅

客収入ではLNW鉄道の半分、貨物収入では3分の1の規模であった。

　以上のように、GJ鉄道は、水平方向（他社への乗り入れ、買収・合併による
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地理的拡大）・垂直方向（中間形態からクローズド形態への移行）・多角化（列

車本数やサービスの多様化）という3っの方向および内部成長（自社の経営資

源をべ一スとした成長）と外部成長（外部の経営資源の買収・合併による成長）

という2つの手段の組み合わせを通して成長・発展した。特に、GJ鉄道と1．＆M

鉄道との関係は強く、GJ鉄道は開業当初よりL＆M鉄道に乗り入れを行い、両

社は1845年に合併することとなった。また、GJ鉄道における貨物輸送は二義

的な位置づけであったが、貨物収入は次第に増加することとなった。

（2）貨物輸送をめぐる問題

　GJ鉄道は、貨物輸送に関して、基本的に「中間形態」を採用していた。しか

し、開業当初の貨物輸送の成長は、きわめて緩慢な状態であった。1838年8A

1日に開催された第6回株主総会では、「早期により大規模な貨物輸送の実施が

可能となることが望まれる」との取締役報告が行われ、貨物輸送に対する取締

役会の考え方が示された22。そして、ロンドンとバーミンガムを結ぶL＆B鉄道

の全線開通（1838年）の影響もあり、貨物収入は次第に増加するが、この過程

で外部の輸送業者との間に輸送方法や運賃をめぐる問題が引き起こされること

となった。

　1841年8月に、GJ鉄道は書記兼総支配人（secretary　and　general　manager）

として、グラスゴー・ペイズリ・一・一…グリーノック鉄道（Glasgow　Paisley　and

Greenock　Railway）の書記（1837年～1841年）であったマーク・ヒュイッシ

ュ（Captain　Mark且uish）を迎え入れた。ヒュイッシュは、後にLNW鉄道の

総支配人（専門経営者）として重要な役割を果たすこととなる人物である23。

　ヒュイッシュがGJ鉄道の書記兼総支配人に就任したとき、経営者は独立の輸

送業者を貨物事業から排除（exclude）するための取り組みをはじめていた24。

例えば、1838年11月に、GJ鉄道は貨物の集配事業を開始した。また、1839

年11月に、取締役会は輸送業者の鉄道輸送への参入から生じる訴訟問題に対し

て、さらなる行動をとることに決定した。まもなくすると、GJ鉄道は、バーミ

ンガムからランカシャ間の唯一の輸送業者となり、さらにそれをバーミンガム

～ロンドン間の輸送にも持ち込み、独立の集配業者を妨害しようとした。これ

は、ロンドン～ランカシャ間で輸送事業を営むピックフォード社との訴訟問題
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　（1841年）に発展することとなる。このように、既にGJ鉄道では事業構造を

めぐる問題（つまり、中間形態かそれともクローズド形態かという問題）が開

業後まもなく発生し、その後ヒュイッシュがGJ鉄道の書記兼総支配人としてこ

の問題に取り組むこととなったのである。

　ピックフォード社との訴訟の争点は、①GJ鉄道のロンドンにおける代理人チ

ャップリン・ホーン社に対して与えられている同様の払戻し（rebate）をピッ

クフォード社にも適用すること、②貨物の中でも利益のある小荷物を一つのか

ごにまとめた時の運賃を、小荷物に対する1ポンド当たり1ペンスの運賃では

なく、より低いトン当たり運賃を適用すること、であった25。ピックフォード社

はグランド・ジャンクション鉄道との契約を停止し、これに対してGJ鉄道は特

定施設の使用を拒否したため、ワゴンの賃借（waggon－hire）に対する高額の請

求に直面することとなった。一方、ピックフォード社など輸送業者は、鍵をか

けたかごで運ばれる小荷物の輸送に関して、多くの虚偽報告を行っていた。こ

のため、鉄道会社としては、輸送事業の全てを管理下に置くことを強く志向す

るようになったのである。

　1842年7Hに裁判所は、　GJ鉄道の行為に対して反対する内容の判決を下し

た。すなわち、①特定の業者を優遇するための運賃変更をすべきでないこと、

②不公平な独占を生み出すための運賃変更はすべきでないこと、であった。こ

の判決は、鉄道の独占に対して大衆の利益を守ることを意図した政策的決定で

あった26。しかし、同額の請求に関する厳密な規定や判決を強制する方法にっい

てはあいまいなままであった。このため、論争は継続され、GJ鉄道は判決に従

っていないとしばしば非難を受けることとなる。実際、GJ鉄道は、その後も自

らの路線から独立の輸送業者を排除するために最も効果的な政策をとり続けた

27。

　最終的に、1846年におけるロンドン・バーミンガムおよびマンチェスター・

バーミンガム鉄道との合併により設立されるロンドン・ノース・ウェスタン鉄

道は、ピックフォード社とチャップリン・ホーン社の両者を代理人として利用

することに決定した。このため、鉄道における独立輸送業者間の競争は、事実

上なくなることとなった。

　GJ鉄道は、ピックフォード社との問の訴訟問題を通して、その他の鉄道会社
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に影響を与えた。その結果、独立の輸送業者は衰退の方向へと確かに進んだ28。

ヒュイッシュは、貨物輸送を鉄道会社が管理すること（すなわちクローズド形

態）に関して、①規模の経済性を享受できること、②ワゴン容量の利用を最大

化することで鉄道会社に利益がもたらされることを主張した。そして、彼は輸

送業者が全く必要のない存在であり、鉄道会社自身が自ら輸送業を行う傾向は

強くなると考えていた。

　また、GJ鉄道の貨物部門支配人（manager　of　the　goods　departments）であ

ったBraithwaite　Pool（1844）は、鉄道会社が自ら輸送業を兼業すること、すな

わちクローズド形態を採用することを推奨する理由として、パンフレットの中

で次のような点を挙げた29。すなわち、①第三者（独立の輸送業者）の介在によ

り請求する運賃が相対的に高くなること、②鉄道は運河との競争に直面してお

り運賃の低下圧力が存在すること、③輸送業者は鉄道運賃で引受けた貨物を運

河によって輸送して不便を生じさせると同時に差額を得ていること、④鉄道会

社は設立法による制約を受けるが輸送業者は規制を受けていないこと、⑤鉄道

会社の収入が大幅に増えること、などを挙げた。前掲表5－1は、主要鉄道が外

部の輸送業者を利用する場合としない場合のトン当たり平均運賃を比較したも

のである。他社輸送を採用している鉄道の方が、自社輸送の鉄道より相対的に

平均運賃が高くなっていることが分かる。GJ鉄道の取締役や幹部は、この事実

に基づき、自社輸送の採用が荷主にとっても鉄道にとっても有益であると考え、

中間形態からクローズド形態に移行する取り組みを行ったのである。

　このように、GJ鉄道の事業組織は「中間形態」であったが、取締役のモスや

ローレンス、書記兼総支配人のヒュイッシュ、そして貨物部門支配人のプール

は、会社が独占的に輸送業務を遂行することが望ましいと考え、「クローズド形

態」の方向へ進もうとする取り組みを行っていた。その過程で、上述の輸送業

者ピックフォード社との間に軋礫を生み、訴訟問題にまで発展した。結果的に、

独占の弊害を考慮した裁判所は、GJ鉄道によるクローズド形態へ向かおうとす

る取り組みに対し反対の決定を下した。GJ鉄道は、中間形態を採用する企業で

あるため、本来的には線路上で競争が行われていることになる。しかし、合併

によって誕生する当時最大規模のLNW鉄道は、輸送業者を代理人として利用

することで、基本的に路線上での競争を排除することとなった。このような過
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程を通して、次第に政府・議会は鉄道会社に対する規制の必要性を認識し始め

ることとなる。次に、政府による鉄道規制について検討することとする。

第2節　政府・議会による鉄道規制

　政府は、初期イギリス鉄道会社に対して、直接的に関与することは全くなか

った30。しかし、1830年代末以降、次第に鉄道会社に対して個別ではなく横断

的な規制法（Regulation　Act）の制定が開始される31。1830年代から1840年代

に制定された規制法は、次の通りである。

1838年郵便輸送法（Conveyance　of　Mails　Act）

1840年鉄道局設置法等（Board　of　Trade，　Railway　Department）

　　　　鉄道調査官の任命（商務省）

　　　　鉄道従業員処罰法（Punishment　of　railway　servants）

1842年鉄道調査官（lnspectors）による新線の査察

　　　　軍隊および警察輸送法（conveyance　of　troops　and　police）

1844年グラッドストン法（Gladstone’s　Act）

1845年鉄道条項統合法（Railway　Clause　Consolidation　Act）

1846年軌間法（Gauge　Act）

　当初の規制は、基本的に鉄道の安全に関する規制が中心であった。これは、

1830年のリヴァプール・マンチェスタ…一一・鉄道以降の旅客輸送の発展が背景にあ

った。特に、1837年に開業する最初の幹線鉄道であるグランド・ジャンクショ

ン鉄道は、旅客収入が総収入の80％を占めるようになり、旅客の安全確保は喫

緊の課題であった。また、郵便、軍隊、警察など国家的レベルでの鉄道の利用

に関する規制が定められた。

　鉄道経営への直接的な関与という点では、1844年のグラッドストン法が最初

の鉄道規制法となる。この法律の特徴は、①鉄道買収条項、②議会列車法にあ

った。また、1845年の統合条項は、従来の個別に作成されてきた地域法（local

act）を公法（public　act）として一つにまとめた鉄道業に横断的な法律である。
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さらに、1846年軌間法は、軌間の違いから不便を強いられていた旅客および貨

物輸送のボトルネックを解消する目的で制定され、スティーブンソンの推進し

た4フィート8．5インチ（1，435ミリ）を標準軌道と定めた法律である。

　一方、1840年代以降、鉄道会社同士の合併が開始される。合併戦略は、前掲

表5・3の通り、外部成長戦略であり、外部にある経営資源を利用して成長しよ

うとする戦略である。Jack　Simmons（2000）は、合併（amalgamation）を以下の3

つのタイプに分類している。つまり、①路線が集中している2つの会社が結び

つくタイプ、②大企業が小企業を買収するタイプ、③複数が合併して、一貫シ

ステムを創り上げるタイプ、である32。合併の多くは、リースあるいは運行協定

によるか、共通の利害を有する路線を保有する2社以上の企業がjoint　railway

として路線を引き受けることにより行なわれた。また、資本の複雑化のため、

合併時には議会での承認が必要とされた33。

　例えば、①については1840年に設立されたNorth　Union　Railwayが、②に

ついては1841年にGrand　Junction　RailwayによるWarrington＆Newton

Railwayの吸収が、③については1844年に設立されるMidland　Railwayと1846

年に既存3社の合併により誕生するLondon＆North　Western　Railwayが挙げ

られる。②は後に最も一般的なタイプとなり、小規模な支線（feeders）の買収や

より大きい会社による乗入れなどにより行なわれた。また③のタイプは、合併

によって新たな鉄道システムを形成し、多くは運賃引き下げ競争などによる破

滅的競争（destructive　competition）の終結を目的としていた。合併の結果、全

地域にわたる鉄道サービスの独占が行なわれたのである。この頃になると、乗

合馬車は大きな都市などで姿を消し始めていた。

　それでは、これらの規制政策の開始、強化の背景にはどのような要因があっ

たのであろうか。次節では、特に、鉄道の成長と独占問題について論じ、そこ

から経営形態論争（鉄道国有化論）に発展する過程を明らかにすることする。

第3節　鉄道国有化論の発生と変遷一「独占性」を中心として

　本節では、初期鉄道時代に発生した鉄道国有論にっいて、その発生と議論の

変遷を追うこととする。初期の鉄道国有化論については、1820年代から1840
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年代前半までのおよそ20年の間に行われ、1844年には最初の鉄道国有化法の

成立に至るのである。

　これまでのイギリスにおける鉄道国有化の研究では、経済的理由（経済的必

然性あるいは経済的必要性、すなわち独占の問題）に重点がおかれてきた34。一

方、日本やドイツ（プロイセン）における鉄道国有化研究においては、軍事的

理由、財政的理由、政治的理由などが強調され、経済的理由（経済的必要性）

についてはあまり重要視されてこなかった35。このため、「イギリス型とプロイ

セン型」、あるいは「Gladstone的国有化とBismarck的国有化」という鉄道国

有化における対立的な形態を前提に研究が進められることとなった。本研究で

は、1820年代～1840年代におけるT．　Gray、　W．　GaltおよびGladstoneの議論

に焦点を置き、一連の国有化論争の帰結として1844年鉄道国有法を位置づけ独

占性の観点から再考を試みる。

（1）国有化論の発生と変遷

　上述の通り、1820年にトマス・グレイによって出版されたパンフレット

Obsθrva　tion　on　a（Gen　era11ron　Railwayのなかで、国家による鉄道建設が提案

された。グレイの計画は、ロンドン～エディンバラ、ロンドン～ファルマス間

の2幹線および幹線からの支線を、政府が建設し、運営、維持するというもの

であった36。また、1836年には下院議員のJ．Morrisonが下院討議において、

過去の水道事業や運河の独占問題の経験から「鉄道の独占性」と、これによる

弊害から国民の利益を守るために、配当規制、運賃・料金規制を行なうべきで

あると主張した37。さらに1838年の上院討議において、Wellington公爵は、政

府自らが「鉄道の独占と経営の失敗」から国民を守るべきであるとし、ホイッ

グのMelbourne政権に対し国家による鉄道システムの建設を提案した38。しか

し、これらの試みは、いずれも具体的な計画が示されることなく、失敗に終わ

った。

　一方、1839年から40年に開催された特別委員会（Select　Committee）にお

いて、「蒸気機関車を利用している場合、同一路線上での競争」を禁止するとい

う勧告が行われ、さらに「旅客輸送において蒸気機関車を使用している企業は

実質的な独占である」が「独占は鉄道事業の1生質から避けられないものである」
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との認識を示すに至ったのである39。これは事実上、クロL－・一・・ズド形態の容認を意

味するものであった。

　1830年代後半には、オープン形態に基づく輸送業者間の線路上での自由競争

が、技術的にも安全面からも事実上不可能であり、そこで鉄道企業が独占的に

自社の線路を使用し、独占的に輸送業を兼営すること（つまり、クローズド形

態の方向への移行）は避けられないと認識されるようになった40。加えて、他の

交通モードと競合関係にある地域では鉄道企業がそれらより運賃を低く設定し、

破綻に追い込んだ後、再び運賃を値上することや、高配当を実現するための頻

繁な運賃変更、他社鉄道との接続問題などが批判の対象となり、規制強化、さ

らに国有化の必要性が主張されるようになった41。

　このような中、初めて国家による鉄道の買収（state　purchase）計画案を公に

したのが、民間の鉄道改革者（railway　reformer）William　Galtである42。　Galt

の主張は、それまでの「国家が鉄道建設を進めるべきである」とする主張とは

異なり、既存の民間鉄道を政府が買収すること（っまり、国有化、公有化する

こと）を主張した点で注目される。また、Galtの鉄道買収計画は主として、こ

の頃すでに広く認識されるに至った「鉄道の独占性」と頻繁な運賃変更等から

の回避を狙って主張されたものであった43。

　Galtは、一般的原則として当時のイギリスにおいて支配的であった「レッセ・

フェール」を容認する一方、鉄道については競争が存在しないため、この思想

を当てはめることは不可能であると考えた44。その上で、政府による既存鉄道シ

ステムの買収によってのみ運賃の大幅な低下が達成されると考えたのである45。

　具体的な方法としてGaltは、政府が全ての鉄道資産を市場価格よりわずかに

上回った価格（6300百万ポンド）で買収し、政府債の3％を株主に補償すべき

である、と提案した。これら一連の再編には、運賃及び料金の統一も含まれて

いたが、Galtは統一後の運賃を当時の水準より3分の1ほど低く設定していた

のである46。もちろん、運賃と料金の低下は、商取引（trade　and　commerce）

に対する大きな刺激と生活必需品価格の低下を目指したものであった47。

　結局、Galtの主張が政府に全面的に受け入れられるまでには至らなかったが、

彼の主張の中で注目すべき点は幾つか存在している。Galtは、①鉄道の持つ独

占性を認識し、②独占的な価格の大幅な引き下げは、政府による既存鉄道の買
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収によってのみ可能であると考えた。さらに、鉄道買収は、国家による没収で

はなく、③補償の原則に基づき行なうべきである、と明示したのである。われ

われは、この①②から、鉄道独占の弊害を国有化により防こうとしたGaltの考

えを読み取ることができる。また、③の補償の原則は、戦後の鉄道国有化実践

過程においても採用されているが、すでに1843年の時点で明確に打出されてい

たことをうかがい知ることができるのである48。この頃すでに民間レベルでも、

鉄道独占による弊害が認識され、国有化により運賃の低下を目指し、独占の弊

害を回避すると同時に経済活動を活発にしようという考え方が生まれていた。

また、補償の原則についても、後の鉄道国有化議論の中で一貫して主張されて

おり、イギリス型国有化の原型を示すものであった。

　しかし、注意しなければならないのは、1830年代後半から1840年前半にか

けての鉄道企業は依然として他の交通モードと競争状態にあり、また鉄道企業

間の競争も徐々に始まり、独占的傾向を現実に示していたわけではなかったこ

とである49。ところが、1840年頃までには鉄道事業の性質上、クローズド形態

への移行が避けられず、競争が有効に機能しない独占であると認識されるよう

になり、近い将来、鉄道も以前の運河や水道事業と同様に独占傾向を徐々に強

めていくと考えられたのである。MorrisonからGaltに至るまでこれらを認識

した上で対応策は違うものの、いかにして独占を回避し、公共性を守るかとい

うことを議論したのであった。

　次に、最初の鉄道国有化法であるGladstone’s　Act　of　1844について、　Galtら

の主張と比較しながら論じ、その意義を明らかにする。

　（2）1844年鉄道法の制定と帰結

　1844年2月、商務省（Board　of　Trade）50の大臣（President）であった

Gladstoneは、鉄道利害関係者を排除した特別委員会を下院に発足させ、自ら

委員長となり、鉄道に対する公的規制などの問題を検討した。委員会で

Gladstoneは鉄道の国家買収について、「政府は低料金化を試みるために、全路

線を買い上げるであろう。政府は鉄道会社にこのような試みをさせるために、

［会社の］負債を保証するであろう。政府は将来、路線買収の選択肢を手に入れ

るであろう」と述べた51。この時点でGladstoneは、鉄道のもつ独占性を認識し、
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独占の弊害を回避するために政府規制の必要性を主張したのである。結果的に、

同年7Aまでに6つの報告書を提出し、これらを基に鉄道法案の作成が行なわ

れることとなった。

　Gladstoneによる鉄道法案のなかでも特に注目すべき点は、鉄道の国家買収

と低廉な鉄道サービスの提供に関する条項である52。まず鉄道の買収については、

「15年後に年配当率が10％以上になれば、政府はその新設鉄道の運賃と料金

（charge　and　fare）を引き下げることができ、そして15年後に配当率がいかよ

うであれ、政府は新設鉄道を買収する権限を有し、買収条件は25年賦とする」

とされたのである53。この時点で買収の対象とされた鉄道は、1844年以降に建

設される新設鉄道であり、既存鉄道は条文解釈上、除外されていた54。しかし、

この法案が下院に提出されると、鉄道利害関係者は法案の修正を求め、激しく

抗議を行ったのである。

　これを受け、Gladstoneは下院において鉄道法案の修正案を説明し、同意を

求めることとした。修正案は、「この法律は買収問題に早まった判断を下しては

ならない」（新条文）とはじまり、①買収期限を15年から21年に延長する（配

当が10％以上、3年間の場合）、②既存の全鉄道会社は法案から除外する、③5

マイル以下の支線は買収の対象から除外する、④議会は政府が動く前に、買収

資金の調達に同意しなければならない、というものであった55。②については、

これまで既存鉄道は条文解釈上において除外されていたが、修正法案では除外

条項として明文化されたのである。結局、修正案は8A5日に上院を通過し制

定されることとなった。

　この国家買収条項をめぐる評価は様々である。例えば、Lawson（1913）はこの

法律を鉄道史上の一大画期として捉え、一方、Clapham（1950）は制定過程にお

ける妥協的性格を強調した。Barry（1965）は、「骨抜きの法案」であると述べる

一方、「将来的にはさらなる国家買収議論への道を維持した点において、また（国

有化の一引用者）方法を定義した点において重要であった」とした。Barker　and

Savage（1974）は、「…（国家買収条項については一引用者）一般的に意味のない

ものであり、その後（政府が一引用者）強化するために行動をとることはなか

った」と論じている。

　Claphamの言うように、確かに法律の妥協的性格を否定することはできない。
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買収の対象は1844年以降に設立された新設鉄道で、既存鉄道は除外されていた

からである。この背景には、Gladstoneの鉄道企業との強い利害関係が存在し

ていた56。一方、初めての鉄道の国家買収に関する法律が成立したという点に大

きな意義があり、Lawsonの言う鉄道史上の一大画期であったことは間違いない。

さらに、Galtの主張同様、補償の原則は、後の国有化方法を決定付けるもので

あり、鉄道の有する独占性についてもGladstoneとGaltの認識は同じであっ

た。

　また、この法律は別に議会列車法（”Parliamentary　Trains　Act”）とも呼ばれ、

少なくとも旅客収入が3分の1を占める鉄道会社に対して、議会列車の運行が

義務付けられた57。議会列車はまず、最低一日一往復（日曜日も含む）、各駅に停

車し、時速12マイル（19キロメートル）以下にならないように運行し、座席

を配した有蓋の三等列車は1マイル1ペンスを超えないように設定し、3歳から

12歳までの子供を半額運賃に、3歳以下の子供および56ポンドまでの手荷物を

無料にしなければならないという規定であった58。この条項は、政府が直接的に

鉄道会社の運営、経営面に介入したという点で注目される。

　結局、議会列車条項は1844年11月1日に発効するが、国家買収条項につい

ては実現されることはなかった。事実、1844年から1865年までの21年間にお

いて、国家買収に関する議論はほとんど見られず、最終的に買収は実行されな

かったのである59。確かに、1844年から21年後にあたる1865年前後には、1844

年鉄道法の国家買収条項をめぐり再び政府レベルでは特別委員会（Select

Committee）が設置され、また民間レベルでも雑誌や新聞などで議論が行なわ

れるようになった。しかし、1867年に提出されたRoyal　Commissionの最終報

告において、政府による鉄道買収が完全に否定されることとなり、この時点で、

1844年鉄道法の買収条項は完全に効力を失うこととなったのである。

第4節　小括一鉄道国有化論と「公共性」・「独占性」

　当時のイギリス政府は、国内の全体的な敷設計画を持たず、また局地的な計

画を調整することもなかった60。しかし、1830年代後半以降になると、次第に

状況は変化することとなる。中でも、鉄道の「独占」が大きな問題として取り
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上げられ、委員会を設置し調査が行われることとなった。通説的には、鉄道独

占とは「自然独占（natural　monopoly）」のこと指し、それは結果的に「地域独

占」に至ることとなる。例えば、グレート・ウェスタン鉄道は、開通後ロンド

ン～ブリストル間において独占的地位を保持するようになったことが指摘され

ている61。

　しかし、われわれは、事業構造という視点からイギリス鉄道の独占問題につ

いて検討すると、「鉄道」が直ちに「自然独占」あるいは「地域独占」に繋がる

わけではないということである。まず、イギリス鉄道の事業構造は当初「オー

プン形態（上下分離）」を採用しており、鉄道会社が輸送業を営むことはなかっ

た。そこには、線路上に競争を持ち込もうとする議会の意図が存在しており、

議会が承認する通行料の法定上限制に基づき、鉄道会社が制定した通行料を支

払った業者が輸送を行った。すなわち、この時点における鉄道は、有料道路や

運河と同じ位置づけであり、独占が大きな問題となることはなかった。しかし、

「クローズド形態（垂直統合形態）」の方向へ移行する鉄道会社が出現すると、

線路を独占的に使用して輸送業を営むこととなるため、有料道路や運河とは異

なり、独占の問題が明らかとなるのである。

　また、鉄道会社が輸送業を営む場合でも、他社に線路へのアクセスを認める

ことがあった。すなわち、「中間形態」という事業構造の存在であり、この場合

は依然として線路上において、鉄道会社と他の輸送業者間に競争は存在してい

た。その事例として、第1節においてグランド・ジャンクション鉄道を事例に

検討を行った。しかし、GJ鉄道も次第にクローズド形態を志向するようになり、

輸送業者との間に軋礫を生むこととなった。このように、鉄道が一概に独占を

もたらすことにはならないのであるが、次第に独占の方向に動き始めていたこ

とは確かである。加えて、1840年代以降の鉄道会社同士による合併

（amalgamation）に伴う巨大な鉄道会社の出現は、独占の問題と密接に関係し

ていた。特に、GJ鉄道やロンドン・バーミンガム鉄道の合併により設立された

ロンドン・ノース・ウェスタン鉄道（1846年）は、当時最大規模の鉄道会社で

あり、ロンドンからバーミンガムを経てランカシャに至る一大幹線鉄道が一つ

の経営体の下に集約された。

　初期イギリス鉄道における国有化論に至る流れは、本来公共性を保持してい
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た鉄道企業がその性格上、避けることのできない独占性について指摘され始め、

国民の利益を独占の弊害から守るために（つまり、公共性を確保するために）、

政府が1844年鉄道法を制定し対応しようとしたのである。言い換えるならば、

「オープン形態企業→中間形態→クローズド形態企業あるいはクローズド形態

を志向する企業の出現→独占性が指摘→国民の利益を守ること（公共性の確保）

が要請→1844年鉄道法制定」が初期国有化論における基本的な流れであり、

1844年鉄道法は近い将来現実になると予想される独占の問題を解決するために

要請され、かつ公共性を確保する方法として考えられたものであった。レッセ・

フェールの時代にあって、鉄道に対する国家による規制が強められていく一因

は、鉄道の「独占性」の排除と「公共性」の確保にあったのである。

　こうして、独占の弊害を回避する必要性から、政府や議会の役割が次第にク

ローズアップされることとなる。言い換えるならば、乱立した鉄道を一元的に

規制することができるのは、政府や議会を置いて他には存在しなかったのであ

る。そして、国家的なレベルでの自由主義経済体制を維持するために、鉄道の

規制が行われることとなった。

・238・



1本章は、拙稿「初期イギリス鉄道業における公共性と国有化の概念形成過程について」『鉄

道史学』第22号、鉄道史学会、2004年、pp．71・86及び拙稿「公益事業における「公共性」

の概念に関する歴史的考察一イギリス鉄道業を中心として一」『公益事業研究』、第56巻

第2号、公益事業学会、pp．75・83を基に作成した。

2Braithwaite　Poole，71ven　ty　Short　Reasons」for　Railway　Companies　bθing　Thθmsθlves

　thθ（］arriers　if　Goods　without　any．ln　tervening　Parties　Exi’sting　between　Them　and　th　e

　Public；　on　the　samθprineip7e　as　They　arθ　Carriers　ofPassengers，1844を参照。

3John　Westwood，肪θ伽孟oガoa1瀦1a50／防里1d丑a1伽08d8，2008，　p．62（青木栄一・菅建

　彦監訳、青木亮・鈴木勇一郎・高嶋修一・冨田新・堀雅通訳『世界の鉄道の歴史図鑑』柊

　風舎、2010年）を参照。

4Jack　Simmons，　ThθVictorian　railway，1991を参照。

5Mark　Casson，　The　world’s　ffrst　railway｛system　：　en　terprise，　eompetition，　and

　rθgula　tion　on　the　rai7way　nθtwork　in　Vietorian　Britain，　2009，　pp．1－2を参照。なお、彼

　は、幹線だけでなく、わずかに人口が集まる地方部においても過度な路線の密集があっ

　と指摘している。

6Gray，　T．，　Observation　on　a　Gθnera1　lron　Rai7－way　Fourth　Edition，1823を参照。

7GJ鉄道の唯一の通史である、　Norman　W．　Webster，　Britain　’s　17irst　T7unk　Line－Th　e

　Grand。Junetion　Railway，1972は、旅客輸送に関する記述が中心であり、貨物輸送に関

　する記述はほとんど見られない。また、T．　R．　Gourvish，　Mark　Huish　and　the　London　（｛｝

　North　PVestern　Rai7waM　a　study　Ofmanagθmen　t，1972は、　W．　T．　Jackman，　The

　develoρmθn　t　Of　transρorta　tion　in　modern　England，1966に基づきGJ鉄道の貨物輸送

　問題に言及しているが、後継のL＆NW鉄道に関する研究が中心である。さらに、湯沢威
　『イギリス鉄道経営史』日本経済評論社、1988年は、オープンシステムとクロ・一一一‘ズドシ

　ステムという2分類を用いて論じているが、運行形態の変化および要因を明らかにする場

　合、これらの間に位置する「中間形態」の存在も重要であると思われる。

8The　National　Archives　Kewに収蔵されているGJ鉄道の史料は、RAIL　220に分類され、

　ファイル番号は1から57まで存在する。この中には、取締役会議事録（RAIL220／1・5）、

　株主総会議事録（RAIL22017）、株主名簿（RAIL220／12・13）などが含まれる。

9M。　C．　Reed，　The　Origin　of　the　Grand　Junction　Railway　1829・33，7｝ansρort　History，

　Vbl．3，1970，　pp．304・324を参照。

lo　Osborns’（］rand　Junetion　Railway　Guidθ，1838，　p。42を参照。

11なお、同じ日にロンドン・バーミンガム鉄道も議会の承認を受けている。距離は112マ

　イル（179キロメートル）で、法定資本金は2，500，000ポンドとGJ鉄道に比べ大きか
　った。これは、距離数だけでなく、困難な工事箇所が見込まれ、相対的に見積建設費用

　が高くなったためである。
12専門職には、弁護士、医療関係者、聖職者、軍人、建築士などが含まれる。また、その
　他には、ホワイト・カラー層、教師、技師、熟練工などが含まれている。Reed（1970），　p．109

　を参照。

13例えば、湯沢（1988）は、「この鉄道は徹頭徹尾リヴァプール主導で推進された」と述べて

　いる。湯沢（1988）、p．74を参照。

14Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（eds．），　The（））ctTord　Comρanion　to　British　Railway

　HistorM　from　1603　to　thθ1990s，2000，　p．187を参照。

15その他、四輪馬車（gentlemen’scarriage）は60シリング（3ポンド）、二輪馬車は40
　シリング（2ポンド）、馬車に乗車したままの旅客は15シリング、同旅客の召使（servants）

　は10シリング、馬丁（grooms）は10シリング、馬1頭は30シリング（1ポンド10
　シリング）、馬2頭は50シリング（2ポンド10シリング）、馬3頭は70シリング（3
　ポンド10シリング）、またペットの犬は3シリングに設定されていた。The　National

・239一



　Archives　Kew，　RAIL220／1（取締役会議事録），8March　1837、　Osborne’s　Guidθ　to　the

　　Grand　Junction　Railway，1838，　P．42、　Grand　Junction　Railwayの広告（1837年6月7

　　日付）を参照。

16The　National　Archives　Kew，　RAIL220！7（株主総会議事録），17January　1838を参照。

17L＆M鉄道では、1831年から1844年までの旅客収入の総収入に占める割合は平均56％、

　貨物収入は平均41％、石炭収入は平均3％であった。第4章を参照。
18House　of　Commons，　Seleet　Committee　on　Railways，1844，　Vbl．　XI，　pp．611・612を参照。

19GJ鉄道の株価については、　Railway　7）ines，1838・1845の各号を参照。なお、　Railway

　　7）’mθsは、1837年に創刊された鉄道専門新聞であり、国内では学習院大学法学部経済学

　部図書センターにマイクロフィルム形態（385／R132〃MP）で収蔵されている。

20なお、ケニヨン・リー鉄道は、L＆M鉄道とボールトン・リー鉄道を接続するために1829

　年に設立され、1831年に開通した連絡鉄道（junction　railway）である。

21Railway　Returns　for　the　United　K］hgdom，1849を参照。なお、この鉄道統計（1848年

　・1962年）は、国内では学習院大学法学部経済学部図書センターにマイクロフィルム形
　態（M385／R132／1－9）で収蔵されている。

22The　National　Archives　Kew，　RAIL220／7（株主総会議事録），1August　1838を参照。

23ヒュイッシュは、1808年にノッティンガムに誕生し、1823年から1837年まで東インド
　会社軍に従軍した。1837年にスコットランドのグラスゴー・ペイズリー・グリーノック

　鉄道の書記に就任し、1841年から1846年まではGJ鉄道の書記兼総支配人を務めた。

　1845年における彼の報酬は、年間1，250ポンドであった。その後、1846年から1858
　年まで、GJ鉄道の後継となるL＆NW鉄道の総支配人を務め、2，000ポンドの年間収入
　を得ていた。ゴーヴィッシュは、ヒュイッシュのことを専門経営者のパイオニアとして
　評価している。Gourvish（1972）およびJack　Simmons　and　Gordon　Biddle（ed．），（2000），

　pp．214・215を参照。

24Gourvish（1972），　p．79・82を参照。

25鉄道会社は、ピックフォード社が小荷物をまとめて入れたかごに対して81シリング8

　ペンスをつけた。一方、ピックフォード社は26シリング6ペンスを提案した。
　Gourvish（1972），　p．80　note．1を参照。

26Gourvish（1972），　p．80を参照。

27W．　T．　Jackman，　The　de　vel（～ρmen　t　of　transρorta　tion　in　modern　Englan　d，1966，

　p．744・749を参照。

28Gourvish（1972），　p．82を参照。
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32以下の議論は、Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（ed．），（2000），　pp．12・3を参考にした。

33T．　C．Barker　and　C．1．　Savage，！1刀Eeonomie　History　of　7｝ansport　in　Britain，1974，　p．89．

　を参照（大久保哲夫訳『英国交通経済史』泉文堂、1978年）。なお、合併に関して、何
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34中西健一著『日本私有鉄道史研究』ミネルヴァ書房、1963年、pp．139，173を参照。こ
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げた。

（1）他の産業、国民生活あるいは国防上、基礎となるもの。

（2）独占化されたもの。

（3）開発のための資本調達が不可能なことによって非効率であったり、経済協力のた

　　　めにはあまりにも小さい単位に分離されていたり、経営水準が低く重圧になって

　　いるも　の。
（4）巨大な資本投資を必要とし、それゆえに投資の牽引者（investment・leaders）とし

　　てとくに重要であり、雇用水準に大きな影響を与えるもの。

（5）困難な産業関係に陥っている産業。

　加えて、Neumanは上記の条件を満たしたとしても、なお以下の5つの福祉に関する

基準（つまり、最大化、安定性、平等性、自由）を考えなければならないとした。

（a）国民の経済力を増進させるのか。

（b）産業がよりよい業績を出すことにより、また国民に対しより経済的なサ・一一・・ビスを

　　提供することにより、国民の生活水準が高められるのか。

（c）より平等な生活水準をもたらすのか。

（d）完全雇用を促進することによって、より生活水準の安定をもたらすのか。

（e）産業の民主化を拡大するのか。

また、労働党政権の国有化推進者Herbert　Morrisonは、1950年11月6日にBattersea
で行なった演説の中で、国有化について、「すべて（の産業一筆者）を国有化する必要

はない」としつつ、「…3つのカテゴリーに属する産業については、公的所有（public

ownership）の下に置かれるべきである」と述べた。ちなみに3っのカテゴリ・一一・・とは、

以下の通りである。

（1）全国的、あるいは特定の地域で不可避的な独占状況にある産業。例えば電力、ガ

　　ス、あるいは郵便事業である。

（2）コミュニティー全体の福利にとって必要不可欠な基幹産業。例えば石炭、交通、

　　鉄鋼である。

（3）効率的な方法で業務を管理できる能力を持つことが証明されている、私的所有下

　　に置かれている産業。

Morrisonの演説については、窃θ乃hallo∫a1π加θ畠November　271950を参照。

　　さらに、Edinburgh大学のMattin　Chick（1998）は、1945年から1951年の労働党政

　権下で国有化された産業に共通する特徴として大きく次の3つを挙げている。

　　①産業運営に、外部性や派生効果が伴うもの。

　　②固定資産投資において重要な分野であり、しばしば自然独占となるもの。

　　③産出物は、広く利用されるものであるもの。

　　以上のように、国有化の背景には様々な条件、基準が存在しているが、本研究では特

　に「独占性」に焦点を絞り研究を進める。
35しかし、日本においては、この見直しが始まっている。例えば、鉄道史学会編『鉄道史

　学』第25号、2008年に掲載されている、2006年度鉄道史学会第24回全国大会報告共
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　年までに5版を重ね、ページ数も22ページから233ページにまで増えた。当初、彼は
　自分の名前を明かしていなかったが、最終版の時に名前を公表した。彼の性格は、凝り

　性で、無口であったが、鉄道のことになると別であったという。Jack　Simmons　and

一241・
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39Se7eet　Committee　on　Railway　Communication，1840を参照。

40Jackman（1966），　p．574．を参照。
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45Barry（1965），　p．80．を参照。
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　　うな効果をもたらすと主張した。この主張に対してBarry（1965）は、「彼（Galt一筆者）の
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47Galt（1864），　pp．311・312．を参照。

48ただし、補償の原則については、J．B．0’Brienが1835年の段階で、土地国有化の議論に
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50当時の鉄道行政は商務省により担われており、1840年、商務省（Board　of　Trade）内に鉄
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51Barry（1965），　p．80．を参照。
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57議会列車は、労働者割引列車とも呼ばれる。イギリスの鉄道を全体に見た場合、1840年
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　等の収入が30％、1870年には43％、1880年には65％、1890年には72％と増加して
　いった（ただし、イングランドとウェールズのみの数字である）。梶本元信「タフ・ヴェ
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　で発生した脱線事故に契機を求めることができる。この事故では、無蓋貨車（low・sided
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　12時間から15時間を要し、運賃は鉄道より高く設定されていた。このため、1843年ご
　ろまでに、駅馬車運行会社は全て運行を停止したとされる。
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終章

　本研究の課題は、イギリスの初期公共鉄道の形成・発展について、経営的側

面、とりわけ事業構造の変遷との関連から再検討を行うことであった。序章で

も指摘したとおり、事業構造とは、鉄道事業全体の枠組み（framework）のこ

とであり、言い換えるならば、誰が、どのようにして鉄道事業を発起設立し、

建設、保有、管理、運営するのかという、最も根幹に関わる問題である。特に、

以下の4つの課題について、具体的な鉄道会社を取り上げ、経営発展と事業構

造の変遷という視点から分析・検討を行った。

①公共鉄道のルーツについて、最初の公共鉄道会社サリー鉄道を事例として、

　鉄道前史としての炭鉱軌道および運河・運河軌道との関連から考察を行うこ

　と。その際、従来の技術的視点に加えて、公共鉄道の敷設目的や役割、設立

　法や事業構造など制度的視点、地域的視点から分析を行う。

②初期公共鉄道の経営について、ストックトン・ダーリントン鉄道を事例とし

　て考察を行うこと。その際、設立目的、発起人、株主、経営者、財務の視点

　に加えて、支線建設（地理的拡張）や旅客輸送の内部化（垂直統合化）など

　成長戦略、事業構造の視点から分析を行う。

③近代的鉄道の条件について、リヴァプール・マンチェスター鉄道を事例とし

　て考察すること。その際、設立目的、発起人、株主、経営者、財務の視点に

　加えて、設立法や開業前後の取締役会における事業構造に関する議論の分析

　を行い、鉄道史におけるL＆M鉄道の評価を再検討する。

④鉄道と政府・議会による規制政策にっいて、鉄道会社の形成・発展との関連

　から考察を行う。その際、1830年代後半以降次第にクローズアップされる鉄

　道独占問題について、最初の幹線鉄道グランド・ジャンクション鉄道を事例

　として、成長戦略、特に路線拡張や合併による地理的拡大および中間形態か

　らクローズド形態の方向への事業構造の変遷プロセスの視点から分析を行う。
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　従来の研究では、鉄道のルーツとして特にタインサイドの炭鉱軌道（ワゴン

軌道）が重視されてきた。しかし、本研究では、鉄道前史としての炭鉱軌道お

よび運河・運河軌道と最初の公共鉄道であるサリー鉄道を、4っの視点（技術・

制度・地域・公共鉄道の目的や役割）から比較・分析することで、初期公共鉄

道のルーツはミッドランズの運河・運河軌道にあると論じた。

　確かに、1820年代以降のイギリス公共鉄道の発展において、タインサイドの

エッジ・レールや蒸気機関車の改良が大きな影響を及ぼした。しかし、タイン

サイドのワゴン軌道は、基本的に炭鉱主あるいは炭鉱主のパV－一・・トナーシップに

基づく私的な輸送手段であるため、他者の利用については極めて排他的、制限

的であり、使用する場合には（年間）固定通行料が課せられた。また、輸送対

象物は、基本的に石炭のみであった。

　一方、18世紀後半以降ミッドランズを中心とする運河事業の発展過程におい

て支線として敷設された運河軌道は、運河と同様の設立法に基づき敷設され、

ユニット運賃（トン・マイル当たり）を支払うことを条件にその利用は誰にで

も開かれており、公共施設（public　utility）としての役割が期待された。運河

会社は、水路および軌道の建設、保有、維持を行い、輸送は外部の輸送業者に

よって行われた。輸送対象物は、鉱物資源以外にも農産物、商品などが対象と

なり、炭鉱軌道に比べかなり広かった。

　1801年に最初の公共鉄道として設立されるサリー鉄道は、運河・運河軌道と

同様、使用に当たってはトン・マイル当たり通行料の支払いを条件に誰にでも

開かれ、公共施設としての役割が期待された。つまり、サリー鉄道自体は、線

路を建設、保有、維持する会社であり、輸送業を行うことはなかった。われわ

れは、このような事業構造のことを「オープン形態」あるいは「上下分離形態」

と定義した。また、技術面では、運河技師によって改良された鋳鉄製L型プレ

V・一一・ g・レールが利用され、道路とレールの両方を行き来できる設計になってお

り、この点においても誰もが利用しやすい仕組みになっていた。こうして最初

の公共鉄道として新しい時代を切り開いたかに見えるサリー鉄道であったが、

前史としての運河・運河軌道との比較により、その技術的・制度的ベースは既

に確立されていたことが分かる。一方、1820年ごろまでの初期公共鉄道の技術

面および制度面は、サリー鉄道によって規定されていた。
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　しかし、1820年代以降になると、サリー鉄道をべ一スとする技術や制度は次

第に限界を迎えることとなる。特に、タインサイドのジョージ・スティーブン

ソンが、錬鉄製エッジ・レールおよび蒸気機関車を公共鉄道に導入し、鉄道事

業を新たな段階へと進めた。その先駆的な鉄道会社が、1821年に設立され、1825

年に開業したストックトン・ダーリントン鉄道である。S＆D鉄道については、

これまで技術面や経営面における過渡的な性格が強調され、相対的にネガティ

ブな評価が与えられてきた。本研究では、The　National　Archives　Kew所蔵の

同社経営史料を用いて、株主や経営委員会メンバー、また初期の経営問題への

対応について分析し、S＆D鉄道が成長戦略を描いていたことを明らかにし、積

極的（ポジティブ）な評価を行った。

　特に、1825年の開業から1830年代前半を「初期投資期間」と位置づけ、鉄

道会社は自らの成長のために、また荷主からの要求に答え、積極的に炭鉱の奥

地に伸びる新しい支線建設や石炭積出港の建設、さらに複線化を進め輸送力の

増強を図ったことを重視し、その結果1830年代前半に石炭輸送量の拡大をもた

らし、1830年代後半以降の会社の安定的な成長を達成したと論じた。

　Gourvishの言うように、行き当たりばったりの経営（資金調達面における個

人的なネットワークを利用した借入）も見られるが、一部においては中・長期

的な視点から計画的に経営活動を行おうとする姿勢も見られた。また、Kirby

が指摘するように、ピーズ家を中心とするクエーカーへの依存は資金面で特に

強く見られたが、経営面では必ずしもそうであるとは言えず、様々な人々が経

営に関わっており、クエーカー株主によって経営への参加が閉ざされることは

なかった。

　さらに、1830年代初頭以降、鉄道輸送の一元管理化を推進し、特に事業構造

における問題解決・改善を試みようとする姿勢があったことを明らかにした。

旅客輸送事業については、外部の輸送会社に対し委託が行われてきたが（オー

プン形態、上下分離形態）、そのことが輸送の混乱や御者同士、また御者と蒸気

機関車の機関士との間の優先通行をめぐるコンフリクト（対立）のもととなっ

ていたことから、当初は規制の強化によって対応していたが、その後旅客馬車

運行会社を買収し、内部化することで管理を一元化し、コンフリクトを解消し

ようとした。こうして、旅客輸送にっいては、1833年にオープン形態からクロ
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一ズド形態へと移行することとなった。また、この頃、S＆D鉄道は全面的に蒸

気機関車の導入を図った。こうして、当初技術的には過渡的な性格を有する鉄

道会社であったが、次第に近代的な鉄道会社へと移行することとなった。

　次に、近代的鉄道の嗜矢とされるリヴァプール・マンチェスター鉄道につい

て、特に事業構造に関する取締役の議論を分析し、鉄道史におけるL＆M鉄道の

位置づけを再検討した。1．＆M鉄道の事業構造に関しては、ジャックマンが「ク

ローズド形態」として位置づけており、一般的にはその認識が定着しているよ

うに思われる。しかし、L＆M鉄道の設立法やThe　National　Archives　Kew所蔵

の同社経営史料を用いて、開業前と開業後の取締役会における事業構造に関す

る議論の分析から、当初は「クローズド形態」を志向していたわけではなく、「中

間形態」を採用していたことを明らかにした。従来の研究では、技術面および

旅客輸送面で近代的鉄道の嗜矢とされ、S＆D鉄道などそれ以前の鉄道とは異な

る点が強調されてきたが（つまり断絶説）、本研究では事業構造の面から「連続

説」を強調した。

　L＆M鉄道開業前の取締役会における事業構造に対する認識は、自ら貨物の輸

送業者となること（すなわち垂直統合形態）を志向しており、設立法において

も認められていた。しかし、彼らは決して唯一の輸送業者となろうとしていた

わけではなく、より経済的（economical）な独立の輸送業者が存在する場合に

は、その業者の参入を認める方針をとっていた。L＆M鉄道はこの方針に基づき、

外部の輸送業者と輸送条件の交渉を進めてきたが、結果的にどれも合意に至ら

ず、開業日に貨物輸送開始の準備が整わなかった。従来の研究では、開業後に

旅客輸送が成功し、その結果貨物輸送の開始が遅れたと説明されてきたが、問

題はむしろ開業前にあったのである。

　一方、旅客輸送については、当初より自ら旅客輸送業者となることを志向し

ており、取締役会での議論は予約業務や駅での業務、駅まであるいは駅からの

交通手段の提供方法に重点が置かれた。これらの準備は、開業の数ヶ月前に整

っており、開業日に間に合うこととなった。また、旅客輸送に関しても、後に

グランド・ジャンクション鉄道がL＆M鉄道のリヴァプールおよびマンチェスタ

ーに乗り入れており、広い意味での中間形態が採用されていた。

　開業後の貨物輸送に関する議論は、開業前と同様に、L＆M鉄道が唯一の輸送
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業者となるのではなく、条件によって外部からの業者の参入を認める方針を維

持していた。また、1831年1月に取締役会は、独立の輸送業者および旅客輸送

会社に対して、通行料の支払いを条件に線路の開放（open）を行うことに決定

した。このことからも、「中間形態」を志向していたことは明らかである。しか

し、現実的には外部の輸送業者が蒸気機関車を使用した輸送を行うことは容易

ではなく、ほとんど参入は起きなかった。したがって、蒸気機関車の導入は、

実質的に外部の輸送業者に対する参入障壁を高くし、結果的に「オープン形態」

や「中間形態」の維持を困難なものにした。

　第5章では、最初の幹線鉄道として1837年に開業するグランド・ジャンクシ

ョン鉄道を事例として、経営発展と事業構造の変化に伴う輸送業者との紛争問

題を分析した。GJ鉄道は、当初「中間形態」を採用していたが、経営陣は次第

にクローズド形態への移行を進めようとした。GJ鉄道の場合、クローズド形態

の技術的側面（蒸気機関車の導入）よりも、むしろ経済的側面（成長性、組織

的効率性、コスト優位性など）を重視する立場をとっていた。こうしてGJ鉄道

は、次第に外部の輸送業者を排除しようとする取り組みを開始し、ピックフオ

ード社との間で訴訟問題にまで発展することとなる。結果的に、裁判所はピッ

クフォード社を支持する決定を下し、GJ鉄道の政策は独占的であるとの判断を

下した。しかし、GJ鉄道は、クローズド形態の方向へと移行する政策を採り続

けた。GJ鉄道のクローズド形態への移行の取り組みは、単なる技術的必然性で

はなく、経済的側面から主体的・計画的に進められた事例として評価すること

ができる。

　以上の個別鉄道の分析を通して、鉄道会社の事業構造は経営発展に伴って、

次第にオープン形態から中間形態、さらにクローズド形態へと移行することを

明らかにした。また、従来指摘される技術的必然性からの移行とは異なり、主

体的・計画的にクローズド形態へと移行する鉄道会社が1830年代末に存在して

いたことが明らかとなった。これは、政府が規制政策を開始する時期ともおよ

そ一致しており、それまで無関心であった政府内部においても、鉄道に対する

認識に何らかの変化があったことを示している。

　クローズド形態へ主体的・計画的に移行しようとする鉄道会社が出現する中、

政府・議会は鉄道会社による独占から利用者をいかにして守るかという問題に

・249・



直面し、結果的に鉄道国有化論争に発展することとなる。初期イギリス鉄道に

おける国有化論は、本来オープン形態（上下分離形態）のもとで公共性を保持

していた初期鉄道企業が、事業構造の変化に伴いその性格上避けることのでき

ない独占性について指摘され始め、国民の利益を独占の弊害から守る観点から

　（っまり、公共性を確保するために）、政府・議会を中心に民間レベルでも主張

された。言い換えるならば、「オープン形態企業→中間形態企業→クローズド形

態企業あるいはクローズド形態を志向する企業の出現→独占性が指摘→国民の

利益を守ること（公共性の確保）が要請→1844年鉄道法制定」が初期国有化論

における基本的な流れであり、1844年鉄道法は近い将来現実になると予想され

る独占の問題を解決するために要請され、かつ公共性を確保する方法として考

えられた政策であった。レッセ・フェールの時代にあって、鉄道に対する国家

規制が強化された一因は、事業構造の変化に伴う鉄道の「独占性」の排除と「公

共性」の確保にあったのである。

　以上のように、事業構造の変遷は、技術的な問題だけでなく、その経済的な

側面も考慮されていた。オープン形態（上下分離形態）は、独占の排除と競争

の確保という点で一定の評価を行うことができるが、一方でさまざまな業者が

乗り入れることのリスクやコンフリクトは常に考慮されなければならない。こ

れらの問題を回避するためには、例えば会社による規則・罰則の強化やさらに

クローズド形態化（垂直統合化）の方法が存在した。また、中間形態は、オー

プン形態を含む概念であるが、鉄道会社自らが競争に関わっているために、競

争相手の排除、すなわちクローズド形態への移行のインセンティブが働く可能

性が高い。一方、クローズド形態（垂直統合形態）は、輸送の一元管理という

点でメリットがあるが、競争の不在という点で問題があり、政府・議会による

規制政策が求められることとなる。

　1840年代以降、独占の弊害を回避する必要性から、政府や議会の役割がクロ

ーズアップされることとなるが、それは乱立した鉄道を一元的に規制すること

ができる主体が、政府や議会以外に存在しなかったからである。こうして、1840

年代の政府・議会による一連の規制政策の形成と強化によって、初期鉄道業は

1850年代以降、新たな段階に入っていくこととなる。1850年代以降のイギリ

ス鉄道業の展開と政府・議会の政策は、今後の研究課題とする。
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序章図表編

図O・1イギリス鉄道事業構造の変遷

オープン形態・上下分離形態

クローズド形態・垂直統合形態

輸送業への競争の導入（～1820s）

独占の容認、規制の強化（1830s～）

輸送業への競争の導入（1994～）

　　　　　　　　　　　　　　　出所）筆者作成。

表0－2各国における蒸気鉄道創始年

国名 創始年 国名 創始年 国名 創始年
イギリス 1825 アフリカ 1860年 　　．＿Aン：1 1886年
アメリカ 1830 パラグアイ 1861 モザンビーク 1886年
フランス 1832 フィンランド 1862 エチ　ピア 1888年
アイルランド 1834年 ベラルーシ 1862年 コスタリカ 1890年
ベルギー 1835 アルジェリア 1862 台， 1891年
ドイツ 1835年 バングラデシュ 1862年 イスラエル 1891年
カナダ 1836年 クロアチア 1862 フィリピン 1892年
ロシア 1837 リトアニア 1862 タイ 1893年
キューバ 1837年 ラトビア 1862年 ボツワナ 1893年
オーストリア 1838 ニュージーランド 1863年 カザフスタン 1894年
オランダ 1839年 インドネシア 1864年 タンザニア 1894年
イタリア 1839 セイロン 1865 シリア 1895年
チェ：1スロバキア 1839 ウクライナ 1865 レバノン 1895
ポーランド 1842 ブルガリア 1866 ケニア 1897

スイス 1844 ルーマニア 1869 ウガンダ 1897
ジヤマイカ 1845 ギリシア 1869 ジンバブェ 1897

ハンガリー 1846年 ウルグアイ 1869 1899年
ユーゴスラビア 1846年 ホンジュラス 1869 スリナム 1900年
デンマーク 1847年 ストニア 1870年 ナイジェリア 1901

スペイン 1848年 エクアドル 1871年 ガーナ 1901年
ギアナ 1848 日本 1872年 マダガスカル 1903年
メキシコ 1850年 グルジア 1872 ヨルダン 1904年
ペルー 1851年 ミュンマー 1872年 パナマ 1905
チリ 1851 ボリビア 1873年 トーゴ 1905年
インド 1853 コロンビア 1874 ザンビア 1905年
パキスタン 1853年 スーダン 1875年 マラウ 1907年
ブラジル 1854年 トリニダード・トバゴ 1876年 サウジアラビア 1908年
ノルウェー 1854年 チュニジア 1876年 カメルーン 1909年
オーストラリア 1854 ベネズエラ 1877年 ベナン 1910年
アラブ連合 1854 グアテマラ 1880 ギニア 1910年
ポルトガル 1856 ニカ『グア 1880 モロッコ 1911

スウェーデン 1856 エルサルバドル 1882 コートジボワール 1913
トルコ 1856 1883年 イラン 1917年
セルビア 1856年 マレーシァ 1885年 イラク 1920年
アルゼンチン 1857年 ベトナム 1885年 コンゴ 1934年
ルクセンブルク 1859年 セネガル 1885年 　　，c塔Rル 1938年

出所）John　Westwood，　The」Historica1Atias　of　World　Railroa　ds，2008，　pp．14－15より作成。
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図0・3路線網の普及（1840年、1852年、1872年、1900年頃）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘騙卿顯噸顯騨
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出所）Michael　J．　Freeman，　Derek　H．　Aldcroft，7｝ansρort　in　Vietorian　Britain，1988，　pp．

59，94より。
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図表0・4本研究で取り上げる初期鉄道の路線図

一鉄道（狭軌路線）

＝＝＝鉄道（広軌路線）

★■主要な都市および地域

や
‘
｛

　
！

ぎ
「

　馬

篭
　
ぜ

へ
戸
》

〆

＃

急

」C＞

リヴァプーJ

ストックトン

　　　　　⑦

グロスター

　　　　酔．輿・…

　　　ブリストル　クロイドン

鉄道会社一覧

地図番号 双社 開 距　（マイル）
1 サリー鉄道 1803 11

2 ストックトン・ダーリントン鉄道 1825 25

3 リヴァプール・マンチェスター鉄道 1830 31

4 クランド・ジャンクション 1837 82

5 ロンドン・バーミンガム鉄道 1838 112

6 グレート・ウェスタン鉄道 1838 115

7 バーミンガム・グロスター鉄道 1840 53

8 チェルトナム＆グレート・ウェスタン・ユニオン鉄道 1840 47

出所）筆者作成。
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表0－5オットリーによる鉄道史研究分類表

大 項

A イ　リス　　に’け　　　　　の
特　　期に’ける
B1 1800年以1における鉄道　もの起，、　　　用
B2 1800－1830，1850：鉱山軌　から公共　　　’への　㌍　司
B3 1830－1914：鉄　　ざ

B4－B10 1914－1995
B4 1914－1918：一次　界大
B5 1918－1923：　　興とその、焉（1923　の四　　旭　　1以1）

B B6－B10 1918－1995
B6 1923　の四　　　　　」と1920　代’よ　1930　代の　　」921－1939

B7－B10 1939－1995
B7 1939－1945：二二　界　巳
B8 1945－｛947：　復興と民間所　の、焉
B9 1948　の国　化、　国運　　　既の設立とイ　リス国
B10 1948－1994：イギリス　　の鉄　とイギリス国鉄
B11 1994－1997：イギリス　鉄の民　化
イ　リス の　域’よ　　の
C1 イングランド

C1－C2 イングランドからスコットランドへ、　°　・西嚇　およびミッドランズ路線、鉄

C2 スコットランド

C3 ウェールズ

C4 アイルランド（アイルランド共　　および北アイルランド）

C5 ワイト島
C

C6 マン
C7 チヤ・ル’

C8 ら　トン・ル（チャ・ル・トン・ル）

C9 スコットランドからアイランドへのトン・ル　画
C10 イ　リスの　　　聯と　国との比
C11 国　　調、イ　リス国　とヨーロッ’　同

辱　　　に・　るイ　リスの貢C12

およ　　引
D1 軽便鉄　、　面　車（tramwa　s）、LRTシステム
D2 狭軌鉄道

D D3 産　、鉱山、　業、ドック、　，および公益

D4 気鉄　および地下鉄
D5 および牽引　（ラック式、モノレール大気圧式鉄道、　）

D6 小1鉄道（Miniature　Railwa　s）

工 （土　およ　　　）．

E1 鉄　建設技　者および土　・　械技　の一記
E2 土　工　、　設・
E3
E4 工子、　化
E5 ’よ　丁　イン（駅、同梁、トン・ル、　）

E6 工子
E7
E8 関

E
E9－E10 気　　　・デーゼル機　　および　両
E9 気　関車および車
E10 デーゼル・デーゼル　気　　車、　の他の　　　・
E判 （客　および　　）

E12 （Carria　e）

E13 （Wa　ons）

E14 ブレーキ、

E15 安全技術、信号、　信、閉塞式信号
E16 他の鉄　　備、牽引用の、．，

F1 ・　　、し行　、切．
F

F2 間　係、　　、　調、合同
F3 所システム

行（Ra己way　Op。ration）

G1 サービスの
G2 うサービス
G3 亀サービス
G4 鉄道による道路輸送サービスG
G5 鉄　による　運　’サービス（港，、フェリー、　河、　）

G6 鉄　による占空　「サービス
G7 鉄　による付　サービス（ホテル、ケータリングキオスク、他）

G8 研応
G9 広　（PR）、出版

活（　、　働　　、雇用　　、ストライキと　　　合．　　　　員、　　　　　、　　　の　　、　）
H

H1　　鉄道従業員の伝記・自伝、他
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注）小分類は省略した。

出所）George　Ottley，．4働〃∂卿p妙αρ砺飴力丑a∫1㎜ア砺彦α凱2nd　edition，　HMSO，

1983及びGrahame　Boyes，　Matthew　Searle，　Donald　Steggles，　Ottiey　’s、BibfiographLy　of

British　Railvaay　History，1998より作成。
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第1章図表編

表1・1事業組織（企業形態）の分類

正

株式会社
合名会社
合資会社

個
別
企
業
形
態

会社企業
i会社） 合同会社

私
企
業
（
狭
義
の
企
業
）

有限会社

経
済
事
業
組
織
（
広
義
の
企
業
）

（相互会社）

有限責任　業組合
業界協定

形企結
ﾔ業合

取引協定
個別企業集団（資本系列）

総合企業集団
公企業

非営利の企業
協同組合
目公庁

福祉団体
院

学父

経
済
事
業
組
織

寺社・教会

NPO（社会貢献活動組織）
その他

出所）小松章『企業形態論』（第3版）新世社、2007年、p．8より。

図1・2株式会社の資金循環プロセス

出所）松田修一『ビジネス・ゼミナール会社の読み方』日本経済新聞社、2006年、p．93より作成。
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図1・3事業の定義

　　　　　　　　　画

　　　　　　垂直統合／広滋線

　　　　　　中間形態
　　　　　　　　　　　　　　　1工場・店舗

　　　　　　市場取引
　　　　　　　　　　　　　　　国内展開
　　　アウトソーシング

　　　　　　上下分離　　　狭い

長距離路線

複数工場・店舗

国際展開

　　　　広い

　　製品・業種方向

出所）土屋守章『企業と戦略』リクルート、1984年及び浅羽茂『経営戦略の経済学』日本

評論社、2004年に基づき筆者作成。

／業化

β触輸送対象物の多様化

図1・4企業規模のイメージ（3つの軸を結ぶ三角形が企業規模を示す）

　　　　　　　　　　　圃

広い

製品・業種

地域・水平方向

出所）図1・3より筆者作成。
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表1・5イギリス鉄道における事業構造の変遷と各主体の保有資産
の　　　確　　パー 事例事業構造

線路保有会社 輸送会社 車両リース会社

オープン形態・上下分離形態
i鉄道会社は輸送を行わず、外部の業者
ｪ行う形態）

線路、ヤード、

q庫、波止場
車両 一

サリー鉄道など

中間形態
iオープン形態ではあるが、鉄道会社も輸

雷ﾆを兼営する形態）

線路、ヤード、

w施設、倉庫、

ﾔ両、波止場
車両

一

開業当初の
r＆D鉄道、L＆M道
Oランド・ジャンクション鉄道

クローズド形態・垂直統合形態

i鉄道会社が輸送を行う形態）

下方統合

線路、ヤード、

w施設、倉庫、

ﾔ両、波止場
一 一

1833年以降のS＆D鉄道
P840年代以降のL＆M鉄道
P840年代以降のGJ鉄道

上方統合
一

線路、駅施設、

@　車両 一 一

フランチャイズ制・上下分離形態

i線路保有会社は輸送を行わず、外部の
A送事業者が輸送を行う）

線路、駅施設
一

車両
1994年以降のイギリス鉄道

ﾆ

出所）堀雅通著『現代欧州の交通政策と鉄道改革一上下分離とオープンアクセスー』税務経理協

会、2000年他より作成。

表1・6ジョイント・ストック・カンパニ・一一・一全額払込100ポンド株の株価推移 （ポンド）

日付
イングランド

@　銀行
東インド会社 南洋会社

王立アフリカ

@　会社

1月1日 150 200 128 25

5月20日 204 268 415 100

騰貴率 36％ 34％ 225％ 300％

出所）大塚久雄『株式会社発生史論』岩波書店、1969年、p．517より。

図1・7交通改良の効果

交通改良

スピードと信頼の向上　　　　　低コスト　　　　　　均一性・専門性

在庫の逓減 原料へのアクセス より大きい市場 新しい流通手段

情報流通の増大

ｷ客輸送の増大
安価な食品 分業の拡大 標準化

傾向の普及

n好の統一性 都市化 密集の経済性　　　　企業家の時代

新しい産業　　　　　　地域的な専門化 生産規模の増大

出所）Rick　Szostak，　The　Ro7e　Of　7hansporta　tion　in　the　lndustria1　Revolution，1991，　p．29より作成。
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表1・8各輸送機関建設・改修・維持費（千ポンド） （）内の数字は構成比率。

ら 区 梁 運河 言

1750－55 461（9） 4，382（87） 55（1） 134（3） 5，032（100）

1755－60 610（11） 4，410（81） 101（2） 308（6） 5，429（100）

1760－65 865（14） 4420（73） 212（4） 542（9） 6039（100）

1765－70 899（14） 4，533（70） 271（4） 779（12） 6，482（100）

1770－75 1ρ68（14） 4，450（60） 324（4） 1，537（21） 7，379（100）

1775－80 1，182（16） 4，455（61） 336（5） 1，345（18） 7，318（100）

1780－85 1，466（21） 4，470（65） 186（3） 722（11） 6，844（100）

1785－90 1，882（25） 4，647（61） 217（3） 876（11） 7，622（100）

1790－95 2，081（21） 5，118（52） 184（2） 2，373（24） 9，756（100）

1795－1800 2，438（21） 5，409（47） 229（2） 3，524（30） 11，600（100）

1800－05 3，157（28） 4，719（42） 236（2） 3，220（28） 11，332（100）

1805－10 3，854（31） 4，829（39） 312（2） 3，525（28） 12，520（100）

1810－15 4，608（30） 5，923（38） 1」77（8） 3，763（24） 15，471（100）

1815－20 5，256（31） 5，996（35） 1，727（10） 3，958（23） 16，937（100）

1820－25 6，647（40） 5，811（35） 534（3） 3，478（21） 16，470（100）

1825－30 7，333（35） 5，744（28） 1，134（5） 5，343（26） t120（5） 20，674（100）

1830－35 7165（35） 5488（27） 782（4） 4221（21） 2590（13） 20246（100）

1835－40 7547（18） 5972（15） 397（1） 4491（11） 22669（55） 41076（100）

1840－45 6，168（14） 6，851（15） 395（1） 4，563（10） 26，599（60） 44，576（100）

1845－50 5」61（5） 9ρ49（9） 311（0） 3，535（3） 84，180（82） 102，236（100）

　　　　　　　　　出所）小松芳喬著『鉄道の生誕とイギリス経済』清明会、1984年、p．10より。

図1－9内陸交通に関する議会法案の通過件数推移（10年間平均値）
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Casson　M．，　The防r1面翫56　Ea17暇ア助6θ加，　Oxf（）rd，2009，　p．45より作成。
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表1・10石炭生産量の推移（推計）
1700年 1750年 1775年 1800年 1815年 1830年

炭鉱地城
トン ％ トン ％ トン ％ トン ％ 千トン ％ 千トン ％

スコットランド 450 15 715 14 1000 11 2000 13 2500 11 3000 10

カンバーランド 25 1 350 7 450 5 500 3 520 2 560 2

ランカシャ 80 3 350 7 900 10 1400 9 2800 13 4000 13

北ウェールズ 25 1 80 2 110 1 150 1 350 2 600 2

ウェールズ 80 3 140 3 650 7 1700 11 2750 12 4400 14

西 150 5 180 3 250 3 445 3 610 3 800 3

ミッドランズ　。 75 3 140 3 250 3 750 5 1400 6 1700 6

こッドランズ西。 510 17 820 16 1400 16 2550 17 3990 18 5600 18

ヨークシャ 300 10 500 10 850 10 1100 7 1950 9 2800 9

北 1290 43 1955 37 2990 34 4450 30 5395 24 6915 23

合計 2，985 100 5，230 100 8，850 100 15，045 100 22，265 100 30，375 100

注）南西部はフォレスト・オブ・ディーン、ブリストル、サマセットから、ミッドランズ

東部はレスターシャ、ノッティンガムシャ、ダービーシャから、ミッドランズ西部はスタ

ッフォードシャ、シュロップシャ、ウォリックシャから構成される。

出所）Flinn，　M．　W．，　The」History（Of　thθ　British　Coa1　lndustrM　Volume2，1　700－1830’　The

Industria1　Re　volu　tion，1984，　p．26より作成。

表1・11タインサイド型とシュロップシャ型の比較

項目 タインサイド型 シュロップシャ型

名・ ワゴンウェイ（wa　onwa） レールウェイ（railwa　or　railroad）

岩鉱地域 北　。（North－east） ミッドランズ西。West　Midlands）

主要地
タイン川・ウィア川流域地域、

mーサンバーランドし山地域

セヴァーン川流域地域（南岸・北岸）

vロスリーコールブルックデール

導入経緯

ノッティンガム近郊のウォラトン・ワゴン軌道を

~設した炭鉱経営者ハンティンドン・ビューモン

g（1560年頃～1624年）によって、1605年頃北

剣狽ﾉもたらされた、ビューモントはノーサン

oーランドのプライス川流域に炭鉱を借り受け
o営しており、炭鉱とカウペンおよびベブサイド

ﾌ塩田との日にワゴン　道　　言

ノッティンガム近郊のウォラトン・ワゴン軌道と

Vュロップシャとの関係は明確ではなく、またど

ｿらが先に出現したのかという議論もあるが、

軏{的に史料の残るウォラトン軌道を最初のワ

Sン軌道とした

敷設区間
炭鉱～航行可能河川の貯炭所（staith）、

Y鉱～°岸諸港の　炭所

炭鉱～航行可能河川・運河の貯炭所

Y鉱～1鉄所～占行可能河川・運河

レール

オーク等の木製レール、直径はおよそ4．5インチ

i11センチメートル）のエッジ・レール、

繧ﾉ二層式軌道（double　way）が導入

オーク等の木製レール、エッジ・レール、

ﾜた、コールブルックデールでは1767年から木

ｻ軌道を保護するために、その上に鋳鉄製の

@　取り寸けたレールが　入

軌間

3フィート10インチqj68ミリメートル）～

Tフィート（t524ミリメートル）

痰ｦば、キリングワース軌道では4フィート8イン

`で　った（1764年～1765　　　曇）

2フィート（609ミリメートル）～

Rフィート9インチ（1，143ミリメートル）

ｽ均は3．5フィート（1ρ67ミリメートル）

ワゴン容量

1660年頃から1800年頃までの間に、
R3cwtから53cwt．（2．7トン）の容量のワゴンに

g大、なお後に1台の石炭用ワゴンのことを「a
モ?≠撃р窒盾氏@wa　onと呼ぶこともある

通常は30cwt．（1．5トン）までの容量のワゴン、

ｽだし、コールブルックデールでは、50cwt．から

U0cwt．の容量のワゴンも使用

車輪
フランジが備わり、1730年代初頭まで木製、そ

ﾌ後次　に　鉄」の　　が」’用

フランジが備わり、1720年代末頃から鋳鉄製の

ﾔ　　’

牽引力等
通常は、丘の傾斜を利用し自重で走行、

繧閧ﾍ桓の，．．がワゴン1台　　引

急な傾斜部分では3～4頭の馬がワゴン1台を

@引

普及地域
カンバーランド、北アイルランド、ヨークシャ（南

煤E西部）、後のスコットランド

ミッドランズ東部、南・北ウェールズ、

宴塔Jシャ、当初のスコットランド

出所）Osborns’　Grand　Junction　Railway　Guidθ，1838、　M．　J．　T．　Lewis，　Early　Woodθn

Railways，1970、　Michael　Robbins，　Thθ　Railway．Age，1998、　Jack　Simmons　and　Gordon

Biddle（ed．），　The　Oxford　Co、mpanion　to」勝ゴtish　Railway　His　torM　Fro」m　1603　to　the　1990s，

2000、The　Institution　of　Civil　Engineers，　A　Biograρhiea1　Dictionary　of　Civi1　En8i’neers　in

Grθa　t　Britain　and　lrθland，　Volume　1：1500・1830，2002より作成。
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表1・12タインサイド型ワゴン軌道の主要な普及先
・　石　・工 瀕’1・

’　　　　　　　　　　　口　　5
ヌ’賑’r　暴蕪、　　　　　　　ミ「　　　　’　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／@　　　　　　　　　　　’「「’　戸㌔’
Sartom炭鉱 ホワイトヘブン港 1735年

Sir　James　Lowther

b副ble　S　eddin（代理　）

ホワイトヘブン地区 Parker炭鉱 ホワイトヘブン港 1738年
Sir　James　Lowther

baH蛤le　S　eddin（代理商）

Whingill炭鉱 ホワイトヘブン港 1754年 SirJames　Lowther
barl蛤le　S　eddin（代理　）

ハリントン Henry　Curwenの ハリントン 1760 Hemy　Curwen
Moorbanks ワー　ントン 1771 Henry　Curwen
Chapel　Bank ワー　ントン 1777 Henry　Curwen
Seaton ワー　ントン　、3マ　ル 1731 SirJames　Lowther

ワーキントン地区
St。　Helens炭鉱 ワーキントン港

1740

P777年頃閉鎖
Sir　James　Lowther

Cli仕。n炭鉱 ワーキントン港 　1777
P781 Sir　James　Lowther

メアリーポート地区 Brou　hton炭鉱 メアリーポート　、2，5マイル 1755年頃 John　Chr』tian
ブラン　トン 丁indale　Fell鉱 ブラン　トン？ 1775 Lord　Ca囲isb

襲鼎　　　k1　、、　　　，、　、　　　，． 　　　　　’㍉L@　　　　　　　　　　　　　’
秩@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

ブラッドフォード地区

L忙tle　Horon炭鉱

vibsey炭鉱
qoyds　Hall炭鉱

i後にLow　M。orへ延　）

ブラッドブ才一ド

乳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二「F

@　　1783年
@　（1785年）

She旧ronworks 1793年 John日well
iohn　Crawshaw

リーズ地区 Middlet。n炭鉱
Thwa比e　Gate（エアー川）

i後にリーズ中心部へ延長）
1755年

i1758年）

the　B旧ndling

^インサイドに炭鉱を所有
qichard　Humble（代理人〉

^インサイド出身の炭鉱監督

エアー川地区（右岸）

R。thwell　Haigh炭鉱 エアー川 1774年
the　Fenton

simothy　Smith（partner）

Hou　hton・鉱 カッスルフオード（エアー川） 1796年
Kn。tUn　le炭鉱 エアー川 1778年

エアー川地区（左岸）
Swilli噂。n炭鉱 エアー川

Rev．　Sir　William　Lowther

zワイトヘブンのLowtherと関1773－1774年Prest。n炭鉱 エアー川
Allerton　B　water炭鉱 エアー川

コーダー川地区（左岸） Methb コーダー川 1796年

Outwo。d炭鉱 ボトム・ボート（コールダー川） 1745年

ウェークフィールド・

@　　アウトウッド地区

@（コールダー川流域）

The　Fenton炭鉱 レイク・ロック（コーダー川） 1774年
the　Fenton

shothy　Smith（partner）

The　Fenton炭鉱 スモーリー（コールダー川） 1783年
the　Fenton

simothy　Smith（partner）

Fbckton炭鉱 Horbury　Bridge（コールダー川） 1770年代
Timothy　Smith
qichard　Miilnes

q懸 ㌔武

，

シェフィールド地区 She伍eld　Park炭鉱 シェフィールド
1722－1723年

P774年頃閉鎖

Duke　od　Noefolk

q。bert　Litヒbw。。d（タインを視察）

ｦタインサイド型最初の　入　例

Kimberworth炭鉱 ダン川 1742－1745年 John　Bowden（賃借人）
ロザラム地区
iダン川上流域）

Park　Gate・・鉱 ダン川 1747 John　Bowden（　　人）
Greasbrou　h炭鉱 ダン川 1763年 the　Fenton

Rawmarsh　鉱 ダン川 1774
ダン川地区（右　） Denab炭鉱 ダン川 1769年

ス駿　　　鄭．、 ．　「｝

グラスゴー地区
Gartnavel　and

jnightsw。od炭鉱
ヨーカー（クライド川北岸） 1750年頃 J。hn　D旗on（サンダーランド）

Govan ス　リン　フィールド　ライド川 1775－1778 Willbm　Dix。n　Johnの　子）
エア　区 エア 1775

リー　ン 1760
Kirkkmd メトヒル　、2マイル 1795
Fordell・ セント・アビッド 1770 the　Henderson
Halbeath炭鉱 インヴァーカイシング 1780－1781年開通 Sam　son　Llo　d

フォース湾地区（北岸） Be叩law炭鉱
i後にP峰げane炭鉱、および
trquhart炭鉱へ延長）

i後にCharlestownへ延　）

ライムキルン、3マイル

1772－1775年

@（1777年）

@α801年）
P805年頃　鎖

Lord　Elgin

Charlestown　kilns 　1792年
i1772　？）

ア頒》鋒 ’　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完　・

b

噂

バリーキャッスル 採石場
バリーキャッスル港（築港中）

S86ヤード（444メートル） 1740年
Hugh　Boyd（炭鉱賃借人）
Cングランド・スコットランドを視察

出所）M．J．　T．　Lewis，　Ear7y　Wooden　Railways，1970に基づき作成。
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表1・13タインサイドの主要ワゴン軌道一覧

河川・ ） 河川・　（　・　　）・ 口

ワンズベック川 BadくCk鵬 ワンズベック川北岸 1755年

Bar㎞on（y　Neth〔蝋ρn プライス川北岸 1787
プライス川

同eSS プライス港（北毎）、5マイル、路線はブライ刃ll南岸を並行 1699年 Ral　Brandli？
シートン・スルース港 Hartle シートン・スルrス港（北海） 1758年 the　Delavals

カラ≒コーツ港 陥比le カラ刷コーッ港（北海） 1704年

Chirtα1 ノースシールズ、1マイル 1769年

Shi㎜oα

ela鵬th
i（工Back㈹曲炭鉱まで延長）

ホワイトヒル・ポイント、3マイル
175臼760年
i①180（輝）

W日lbm　Gbson

la廿hew＆｝O

vヨlbm　Brα》n

MJrton ’・イトヒル・’・イントよりやや上流 1764

囹lh帥orth　M　・　or

k㎎Benヒ㎝New　W而㎎炭鉱
i（Dq匠㎎剛h聴st　Mb（祓鉱まで延長）

ウィリントン・キー、K田in酬orth　Mooピまで3マイル、

i（DくllingwぬWest　Mb併までさらに1マイル）

1764－1765年

i①1806年）
theαand　A閲ies

Wllh麟㎝釦旧唖・鉱

i①B副e剛炭鉱まで延長）

i　　脱面n炭鉱まで延

ウィリントン・キー（剛ピ照th炭鉱とは異なる路線、貯炭所）

iW日lhgヒon　Square炭鉱からL㎝g　Bentα1炭鉱まで2マイル）

1η6年3月

i①1η8年）

@　785年）

W引㎞Gbgon
laUhew暁隠
翌獅撃b香@Br㎝

B昭es陶in炭鉱
ウ才一ルセンド、

Rle団llの軌道にも接続（Bi脚s醐n炭鉱から2マイル）

　　1785－1786年

iB副eトIi路線は180〔》年

@　　職

W闘lbm　Gbgon

la廿hew暁四

v司lbm［ン㎝

輪Ils㎝」炭鉱 ウォールセンド（Bi　s幽in　，　貯炭所よりやや下流） 1780年代

輪lker…鉱 ウォールセンド（団　s臨i　　　・・所よりやや上流） 1753－17

タイン川北岸

Hbat㎝炭鉱
i（払㎎暁r舶n炭鉱まで延長）⇒この後、Ki田ng献h愉α方面へ転換 ウィンクームリー

　　　1725年頃

@　1745年閉鎖
i①17唱年開通」766年

@　　㈹

Geα・伊Lidddl　and

翌≠撃b香@Cote鋤心rth

i17解力らthe　 αand　細ies）

Byker炭鉱
1　　　ト・　一一ター一（’　｛こ、　｝Lσンセント・アンソニ｛　、

Aセント・アンソニー

11743　　～η51

@②1751年頃～
Ridbard閏dey

Heat㎝炭鉱（再關発）

ゼノト・アンソニー（E騒｛　　　　　　延長）

ｦ1797年に一部軌適二おして完全な鉄製レールを最初こ採

pしたが、大部分はコ821年まで木製軌道

1791年 圃chard　Ridey？

Ben側炭鉱 タイン川 1708 the㎞
Kenton炭鉱 スコツツウンド

　1天〕7年

P71　閉鎖
SirWlliam　Bbdくett

Ke惣）n炭鉱（再開発）

ﾋKi’s　D面rt（トンネル）による排水に成功
スコッツウンド（旧軌道と同じ場所） 180D年頃 CMsゆhげB醐i面n

Bake～s幽in炭鉱 スコッッウンドよりやや上流

隔ywd晒bh炭鉱
f陀㎝》繭ch　Mbor炭鉱

i1　1剛e炭鉱まで延長）

レミントン、375マイル
　1767年
i①178（輝）

（（工1）L」くeσ「Nk寵humberland）

1　α図ey・・（1780

A崩1賦b炭鉱（1780年以降Hdy幅1軌道
レミントン

1751　　う

P780年頃閉鎖

1　　　hew　Bdl　and　V顎川ian　Bro…

A蝕eσfNαth晦Hand）

Wa・・
m㎝b㎝炭鉱

i（蜘めn糠延長）

レミントン、いMa　・・　　’5マイル

P805年トレビシツクの蒸気機関車の導入を試みるが失敗

P813勾三卜b己eyσ）Pu「「hg副ly号

1748年頃？

i①1787年）

the　Bbcketts

ic団stOP㎞副ad磁）

Crawびook・・

i①F醐esCb舘）
i［1）VECkle）

ステラ、Crawqη畝まで3マイル

i②のM欲leyまで7マイル）

　1663
i②1740年頃）

P787　閉鎖

G㎜9de炭鉱
jy。炭鉱

i（蜘㎞Woodside炭鉱まで支線〉

ステラ、ステラからα5マイルまでC㈱r｛x鋤道と共同使用
1660年頃

i①1704年）

the　Grand　Lease（the　Ca「sthe　廿1e

u㎝es　and　the　Bbclet面（～書708年頃）、

狽??@Sir　Herlry　Ljddell　and　Edward

vαU）（1708年～）

タイン川南岸

C心61㎞s炭鉱
auc」s　N渕《炭鉱

Aα9試e炭鉱
翌P忙ene団炭鉱

ged切Fdl炭鉱

bh聯el炭鉱

ステラ、6マイル、

^インサイドのワゴン軌道の中で唯一、石炭以外の物資も輸

翌ｷる（鉛や日用品等）

P710年頃から、しea〔壊teあるいまα℃p醐ll論いて、鉛の一

狽�nから軌道に積み替えて輸送する

1696年 theαaveri㎎s

Sthothe陀炭鉱 ステラ
　1708
P787年頃閉鎖

B眞od網1炭鉱 ステラ 1710年頃

Lord　Wd面㎎ton（～171　）、

rirEdWard団acketヒ，　F旧ncb　B陀m己ir騒

qich3rd　Rdey」John　Si叩son（1フ15年

日aydαn灰 エント 1　　頃？

wlic㎞㎝炭鉱 ダンストン
　1645年頃

P650年代閉鎖

（次ページに続く）
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表1・14木製レールおよび鉄製レールの敷設マイル数推移（推計）　　　　　　（マイル）

　　　　　　　　出所）M．J．　T．　Lewis，　Early　Wooden　Railways，1970，　p．298より作成。

図1・15タインサイドのワゴン軌道輸送風景（右端・貯炭所staithと小型石炭船keel）

地域 1625年 1650年 1675年 1700年 1725年 1750年 1775年 1800年

タインサイド 1 11 37 70 94 123 146

その他 2 2 5 4 8 39 93 146

合計 2 3 16 41 78 133 216 292

出所）C．E．　Lee，　The　Evolution　OfRailways，1937，　p．28より。

図1・16内陸水路網

出所）J・ラングトン＆R．J．モリス編（米川伸一・原剛訳）『イギリス産業革命地図』原書房、1986年、　p．85より。
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図1・17リトル・イートン・ギャングウェイ（L型プレート・レールとフランジのない貨車）

出所）Derek　A．　Bayliss，　Retraeing　the　JPTirst　Publie　Railway，1985，　p．5より。

表1・18ダービー運河の法定上限運賃（1793年）

出所）ダービー運河設立法（33Geo』I　c．102）より作成。

図1・19ジョン・カーによる坑内鋳鉄製L型プレート軌道と枕木のイラスト

出所）John　Curr，　The　Coa1　Vie　wer　and　Eng7he　Builder’s　Praetica1　Companion，1797（second　ed．，1970）より。
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表1・20初期鉄道技術者一覧表

技術者等 年・出身地 職業等 主な活動内容等 主要業績

ジョン・スミートン

iJohn　Smeaton）

1724年～1792年
@　リーズ

・土木技師・王立協会フェロー

水力・風力工場、灯台、内陸水路、排水、橋梁、蒸気機関の改良、港湾施設な
ﾇ、助手であったウィリアム・ジェソップを指導し後に独立を促す、運河の代替手

iとしての軌道の利用に言及する、専門的な職業としての土木技師の最初の

y台を築いた人物として評価される、1753年に王立協会フェローとなる

運河の代替手段としてのニューカッ

Xル型ワゴン軌道の利用に言及、
ﾜた助手のジェソップにも運河に代

ﾖする馬車軌道（h。rse－d田wn
萩撃高翌≠凵jについて示唆を与えた

アブラハム・ダービー3世

iAbraham　Darby皿）

1750年～1789年
Rールブルックデール
@シュロツプシャー

・コールブルック

fール製鉄所経営

ダービー1世（1678年～1717年）は、1708年に溶鉱炉の経営を引き継く’ために

uリストルからコールブルックデールに移住、1709年に木炭に代わるコークス製
S法を発明、息子ダービー2世（1フ11年～1763年）は、数多くの作業における技

p的な改良を行い、1750年にはホースヘイおよびケトリーに新たな溶鉱炉を建

｢し会社を急速に拡大させた、息子ダービー3世（1750～1789年）は、1776年に
c会を通過したアイアン・ブリッジの主要株主であり、会計係（trea鉗surer）をつ

ﾆめ、そして建設に使用される鉄を製造した、橋は1781年に開通したが、これは

Z術的には成功であったが、財政的には失敗であり、主要株主であったダー

rー家を没落に導くこととなった、3代目まではクエーカー教徒であったが、ダー

rーW世（1807年～1878年）は国教徒であった

・1767年に木製レールの上部に鋳

S製の板を張り付けたレールを使
pし始める（コールブルックデール

ｻ鉄所からセヴァーン川間鉄道）

kcast－iro目pbted　track　orflat

モ≠塔ZーirQn　bar　spiked　to　a　wooden

窒UD

E1785年までに路線距離は20マイ

笈ﾈ上となる

ジョン・カー

iJohn　Curr）

1756年～1823年
・炭鉱監督

imanager。r
唐浮垂?窒奄獅狽?獅р?獅煤j

シェフィールド（ヨークシャー南部）のノーフォーク公爵の炭鉱の監督を務める、

高V6年に初めてプレート・レールを公の炭鉱の坑道内に敷設したとされる、そし
ﾄ1797年に「砺0ρ∂ノ吻wθグ3〃げεηダ〃θ8σ’肋幽脅∂o比3’Oo’ηρ∂〃わ〃」を執

Mし坑内における石炭運搬車（corf）、鋳鉄製軌道（cast励n旧il　roads）、巻き上

ｰ機、蒸気機関等を図で解説した、しかしその後1801年に公より突然監督を解

Cされる、背景には公の炭鉱が18世紀終わりごろにかけて財務的に良い成果

�繧ｰていなかったことがあった

シェフィールドの炭鉱の坑道内に鋳
S製L型プレート・レール（トラム

Eェイ）を最初に導入（※ただし、導

?ﾌ年に関しては、1776年説
xeL　1778年説」787年説［Le輌s］

ｪあり明確ではない）

ウィリアム・ジェソッブ

iWilliam　Jessop）

1745年～1814年
@デボンポート

・土木技師・製鉄所経営

当初はスミートンの助手、1772年に独立、内陸水路、港湾施設、排水、初期の

vレート軌道等の建設を主導、1789年にエッジ・レールの特許を取得したがその

纓?pさることはほとんどなかった、1792年にB・オウトラム社（後のバッタリー

ﾐ）のパートナーとなる、最初の公共鉄道であるサリー鉄道（プレート軌道を採

p）の技師を務め1801年に設立法の取得に成功、運河が適さない場所にプレー

g軌道を導入する先駆的役割を果たした

・1793年～1794年にレスター水路
ﾌフォレスト路線4，75マイル（ラフバ

堰`ナンパンタ、スリングストーン～

Rールオートン）において、鉄製魚

?^エッジ・レールを最初に導入

Eダービー運河に鉄道の導入を提
ﾄ（1792年、翌年オウトラムにより

囈ﾊ）

E1801年にサリー鉄道（4フィート2イ

塔`）J803年にクロイドン・マーサ
?父Sッドストン鉄道、1808年キル

}ーノック・アンド・トゥルーン鉄道

iスコットランド最初の鉄道、4フィー

g）の技師としてL型プレート・レー

汲�ﾌ用

ベンジャミン・オウトラム

iBe吋amin　Outram）

1764年～1805年
@アルフレトン
_ービーシャー

・土木技師・製鉄所経営

当初はウィリアム・ジェソップの助手を務めその後独立、内陸水路およ
ﾑプレート軌道建設を主導、1792年にジェソップらとともにB・オウトラム

ｻ鉄所（後のバッタリー社）を設立しプレート軌道等を製造、サリー鉄道
ﾌ延長路線であるクロイドン・マーサム＆ゴッドストン鉄道（1803年設立）

ﾌ軌道の製造および建設を請け負った、バッタり一社は1830年までに

P00近い顧客に対して鉄道関連製品の供給を行った

・ダービー運河＆鉄道〔1フ93年～

氓V96年）の主任技師（運河の支線と
ｵてリトル・イートン・ギャングウェイ

�嚼ﾝ、1795年完成、3フィート6イ

塔`、単線）

Eピーク・フォレスト運河（1794年～

P801年）の主任技師（バックストン

ﾌ石場までの鉄道支線を建設、
P796年完成）

Eクロムフォード運河～ニュー・ブリ

塔Xリー炭鉱間鉄道にバッタリー社

ｪ路線を供給（1796年～1797年、4
tィート2インチ）⇒以降4フィート2イ

塔`が一般的な軌間となる？

Eアシュビー鉄道の技師・建設

i1799年～1803年、アッシュビー運

ﾍの支線、4フィート2インチ、12．5マ

Cル、一部4マイルは複線）

Eブリスワース・ヒル鉄道の建設

i1799年～1800年、4フィート2イン

`）

マシュー・マレー

iMatthew　Murray）

1765年～1826年
jューカッスル

・機械技師・蒸気機関製造

当初は亜庶の水力紡績工場の機械技師となり紡績機械等の改良で特許を取
ｾ、その後水カエ場に水を供給するために利用されていた蒸気機関に関心を
揩ﾂ、パートナーシップを組みフェントン・マレー＆ウッド社を設立しボールトン・

純bト社に対抗、1811年にトレヴィシック型高圧蒸気機関を船舶用として納入、

P812年にブレンキンソップの特許に基づくラック式蒸気機関車「サラマン力号」を

ｻ造しミドルトン炭鉱軌道に納入、この他に3台が製造されタインサイドの炭鉱な

ﾇで使用されたが普及しなかった

・ラック式機関車「サラマンカ号」

出所）The　Institution　of　Civil　Engineers，　Bi’bgTaphica1　Dictionarγ　of　Cj’vr7　Engiheers　in　Great　Britain　and　lreland，　Volumel’　1500・1830，

Thomas　Telford，2002、　The　Institution　of　Civil　Engineers，　Biographical　Dictionary　of　Cj’va7　Eng7’neers　in　Great　Britain　and　lreland，

Volume2’　1830・1890，　Thomas　Telford，2008，（次頁へ続く）
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ウィリアム・ロッシュ

iWilliam　Losh）

1770年～1861年 ・化学者・製鉄所経営者

タインサイドにある一族の経営する化学工場で働く、後にウォーカーにおいて製

S所を経営、そこで週二日間キリングワース炭鉱から製鉄所を訪れるジョージ・
Xティーブンソンとともに鋳鉄製エッジ・レール（casし一ir。n　ed鶴rails）の改良に取

闡gみ1816年に二人で特許を取得、キリングワース炭鉱軌道などで採用された
ｪ、1821年のストックトン＆ダーリントン鉄道の建設に際してこのレールが採用

ｳれることはなかった

ロッシュースティーブンソンの鋳鉄製エッジレールに関する特許（1816

N）

リチヤード・トレビシック

iRichard’「revithick）

1771年～1833年
@コンウオール

・鉱山技師・蒸気機関車の発明

ポールトン・ワット社の蒸気機関に対抗して高圧蒸気機関をコンウォールの鉱山

ﾉ設置し後のコーニッシュ機関の先駆けとなる．1801年から1803年まで高圧蒸
C車両を製造しカムボーン、ロンドン、コールブルックデールで試走するが失

s、1802年に定置機関および機関車に利用する高圧蒸気機関に関する特許を
謫ｾ」804年に蒸気機関車を建造しぺニダレン軌道9．5マイルの試走に成功す
驍ｪ機関車の重量にプレート軌道が耐えられず破損し結果的に失敗、1805年

ﾉタインサイドのワイラム炭鉱用に二台目の機関車をタインサイドのゲーツヘッ

hにおいて製造するが利用されることはなかった、18G8年にロンドンで三台目の
@関車「Catch－me－who－can号」を建造したが軌道の問題等により失敗、この分

?ｩら離れることとなる

・ペニダレン・トラム・エンジン（1804

N）

EChach　me　who　can号（1808年）

ジョージ・オーヴァトン

iGeorge　Overt。n）

1775年～1827年
uレコン近郊
Xランデトティ

　　　　　　　　　　南ウェールズにおいて製鉄所と鉱山・運河を結ぶトラム軌道の建設を主導、製

@　　　　　　　　　鉄所のパートナーとなる、また鋳鉄製アーチ橋梁への架け替え工事などに携わ

・ペニダレン・トラムロード（1799年～1802年）の技師（4フィート2イン

`）

Eスルイドコイド・トラムロード（～

P811年）（4フィート2インチ）

Eストックトン＆ダーリントン鉄道

i1818年～1821）の技師（馬車によ

骭｡引を想定したトラムウェイ）※

繧ﾉジョージ・スティーブンソンによ

闖C正

Eランミー鉄道（1826年）

ウィリアム・ヘドリー

iWiiliam　Hedley）

1779年～1843年

@タイン河畔
@ニユーバーン

・炭鉱監督
iCdliery　viewer）・蒸気機関車の設計

ｨよび製造・炭鉱所有者・石炭船所有者

1805年にクリストファーブラケットの所有するタインサイドのワイラム炭鉱の炭

z監督となる、この頃馬による牽引に関連する費用が上昇したことを背景にブ

宴Pットは機関車による牽引を検討、1805年にトレビシックに機関車製造を依頼

ｷるが木製ワゴン軌道が重さに耐えることができないため導入を断念、1808年
ﾉ5マイルの木製ワゴン軌道（ワイラム炭鉱～タイン河畔レミントン）を鋳鉄製プ

戟[ト・レールに敷設し直す、ヘドり一は1812年に平滑な車輸を備えた機関車の

ﾀ験を行い1813年に特許を取得、1813年から1815年に助手のティモシーハッ
Nワースとともにパフィング・ビリー号やワイラム・デイリー号など3台の機関車を

ｻ造、1815年から1817年にかけてそれらの機関車の車輪の数を4から8に増加
ｵ固いがもろい鋳鉄製プレート軌道への負担を軽減するために修正を行う、炭

z軌道では1860年代まで使用されたが公共鉄道に普及することはなかった

・ワイラム・ワゴン軌道の鉄製レー

汲ﾖの再敷設（1808年）

E平滑な車輪を備えた機関車の牽
�ﾀ験（1812年）

E石炭その他を積載した車両を牽

�ｷるための機械手段に関する特
磨i1813年）

E平滑な車輪を備え、2つのシリン

_ーを搭載した最初の機関車の建
｢α814年～1815年）

ジョージ・スティーブンソン

iGeorge　Stephenson）

1781年～1848年

@タイン河畔
@　ワイラム

・炭鉱技師・鉄道技師

8歳で住居の近くに敷設されていたワイラム炭鉱軌道内に家畜が立ち入らない

謔､に見張る仕事を一日2ペンスで始める、その後炭鉱の蒸気機関の火夫補
普A火夫などを経て坑口監督（brakesman）、機関工（enginewrighOとなる、1804
Nに有力な炭鉱経営者の連合体であるグラド・アライのトマス・リデル卿が所有

ｷるキリングワース炭鉱に雇用される、1812年に坑内石炭輸送に定置蒸気機

ﾖを利用し費用のかかる牽引力であったポニーの数の削減に成功、その後リデ
給ｨは蒸気機関車の建造をスティーブンソンに促い814年に一台目の「ブルー
`ャー号」を建造、しかしキリングワース軌道に問題があったためウォーカー製
S所のウィリアム・ロッシュと鋳鉄製エッジ・レールの改善に取り組み1816年に

ﾁ許を取得、1818年までにこのレールに敷設し直されるが、その後ベドリントン

ｻ鉄所のジョン・バーキンショウによってより優れた錬鉄製レールが発明される

ﾆ1820年にそれに転換した、この間蒸気機関車の改良も続けた、1819年に8マ

Cルのヘットン炭鉱軌道建設の技師となり最初の全面的な鉄道建設を経験し牽
�ﾍとして蒸気機関車・自勤インクライン・定置蒸気機関の組み合わせを採用し

ｽ、また1821年にジョージ・オーヴァトンの馬車鉄道案に基づき議会から承認を
�ｯたストックトン＆ダーリントン鉄道の技師となり蒸気機関車を利用するため

ﾌ路線の修正を経営委員会に提案しそれに基づき1823年に修正案が議会の
ｳ認を受けた、この鉄道用に蒸気機関車を建造するために息子のロバートとも

ﾉニューカッスルにロバート・スティブンソン＆カンパニーを設立し「Nα1ロコモー

Vョン号」を建造した、1826年にリヴァプール＆マンチェスター鉄道の主任技師

ﾆなる、1829年のレインヒル・トライアルではスティーブンソン父子の「ロケット号」

ｪ優勝しこの鉄道の蒸気機関車に採用される、彼が公共鉄道に採用した炭鉱
O道に由来する4フィート8．5インチの軌間は1846年軌間法により標準軌道とし
ﾄ認められた、なお彼の業績に対しては様々な評価が存在する

・機関車「ブルーチャー号」（1814

N）、「マイ・ロード号」、「ウェリント

桃?v、「ロコモーション号」の建造

Eロッシュースティーブンソンの鋳鉄

ｻエッジ・レールに関する特許
i1816年）

Eヘットン炭鉱軌道（1821年～1822

N）の主任技師

Eストックトン＆ダーリントン鉄道

i1822年～1825年）の主任技師

Eリヴァプール＆マンチェスター鉄

ｹ（1826年～1830年）の主任技師

Eその他、ロバート多数の共同主任

Z師をつとめる

ジョン・ブレンキンソップ

iJ。hn　BlenkinSOP）

1783年～1831年

@　リーズ

・炭鉱監督・蒸気機関車の設計

1808年にジョン・チャールズ・ブランドリングの所有するリーズ近郊のミドルトン

Y鉱の代理人・炭鉱監督となる、1811年に石炭を軌道上で輸送するためにラッ
N式鉄道システム（rack旧ilway　system）の特許を取得、1812年にマシュー・マ

戟[のフェントン・マレー＆ウッド社においてブレンキンソップの特許に基づき蒸
C機関車「サラマンカ号」が製造される、この他にもこのシステムの蒸気機関車

ﾍタインサイドのコックスロッジ炭鉱軌道やランカシャのオレル炭鉱などに採用

ｳれたが、公共鉄道の牽引力として採用されることはなかった

・石炭を輸送するためにのラック式

S道システムに関する特許（1811
N）

Jack　Simmons　and　Gordon　Biddle（ed．），　The　OXtrord　Companion　to、British　Rai7way、Historx乃αη1603　to　the　1990s，　Oxfbrd　University

Press，2000、　Oxford」Dictionary　ofハ「ationa1　Bj’bgraphy（online　editiol1）、Dendy　Marshall，．4　History　of、Rai7way」乙oeomotives，　The

Locomotive　Publishing，1953、　John　Curr，　The　Coa1　Vievver　and．Eng7’ne　Builder’s　Praetieal　Companion，1797（second　ed．，1970）、M．JT．

Lewis，」距吻woo4θη凹伽ヨァβ，1970．、　Charles　Had丘eld　and　A．　W．　Skempton，㎜∂加詫55（1ρ，　Engineer，1979に基づき作成。
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図1－21タインサイドのエッジ・レールを用いた炭鉱軌道（19世紀、フランジのある貨車）

出所）M．J．　T．　Lewis，　Ear7y　VVooden　Railways，1970より。

表1－22鉄道、軌道（炭鉱軌道・運河軌道）に関連する用語集

5 5
bewa 側道 川の貯炭所から　鉱まで、空のワゴン　ロ覧する　に　用される側 side　wa

chaldron チャルドロン
石炭の1を示す単位、北東部では53cwt、ロンドンでは25，5c賦、スコットランドでは30cwt

ﾉ　　される、なお　には1台のワゴン（awa　n）示すこともある

Newcastb　ohak」ron、

kondon　chaldron

COO ワゴンの車体 ワゴンの車体、ボディーのこと
corf 羽から坑ロまで石・　　に　用される　、　にtubに取って代られ

doubge　way 二 二　　、b3　　　の

doubb　ra繭way 2つの　　カ　ーして　　　　てい　こ double　wag8pnway

罰ller 羽で　　や　　に石・・　み　　’　　＿鴨
fbotrid 元々1　天　し　　のこ　、　に　　、　に　几に　　　　：　　　　」示　こ footrail㍉inset　Shropshire

什ame レール’よ　　　のこ

n　　a 鉄 ミッドランド東部における鉄　のこと an　road

hcline インクライン ロー　　零用してワゴン傾　面に　って下ろす設備のこと inclined　bne

balanced　incline 自　インクライン のあるワゴン　下ろす　　　の力を滴用して戻りの空のワゴン　引き上げる　般のこと self－actin　inclhe

late レート　　　　　　木 の上に　止めされた　　製、　　　の平らな

bte　raiI レート・レール L型レールのことで、18世　後半以　　用された、　両の車　にフランジは不要である tramroad　laしe　rail

btewa レート めはプレート・レールによって　内に　　　れた　　　　に地上に　　　され　よ鴨になる tramwa　tramroad
utter 夫 切羽から主要　　まで炭　や・車を牽引する運搬夫 drawer、　hu面er、　trammer

rail レール
18　　　覧以　　　　　　、b　　　→　　→　　　へ　　化　　、
f材によってwo。den　rail（木製レール）とir。n　rail（鉄製レール）とに大別される

rai」vay 木製軌道、鉄道 木製レールの場合には「木製軌道」、鉄製レールの場合には「鉄道」と区別する
garlgway　East　Midbnds
モ≠唐唐?凾翌≠凵iSc。dand）

rolley で　用　　　tubやtram　し　　　い　・　、　　にはフランジ　　っ：

rolleyway で　　にフランジの　　　　　　　　　し　　こ　に18　　以　　　　　：

sin　le　wa 一　式軌 一　　造のレール

sledge 運炭用そ・　鍛朧鶉嬢鷲灘。車輸。，糠も。もあ、 sled、　slyp

st欲h 所 石　用波止　、シュート（chute、　s。ut）　用して石・　ボートや船に　み込む　設 steer（Cumberland）、trunk

tje 木 枕木のこと slee　er、　cross　Slee　er

tram トラム、運搬車
元々は坑内で利用されたそりあるいは手押し車（wheeIbamw）．後に車輪の付いた運搬車、
ﾜた、1台のそり、あるいはトラムの1日における運　量、後に地上のワゴンを　すよ噛になる

dram（Wales）

インサイドでは　　に　　　　　　　、　　エール　では　　に　　　　：　　、トラム　ェ

tramway トラム軌道
　　　　　　　　　　　　　　：
Cは元々18世紀中ごろに坑内に敷設されたフランジのある木製軌道を指すが、後に地上の軌
ｹを指す、また18世紀後半以降は鋳鉄製L型プレート・レールが利用されるようになる

tramroad（South　Wales）

垂b狽?翌≠

tub 羽、b　ロ　で石　　　に」用　　　　　つ　の　　、そ　　では　　カ　1用　　こ tram

turnrail 騨　口 ワ　ンや’　3　の　ロー　　　　二　に用いb tumtable、　staith－disk

waggonway ワゴン軌道
車輸にフランジのあるワゴンを輸送するための軌道、当初は木製であったが後に鉄製に代わ

Newcastb　Road，wagorlway

wam 炭車 で利用された石炭　　車 cart

waybave 通行権
石炭を輸送するために、他人の所有する土地の上を通行する権利
翌≠凾撃?≠魔?@rent（通行料）を支払うことで、その権利が与えられた

way－bave

出所）Flinn，　M．　W．，　The、History　of　the　British　Coal　lndustiy　Volum　e2，1700・1830’The　lndustrial、eevolutaon，1984、　Mitchell，　B．R．，

Economic　de　velopm　ent　of　the・Brj’tish　coa1　industry　1800・1914，1984，　Simpson，　J．　A．，　and　Weiner，　E　S．　C，他より作成。
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表1・23初期公共鉄道 覧

口 土’よび　｝口 マイル
1 1801 1803 Surre Wandswor廿1～Cro　don　Micham～Carsha陀on　　　11 Surro
2 1802 Tront　and　Morse　　　，口 Fro　all～Caldon ，ロ S厭「ord
3 1802 Monmouthshiro　｝口　Sirhow ｝口との　　　Trede　ar　lronworks～New　rt　　22 頴 Monmou廿1
4 1802 1804 Camarヒhenshire Fbt5向c●5t6h－G●m38　Uma　Fbdk5〔u勒㎡画8叩o←Ab6由yt揃ok｝　　　　　　　　16

う Carmarthen
5 1803 1805 Cro　don　Merstham　and　Godston 恥ゆn一岡6dh㎝一鴫血．購・醐廟～（bd醜㎝8』船7鹸遷の竃蚤路■　15．75　85 Surro
6 1804 Ellosmere　｝ロ Ruab◎n　Brook～Pontc　s　肚o　Elbsmere　｝ロ ｝9

7 1804年 1806年 Oystemouth鉄道 Sw8mo8～Oystermouth，　branch　towards　Morriston 7．5

鉱物輸送　　　　　　噛

Glamorgan

8 1805 Peak　Fores　｝口 ｝口との
頴 Derb

9 1808 Bamslo　｝ロ 頴との 凋

10 て808 1810年 Kilarnoclk＆Troon Kilmamock～Harbour　at　Troon 12 石 Ar
11 1809 Gloucester　and　Choh鴇nham αbUO■ゆr障幽卿To㎞〔Cわ●㎞nh㎝，㎞oh　ω　」90㎞翻幽　剛謂 9 凋 Gloucester
12 1809 Bullo　Pi朗　　　　　Forest　of　Doan Ghwohw8y　H醐5umm詮（Chdbr悔rd）剛Bu胎Pi“（S●v●rnllD 7．5 セ　ァン川と Gloucester
13 1809 しdbrook　and　L〔恥e Lidbrook～しdon　Lowor　Foe　e） 瀕 Gloucester
14 1810 181フ Monomouth　　　Forest　of　Deen） Howler　Sbde～Monomouth 8 ｝ロ Gloucestθr
15 1811 Ponclaw Ponclawdd　River　Bu　　～Lou　hor 剛1 Glamor　an
16 1811 Brecon　　　　Ha　and　Brecor1　　　） 8r●e㎞oek●ndAbor『h◎nny遇1河即P飢on　Cro88．　Eord幽by 24 ｝ロ Hereford
17 1811 Brecknock　andAbor　av8nn 8瞳O㎞ook即6崩脚nn漣男（㎞”on紬）帥㎞㈲翻騨1伽oom●y 6 瀕 Monmouth
18 1811 Berwick　and　Kelso S㎞iDurham　～Kelso　Roxbur　） Roxbur　h　Borwick
19 1812 Medwa　　　Woald　of　Kent） ｝9との ｝口 Kent
20 1812年 Llanfihan　el　Crucorne Ua拘vihan　el　Crucorn　～Llan　ua　Brid　e 7 ｝目 Monmouth
21 1812 Llanfihan　ol　Esce「io Penrh　nmaur～Red　Wharf　Ba 7 石・　° An　lose
22 1812 KidWelI Kidwell～Ll8ne胡 Camarthen
23 1814 Mamhi｝ad 8r●c㎞ock　8nd　Abor88曜onny遡塵河（M㎝h削）～U‘k　Briゆ 5 凋 Monmou出
24 1816年 Peak　Forost　｝闘 Pe8k　Forest～Beard，　Peak　Forest～Woodlands

． Derb
25 1817年 1819 Mansfield　and　Pinxton 8ulr8　H開d㎞n（Man繭old）～Pinxtoo（Cr㎝露brd運河） 9．25 ｝ロ Nottin　ham　Derb
26 1818 Eardisle　　　　　Kin　ston　　　） Eardislo　Ha　　　）～Burlin’ob　Iimoworks） 14 H8y　3nd8ro。on鉄遭の延長 Horoford　Radnor
27 1819 Leeds　and　Live　　　ol　｝口 Honn｝s　Bri　e　nearWi　an～Lei　h ｝口 しancashire
28 1819年 Da㎞oor Crabtree～Prison　of　War　on　Dar㎞oor　Forest 囚人　馬 Dovon
29 1820 1823　Pl　mouth　and　Dartmoo Cr8辰re6（w緬r町捨on）～C賦Do噛旧●nd　Sutton　Pool（harbour） 23 人　覧 Dovon
30 1821年 1826　Sta廿ord　and　Moreton St融t‘け叩鯛一A∀㎝一㎞αr㎝繭幡h隔翫ゆ5t㎝1町翫our 18．5 Warwick　Gloucetor　Woroester

31 響821年 1825　Stockton　and　Darlington鉄道 St㏄kt㎝～Witt㎝P唇爪Cd恥置ry，　br■n6h5　to　D噴d碩‘σt臨Cr㎡ヒ．　Y薗m 26．75

石炭輸送　　　　　　　　　　　　　Durham旅客輸送

出所） H．G．　Lewin，　Early」British　Railway，1925他より作成。

図1・24鉄道法成立数の推移
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出所）Royal　Commission　on　Railways，1867，　p．345より作成。
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表1－25ジョイント・ストック・カンパニーの事業分野別資本金額（1824年～1825年）

分野 （爪ンド） 合（％）

金　・険 63410ρ00 364

鉄道 21454000 12．3

鉱山 19．845ρ00 11．4

運河 13153ρ00 7．6

ガス 11110ρ00 64
ドック 5．600000 3．2

上　送 5．540ρ00 32

5ρ00ρ00 29

4，650ρ00 2．7

石灰 2．750ρ00 1．6

1．750ρ00 1．0

水 1，600，000 09

土木 1ρ20ρ50 0．6

1，000ρ00 0．6

レンガ 800，000 05

625ρ00 04

牛乳 565ρ00 03

染料 500ρ00 0．3

穀物等 410ρ00 02

製紙 150ρ00 0．1

不明 13182000 7．6

合計 174，114，050 100

　　出所）．4　List　of　Join　t’Stock　Companies，　the　proρosalS　for　whieh　are　nOW，　or　have　bθen

　　la　telM　before　thepublic，1825より作成。

図1－26イギリス鉄道の投資額推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万ポンド）
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出所）B．R．　Mitchell，　The　Coming　ofthe　Railway　and　United　Kingdom　Economic　Growth，

TheoJourna1　OfEeonomic、History，　Vol．　XMV，1964，　pp．315・336、　A．　G．　Kenwood，　Railway

Investment　in　Britain，1825・1875，　Eeonomiea，　new　series，　Vol．　XXXII，　No．127，1965，

pp．313－322、　G．　H．　Hawke　and　M　C．　Reed，　Railway　Capital　in　the　United　Kingdom　in

the　Nineteenth　Century，　The　Economic　History　Review，　second　series，　Vol．　XX【1，　No．2，

1969，pp．269・286より作成。

表1・27投資の推移 （ポンド）

間 国内 勉外 合言 ム込

1824年～1825年 156，778，630 48，189，000 204，967，630 35，014，698

1834年～1837年 129，073，700 21，175，000 150，248，700 22，616，070

1844年～1845年 612，262，200 79，250，000 691，512，200 78，448，420

出所）The　RailwayAlmana（r，刀ireetorM】Year　Book（コfSta　tisties，∂nd　Digest（）fRailway　La　w

for　1846，1845，　p．32より作成。

図1・28鉄道会社による資金調達手段の割合推移（上：借入、下：株主資本）
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出所）G．RHawke　and　M．　C．　Reed，　Railway　Capital　in　the　United　Kingdom　in　the　Nineteenth

Century，％θ動oηo加jo伽彦01y　Eθ西θ四second　series，　Vol．XXII，　No．2，　August　1969，　p．270より作成。
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表1－29主要鉄道における資金調達状況（1842年）
’

1842年の収入鉄道会社 （1842年） 株式 借入 合計
1842年の支出　1842年の剰余金　（費用／収入） （年率）

Arbroath　and　Forfar 15 70000 66700 136700 7000 3000　　　　　　4000 429 3．5

Bセmin　am　and　Dorb 48．5 835500 337600 1173100 65000 37000　　　　　　28000 56．9 2

Bレmin　am卸d　Dloucostor 55 1125000 345700 1470700 92　00 56800　　　　　　35400 61．6 2．5

Brandlin　andJunc価on 25 300000 134000 434000 40000 18200　　　　　　　　　　　21800 45．5 4．5

Chosしer　and　Bir叡onhoad 14．5 3フ2000 166000 538000 31800 16　700　　　　　　　　　　　　15100 52．5 4

Dublin　and　Kin　stown 6 200000 140000 340000 42，400 20000　　　　　　22400 47．2 5

Dundee8nd　Arbroath 16．75 100，000　　55，000 155，000 12，100 4．900　　　　　　　　　　　　7，200 40．5 5

Easしern　Countios 17．5 1，985，000 752，000 2，737，000 49，100 25，200 23，900 51．3 1．25

Edinburgh　and　Glasgow 46 900，000 669，000 1．569ρ00 93，600 30，100 63，500 322 5

Glasgow　and　Ayr 40 781，200 248，400 1，029，600 56，700 25，700 31，000 45．3 3

Glasgow　and　Groonock 22．5 650，000 109，600 759，600 55，000 33，000 22ρ00 60．0 2

Grand　JuncUon

bhestor　and　Crowo　　　、
101．75 2203，000 172ρ00 2．375ρ00 415，500 182，400 233」00 43．9 10

（ンoat　Nor廿10f　En　land 45 1000000 230600 130600 68800 25400 43400 36．9 2．5

Great　Westorn
arist◎l　and　Exet6r

bholtenham　and　Groat　Westom

181．75 3，325，000 3，326，000 6，651，000 670，100 277」OO 393，000 4t4 6

Hu圏and　Solb 31 400，000 245，000 645，000 51，300 27100 24200 52B 4

Livorp◎ol　and　Manchoster 30．75 1208，000 306，200 1，514，200 237，フ00 113200 124，500 47．6 10

しondon　and日rmhzham 112．25 4，237，500 1，7て6，300 5，953，800 820，300 272，300 548，000 332 10

bndon　and団ackwall 3．75 1，000，000 289，000 1289，000 47，400 37，700 9，700 79．5

bndon　and　Br嘘hton 56 t800，000 857，000 2，657，000 168，300 97，goo 70400 582 4

Lρnd㎝and　Croydon 8 463．000　　209，500 672，500
2

London　and　Groenwich 3．75 760．000　　259，600 1，019，600 54β00 29200 25，400 53．5 0．5

Lρndon　andSouth　Wostem 92．75 1903600 680100 2583700 314600 141400　　　　　　　　　173　00 44．9 6．5

Manchesヒer　and　Bimin　ham 31 100000 690900 1890900

Manchoster　and　Bolton 10 576600 201300 777900 30000 10000 20000 33．3 2．3

Manchester　and　Leeds 50 1690000 1414000 3104000 238800 101400 137400 42．5 5．5

Midl㎝d　Counties 57 1170000 555，600 1，725，600 135，400 78100 57300 5刀
3

NewcasUe　and　Car駈sb 605 900000 170000 1．070000 77，600 30，400 47　00 39．2 4

NewcasUe　and　No虎h　Shiolds 7 108，000 124，000 232000 20，500 8，400 12，100 41．0 4

Nor廿1　Mkjbnd 72．75 2，450，000 890，000 3，340，000 226，800 91．100　　　　　　　　　135．700 402 325

North　Union 22 474，600 140，500 615．100　　　　　　　　55，700 21，400　　　　　　　　　　　34，300 38．4 6．65

Northem　and　Eastern 3225 847，500 67ρ00 914，500 64，700 35，600　　　　　　　　　　　29．100 55．0 4

Preston　and　Wyre 19 205，000 102，600 307，600 8，500 8，500

Stockton　and　D　aH面gton 25 256，000 100，000 356，000 85，400 35，000　　　　　　　　　　50．400 41．0 15

South　Eastorn 47 2，100，000 436，000 2，536，000

Ulster 25 300000 47000 347000 21100 10900　　　　　　　　　　　　10200 5t7 4

York　and　North　Midland 27 469000 204ρ00 673，000 85β00 31，900 53，900 372 10

τ0ヒ亀1 1，459 38，365，500 16，458，200 54，823，700 4，443β00 1，928，500 2，515，300 43．4 5

出所）House　of　Commons， βb1θo彦Ob加エη漉θθo刀E3∫1㎎ッ5，1844，　Vbl．　XI，　pp．611－612より作成

図1－30地域別鉄道資本投資の推移（上からアイルランド、スコットランド、イングランド）
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出所）B．R．　Mitchell，　The　Coming　of　the　Railway　and　UIlited　Kingdom　Economic　Growth，　The

Journal　OfEeonomie　History，　Vol．㎜，1964，　pp．315・336より作成。
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図1・31イギリス鉄道営業マイル数の長期的推移
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出所）B．R．ミッチェル編（犬井正監訳、中村壽男訳）『イギリス歴史統計』原書房、1995年、　p．541より作成。
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図1－32鉄道マイル数の推移（1821年～1849年）
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出所）H．G．　Lewin，　Early　British　Railway，1925及びB．　R．ミッチェル編（犬井正監訳、

中村壽男訳）『イギリス歴史統計』原書房、1995年、p．541より作成。
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図2－1サリー鉄道および周辺地図（1830年） ※上部を蛇行するのはテムズ川
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出所）G．Bradshaw’s　map　of　canals，　navigable　rivers，　railway＆c．　ill　the　southern　countries　of

England，1830（『ブラッドショー・初期英国鉄道地図復刻選』、本の友社、1997年，　pp．3・11）より。

・276・









表2－7サリー鉄道の実際の使用料（1804年）

項目 1804　の通行　・　用
ワンズワースの係留所の　用

石炭 3ペンス チャルドロン当たり

その他の全ての商品 3ペンス トン当たり

’の　用’こ

こやし（dun） 1ペンス トン・マイル当たり

石灰・全ての肥料（こやし以外）・

ﾎ灰石・チョーク（白亜）・粘土・

Rえがら・灰・砂・レンガ・石材・

ﾎ打石・フラー土

2ペンス トン・マイル当たり

石灰 3ペンス チャルドロン・マイル当たり

その他の全ての商品 3ペンス トン・マイル当たり

出所）Surrey　lron　Railway，　Toll・sheet，1804より作成。

参考資料2・aクロイドン運河の法定使用料の上限（1801年6月27日）

用　の蕊　上限
・石　・石灰・レンガ・タイル・その　の　品’よ　日用品 3ペンス トン・マイル当たり

こやし・チョーク（白亜）・泥灰土・粘土・石灰石・堆肥・

?ｿに利用されるその他の物品
1．5ペンス トン・マイル当たり

項目（ボートを牽引せず、トゥパスを通行する場合） 通行　の蕊　上限
馬・　馬・去　馬・ラバ・ロバ 2ペンス

雄　・清潔な 1シリン　8ペンス

ブタ・羊・子羊・ 10ペンス

注）なお、荷物を輸送する運搬夫（navigation）および牽引力（馬など）の通行料は課され

なかった。また、鉄道に関する運賃・通行料等の規定は見られない。

出所）41GeoIH．　c．127．クロイドン運河設立法（1801年6月27日）より作成。

参考資料2－bグランド・サリー運河の法定使用料の上限（1801年5月21日）

品目 法　上限
砂岩・石灰石・チョーク（白亜）・

激塔K・タイル・スレート・小麦・

ｱし草・麦わら・まき束・こやし・

?ｿ・砂・石・粘土

2ペンス トン・マイル当たり

牛・子牛・羊・豚・その他の家畜・

ﾎ灰・木材・麻・樹皮・スズ・鉄・石・

L鉄・鉛

3ペンス トン・マイル当たり

石灰・木炭・コークス・下　無煙灰・

ｬ麦粉・小麦・大麦・オート麦・

､類・モルト・ジャガイモ

4ペンス トン・マイル当たり

ホッ　・果　・その他の商品 6ペンス トン・マイル当たり

係留所への入船 3ペンス トン当たり

出所）Great　Britain　Laws　and　Statutes　at　Large，　Vblume　43，2007より作成。
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図2・8サリー鉄道の鋳鉄製1．型プレート・レール（上）と軌道（下）

CAsr　7RAlvr　RAノ乙　StiRREY　IRe／V　RtY，／805

出所）C．E．　Lee，　The　Evolution　ofRai7ways，1937，　p．44より。

　　　出所）C．R　Dendy　Marshall，　A　history　of　thθ　South　ern　RailwaM，1936，　p．3より。

図2・9クロイドン・マーサム＆ゴッドストン鉄道の輸送風景（1823年）

出所）C．F．　Dendy　MarshaU，．4　history　Of　the　Southern　Railway，1936，　p．8より。
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図表2・10サリー鉄道沿線の人口推移 （単位：人）

町 1801 1811 1821 1831 1841 1851

Croydon（parish） 5，743 7，801 9254 12，447 16，504 20，031

Wandsworth（arish） 4，445 5，644 6，702 6，879 7，614 9，611

Mitcham（arish） 3，466 4，175 4，453 4，387 4，532 4，641

Godstone（arish） 1，081 1」56 1，210 1，397 1，896 1，657

Merstham（arish） 481 663 796 713 t130 843

出所）House　of　Commons　Parliamentary　Papers，　Census　Of（7reat　Britain，1851より作

成。
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第3章図表編

図3・1　S＆D鉄道路線図と高低図（1830年代前半）
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出所）路線図は］Kirby，　Thθ　Ori’g7’ns（OfRailway　En　terprisθ，1993，　p．82に基づき作成、高低

図はThe　National　Archives（Kew），　RAIL6671415（S＆D鉄道各種資料集）より。

図表3・2　S＆D鉄道沿線町の人口推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

町区・　区（townshi　or　ahsh） 1801 1811 1821 1831 1841 1851

Bishop　Auckland（township） 1，961 1，807 2，180 2，859 3，776 5，112

West　Auckland（townshi） 978 971 1」06 t529 2，310 2303

Shildon（townsh　i） 101 124 115 867 2631 2，144

Darlin　on（townshi） 4670 5059 5，750 8，574 11，033 11582

Croft（townshi） 330 339 368 375 438 447

Yam（ahsh） 1300 1，431 1，504 1636 1，511 1，647

Stockton－u　on－Tees（townshi） 4，009 4229 5006 7763 9，825 10172

Middlesbrough（township） 25 35 40 154 5，463 7，631

Durham（city） 7，530 6，763 9，822　　　　10，135 14，151 13，188
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1801　1811　1821
154
1831 1841 1851

　　　・Bishop　Auckland

　　　　（township）

→←West　Auckland
　　　　（t◎wnship）

十Shildon（t◎wnship）

一一X9－一　Darlington（township）

十Croft（township）

一◆－Yarm（parish）

一一 rtockton－upon－Tees
　　　　（township）

　　　　Middlesbrough

　　　　（township）

“　Durham（city）

注）Croft、『Yarm、　MiddlesbroughはYork　JII’1、それ以外はDurham州に属する。

出所）House　of　Commons，　Abstraet　of　Answers　and　Returns　under　Act　for　taking

Accoun　t　Of∫Pop　ula　tion　Of（］rea　t　Britain，1801・02，1812，1822、　Abstraet　Of　Pop　ula　t　lon

Returns　Of　Grea　t　Britain，1833及びAbstraet　Of　Return　pursuan　t　to　Aet　for　taking

．4ccount｛OfPoρ　ula　tion　of　Great　Britain，1843，　Population　Tables，1851，　Part　Iより作成。

表3・3　ストックトンおよびダーリントンの職業分布（1841年） （人）

8rln8to to　t㎝
職粟

20歳以上 20歳未満 20艦以上 20歳未満 20歳以上 20叢未満 20艦以上 20趣未満
Accountant（ 7 8 1

A　nt　and　Factor（　　人 1 7

Attorne　　Solicitor（　　　　士 14 19 1

Auctjoneer　　　旧iser　and　House　A　er比 5 3 1

Bakerパン 8 3 20 1 2

Banker　　冒 2 4 1

Baskot　makor（　　人） 4 3 5 2 1

Bookse閲er　and　Bookbinder 16 1 7

Bbck5mith　and　Smith　　冶　　） 51 20 67 26
Bbacher（’ 18 3 5

Boot　and　Sh㏄maker　　　　　　） 141 23 4 125 16 6

、、Boat　builder（ 哺」@　　繍｛
@　　　　　b　．く・く．

、、 翻灘鰍鵜霧
Boat　and　Ba　e　man　　　） 郷’「’張葦 中　　　　擁懸

ン　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　’　“　　　　’　　　　　　　　　㍉丁L、瓦　　空Pr　　　　、　弐　、　　、　　　、　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　’
@　　」響麟輝N　　　中　　　　　「州　　　　　　　津　、．も・ミ』　　；　　　　　　　　　　　　　誹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

評ヒ羅’、灘鵬

Bo日er　maker（’・イラー　　9） 2 7 2

B陪wer（ヒール　噛） 10 5

Bhckb　er（レンガ） 45 4 48 11

Bhck　and　Tile　maker（レンガ・タイル　噺 22 5 23 3

Builder（ 8 1 9

Bロtcher　　） 37 44 4

Cabinet　makerand　U　holster（　・室内　　業） 65 22 1 46 7 2

Ca　enterand　Jolner大工） 108 139 17

C8　et　maker　and　Wavor（
b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　’‘

　　　　　　　　　　　　　　49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”’7’

@　　　　　　　　　　　　　　1C8rrbr　C8rter　and　W8　ner　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28 18 2

Chembt　and　Dru　bt（｛ヒ　　・　　　業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　11 5 3

Clerk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　　　　　14 50 10
Co8chmaker　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　4 3

Coachman，　Coach　uard　and　Postboy（御者ほか）　　　　　　　　　　　　　23　　　　　　2 9

CoachpゆP丙etor ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　’　　　’’　　　　’　　　　　　　”
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表3・3続き

職業 ダーリントン ストックトン

出所）House　of　Commons，　Abstract　Return　pursuant　to　Aet　for　taking・Aeeount　of

Population　Of　Grea　t　Britain（Occupation　Abstract，　Part　I．England　and　Wales　1841，

1844より作成。
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表3・4　鉄道会社成長の方向と手段（前掲図1・3参照）

　　　　方向

闥i 塑 獲
自社内での川 自社内での地理 自社内での他

事業部制 上・川下分野へ 的拡大 事業への進出
子会社 の進出 （路線延長） （ターミナルポ

他 （線路保有会社 テル事業への
による輸送事業 進出）

への進出）

他社の買収によ ・他社との合併・ 他社の買収に
合併 る川上・川下分 統合等による地 よる他事業へ
買収 野への進出 理的拡大 の進出
アライアンス （線路会社によ ・他社の買収に （運河会社買収

相互乗入 る輸送会社の買 よる拡張 による運河輸
リース　他 収による進出） ・リースによる地 送への進出）

理的拡大

出所）筆者作成。

表3－5S＆D鉄道による運炭量の推移 （トン）

　　　年

i7月～6月）
地元販売
@　（a） 沿序 外

総合計
ia＋b）

Stockton Middlesbrou 沿　合計 Middlesbrou （b）

1825－1826 35，687 7296 7296 7，296 42983
1826－1827 6t858 18，589 18，589 18，589 80，447

1827－1828 65000 54290 54290 54，290 119290
1828－1829 63，821 46，216 46，216 46216 110ρ37
1829－1830 68，136 79434 79434 79，434 147，570

1830－1831 78，224 119，312 31，951 151263 151，263 229，487

1831－1832 84，726 98136 183，824 281960 281，960 366，686

1832－1833 88214 96，066 239，994 336ρ60 336，060 424，274

1833－1834 89，555 67642 218123 285765 285，765 375，320

1834－1835 98，913 71，348 286，378 357，726 357，726 456，639

1835－1836 119，240 73162 286569 359，731 359，731 478971
1836－1837 21t776 82，855 243，926 326，781 326，781 538，557

1837－1838 230051 78661 326999 405660 405，660 635711
1838－1839 223，937 101389 364403 465，792 465，792 689729
1839－1840 247，448 110213 447，904 558，117 558」17 805，565

1840－1841 327，406 93，389 404，703 498092 498，092 825498
1841－1842 282」54 8t982 336，375 418β57 55，735 474，092 756，246

1842－1843 234，490 68609 325538 394147 44642 438，789 673279
1843－1844 236，850 63，659 258，973 322，632 57，872 380，504 617，354

1844－1845 345，507 57367 425964 483331 79522 562，853 908360
1845－1846 386，594 56，531 416，880 473，411 44，353 517，764 904，358

注）①1825年は9月27日の開業以降の数値を示す。②地元販売は、沿線のDarlington、

Yarm、　Stockton、　Simpasture、　Middlesbrough、　Croftなどの町を含む。③端数は四捨五

入を行なっている。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL6671415（S＆D鉄道各種資料集）および

RAIL667／509（石炭の地元販売及び輸移出量）より作成。
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表3・6　地元販売量の推移 （トン）

Darlingヒon Yam Stockton Simpasture Middlesbroug』 Cro代 その ロ言

1825－1826 35，687

1826－1827 26，386 10，561 21，867 3，045 61，859

1827－1828 25，838 12」93 21，855 5，113 64，999

1828－1829 25，212 11，745 22，300 4，566 63，823

1829－1830 18，688 10，979 23，269 11」27 4，075 68138

1830－1831 16，431 1t362 25，173 17，555 7，703 78，224

1831－1832 17，272 12，031 26，026 785 18，075 10，537 84，726

1832－1833 15，566 13，201 26，762 799 18，788 13，897 89，013

1833－1834 15，658 12，283 9，482 21，352 651 17，390 12，739 89，555

1834－1835 16，364 14，047 13，798 2t365 2β86 15，689 14，764 98，913

1835－1836 17，816 16，187 14，817 30，031 6，855 16，744 16，790 119，240

1836－1837 21，457 16，170 12，913 11t243 9，554 23，423 17，016 21t776

1837－1838 21，700 16，836 13，955 117」70 10，781 30，873 18，736 230，051

1838－1839 25，980 17，900 15，875 96，775 12，279 34」04 21，024 223，937

1839－1840 26，909 17，483 18，908 102，762 16，383 32，985 32ρ18 247，448

1840－1841 27，040 15」14 21，629 104506 36，933 73，327 48，857 327，406

1841－1842 22，939 11，286 19，761 55，548 27，681 88，851 56，088 282」54

1842－1843 19，400 11，255 16，298 40，681 28，179 88，768 29，909 234，490

1843－1844 19，761 12，025 16，886 29」90 27，878 100，944 30，166 236，850

注）端数は四捨五入を行なっている。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／4（S＆D鉄道株主総会議事録）より作成。

表3・7沿線炭鉱開発の推移

5炭鉱（1825年） 7炭鉱（1830年6月） 13炭鉱（1831年） 15炭鉱（1835年）

Witton　Park Witton　Park Witton　Park Witton　Park

Old　Etherle Old　Etherle Odl　Etherl Odl　Etherle

Black　Bo Black　Bo Black　Bo Black　Bo

Eldon Eldon Eldon Eldon

West　Auckland New　Etherle New　Etherle New　Etherle
Shildon Shildon Shildon

Coundon Coundon Gordon
Butterknowle Butterknowle

St．　Helens St．　Helens

Deane Deane
Cleveland Cleveland

Norwood Norwood

Shildon　Lod　e Southend

Butterknowle　New　Pit
Lands

注）ミドルズブラ支線の開通は1830年12月である。

出所）1825年はThe　National　Archives（1（ew），　RAIL667／31（S＆D鉄道小委員会議事録）、

1830年はHouse　of　Commons，　Reρort　Ofthθ　Select　Committθθ　on　Sta　te（）f　7｝ade　in」Port

Of　London，1830（663），　p．125、1831年および1835年はThe　National　Archives

（Kew），RAIL667／1443（S＆D鉄道炭鉱別石炭輸送量の月次報告）より作成。
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表3－9　1825年10E10日から1826年2月19日（19週間分）までの旅客税支払額
ロ冒

マイル数 曜日 旅客税
£ S．

d
．

22 月曜日 1マイル1d． 1 10

11 火曜日 1マイル1d． 11

22 水曜日 1マイル1d， 1 10

22 木曜日 1マイル1d． 1 10

22 金曜日 1マイル1d． 1 10

11 土曜日 1マイル1d． 11

1週間総合計 9 2

19週間総合計 8 14 2

その他 2 11 6

現金支払総額 11 5 8

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／1313（最初の旅客税支払額関連史料）より

作成。

表3・10　S＆D鉄道の旅客税支払額推移（ポンド）

年 税総額
1834年 100

1835年 100

1836年 200

1837年 200

1838年 432

1839年 669

1840年 806

1841年 1，007

1842年 1，100

1843年 795

出所）House　of　Commons，　Selθet　Committeθ　on　Railway　Comm　unica　tion　Fifth　Reρort，

1840，p．468より作成。

表3・11S＆D鉄道の旅客馬車運行会社の輸送状況

鴎 還 1回の平

㎞sR蝋ll＆Cα D♂i㎎㎞＆SDd㎞1 12 12 126 10迄

〃　Sooヒt＆Cb D副i㎎㎞＆蹴qn 12 12 124 101准

〃　」dey＆BL肱n D副i㎎㎞＆Spd㎞n 12 12 218 18

〃　A」筋㎝ 圓ir巳㎝＆S聞qn 8 12 74 6

9DardY 2 42 21

〃　W鼠ell 圓ゆY旨m＆St㏄㎞n
4Sa厳IY 2 聖 2

1

〃　ト』而s ＆（魍m＆M（hbsbr（㎎h ゴ4 鉤 324 9

出所）The　Na七ional　Archives（Kew），　RAIL667／3（S＆D鉄道株主総会議事録）より作成。
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表3・12　S＆D鉄道の資本構造 （ポンド）

年 株式額 借入金額 借入金返済額 借入残高
£ S． d．

1822－1825 67，500 60000 127，500 1414 2 0

1825－1826 18000 145，500 1856 0 9

1826－1827 20018 tOOO 165，519 3，371 5 4

1827－1828 29，550 30ρ00 165，070 6447 0 8

1828－1829 39，000 40150 19687 224，533 6088 13 5

1829－1830 61210 5000 280743 5，033 2 8

1830－1831 21570 3300 299，013 7683 13 0

1831－1832 89，650 7，699 380，963 10，511 17 6

1832－1833 26500 3800 403663 11890 10 8

1833－1834 31，700 1，800 433，563 13715 11 3

1834－1835 14，825 7，850 439，538 13970 16 8

1835－1836 23，950 15，925 447，563 14，540 3 5

　出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／415（S＆D鉄道各種資料集）より作成。

表3－13　1823年の株主居住地と引受額　　　　　（株主数：人、引受額：ポンド、以下同様）

居　地4・ ％ 引受 ％
ダラム 30 42 18，600 35

ヨーク 19 27 9，900 18

ノリッジ 6 8 5，500 10

ミドノレセックス 3 4 7900 15

サリー 3 4 4，600 9

ノースサンバーランド 3 4 500 1

ロンドン 2 3 1200 2

ノーフォーク 1 1 2000 4

ハートフォード 1 1 500 1

ウースター 1 1 600 1

その他 2 3 2，400 4
71 100 53，700 100

注）1825年までに更に13，800ポンドの追加出資があり、最終的に67，500ポンドとなる。

出所）別表1（S＆D鉄道1823年株主一覧表）より作成。

表3・14　1823年の株主に占めるクエーカーの割合

人 ％ 引受数 ％
クエーカー教徒 26 37 39，200 73

非クエーカー教徒 45 63 14500 27

合計 71 100 53，700 100

クエーカー　主居住地 人 主 ％
ダラム 7 30 23
ノリツジ 6 6 100

ヨーク 3 19 16

サリー 3 3 100

ロンドン 2 2 100

ミドルセックス 2 3 67

ノーフォーク 1 1 100

ウースター 1 1 100

他 1 2 50

合計 26 67

出所）別表1より作成。
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表3・15　1823年の株主職業
職 人数 ％ 引受 ％

商人 18 25 14，600 27

Esquire、　Gentleman 15 21 13，400 25

銀行関係者 13 18 19，600 36

Sinster（未婚者） 6 8 1，100 2

牧師 5 7 1，600 3

製造業者 5 7 600 1

波止場経営 1 1 500 1

Iron　Founder 1 1 600 1

Collie　Viewer 1 1 500 1

学校長 1 1 200 0．4

技術者 1 1 200 0．4

宿屋経営 1 1 100 0．2

未亡人 1 1 100 0．2

その他 2 3 600 1

71 100 53，700 100

出所）別表1より作成。

表3・16　1823年の大株主（家族）一覧

大　主（家　）一 引受額 ％

Backhouse家 7，000 13

Newman家 5，700 11

Pease家 5，500 10

Thomas　Richardson 5，500 10

Gurne家 5，200 10

Ma　nell家 t100 2

Robert　Barcla 1，000 2

Martin家 500 1

合計 31，500 59

株式総額 53，700

出所）別表1より作成。

表3－17　1830年の株主居住地と引受額（追加出資分）

居　地（州・市） 主 ％ 引受 ％
ダラム 12 32 15，360 39

ヨーク 8 22 2，640 7

ノリツジ 4 11 5，520 14

ミドルセックス 3 8 7，320 19

ロンドン 2 5 2，640 7

サリー 2 5 1，080 3

ハートフォード 1 3 240 0．6

ウースター 1 3 1，800 5

ノースサンバーランド 1 3 120 0．3

ウェストモーランド 1 3 120 0．3

その他 2 5 2，160 6

37 100 39，000 100

出所）別表2　（S＆D鉄道1830年株主一覧表）より作成。
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表3・18　1830年の株主に占めるクエーカーの割合

人 ％ 引又 ％

クエーカー教徒 22 59 331240 85

非クエーカー徒 15 41 5，760 15

合計 37 100 39，000 100

工一　　一 ％
タラム 8 12 67
ノリツジ 4 4 100
ロンドン 2 2 100
ミドルセックス 2 3 67

ウースター市 1 1 100

サリー 1 2 50

ヨーク 1 8 13

ウェストモーランド 1 1 100

他 2 2 100

合計 22 35

出所）別表2より作成。

表3・19　1830年の株主職業

％ 引又 ％
銀行関連 10 27 15，960 41

商人 8 22 3，960 10

Es　uire、　Gentleman 8 22 15，240 39
Sinster 2 5 240 0．6

牧師 2 5 480 1

Iron　Founder 1 3 360 0．9

保険ブローカー 1 3 480 1

学校長 1 3 120 0．3

土木技術者 1 3 120 03
調剤師 1 3 840 2

その他 2 5 1200 3．1

37 100 39，000 100

出所）別表2より作成。

表3・20　1830年の大株主（家族）一覧

（　）一 引 ％
Pease家 6，960 18

Backhouse家 6，600 17

Thomas　Richardson 6，000 15

Newman家 3，600 9

Gurne家 3，000 8

David　Bevan 2，400 6

Martin家 720 2

合計 29，280 75

株式総額 39，000

出所）別表2より作成。
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図3・21　S＆D鉄道の組織図（1830年代初頭）

報告↑

Chair

Members

↓任命

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667各種史料より作成。

表3－22経営委員会メンバー

注）①網掛けはクエーカーを示す。②株式数はそれぞれの次期の新規引受分のみを示す。

出所）The　National　Archive　s（Kew），　RAIL667／3、66714（S＆D鉄道株主総会議事録）より作成。

表3・23　1823年の経営委員会メンバーの職業とクエーカーの比率

人 ％ 引 ％

Es　uire、　Gentlman 5 36 5，000 27

人 3 21 4500 24 人数 ％ 引受額 ％

か家 2 14 7000 38 クエーカー教徒 5 36 1t600 62

2 14 tOOO 5 トクエーカー 9 64 7，000 38

「 1 7 600 3 合 14 100 18，600 100

港湾経営 1 7 500 3

合計 14 100 18，600 100

申百F、事QO9トい作「台出所）表3・22より作成。
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表3・24 1830年の経営委員会メンバーの職業とクエーカーの比率

％ 弓 ％

Es　uire、Gentlman 5 38 14，400 67

商人 3 23 720 3 ％ 引 ％

行家 2 15 5，400 25 クエーカー 9 69 19，080 88

牧 1 クエーカー 4 31 2520 128 360 2

炭鉱主
合計 13 100 21，600 100

1 8 360 2

造業 1 8 360 2

合計 13 100 21．600　100
出所）表3・22より作成。

表3・25 イングランド北東部諸港からの石炭輸移出量推移（単位：トン）

Newcastle Sunderbnd Stockton
年

外国 沿岸 外国 沿岸 外国 沿岸
1822 141759 1763523 44458 1033031 1248 一

1823 123887 1987548 42673 1293360 一 一

1824 13t417 t852．873 44072 1，278，308 一 一

1825 138396 1848157 41794 1359679 一 凹

1826 170408 2102005 39204 1419354 648 10342
1827 180，681 1，843，343 39，782 1，361，538 736 32β77
1828 163038 1846950 62114 1325199 917 66457
1829 168027 ｝ 69195 一 933

一

1830 198，070 一 142，432 一 562 一

1831 171204 一 151598 一 1170 一

1832 203591 一 179145 一 784 一

1833 233，709 1，926，205 176，487 1」76，176 3，700 578，800

1834 230342 2022226 149956 952087 9988 623484
1835 313」07 2，266，531 154，538 929」87 26β40 677，941

1836 415，849 2，280，713 170，367 971458 36，943 916，440
1837 476157 2392494 242463 932135 46516 1145837
1838 554」75 2，459，728 308」68 948，429 86，699 1，219，938

1839 558ρ52 2，159，321 370，620 913，960 111，707 1308778
1840 593，911 2，281，343 442，987 868，228 132β42 1，367，532

注）Ilmperial　chaldron・　・　1．3トン、1Newcastle　chaldron＝2．7トンとして換算している。

出所）House　of　Lords，　Reρort（Of　thθ　Selθet　Committeθ　on　Sta　te　of（乃a1伽（海1h　United

血8do塑，1830，　p．114、　Aeeount（of　euantities　of　Coals　into　Port（ofLondon，1840，　p．2他

より作成。

表3・26 S＆D鉄道の輸送実績推移

　　　Date

（July　to　June）

1825－1826

1826－1827

1827－1828

1828－1829

1829－1830

1830－1831

1831－1832

1832－1833

1833－1834

1834－1835

1835－1836

1836－1837

1837－1838

1838－1839

1839－1840

Coals（石炭）

tons

42983

80447

119290

110，037

147，570

229487

366686

£

7984

14455

19373

17，614

20．951

31840

53053

424，274

375320

456639

478971

538557

635711

689729

805，565

57819

38872

53825

57450

61205

71，334

77，046

89，489

S．

16

5

8ー

6

6

31

8

8

3

19

12

1

5

10

01

d

11

2

8

7

11

8

11

4

6

0

11

3

9

1

6

Lime＆Stenes
　　（石灰石）

tons

4161

8246

9954

9145

12，681

45385

69567

70213

£　　s。

56816
1026

1108

920

797

1076

1430

1430

32996　　　681

27606

19．405

13777

20027

29，750

26，960

539

518

462

601

890

727

61

51

1

0

13

17

15

11

7

3

14

3

4

21

d

9

10

9

10

10

7

8

10

10

8

1

11

0

8

9

　　Mercha瞬dise

（鉛・木材・商品他）

tons

4408
12847

12404

10，849

11590

13844

13852

12965

12，429

12255

15653

14296

26915

£

406

1240

で283

1，184

1，227

1386

1728

1，821

1754

2767

4776

4451

5，179

34345　　7，818

40，816 9，262

邑
1
84

11

7

4

2

3

12

17

18

7

11

10

5

13

d

8

1

21

6

11

6

6

6

8

2

3

7

7

1て

5

Coaches（旅客）

numbers

34255

82，046

115116

176681

259715

320，207

£

233

563

576

445

413

390

464

611

2，429

4209

5．159

5597

6，423

7J71

9、677

S．

　9

14

18

7

6

8

21

6

18

7

81

2

2

01

51

d

5

9

6

9

9

0

7

11

11

9

5

5

0

10

9

Rents

（その他）

£

1018

832

608

S．

3

19

1

338

410

463

467

537

864

890

892

2，113

2，861

6，506

10

4

7

12

1

71

4

14

16

9

2

d

6

7

2

6

4

0

6

9

6

8

Total　lncome

（総収入）

£

9．194

18305

23．176

20772

23，727

35，104

57140

62150

44275

62207

68795

8　72609
4　85，651

9　96388
10　　115，663

S，

　
1

51

4

4

9

2

9

61

31

10

6

4

17

1

15

d

9

9

6

01

11

1

8

1

8

1

4

10

8

3

3

Expences

伎出）

£

5804

15．146

18650

18，859

17，974

27509

44032

54282

43，492

52794

56294

52509

62，648

70773

93，349

＆
■
1
1
15

1

3

15

21

10

31

51

4

12

6

31

1

19

d

5

7

2

8

6

5

8

6

11

6

0

7

4

5

2

Surplus　1ncome

　　　（剰余）

£

3389

3159

3091

1，913

5，775

7594

13．107

7，868

782

9413

12．500

20099

23，003

25，614

22，313

S，

10

0

7

1

11

9

91

2

71

5

14

18

4

19

61

d

4

2

7

2

5

8

0

7

9

7

4

3

4

10

1

Dividends

（配当率）

％

2．5

5

5

5

5

6

8

8

6

6

11

11

14

14

51

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／8（S＆D鉄道委員会資料）、

RAIL66711570（S＆D鉄道収入一覧）により作成。

RAIL667／415（S＆D鉄道各種資料集）、
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図3・29　Pease家、　Backhouse家、

　　　　　　　　　　　　Gumey家

Gurney家、

　Thomas
Richardson

Richardson家、　Lloyd家の関係

　　　　Richardson家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝婚姻

John　Bell
Joseph
oease

　Mary
qichards

Cathe蘭e
@Bel［

John
furney

Joseph
oease

Edward
oease

Elizabeth

furney
Samuel
fumey

Joseph
iohn

fumey John
oease

Ry

Emma
fumey

　John
vhitwelI

oease

Eidward

oease
Gumey
oease

／

　John
Whitwe「1

Pease家

一親子

Rachel
WhitWeli

　James
Backhouse

fsaac

Pease
Henry
Pease

SamueI
Uoyd

Mary
Uoyd

Ann
Pease

Jonathan
Backhouse

　Jonathan
Backhouse　Jr．

　James
Backhouse
　　Jr，

Backhouse家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lloyd家　　　　　出所）oxt。rd．Dicti。na，y。f　N。ti。，al　Bi。9，aphyより作成。

表3・30　Sub・Committeeメンバー一覧および会議への出席率（網掛けが50％以上出席）
1828　　7　　～1829　　7 1829　　7　　～1830　　7

委員名
出席回　（全49回） ％ 出席回　（51・） ％

John　Backhouse 13 27 2 4

Jonathan　Backhouse　Jr． ’欝 §5 盤　　，　’ 懸
Thomas　Richardson 2 4 7 14

Edward　Pease 鍍譲…・ 80 購　㈱ 癒δ

Edward　Pease　Jr． 雛　” 78 ’　・　　　謹麟　、　　，舜・ 欝
Jose　h　Pease　Jr． 鱗 go 舗 　　、」A　　　F 灘
William　Kitchin 鈴 鵜 霧3　　　、 9嬉

1830　　7　　～1831　　7 1831　　8　　～1832　　7 1832　　8　　～1833　　7
委員名

出席回数（全55回） ％ 出席回数（全53回） ％ 出席回数（全51回） ％

John　Backhouse 28　㌔ 51 で9 36 0 0

Jonathan　Backhouse　Jr． 45 8£ 襟華 簿 鎚 茄
Thomas　Richardson 12 22 13 25 13 25

Edward　Pease 葡 82 25 47 雛 s9

Edward　Pease　Jr． 郵 84 4導 η 部 71

Jose　h　Pease　Jr． 4茎 75 鱗 64 21 41

William　Kitchin 鵜 73 46 87 鵜 鱗
Hen　Pease 鱒 84 総 87 47 92

Hen　Stobart 14 25 窪7 51 22 43

1833　　8　　～1834　　8 1834　　8　　～1835　　8 1835　　8　　～1836　　8
委員名

出　ロ　（全52回） ％ 出　回数（53・） ％ 出　回　（52口） ％

Jonathan　Backhouse　Jr． 1 2 0 0 0 0

Thomas　Richardson 10 19 9 17 4 8

Edward　Pease　Jr． 41 79 39 74 25 48

Jose　h　Pease　Jr． 26 50 鵠 57 麓 50

William　Kitchin 醗 81 縮 87 鵜 87

Hen　Pease 鍵 73 銘、 72 譲 譲3

Hen　Stobart 欝 56 鑛 濾 讐 麟
John　FlintofF 鍛 轟5 欝 舗 鈴　　． 欝
Thomas　Me　nell　Jr． 廼峯 蓼9 塁灘 96 器 56

John　Pease 13 25 鵜 77 雛 67

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／31，　RAIL667／32，　RAIL667／33

道小委員会議事録）より集計。

（各S＆D鉄
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図3・34
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3・35　S＆D鉄道の株価推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ポンド）

　350

　300

　250

　200

　150

　100

　50

　　0国。。。国。。mmmm。皿。皿m。田。皿皿。M＿UI。。m皿。。田
　　　T＿　ev　め　リ　ト　　co　m　’　co　co　co　t　　m　o　o　　t　a　co　り　　Pt　co　Pt　Pt　e　n　o　　ト　　　　　　m　m
　　　q最謎云謎云云署云最避畳謎云云哩最云最fi　ff最E署云謎fi要it謎F
　　　塞羅蕪襲墓墓量嘉慧蕪彗1誓盤ll彗麗難1擁彗
　　　P　　F　　r　　－　　”　　co　，　　　　　r　　▼－　　co　T・一　”　　r　　90　　　　　T－　・一　　”　　”　　oo　　　　・－　　r　　F　　P　　　　　¶一　　一

）当初の額面は1株100ポンドであったが、二回目の株式発行（1828－29年）から1

120ポンドになった。

所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667！415（S＆D鉄道各種資料集）より作成。
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表3・36　イギリスの石炭産出量推移

1700 1750 ゜　1775 1800 1815 1830
炭鉱地域

千トン ％ 千トン ％ 干トン ％ 千トン ％ 干トン　　％ 千トン　　％
スコットランド 450 15 715 14 1000 11 2000 13 2，500　　11 3000　　10
カンバーランド 25 1 350 7 450 5 500 3 520　　　2 560　　　2
ランカシャ 80 3 350 7 900 10 1，400 9 2800 13 4ρ00　　13
北ウェールズ 25 1 80 2 110 1 150 1 350 2 600 2

ウェール 80 3 140 3 650 7 1700 11 2，750 12 4，400 14

西部 150 5 180 3 250 3 445 3 610 3 800 3

。ミッドラン 75 3 140 3 250 3 750 5 1，400 6 1，700 6

西。ミッドラン 510 17 820 16 1，400 16 2，550 17 3，990 18 5，600 18

ヨークシャ 300 董0 500 10 850 10 t100 7 L950 9 2，800 9

北　。 11290　　43 1955 37 2，990　　34 4，450 30 5，395 24 6，915 23

合計 2，985　100 5，230　100 8，850　　100 15，045 100 22，265 100 30，375 100

1830－4 1835－9 1840－4 1845－9 1850－5 1855－9炭鉱地域
百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％

スコットランド 3．2 10 3．8 10 4．6 10 6」 11 8．1 12 9．9 12

カンバーランド 0．6 2 0．7 2 0．8 2 0．8 1 0．9 1 09 1

ランカシャ・チェシャ 4．2 13 4．9 13 6．0 13 7．5 13 9．6 14 11．2 14

ウェールズ北。 α6 2 0．7 2 0．7 2 1．0 2 1．4 2 1．6 2

ウェール　　。 48 15 6．0 16 7．1 16 8．7 16 10．6 15 13．2 17

西。 0．8 3 0．9 2 1．0 2 1．1 2 1．4 2 1．3 2

ミッドランド　。 1．8 6 2．0 5 2．4 5 2．9 5 3．4 5 4．4 6

ミッドランド西。 59 18 69 18 7．8 17 9．2 16 10．9 16 11．5 14

ヨークシャ 3．0 9 3．5 9 4．4 10 54 10 6．7 10 8．5 11

北東部 7．1 22 8．4 22 1α0 22 12．0 21 15．2 22 17．4 22

合計 32．0 100 37．8 100 44．8 100 55．9 98 68．4 100 80．0 100

注）南西部はフォレスト・オブ・ディーン、ブリストル、サマセットから、ミッドランズ

東部はレスタ・一一・一シャ、ノッティンガムシャ、ダービーシャから、ミッドランズ西部はスタ

ッフォードシャ、シュロップシャ、ウォリソクシャから構成される。

出所）上表はFhnn，　M．　W．，　ThθHistory　Of　the　British　Coal　IndustrM　Volume2，

1　700－1830：　The　lndustria1　Re　volu　tion，1984，　p．26より、下表はRoy　Church，％θ砒601ア

Of　the　British　Coa1　lndustrM　Volume3，1830－1913’Vietorian　Prθ一Eminencθ，1986，　P．3よ

り作成。

表3・37　石炭消費の推移（1700年～1830年）

1700 1750 1775 1800 1830
市場

千トン ％ 千トン ％ 千トン ％ 千トン ％ 千トン ％
出

アイルランド 40 1 100 2 190 2 400 3 750 2

諸外国 100 3 300 6 230 3 100 1 500 2

小計 140 5 400 8 420 5 500 3 1，250 4

鉄 20 0 200 2 1800 12 5635 19

銅 30 1 50 1 80 1 150 1 240 1

塩 250 8 300 6 310 4 325 2 350 1

カス 500 4

その他 890 30 1，700 33 3160 36 5，315 35 7，250 24

小計 1170 39 2，070 40 3，750 42 7590 50 13975 46

その他消
炭鉱 55 2 130 2 250 3 560 4 t500 5

諾 200 7 410 8 670 8 1045 7 2150 7

家庭用 1，420 48 2，220 42 3，760 42 5，350 36 11，500 38

総計 2，985 100 5，230 100 8β50 100 15，045 100 30，375 100

出所）Flinn（1984），　p．252より作成。

・300・



表3・38　北東部炭鉱地域の石炭取引形態 （千トン）

取引形 1700年 ％ 1750年 ％ 1775 ％ 1800 ％ 1815 ％ 1830 ％

海上販売（a）

?ﾝ
A出

750
V00

T0

58 t119
X99

@120

57 1，692

P，492

Q00

57 2，482

Q，332

@150

56 2，988

Q，838

@150

55 4，000

R，660

@340

58

陸上販売・他（b） 538 42 836 43 t298 43 1，966 44 2，405 45 2，915 42

合計（a＋b） 1，288 100 1，955 100 2，990 100 4，448 100 5β93 100 6，915 100

注）陸上販売・他には、炭鉱での自家消費や廃炭を含む。

出所）Flinn（1984），　p．35より作成。

表3・39　主要積出港からロンドン港への石炭移出量の推移

積出港
1828－1831
@　Tons．

％
1832－1835
@　Tons．

％

Newcastle（T　ne川） 5．178255 64 4，641，724 54

Sunderland（WearllD 2，241，207 28 2，455，663 29

Stockton（Tees川） 110413 1 795，765 9

Bl　h　and　Seaton　Sluice 257，568 3 226，941 3

Inverkeithin、Scotlandの他港 89321 1 145，159 2

Swansea　Lanell、Walesの他港 126799 2 148988 2

Hull　Go。le、　Y。rkshireの他港 100538 1 112744 1

合計 8」04，101 100 8，526，984 100

注）①ニューカソスルからプライス＆シートンまでの港は北東部炭鉱地域に属する。

②移出量は、各年度の移出量の合計数。

出所）House　of　Commons，　Reρort　Of　the　Seleet　Committee　on　Sta　tθ　of　Coa1　7｝radθ，

1836（522），p．35より作成。

表3・40　ストックトンへの石炭輸送量と販売量の比較

年月 販　量（トン） 年月 販売量（トン） 年月 販　量（トン）

1827年7月 1，241 1828年7月 1」05 1830年7月 543

1827年8月 1，546 1828年8月 1，233 1830年8月 1，627

1827年9月 1，645 1828年9月 1，536 1830年9月 1，662

1827年10月 1，853 1828年10月 1，902 1830年10月 t754

1827年11月 2，056 1828年11月 1，889 1830年11月 2，505

1827年12月 1，613 1828年12月 t409 1830年12月 2，351

1828年1月 t521 1829年1月 1，574 1831年1月 2，068

1828年2月 1，423 1829年2月 1378 1831年2月 1，920

1828年3月 1，090 1829年3月 1，566 1831年3月 1β91

1828年4月 tO39 1829年4月 1，690 1831年4月 t988

1828年5月 656 1829年5月 1，646 1831年5月 1，791

1828年6月 756 1829年6月 t521 1831年6月 1，616

合計 16，444 合計 18，453 合計 21，716

送量 21，855 送量 22，300 輸送量 25，173

出所）販売量はThe　National　Archives（Kew），　RAIL667！1357、輸送量はRAIL667／4（S＆D

鉄道株主総会議事録）より作成。
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図3－41S＆D鉄道輸送による石炭の取引形態推移（下から地元販売、輸移出）
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表3・42　各積出港から移出される石炭1トン当たりの価格

出所）House　of　Commons，　Reρort　Of

1836（522），p．18より作成。

1828－1831 1832－1835 噂　’

積出港
s．　l　d． s．　l　d． s．　l　d．

Newcastle港（7業者） 91　　7 81　10，5 1　8．5
Newcastle　Wallsend港（7業者） 111　t5 9110．25 1・　3．25

Sunderland港（7業者） 111　10．5 101　5．5 11　5．5
St。ckton港（4業者） 101　　6 91　4，5 1：　1．5

Bl　heandHarUe港（3業者） 91　3．5 71　　4 11　1t5
平均 101　5．75 91　4．5 11　1．25

the　Seleetαommittee　on　Sta　te　Of　Coa17｝ade，
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表3・43　各炭鉱の石炭価格の推移（船積み価格）

炭坑名 種類・等級 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835

Adelaide Nut 4s．10d． 5s．1d． 3s．11d．

Black　Bo 10s．11d． 10s．4d．

Black　Bo Mixed 10s，2d．

Black　Bo SIint 7s．

Cha　er 8s．11d． 9s．7d．

Butter　Knowle　Main 10s．4d． 10s．4d． 10s．2d． 9s．4d． 8s．7d．

Old　Etherle 9s．9d． 10s．2d． 7s． 8s．5d．

Shildon 9s．7d．

South　Durham Nut 4s．10d． 3s．11d．

Tees Nut 7s．3d． 5s．1d． 5s．3d．

Adelaide Wallsend 10s．2d． 10s． 9s．9d． 8s．2d． 8s．9d． 9s．7d．

Butter　Knowie Wallsend 11s．2d． 10s．11d． 10s．11d． 11s．2d． 9s．9d． 9s．2d．

Auckland Wallsend 8s．5d． 8s．5d．

Black　Bo Wallsend 9s．9d．

Deane Wallsend 8s．7d． 7s．9d．

Gordon’s Wallsend 10s．11d． 8s．9d． 10s．2d．

Land’s Wallsend 8s．

New　Eterle Wallsend 11s．9d． 11s．9d． 11s．9d． 11s．9d．

Old　Etherle Wallsend 11s．9d． 9s．9d． 10s． 8s．7d． 8s．2d． 7s．10d． 7s．3d．

South　Durham Wallsend 8s．11d． 9s．4d． 8s．2d． 8s。9d． 9s．7d．

St　Helen’s Wallsend 10s．2d． 10s．4d．

Tees　Tanfield Wallsend 8s．5d． 7s．3d．

Tees Wallsend 10s．11d． 9s．9d． 11s．2d． 9s．7d． 9s．7d． 10s．7d．

Witton　Park Wallsend 9s．7d． 11s．4d． 8s．9d．

注）Nut：粒炭の一種、　Splint：スチーム炭より品質の劣る裂炭、　Wallsend：最上質家庭

用石炭の統一銘柄を示す。

出所）House　of　Commons，　Reρ（）rt　of　the　Seleet　Committθe　on　Sta　te　Of　Coa17｝ade，

1936（522），p．251－252より作成。

表3・44　ロンドン市場における石炭の平均価格（1830年）

平
炭田地帯 炭鉱名・銘柄 等級

s．　l　d．
Tees Wallsend 32：　　　10
Old　Etherle 31：　　　　5

New　Etherle Wallsend 301

Shildon 2gl

Bbck　Bo 291　　　　5Tees
Black　Bo slint 251

Old　Etherle smalI 2d　　　3
New　Etherle small 191　　　6
Tees smalI 181　　　　5

Black　Bo small 16：

KiUin　orth
　　■

R21　　　11
Newcastle Wlam 　　・

R11　　　11
Tanfield 30：　　　　7

Wear Hetton Wallsend 361　　　2

出所）House　of　Commons，　Reρort　of　the　Select　Committee　on　Sta　tθ㎡（70a1　Market，

1836（522），p．298より作成。
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図表3・45

炭鉱名
元合計a）

％
合　　b） ％

・＋わ
％

W廿on　Park 9438 11 6365 2 15803 4

Odl　Etherle 14070 17 31500 11 45570 12

New　Ethe門e 5538 7 10205 4 15743 4

Bu民αkrlowle 7373 9 27631 10 35004 10

Cleveland 1，355 2 23674 8 25029 7

Norwood 6364 8 30486 11 36850 10

St．　Helens 578 1 9692 3 10270 3

Black　Bo 14187 17 66214 23 80401 22

Shildon 16563 20 48408 17 64，971 18

Eldon 6896 8 27288 10 34184 9

Coundon 1744 2 338 0 2082 1

Deane 442 1 159 0 601 0

Shildon　Lod　e 180 0 0 0 180 0

合計 84，728 100 281，960 100 366，688 100

各炭鉱の出炭状況（1831年7月～1832年6月、単位：トン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　New　Etheriey　St　Helens
　4X
Witton　Park

　4％
　Clevela

　　7％
　Eldon
　9％

　NorWOO
　10％

Coundon

ek　Boy

22％

Shildon

18X

Butterknowle　　　　Odl　EthoHey

　lO％　　　　　　　　12％

注）端数は四捨五入を行なっている。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／1443（S＆D鉄道石炭輸送統計資料）より作成。

図表3・46　各炭鉱の出炭状況（1835年7月～1836年6月、単位：トン）

炭鉱名
兀合計（8）

％
合計（b）

％ 　口
i8＋b）

％

Witton　Park 11584 10 7539 2 19123 4

Odl　Ethede 14167 12 27724 8 41891 9

Lands 41 0 11365 3 11406 2

Bu廿erknowle 211 0 3192 1 3403 1

Butterkmwle

mew　Pit
12271 10 25，477 7 37，748 8

Cleveland 5502 5 36025 10 41527 9

Norwood 3668 3 20636 6 24304 5

Gordon 7151 6 20，580 6 27731 6

Now　EtheHe 5509 5 7073 2 12582 3

St．　Helens 7428 6 52184 15 59612 12

Black　Bo 18668 16 70283 20 88951 19

Deane 6124 5 11632 3 17756 4

Shildon 13685 11 21241 6 34926 7

日don 13019 11 41935 12 54954 11

Southend 212 0 2845 1 3057 1

合計 119，240 100 359，731 100 478，971 100

　New　Et

　Deen
Wにton　Park．

No…ood，

Gordon，6

Shildon，フ

Butterkne》dg

New　Pに8

Wie，1

kBoy　19

St．　Helens，12

0n　11

Odl　Etherley，9

注）端数は四捨五入を行なっている。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL66711443（S＆D鉄道石炭輸送統計資料）より作成。

表3・47　S＆D鉄道の通行料金法定上限（1821年4月19日国王裁可の設立法）

品目 通行料（d）

石灰石、タンパイクおよ　　　　　　　　るためのi　、

ｱやしづ胎肥ド斗（　　）・全で　　　B料（石灰を除（）
4ペンス トン・マイル当たり

石炭・コークス・下等無煙炭・消し炭・石・泥灰土・砂石灰・

S土・鉄鉱石・　　　　建築用石材・ビヅヲ』舗装石材・

激塔K・夘レスし　十・非製造品・建築資材

4ペンス トン・マイル当たり

鉛棒鉄タイヤ・木材・お欄びマツ材・その他D全ての物品 トン・マイル当たり

インクラインの侵鼎斗 1シルグ トン当たり

移出用としてストックトン港1識て船債される石炭 Q5ペンス トン・マイル当たり

出所）1＆2Geo．IV．　c．44（S＆D鉄道設立法）より作成。
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表3・48　S＆D鉄道の通行料金一覧表（1831年8H1日）
送品目 通行料（d．） 備 1825年（d．） 1840年（d．）

家消　用の石・・づし… 21／4 トン・マイル当たり 13／8

Stockt。nからHarUe　ool・Saltburnlこ船で移出れる石炭 11／2 トン・マイル当たり

StocktonからHartle　ool・Sa｝tburnlこ船で移出れる石灰 1 トン・マイル当たり

公道・私道　　雪・　するための石材・砂 1／2 トン・マイル当たり

泥灰土覗・’土・肥・ 1 トン・マイル当たり

石灰 13／4 トン・マイル当たし

建蓄用の荒石・石　・レンガ・タイル 11／2 トン・マイル当たり

スレート・鉛・木の皮・木材

ｬ　　・　・　ら・し　、　鉄・銑鉄、おけ　マツ U／2 トン・マイル当たり 11／2

上記以外の商品・日用品 21／2 トン・マイル当たり 21／2

船舶・デポ・　…所・波止　・　の　用・ 1 トン当たり 1

Stocktonから　　出れるあるいは幽用の石…・5し… 1／2 トン・マイル当たり 1／2 1／2

St。cktonから　　出れる石灰 1 トン・マイル当たり

Tees川の　　　渡って　送される石’・・石灰・石　・1唇し… 1 トン当たり 1

定置蒸気機関の設置されたインクラインを通過する全ての品目 6 トン当たり 9

定置蒸気　　の量置れたインクラインの下り　　のみ℃過　る全ての兄目 2 トン当たり

送に利用れる全ての　客馬車 3 マイル当たり 3

旅客輸送に利用される全ての旅客馬車（日曜日） 6 マイル当たり 6

出所）1825年はThe　Nationa1　Archives（Kew），　RAIL667／3、

S＆D鉄道株主総会資料）より作成。

1831年及び1840年はRAIL66714（各

参考資料3・a競合路線であるクラレンス鉄道の料金表（1833年10月15日）
噂品目 通行　（d．）

輸移出用の石炭・無煙炭・消し炭 11／2 トン・マイル当たり

自家消費用の石炭・無煙炭・コークス・消し炭 1 トン・マイル当たり

石灰 3／4 トン・マイル当たり

沖積土・海藻・肥料・堆肥など

^ーンパイクや一般道路補修用の資材
ﾎ材・泥灰土・砂・”土

11／2 トン・マイル当たり

鉛・鉄・材木・たる板・マツ材

ｼの商品・日用品
3 トン・マイル当たり

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL117／17（Clarence鉄道経営関連資料）より作成。

表3・49　ミドルズブラにおける船積み石炭価格と内訳（1836年）

一

炭鉱 Certi備cate

船積み

ﾎ炭価格
炭坑から積出

`までの　用
代理人等 貨車の修

搏凵@用
合計 坑ロ価格

per　Ton．

@　（a）
per　Ton． per　Ton． per　Ton．

per　Ton．

@　（b）

per　Ton．

ia－b）

Auckland　St．　Helen’s St．　Helen’s　Wallsend 9s．5．2d． 2s．6．03d， Os．4．5d． Os．3．5d． 3s．2．03d， 6s．3．17d．

Mur　rave’s　Wallsend 8s，5．88d． 2s．6．03d， Os．4．5d． Os．3．5d． 3s．2．03d， 5s．3．85d．

Auckland　West Auckland　Wallsend 7s　11．08d 2s．7．32d． Os．45d． Os．3．5d． 3s．332d． 4s，7．68d，

Black　Bo Tees　Wa腿send 10s　2．26d， 2s　505d． Os．4．5d． Os．35d． 3s，1．05d． 7s，1．21d．

Butterknowle Prattman’s　Butterknowle 8s　588d． 2s．10．21d， Os．45d． Os．3．5d， 3s．6．21d． 4s．11．67d．

Unscreened 6s．9．5d． 2s，10．21d． Os．45d， Os．3．5d． 3s．6．21d． 3s．3．29d．

Cockfield Clevesland　Wallsend 6s　95d 2s　941d Os　45d Os　35d． 3s．5．41d． 3s．4．09d．

Dixon’s　Butterknowle 8s　135d 2s　941d Os．45d Os．3．5d． 3s．5．41d， 4s．7．94d．

Rab　Wallsend 6s　95d 2s．9．41d． Os．45d Os．3．5d． 3s．5．41d， 3s．4．09d，

Dixon’s　Tees　Eden　Main 7s，11．08d 2s　941d Os．4．5d． Os．3．5d． 3s．5．41d． 4s．5．67d．

Deane Deane　Wallsend 7s，4．29d． 2s．4．34d． Os．4．5d． Os．3．5d． 3s．α34d． 4s．3．95d，

日don South　Durham　Wallsend 9s．5．2d． 2s　23d Os．4．5d． Os．35d． 2s，10．3d． 6s，6．9d，

Etherle Old　Etherle　Wallsend 8s，　t35d． 3s　O．97d． Os．4．5d． Os．3．5d． 3s．8．97d． 4s，4．38d，

Unscreened 6s　9．5d． 3s　O97d Os　4．5d． Os．35d． 3s，8．97d． 3s，0．53d．

Norwood Gordon’s　Wallsend 9s．9．73d、 2s　894d． Os．4．5d． Os．3．5d， 3s．4．94d． 6s．4．79d．

Shildon Adelaide’s　Wallsend 9s　5．2d 2s　434d Os　4．5d， Os．35d． 3s．0．34d． 6s．4．86d．

Witton　Park Witton　Park　Wallsend 8s．　t35d， 3s　t35d． Os．4．5d， Os．3．5d． 3s．935d， 4s．4d，

Unscreened 6s．9．5d． 3s．　t35d． Os．4，5d． Os．3．5d． 3s．9．35d． 3s．0」5d，

出所）House　of　Commons，　Reρort　Of　thθSe7ect　Committee　on　Sta　te　Of　Coa17｝ade，

1836（522），p．108より作成。
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表3－50　石炭輸送における割引額（1835～1836年）

割引率
口引

£　i　s．l　d．

15％ 7，237冨　　　　101　　　　　5

40％ 296：　　　　17置　　　　2

50％ 5471　　2i　　7
陸上販売

　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑

狽S711　　　161　　　　6

合計 9，553：　　　　6：　　　　8

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／415（S＆D鉄道各種資料集）より作成。
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（参考資料）

S＆D鉄道発起人、株主、経営委員会メンバー、クエーカー教徒のエドワード・ピーズ（左）

と主任技師ジョージ・スティーブンソン（右）

出所）Kirby（1993），　pp．38，41より。

開業式当日の様子（蒸気機関車ロコモーション号がスカーン川の石橋を渡るところ）

出所）Darhngton　Railway　Centre　and　Museumのポストカードより。
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ロコモーション号（ニューカッスルのロバート・スティーブンソン社製）

鉄製エッジ・レールとフランジのある車輪

出所）Darlington　Railway　Centre　and　Museumにて筆者撮影。
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現存するスカーン川の石橋（現在も鉄道用として使用）

出所）ダーリントンにて筆者撮影。

S＆D鉄道の旅客鉄道馬車（railway　coach）「ユニオン号」の新聞広告

　　　　　　　　　Bシ罐綴蹴婿》謬新馳獅捌穿劉腸濯傭

編＿謝鰯認謝農葛露㍑襲裁5£撫獅脇鵬副。。。．、y

姻醐鱒鈷幽即蜘即hh；騨邸轟臨寵名』禽認ム瑠㍗㎜鋤蝋鱒撫疑叱購繍搬榊
　　　　　　　　　｝んaE＆　韮“繭嫉雌．醐0醜繭，｝｛二pet繊Lo・　Pite●褥顔P騨

鯉認瞭轍誠讃講欝灘欝雛・灘灘銀慧熱轍潔螂諜潔離§臨
Iitfi．腕鰯巳b夢Cr④夜li鴨幡レD鶴r隔鐸嫌…戯鱒面㎡嫡…ch緬5降鱒瞬εe鴉瀕己圃塞脚boこ㎞転翻d伽伽㎡幽郡嘔戯ン

：二鼎ll翻欝灘騰燃溌講燃麟襟鍮繍ξ膿鮒轟・瓢鰍鵠濃
1’・vecrt蝕ML‡rw　indi　Y解傷，舗遇サi鱒竃鱒ch　plq‘酬脚婁τy　hal仙o群・

出所）Tomlinson（1915）より。
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別表1株主一覧（1823年）
主氏名 住所（町、市．州） 粟 券番号 株式数 引 クエーカー

Jonathan　Backbou8e　Jr， Darlin　on　Durha皿 銀行家 1～50 50 5000 0
Jose　h　Gume Cit　of　Norwich 銀行家 51～100 50 5000 O
Edward　Pea8e Darlin　on　Durham 人 蓬01酎135 35 3500 O
John　Pease DarHn　on　Durhom 商人 136～140 5 500 O
Jo8e　h　Pease　Jr， Darlin　on　Durham 商人 141～145 5 500 o
Thomas　Richardson Stanfbrd　Hill　Middlesex Esu丘e 146～200 55 5500 o
Johll　Kitchin Stanfbrd　Hill　Middlesex 商人 201～222 22 2200 O
Edward　Backhouse Sunderland　near　tlle　8ea　Durham 銀行 O
Robert　Barcla Lombard　St，　Cit　of　London　　　　　　銀行家 223～242 20 2，000 o
Jose　h　John　Gume Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　銀行家 O
John　Backhouse Darhn　on　Durham 銀行 243～262 20 2ρ00 O
Richard　Blanchard Northa皿erton　York Esu建e 263～282 20 2000

Henr　B曾kbeck KinsLnnNor負）lk 銀行 283～302 20 2000 O
Leonard　Raisbeck Stockton　Durham Es　uke 303～318 16 1600

W皿iam　Leatham Wakefield　York 銀行家 319削333 15 1500 o
Thoma8　Me　nen Yarm　York Esu貢e 334～343 10 1000

Thomas　Ben80n　Pease Leeds　York 商人 344～353 10 1000　　　　0
Robert　Barcla Lombard　St．　Cit　of　London 銀行家 354～363 10 1000 o
Robert　Chaloner Cit　ofYork Esu貢e 364～373 10 1000

W曲am　Cha　tor Witton　Castle　Durham Es　uire 374阿378 5 500

Ben’amin　Flounders Yarm　York Esu虻e 379～383 5 500

The　RevW．　Addison　Fountaine Middleton　St．　Geor　e　Durham 牧師 384～388 5 500

Wilham　Kitchin Darlin　on　Durham Iron　Founder 389～394 6 600 o
The　Rev，　Daniel　M，　Peacock Stainton　Durham 牧師 395～399 5 500

Richard　W．　Christo　her　Pier8e H㎞bleb　Lod　e　York Esu建e 400～404 5 500

Enen　Store Thhisk　York Sinster 405酎409 5 500

Wilham　Stobart　Jr， Picktree　Durham Colier　Viewer 410～414 5 500

John　Janson Darlin　on　Durham 製造業者

Jo8hua　Jan80n Bisho　Auckland　Durham Gentleman

John　Kitchin Stanfbrd　H皿　Middlesex 商人
415～4［8 4 4

O
William　Janson Darlin　on　Durham 製造巣

Annie　Peaeock Danb　Hm、　York Sinster 419～420 2 200

Plummer　Matthew Newcastle　u　on　T　ne　Northumberland 421～422 2 200

Mattllew　Scot80n Hou　hton　Durham 凸校長 423～424 2 200

Thomas　Pickerin　Robinson Buckin　ham　Street　Middlesex Esu建e 425～426 2 200

The　Rev．　Thoma8　Ro　ers Wake丘eld　York 牧師 427～428 2 200

W曲am　Skinner　the　Elder Stockton　Durham 銀行 429～433 5 500 O
John　Wilkin80n Stockton　Durham 波止場， 434～438 5 500

The　Rev，　Jacob　Costobadie Wensle　York 牧師 439～440 2 200

The　Rev．　W皿ialn　Gust Danb　Hm　York 牧師 441～442 2 200

Richard　Miles Yarm　York 材木　（人） 443～447 5 500

Robert　Ste　hen80n Newca8tle　u　on　T　ne　Northumberland 術者 448～449 2 200

Samuel　Gume Lombard　St．　Cit　ofLondon 銀行家 450～451 2 200 0
Thoma8　Jodhunter Darhn　on　Durham 家具　造（製造業者 452～453 2 2GO

Robert　Bald Stockton　Durham 鉄商（人） 454 1 100

W皿iam　Braithwaide Stockton　Durham 商人 455 1 100

W皿iam　Gent　the　Elder Stockton　Durham 鉄商（人） 456 1 100

Richard　Jack80n Stockton　Durham 製革業（製造業　） 457 1 100

Geor　e　Lockwood Stockton　Durham Gentleman 458 1 100

Mar　aret　Atkin80n Stockton　Durham 未亡人 459 1 100

Thoma8　Anison　Tennant Stockton　Durham 人 460 1 100

John　Baxter Darlin　on　Durham 銀行 461 1 100

Henr　Belcher Whitb　York Gentleman 462 1 100

Robert　Botcherb Darhn　on　Durham 人 463 1 100

John　Davi80n Darlin　on　Durham 械　造（製造業 464 1 100

Christo　her　Dove＆W且ham　Dove Darlin　on　Durham 製革業（造業　） 465 1 100

Geor　e　Middleton Darlin　on　Durllam なめし皮業（製造業 466 1 100

Richard　Scott Darlin　on　Durham 宿屋経営 467 1　　100
Wi皿iam　Tate Darhn　on　Durham 店主（人） 468 1　　100
Jeremiah　Caim8 Yarm　York Gentleman 469 1　　100
Geor　e　Me　neU Cit　ofYork Esu壮e 470 1　　　100

Harriet　Peacock Danb　Hi皿、　York Sin8ter 471 1　　　100

Henr　Sta　lton Norton　Durham E8　uire 472 1　　　100

Francis　Store Thirsk　York Gentleman 473 1　　　100

Michael　Lon　id　e Bedhn　on　Iron　Works　Northumberland 鉄商（商人） 474 1　　100
Mar　Cha　tor Senn　thorn　York Sinster 475 1　　100
Simon　Martin Cit　of　Norwich 銀行員 476 1　　　100 o
Emma　Martin Cit　of　Norwich Sin8ter 477 1　　　100 O
Hannah　Ransome　Martin Cit　of　Norwich Sin8ter 478 1　　　100 ○

John　Martin Cit　ofNorwich 銀行　、Simonの子 479 1　　　100 o
Thomas　Martin Cit　of　Norwich 銀行員、Simonの子 480 1　　100 o
Josiah　Newman Ross　Hert｛brd 皮革販売（人） 481～485 5　　　500

John　Newman Cit　ofWorce8ter 皮革販売（人） 486～491 6　　600 O
Geor　e　Newman Godalmin　Sune 皮革販売（人） 492～501 10 1000 0
Henr　Newman RusseH　St，　Bermond8e　Surre 皮革販売（商人） 502～527 26 2600 o
Thomas　Newman RusseU　St，　Bermond8e　Surre 皮革販売（人） 528～537 10 1000 o

合計 537 53，700

注）①株式は1株100ポンドである。　②（）書きは、他の資料を参考に表記した。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL66713（S＆D鉄道株主総会議事録）より作成。
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別表2　株主一覧（1830年）

株主氏名 住所（町、市、剣） 職業 券番号 式数引受額 クエーカー

Jonathan　Backhouse Darhn　ton　Durham 銀’一 676～710 35　　4200 o
Edward　Backhouse Sunderland　near　the　sea　Durham 銀行家 o
Robert　Barcla Lombard　St．　Cit　of　Lρndon 銀行家 711～720 10 1，200 o
Jose　h　John　Gurne Ci　of　Norwich 鋤一家 o
John　Backhouse＆Jonathan　Backhouse Darlin　ton　Durham 鋤一家 721～730 10 1，200 ○

Robert　Barcla Lombard　St，　Cit　ofLondon 銀行 731～732 2 240 o
John　Backhouse Darhn　on　Durham 銀行家 733～742 10 1，200　　　0
Richard　Blanchard Northallerton　York Esu丘e 743～752 10 1200
He　　Birkbeck Cit　of　Norwich 銀行家 753～767 15 1，800　　　0
David　Bevan Lombard　St，　Cit　of　London 銀行 768～787 20 2400 o
The　Rev，　Wiham　Gust Danb　HiH　York 牧師 788 1 120

Jeremiah　Cahrns Yarm　York Gentleman 789 1 120

Richard　Fen Borou　h　of　Southwark　Surre 商人 790～793 4 480

Jose　h　Gurne Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　銀炉 794～818 25 3000 o
John　Janson Da出n　on　Durham　　　　　　　　　　GenUeman 819～820 2 240

William　Kitchin Darlin　ton　Durham　　　　　　　　　Iron　Founder 82τ～823 3 360 o
John　Kitchin Stan丑）rd　Hil1、　Middlesex　　　　　　保険ブローカー 824～827 4 480　　　0
Simon　Martin Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　銀’一 828～831 4 480 o
Emma　Martin Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　S　inster o
Hannah　Ransom　Martin Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　Sinster

832～833 2 240 o
o

John　Martin Cit　of　Norwich Sim。nの子（鋤一員）

Thomas　Martin Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　Sim。nの子（銀行員） O
Thomas　Me　nelI Yarm　York　　　　　　　　　　　　　Es　u丘e 834～838 5 600

Josiah　Newman Ross　Hertfbrd　　　　　　　　　　　銀行 839～840 2 240

John　Newman Cit　ofWorcester 薬　　士 O
Geor　e　Newman Godalmin　Surre （皮革販売）（商人） 841～848 8 960 o
He　　Newman Cit　ofWorcester （皮革販売）（商人） 849～863 15 1800 o
Thoma8　Newman RusseU　St，　Bermondse　Surre 皮革販売（商人） 864～868 5 600 o
Edward　Pease Darlin　ton　Durham GenUeman 869～918 50 6，000 ○

John　Pease Darhn　ton　Durham 商人 919 1 120 O
Edward　Pease　Jr． St㏄kton　Durham 商人 920～921 2 240 O
Jose　h　Pease　Jr， Darlin　ton　Durham 人 922～924 3 360 o
The　Rev．　Daniel　M．　Peac㏄k Stainton　Durham 牧師 925～927 3 360

Annie　Peacock　　　　　　　　　　Danb　H皿、　York Sinster 928 1 120

Thomas　Benson　Pease　　　　　　Leeds　York 商人 929～930 2 240 O
Leonard　Ra語beck　　　　　　　　　　St㏄kton　Durham Gentleman 931～938 8 960

Thomas　Richard80n　　　　　　Stanfbrd　HiH　Middlesex Esu辻e 939～988 50 6000 o
Eilen　Store Thirsk　York Sinster 989 1 120

Matthew　Scotson Hou　hton　Durham 幽校 990 1 120

Robert　Ste　henson Newcastle　u　on　T　ne　Northumberland 土木　・者 991 1 120

Francis　Store Thirsk　York Gentleman 992 1 120

Geor　e　Stace Holborn　Middlesex
≡

993～999 7 840

wnson　Isaac Kendal　Westmoreland 商人 1000 1 120 o
合計 325　39，000

注）①株式は1株120ポンドである。②（）書きは、他の資料を参考に表記した。

出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／3（S＆D鉄道株主総会議事録）より作成。
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図4－1交通体系の中における鉄道

　　　　　　猛　　　　　　　　　　　　　　　羅
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　　　　　　　　l
　炭鉱ワゴン軌道　糎

　運河軌道（支線）1
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出所）筆者作成。

表4・2主要都市の人口推移 （人）

都市名 1801年 1811年 1821年 1831年 1841年 1851年
ロンドン 958，863 1，138，815 1，378，947 1，654，994 1，948，417 2，362，236

バーミンガム 70，670 82，753 101，722 143，986 182，922 232，841

リヴァプール 82，295 104，104 138，354 201，751 286，487 375，955

マンチェスター 94，876 115，874 161，763 237，832 311，269 401，321

出所）House　of　Commons　Parliamentary　Papers，　Census　of　Great　Britain，1851より作成。

図4・3リヴァプールの人口推移（1700～）
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出所）1700～90年はGores　’　Direetory（ofLiverρoo1　and　its　En　vr’rons　for　1829，　Liverpool，

1829、1801～1851年は表4・2より作成。
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表4・4リヴァプール港の船舶関連の数値

ツ
年 船舶数 トン数

£ S． d．

1709年 84 5，789

1716年 113 8，386

1723年 131 8，700 810 11 6

1737年 171 12，016

1744年 181 13，775

1751年 220 19，176

1756年 2，187 16 9

1760年 t245 2，330 6 7

1763年 1，752 3，141 1 5

1770年 2，073 4，142 17 2

1773年 2，214 4，725 1 11

1777年 2，361 4，610 4 9

1784年 3，098 6，597 11 1

1790年 4，223 10，037 6 2

1791年 4，045 11，645 8 6

1798年 4478 12057 18 3

1801年 5，060 459，719 28，365 8 2

1805年 4，618 463，482 33，364 13 1

1811年 5，616 611，190 54，752 18 5

1812年 4，599 446，788 44，403 7 11

1813年 5，341 547，426 50，177 13 2

1815年 6，440 709，849 76，915 8 8

1818年 6，779 754，690 98，538 8 3

1819年 7，849 867，318 110，127 1 8

1820年 7，276 805，033 94，412 11 10

1821年 7，810 839，848 94，556 9 1

1822年 8」36 892，902 102，403 17 4

1823年 8，916 1，010，819 115，783 1 6

1824年 10，001 1」80，914 130，911 11 6

1825年 10，837 1．223820 128，691 19 8

1826年 9，601 1，228，318 131，000 19 0

1827年 9，592 1．225313 134，472 14 3

1828年 10，703 1．311111 141，369 15 7

1829年 11，383 t387，857 147，327 4 11

出所）Gores　’　Direetory　OfLiverpool　and　its　En　vi’rons　for　1　829，　Live　rp　ool，1829より作成。

表4－5オールド・キー社の運賃表（リヴァプール～マンチェスタ・一一・一問）

備考品目
S． d．

綿花 15 トン当たり

小麦 10 トン当たり

穀物 10 トン当たり

d　salteries，　dru　s　d　ewoods 10 10 トン当たり

木材 8 4 トン当たり

舗装用石材 7 6 トン当たり

出所）Robert　E．　Carlson，　The　Liverpoo7　（｛｝　Manch　ester　Railway　Prqject　1821　－1831，1969，

p．より作成。
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表4・6　Grocer’s　Companyの品目別運賃の推移

品目

言　上L、

P811年3月

冒　ユム　、b

P8ヶ月内

s　　l　d． s．　l　d．

穀物 131 12：　　　6

砂糖 16i　　8 131　　4
綿花 201

181　　4

出所）Carlson（1969），　p．29より作成。

表4・7　L＆M鉄道暫定委員会メンバー

（リヴァプール支部）

委　（　　）

Samuel　Blain 穀物 穀物取引所会　、Blain＆Sandars社

Thomas　Booth 物商 後に、息子であるHen　B。othが継ぎ、事務担当から会計担当に就任
James　Cro　er 商人 Cro　er＆Benson土、クェーカー教徒
Richard　Dawson 保険業
William　Ewart 人 Gladst。ne家と　友　，、

John　Garnett

John　Gladstone 下　曇 Corrie　Gladstone＆Bradshaw　　（　　　　）

Joseph　Hibberson

Adam　Hodgson
lsaac　Hodgson

William　Jones

A．Maxwell

F，Maxwell

R．Maxwell

Wellwood　MaxwelI 人

J。hn　Moss（1824年まで会長） 銀行家
主要銀行Moss，　Rogers　and　Mossを経営、ビジネスリーダー、1824年まで

b定委員会の会長、その後副会長、後にGrand　Junction鉄道会長

William　Rathbone 商人
Rathb。ne＆Br。thers社（綿花仲買人）、アメリカより最初に綿花を輸入、

ｳ育・慈善活動、リヴァプール市長（1837年～1838年）

Wi冊aim　Rotheram 人

Jose　h　Sandars 穀物 Blain＆Sandars社、　定委員会の組織化に尽力
Samuel　SandbaGk
CharlesTa　leur 商人・船主

Sir　John　Tobin 人 CanninやHuskiss。nと友人関係、リヴァプール市長（1819年～1820年）
Dr，　Thomas　Stewart　Traill 大学教授 エディンバラ大学

（マンチェスタ・一一・L支部）

出所）National　Archives（Kew），　RAIL371／13（L＆M鉄道株主名簿）、　Gores　’　Directorγ（of

Liverpoo1　and　its　En　vr’rons　for　1829，　Liverpool、　Carlson（1969）、湯沢威『イギリス鉄道経

営史』日本経済評論社、1988年より作成。
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表4－8スティーブンソンによる見積費用（1825年2月）

支出項目 £ S．

d
．

掘削および築堤 87，599 2 5

橋梁 16，920

プロツク 15，957 6 8

犬釘（Chairs） 16，028 12 6

レール（16£10s．／トン） 61，710

レール敷設および路盤整備 14，960

フェンス 5，129 8

ゲート（400ヶ所） 600

ワゴン（建設用） 4，000

蒸気機関車20台（＠600£） 12，000

ボイラー4～5台 1，500

波止場のクレーン他機械 2，000

倉庫および会社 25，000

偶発費用 26，595 10 5

議会費および調査費 10，000

土地（303エーカー） 100，000 2

合計 400，000 0 0

出所）House　of　Commons，　Committee　on　the　Liverpool　and　Manchester　Railroad　Bill，

1825より作成。

表4・9L＆M鉄道株主の地域分布（1824年～1825年）　　　　　　　　　　　　（ポンド）

1824年～1825年 株主数 ％ 株数 ％ 株式額

ロンドン 126 33 958 33 95，800

リヴァプール 164 43 1，171 40 117，100

マンチェスター 54 14 592 20 59，200

その他 20 5 182 6 18，200

その他（明記されていない株式） 17 4

合計 381 100 2，904 100 290，400

出所）H．Polins，　The　Finances　of七he　Liverpool　and　Manchester　Railway，　Eeonomie

History　Re　va’e　w，　Ser2，　V，1952，　p．91より作成。
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表4・10ブリッジウォーター運河の業者別輸送量推移 （トン）

年 ブリッジウォーター運河 その他の輸送業者

1815年 23，000 39，000

1816年 34，000

1817年 24，000 35，000

1818年 40，000

1821年 45，000

1823年 63，000

1824年 31，000 70，000

注）その他の輸送業者：マンチェスター・ユニオン社、グローサーズ社、ベルハウス社

出所）House　of　Comlnons，　Committee　on　the　Liverpool　and　Manchester　Railroad　Bill，

1825，　Mr．　Harrison’s　Opening　Speech，3May　1825，　p．3を参照。

表4・111825年6A4日の会合出席議員（場所：Royal　Hotel，　S七．　James’　Street，　London）

General　Gascoyne．（議長） The且on．　Col．　Lowther． Robert　Price，　Esq．

The　Lord　Viscount　Forbes．
Thomas　Spring　Rice，

dsq．
General　Hart．

Sir　Philip　Musgrove． W．Y．　Peel，　Esq． Colonel　Cawthorne．

Sir　Robert　Wilson Wiliam　Holmes，　Esq． Colonel　Crosbie．

Right　Hon．　W．　Huskisson． Marcus　Beresfbrd，　Esq． Alderman　Bridges．

Right　Hon．　W．　Bagwel．
Richard　Hart　Davies，

dsq．
Robert　Downie，　Esq．

The　Hon．　General　King． W．H．　Trant，　Esq． N．Sneyd，　Esq．

出所）Henry　Booth，　An／Aceoun　t　Of　the　Liverpoo1　and　Manchester　Railway，　1830，　p．20よ

り作成。

表4・12L＆M鉄道株主の地域分布（1825年～1826年） （ポンド）

1825年～1826年 株主数 ％ 株数 ％ 株式額

ロンドン 96 31 844 20 84，400

リヴァプール 172 56 1，979 47 197，900

マンチェスター 15 5 124 3 12，400

その他 24 8 286 7 28，600

スタッフォード侯爵（Worsley） 1 0 1，000 24 100，000

合計 308 100 4，233 100 423β00

出所）Polhns（1952），　p。92より作成。

・320・



表4・13　L＆M鉄道大株主一覧 （ポンド）

氏名 住所 職 式額
Mar　uess　of　Sta什ord Worsle 貴族 tOOO 100ρ00
J．B．　Pilkin　ton Live　ool 107 10，700

CharlesTa　leur Live　ool 商人・船主 98 9，800

R．G．　Lon　Rood　Ashton Wilts 75 7，500

Thomas　Richardson London 金融 75 7，500

1」ster　Ellis Liverpool 銀行家 56 5，600

Richard　Dawson Liverpool 保険業 47 4，700

Jos　ChristopherEwart Liverpool 45 4，500

Thomas　Murdock London 35 3，500

R．B．　Phillips London 31 3，100

合計 1569 156900

出所）Carlson（1969），　p．153より作成。

表4・14L＆M鉄道株主の職業分布の推移（1838年、1845年） （千ポンド）

1826 1838 1845
職業

持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％

商人 167 55 180．7 43 145 17 236 17 3529 21

製造業 12 4 7β 2 19 2 43 3 67．5 4

銀行 14 5 114 3 11 1 21 2 35．1 2

専門職 23 8 352 8 53 6 128 9 134．6 8

その他 6 2 3 1 37 4 67 5 43．1 3

地主貴族 1 0 0β 0 4 0 7 1 43 0

ジェントルマン・ 74 24 168 40 137 16 395 29 7058 43

不明 6 2 149 4 229 26 34 2 35．5 2

女性 1 0 04 0 242 28 449 33 272．2 16

合計 304 100 421．5 100 877 100 1380 100 1651 100

出所）M．C．　Reed，　In　vestm　en　t　in　Railways　in　Britain，1820－1844，　1975，　p．124より作成。

表4・15取締役一覧（1826年5月29日：第1回株主総会）と実務担当者

取　役氏名（役職） 職 住所
James　Bradshaw，　RN※

James　Lock※ 監査役

スタッ

tオード侯

ﾝによるJames　Sothem※
Robert　Benson 商人 Live耳》ool

役陰氏名（社名） 牒 師James　Bourne
　商人

Y鉱経営
Liverpo◎1

会計事務　　附 繍
L
i

給引ま年程日菰n札ド

Thomas　Shaw　Brandreth 弁…士 Live　ool 法律事務

Lister　Ellis 銀行家 Live　ool APit底R枇＆Q）
掬護士 Livαμd 鮨

Robert　Gladstone 商人 Live　ool

Richard　Harrison 人 Liverpool
主任ぢ師

fめ9∋S㎏ph㎜

鉄道肢師　　　も

卜b～副e 給引ま曜日騨ド

Adam　Hodgson Liverpool

CharlesLawrence（会長） 元市長 Liverpool

John　Moss（副会長） 銀行家 Liverpo◎1

William　Rathbone 人 Liverpool

William　Rotheram 人 Liverpool

Jose　h　Sandars 穀物商 Live　ool

出所）National　Archives（1（ew），　RAIL37　1／7（L＆M鉄道株主総会議事録）より作成。
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表4・16　L＆M鉄道の資本構造 （ポンド）

可 可
ら

ら　　入 発一
1826 7Geo4　c，　xlix 510000 127500 5100×£100 一法慧立法）
1827年 7＆8Geo4　c．　XXI 100000 政．　入（Exche　uer　Bills）

1829年 10Geo．4　c．xxxv 127，500 5，100x£25 送。門に充当
1831年 1Wm．4　c．　li 159375 6375x£25 路　自成のため
1832年 2Wm．4　c．　xlvi 200，000 支線建設のため
1837年 7Wm．4　c．　xxvii 400，000 路線完成のため
1839 2Vic．c，　xli 208000
1845 8＆9Vic．　c．　xccllI 805，000

出所）National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録）、　RAIL371／13

（L＆M鉄道株主一覧）及びPolhns（1952），　p．91より作成。

表4・17100ポンド株式（左）及び25ポンド株式（右）の払込状況と株券（ポンド）

回 ム込　日 ム込 回 ム込期日 ム込額
1 1824　8月 3 一回目の設ユ言願に・けて 1 1829　7月10日 10
2 1825年3月 3 一回目の設立請　に向けて 2 1829年10月15日 10
3 1826年1月 3 二回目の設立請　に向けて 3 1830年1月15日 5
4 1826年8月1日 11

　鴨 25
5 1828年1月10日 13

6 1828年5月1日 15

7 1828年9月15日 15

8 1828年12月29日 10

9 1829年4月6日 10

10 1830　3月31日 10

ロ言 93

注）残りの7ポンドの払込期日が不明である。

出所）National　Archives（Kew），　RAIL37111（L＆M鉄道取締役会議事録）より作成。

図4・18L＆M鉄道の錬鉄製エッジ・レール

∫だmeNsN∫ρN’s翅？∂び6〃ア縁o《〆RAtL擢29

　M4ノ》c〃E57ER£〃〆ERpee乙　ノ～L　yr，

注）下部が膨れているのは強度を増すためであり、魚の腹に似ていることから魚腹型

（丘sh・belly）レールと呼ばれる。この構造は、1816年にニュ・一一・一カッスルのウォーカーで製

鉄所を経営するウィリアム・ロッシュ（William　Losh）とG．スティーブンソンが特許を

取得した鋳鉄製レールにも見られた。

出所）C．E．　Lee，　The　Evolution　OfRa1／ways，1937，　p．53より。
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表4－19L＆M鉄道の蒸気機関車一覧

関　名 運行開始日
勉

配列 シリン　ー 開　日当日の運　手
Rocket 1829年10月 Stephenson＆Co． 0－2－2 8×17 Joseph　Lock
Meteor 1830年1月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 10×16 Anton　Hardin
Comet 1830年1月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 10x16 William　Allcard

Arrow 1830年1月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 10×16 Frederick　Swanwick
Darヒ 1830年2月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 11×16 Thomas　L．　Gooch
Phoenix 1830年6月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 11×16 Robert　Ste　henson　Jr

North　Star 1830年8月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 11×16 RoberヒSte　henson，　Sr

Norヒhumbrian 1830年8月 Ste　henson＆Co． 2－2－0 11×16 Geor　e　Ste　henson
Planet 1830年10月 Ste　henson＆Co． 0－2－2 11x16
Ma’estic 1830年11月 Ste　henson＆Co， 2－2－0 11×16
Merc　ury 1831　1月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11x16
Mars 1831年1月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11×16
Samson 1831年2月 Stephenson＆Co． 0－4－0 14x16
Jupiter 18312月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11×16
Goliath 1831年3月 Stephenson＆Co． 0－4－0 14×16
Saturn 1831年4月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11×16
Sun 1831年4月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11×16
Venus 1831年4月 Ste　henson＆Co． 2－2－0 11x16
Vulcan 1831年5月 Fenton，　Murra 2－2－0 11×16
Etna 1831年6月 Ste　henson＆Co． 2－2－0 11×16
Fu 1831年8月 Fenton，　Murra 2－2－0 11×16
Victo 1831年9月 Ste　henson＆Co． 2－2－0 11×16
Atlas 1831年10月 Ste　henson＆Co． 0－4－0 12×16
Vesta 1831年11月 Ste　henson＆Co． 2－2－0 11×16
Milo 1832　3月 Ste　henson＆Co． 0－4－0 12×16
Uver 1832年4月 Bu 2－2－0 11x16
Pluto 18328月 Stephenson＆Co． 2－2－0 12×16
Caledonian 1832年8月 Galloway 0－4－0 12×16
Ajax 1832年11月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11×18
Leeds 1833年1月 Fe　nton，Murray 2－2－0 11×16
Firefly 18333月 Stephenson＆Co． 2－2－0 11x18
Expehment 18333月 Sharp，　Robert 2－2－0 13．5x16
Patentee 1834年3月 Stephenson＆Co． 2－2－2 11x18
Titan 1834年9月 Ta　Ieur 0－4－0 11x20
Orion 1834年10月 Ta　leur 0－4－0 11x20
Swiftsure 1834年10月 Forrester 2－2－0 11×18
Ra　id 1835年12月 Ta　Ieur 2－2－2 12x18
SeedwelI 1835年12月 Ta　Ieur 2－2－2 12×18
Hercules 1835年12月 Mather，　Dixon 0－4－2 15×16
Eclipse 1835年12月 Tayleur 0－4－0 12×18

出所）National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録）及びRonald　Tomas，

The　Liverpoo1　（S｝　Manchester　Railway，1980より作成。

表4・201826年設立法の上限運賃一覧

①他社による料金（Tonnage　Rates）

品目 法定上限 備

石灰石 1ペンス トン・マイル当たり

石炭、石灰、こやし、混合肥料、道路補修用資材 1．5ペンス トン・マイル当たり

コークス、下等無煙炭、木炭、消し炭、石材、砂、

S土、舗装用敷石、レンガ、タイル、スレート
2ペンス トン・マイル当たり

砂糖、穀物、小麦粉、染木、材木、おけ板、鉛、鉄、

ｻの他金属
2．5ペンス トン・マイル当たり

綿花、羊毛、皮革、薬剤、製造品、その他 3ペンス トン・マイル当たり
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②他社による通行料（TollS）

項目・距 蓑　上限 用

10マイルを超えない距離 1シリング6ペンス

10マイルを超え20マイルを超えない距離 2シリング6ペンス
一人当たり

20マイルを超える距離 4シリング

馬、ラバ、ロバ、その　　引用家　、雄　、　　、

諮ｨしていない雄牛
15マイルを超えない距離 2シリング6ペンス

15マイルを超える距離 4シリング
一頭当たり

子牛、羊、子羊、豚

すべての距離 9ペンス

③L＆M鉄道による輸送料（Rates　fbr　Carriage）

項目 筆　上限
石灰、石灰石、こやし、混ロ肥欺、　　　多用二材、

ﾎ材、砂、粘土、舗覧用　石、材木、おけ板
8シリング トン当たり

砂糖、　物、小麦粉、染木、ラード、鉄、その他金属 9シリング トン当たり

綿花、羊毛、皮革、薬剤、食料雑貨、製造品 11シリング トン当たり

ワイン、蒸留酒、硫酸、ガラス、他の危険物 14シリング トン当たり

石炭、コークス、下等無煙炭、木炭、消し炭 2．5ペンス トン・マイル当たり

旅客、家畜、その他動物 眠土によりΣ　さ　た’切ま巨r’”ミ

出所）以上、7Geo．　IV．　c．49（5　May．1826）より作成。

表4・21L＆M鉄道の上限運賃とニュー・キー社の現行水上輸送運賃（1829年9月）

送品目 L＆M　道の法　上限運賃 ニュー・キー社の現在運賃
綿花 11sノトン 15s．／トン

砂糖 9sノトン 12s．6d．／トン

　穀物
iD　Goods）

9sノトン 10s／トン

平均 10s．／トン 13s．2dノトン

出所）ニュー・キー社の運賃は、National　Archives（1（ew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役

会議事録），28September　1829、　L＆Mの運賃は表4・20③より作成。

表4・22・L＆M鉄道とニュー・キー社書記との間で合意した運賃表（1829年12月）

輸送品目
ニュー・キー社が水路

ﾅ輸送する場合の運賃

ニユー・　　土が，’

ﾅ輸送する場合の運賃

@　　　（A）

ニユー・キー社が’

?ﾐに支払う料金

@　　　（B）

ニュー・キー社の取り分

@　　（A）一（B）

，・　ヒ 15シリンク 14シリング 10シリンク6ペンス 3シリンク6ペンス

礫 10シリング 10シリング 6シリング6ペンス 3シリング6ペンス

10シリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリン劣ペンス

コーヒー 12シリング6ペンス 10シリング 6シリング6ペンス 3シリン劣ペンス

染木 1αンリング 1αンリング 8シリング6ペンス 1シリング6ペンス

綿毛製品 ねシリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリング6ペンス

鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリン佛ペンス

アカネ 12シリンク6ペンス 12シリンク 8シリンク6ペンス 3シリンク6ペンス

ワイン、スヒリット 16シリンク8ペンス 16シリンク 10シリング6ペンス 5シリンク6ペンス

出所）National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　December　1829より作成。

一324・



表4・23ニュ・・一一L・キー社に適用される割引率

月間合計支払額 割引率

500ポンド以上1，000ポンド以下 5％

1，000ポンド以上1，500ポンド以下 10％

1，500ポンド以上 12．5％

出所）National　Archives（Kew），　RAIL371／1（L＆M鉄道取締役会議事録），28　December

1829より作成。

表4・24②の条件を採用した場合の運賃表

輸送品目

ニュー・キー社力水

ﾅ輸送する場合の運賃
@　　　（A）

ニュー・キ唄社が鉄道

ﾅ輸送する場合の運賃

ニュー・キー社力　道

?ﾐ1岐払う料金
@　　　（B）

ニュー・←社の取り分
@　　（A）一（B）

’巳
15シリング 14シリング 6シ1尤 9シリンク

礫 10シリング 10シリング 6シリング 4シリング

關 10シリング 9シリング 6シリング 4シリング

コーヒー 12シリング6ペンス 10シリング 6シリング 6シリング6ペンス

琳 10シリング 10シリング 6シリング 4シリング

綿毛製品 10シリング 9シリング 6シリング 4シリング

鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 6シリング 4シリング

アカネ　艮 12シリンク6ペンス 12シリンク 6シリング 6シリング6ペンス

ワイン、スヒリット 16シリンク8ペンス 16シリンク 6シリング 10シリンク8ペンス

出所）表4・22に基づき筆者作成。

表4・25③の条件を採用した場合の運賃表

輸送品目
ニュー・キー社が水路

ﾅ輸送する場合の運賃

ニュー・キ嘱社が繍

ﾅ輸送する場合の運賃

@　　　（A）

ニュー・キー社が道

?c岐払う料金
@　　　（B）

ニュー・キー社の取り分

@　　（A）一（B）

「騒 15シリンク 糾シリンク 5シリンク 9シリング

磯 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング

渤 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング

コーヒー 12シリング6ペンス 11シリング6ペンス 5シリング 6シリング6ペンス

鯨 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング

綿毛製品 ⑩シリング 9シリング 5シリング 4シリング

鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング

アカネの根 12シリンク6ペンス 刊シリング6ペンス 5シリング 6シリング6ペンス

ワイン、スヒリット 16シリンク8ペンス 15シリング8ペンス 5シリング 10シリング8ペンス

出所）表4－22に基づき筆者作成。
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表4・261830年5月31日までの総支出額

支出項目 £ 5．
d
． £ S． d． 瓢

広生 332 1 4 0

瓦　造 9724 4 4 1

99065 11 9 13

管理 1911 0

フェンス 10202 16 5 1

闘　　　噛　Cart　Establishment） 461 6 3 0

チャット・モス 27719 11 10 4

1および　耀 199763 8 27

送部門（Ca　in　De　artmθnt）

リヴァプールの駅、デポ、倉庫、会社他用の土地及び建物 35538
マンチェスター駅 6159
クーウン・ストリート　へのトンネル 2485
ガス灯 1046
蒸気　　　、　　、 10991 11 4 56219 11 4 8

盤整　（F。ma廿。n。f　R。ad） 20568 15 5 3

レール 67912 2 9

利子 3，629 16 7 0

土地 95305 8 8 13

会　華立（Ofrice　Establishment） 4929 8 5 1

‘会、法 28465 6 11 4

ブロックおよび枕木 20520 14 5 3

’，査 19829 8 7 3

1423 1 5 0

トンネル 34791 4 9 5

トンネル補 9，977 5 7 1

（Wa　on　Account 24185 5 7 3

雑費 2，227 17 3 0

合計 739，165 5 0 100

　出所）Henry　Booth，　An／Aceount｛Ofthe　Liverρoo1　andManchester　RailwaM　1830，　p．97よ

　　り作成。

図4－27ロンドンの科学博物館が所蔵する「ロケット号」（1829年）と旧リヴァプs－一一Eル・ロード駅（マ

ンチェスター側ターミナル）の倉庫及び旅客用ホーム（1830年）

出所）筆者撮影。
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図4・28L＆M鉄道の収入構造（上から石炭、貨物、旅客）

100％

80％

60％

40％

20％

0％

目石炭

翻貨物

口旅客

」汁　」汁　」汁　」汁　」汁　」汁」汁　」汁　1汁　壮卜」汁」汁　」ぜ」汁

¶－　　ov　　c》⊃　　寸　　」Ω　　o　　卜　　oo　　o　　o　　¶－　　c㌔」　　crつ　　「貯
oつ　　oつ　　oつ　　くつ　　eつ　　co　　oつ　　oつ　　eつ　　rぐ　　r3　　「守　　寸　　「ぐ
OD　　oo　　oo　　co　　oO　　QO　　Qo　　oo　　◎o　　oo　　o◎　　Qo　　oo　　oo
－　　　　一　　　　一　　　　，　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　”　　　　一　　　　一　　　　一　　　　F　　　　一

出所）Osborns’（］rand　Junction　Railway　Guide，1838及びThomas　J．　Donaghy，　Liverpool

and　Manch　es　ter　Rai7way（2ρθ畑施η1831－1845，1972，　pp．173－174より作成。

表4・29旅客運賃の推移

期 Mail　Coach 一 二

1830年9月15日～1831　1月10日 7シリング 3シリング6ペンス

1831　1月10日～1832年10月11日 6シリング 5シリング 3シリング6ペンス

1832年10月11日～1837年11月27日 6シリング6ペンス 5シリング6ペンス 4シリング

1837年11月27日～1840年4月 6シリング6ペンス 6シリング 4シリング6ペンス

出所）Bradshaw’s　Railway　7｝’me　Tables　andAssistan　t　to　Railway　7｝a　velling，　With　illustra　tive

maps　andplans，1839、1834年の広告、　Carlson（1969）、　Donaghy（1972）より作成。

図表4・30L＆M鉄道の旅客運賃表（1834年）および輸送風景（メール、一等、二等、貨車等）

等級 S．

d
．

一 両 4人乗り（Mail　Coach） 6 6

一 両 6人乗り 5 6

二 車両 Glass　Coaches 5 5

二等車両 Oen　Coaches 4
O
d
．

し品目 備 S．

4　　両の　し 1台につ 20

2　　両の　送 1台につき 15
．．，の 送 1頭 10

馬の 送 2頭 18

馬の
鰯

3頭 22

出所）L＆M鉄道の広告（1834年）及び1980年発行の切手より。
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表4－31L＆M鉄道の時刻表変遷（リヴァプール及びマンチェスター両駅からの発車時刻）

1830年

月曜日～土曜日

日曜日

1等列車

2等列車

1等列車

発　　刻 用

午前6時30分 2等列車

午前7時 1等列車

午後4時 1列
Q等列車

　
顧

　
吐瀦18

　削7　15分

午前10時
午前10時30分
午後12時
午後2時
午後3時
午後5時
午後5時30分

日曜日

　発　　刻
　目ll　7

午前8時
午後5時
午後5時30分

1　列

2　列

1等列車

2等列車
2等列車
1等列車
2等列車
1等列車

2等列車

　　

2　列
1等列車

1等列車

2等列車

1836年

午前7時15分

午前9時

午前10時

　列
2等列車

2等列車

1等列車

1839年

月曜日～土曜日

　　　30分

午後7時15分

日曜日

1等列車
2等列車

1等列車
2等列車

　　　30分

午後7時15分
1等列車
2等列車

出所）五肋（勧θw智丑ヨガ㎜ア肋θTab7es　andAssistan　t　to　Railway　7｝a　velling，　Wtth　lllustra　tive

maps　andplans，1839、1834年の広告、　Carlson（1969）、　Donaghy（1972）より作成。

表4・32リヴァプールおよびマンチェスターから中間駅までの運賃表

一等車 二等車 一等車 二等車
Liverpo。1発

距離

}イル S．

d
． S．

d
．

Manchester発
S．

d
． S．

d
．

Wavertree　Lane 1 6 1 0 Cross　Lane 1 6 1 0

Broad　Green 3．5 1 6 1 0 Eccles 1 6 1 0

Rob　Lane　Gate 5 1 6 1 0 Pathcroft 1 6 1 0

Hu　on　Lane　Gate 6．5 1 6 1 0 Barton　Moss 1 6 1 0
Rainhill 2 0 1 6 Bu　Lane 2 0 1 6

SuttQn 2 6 2 0 Bolton　Junc廿on 2 6 2 0

St　Helens　Junction 12 2 6 2 0 Parkside 3 0 2 0

Collins　Green 13 2 6 2 0 Newton　Brid　e 3 0 2 6

Warhn　on　Juncdon 14．5 3 0 2 6 Warhn　on　Junction 3 6 2 6

Newton　Brid　e 15．5 3 0 2 6 Collins　Green 3 6 2 6

Parkside 16．5 3 0 2 6 SしHelens　JuncUon 3 6 2 6

Bolton　Junc廿on 3 6 2 6 Sutton 4 0 2 6

Bu　Lane 21 4 0 2 6 RainhilI 4 0 3 0

Barton　Moss 24 4 0 2 6 Hu　on　Lane　Gate 4 0 3 0

Patricroft 26．5 4 6 3 0 Rob　Lane　Gate 4 6 3 6

Eccles 27 5 0 3 6 Broad　Green 5 0 3 6

Cross　Lane 29 5 6 4 0 Wavertree　Lane 5 6 4 0

Manchester 31 5 6 4 0 Liverpool 5 6 4 0

出所）Bra　dshaw’s　R∂ilwayπ加θTables　an　d・4ssistan　t　to　Railway　7｝a　velling，　with

illustra　tive　maps　andplans，1839、　Donaghy（1972）より作成。
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表4・33L＆M鉄道の損益計算書及び利益処分計算書（1841年下期：7月～12月）

損益計算書
Receipts（収入の部） £ S．

d
． £／（％） S．

d
．

C。achin　De　artment（旅客　送。門） 80，549 14 7 （59）

Merchandise　De　artment（貨　　送。門） 53，974 19 11 （39）

Coal　De　artment（石炭1送。門）　　　　． 3，006 3 4 （2）

Total（A） 137，530 17 10

Expenses（支出の部）

Bad　Debt 282 10 2 （0）

CoachingDisbursment 11，966 0 3 （17）

CarryingDisbursment 14，512 13 8 （21）

Coal　Disbursment 830 17 0 （1）

Carlage（L諏erpool＆Manchester） 1，479 14 11 （2）

Charge　for　D　irection 388 10 0 （1）

Compensation（Coaching） 98 9 0 （0）

Com　pensati◎n（Carryin） 100 8 8 （0）

Coach　Of『ice　Establishment 987 18 4 （1）

Engineering　Department 565 4 3 （1）

！nterest　and　Rent（lnterest） 1，773 10 6 （3）

Locomotive　P◎wer 17，891 3 7 （26）

Law　Disbursment 45 4 0 （0）

Maintenance　of　Wa 5，666 13 10 （8）

Nolth　TunnelDisbursment 1，874 16 7 （3）

Of下ice　Establishment 1，187 3 5 （2）

Pohce　Establishment 2ρ01 6 10 （3）

Pett　Disbursment 60 0 0 （0）

Re　airs　to　Walls　and　Fences 569 15 7 （1）

Stationa　En　ine　Disbursment 610 19 2 （1）

Tunnel　Disbursment 894 9 0 （1）

Tax　and　Rate 4，010 15 7 （6）

Waggon　Disbursment 2，282 1 4 （3）

Total（B） 70，080 5 7

Nett　Profit　for　Hal卜year　ending31st　December，1841（当期純利益）

iA）一（B）ニ（C）
67，450 12 3

利益処分計算書
Nett　Prof耐br　Hal卜ear　endin　31st　December，1841（当　　利益）（C） 67，450 12 3

surPulus　from　the　Haドーyear　ending　30th　June，1841（前期剰余金）（D） 6，731　17 4

Making　a　disposable　Fund　of（処分可月　金）　　　（C）＋（D）＝（Ei） 74，182 9 7

The　number　of　Sharesentitled　to　a　Dividend　am◎unts　to　12090　Hundred　Pound　Shares

The　Dir㏄t◎rsrecommend　a　Dividend　of£5　er　Share　　　　　　（F） 60，450 0 0

Also　the　paymnet　of　a　Third　instalment　of　the　Reserved　lnterest　viz．

On　the　51000ri　inal£100　Shares£1　rShare　　　　　　　　（G） 5100 0 0
And　on　the　5100　First　Quarter　Shares　2s．　er　Share　　　　　　　（H）　　　　　　　　　　， 510 0 0

Total（株式配当額合計）　　　　　　　　　（F）＋（G）＋（H）＝（1） 66，060 0 0

Balance（残局、当期剰余金）　　　　　　　　　　　　　（E）一（！）

so　be　carried　to　the　next　Half－　ear’s　Accounts．
8，122 9 7

出所）L＆M　Railway，、4　Sta　tem　en　t　Of　thθ　Receip　ts　and」Disb　ursemen　ts，　For　the　Halfe　Year

Ending　31st　Dθcember，1841．より作成。
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表4・34当初予測された収入構造と開業後の収入構造の比較

輸送対象 　鉄道による
A送量／人数推計

年間収入
ъv（£）

割合

開　’

ﾌ割合
i平均）

石炭 33万トン／年 20ρ00 25 3

客 250人／日 10ρ00 13 56
貨 500トン／日 50ρ00 63 41

合言
80，000 100 100

出所）Carlson（1969）他より作成。

表4・35　L＆M鉄道の収入、支出、利益の推移

入 出 利
1831 155，502 84405 71，097

1832年 155，608 94937 60，671

1833年 183，306 109250 74，055

1834年 199，683 124645 75，038

1835年 217430 133809 83，621

1836年 234，635 149581 85，053

1837年 226，000 143089 82，910

1838年 260，203 157933 102，270

1839年 269，562 158382 111，180
1840 265，797 135697 130，100
1841 264，742 133273 131，469
1842 238，322 120130 118，192
1843 229，991 109590 120，401

1844年 258，892 122204 136，687

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所）図4・28と同様。

図4－36L＆M鉄道の旅客、貨物、石炭収入の推移

　　　　160，000

　　　　140，000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139・513

　　　　1　20，000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111，460
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－←旅客収入

　　　　80，000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋貨物収入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一動石炭収入
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　　　　　　0
　　　　　　　　廿廿計廿計塒」汁計計廿廿廿廿廿
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所）表4・35より作成。
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表4・37リヴァプ・一一・一ル～マンチェスター間における貨物輸送量推移

」

♪ジ 口 （トンう マージーアーウ幻 陶 9　　目

年
所有者 所背者駐 合計 所有者

職
合計 備 臓

合計

1晒年 3α 162 磁12 ga 麗 12昌 12ZO1 191， 31a

1別0年 26 169，α訓 1 5
1

141 11731

1841年 26 154q 18027 74 鍛1 14a m 撚1 鎚
勅1646ゐ

1 121 1691 1　　1 1
1

1 32781

1843年 21， 225， 瓢99 5494 101， 15601 職1 336851 41a

18個年 19311 266，599 銘5釧 3642 10乳 14a 騒 訊 載7 19Q91

1845年 忽 241747 265β7 42 15匡 19亀 6δ2ア 鎚 4鱗71 2α逗239

1 291 以 鵬36 剛
164 214〔瓶 職 41a 娼 217416

184 1a1 2Z3， 餌1，95　　41β3 1 171， 6a1 鎚 41a781 191．1

1 1
6 麗 2凪　　　　2a 122 151， 組 3隣91 靱 181，

1 22 刎 294』9　　4805 135 184 フQ81 姻 佃
1 忽 囲0， 254，　　　29β6 129 15a 礁 鋤691 41a

1851 29　　　1フ21 矧， 91 13a 14Z 3ag27 31q791 釧a71

1田～年 2Z　　　201， 229，761 刀01 131， 1鍛1 億 33321 鎚
出所）W．T．　Jackman，　Thθ　Dθve70ρmen　t　of　7｝ansρorta　tion　in　Modern　England，　1966，　p．741より。

図4－38純利益と配当率の推移
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リヴァプールのクラウン・ストリート駅（左端：オムニバス、中央：インクラインのロープ）

手前に旅客の手荷物を運ぶポーターの姿が見える。また、リヴァプール市内（エッジ・ヒ

ル～クラウン・ストリート）では蒸気機関車が使用不可能なため、ロープ式インクライン

によって客車を動かした。

乗合馬車（Omnibus）一駅からこのような馬車に乗り換えて最終目的地まで移動した

鵜
、

歎

k無

蟻も》羅・

　
爵
　
　
羅

轟
署
，

　
魔
響

　　　di　　？di・ma　　tt　　　　　　　縛
　　　　　　　鰐　　　槍

出所）（）sborns　’　Grand。Junction　Railway（7uide，1838より。
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第5章図表編

表5・1　主要鉄道会社の事業構…造（1844年）

ン　　ニ

鉄道会社 マイル数 輸送区間 輸送主体 低 による

^搬£ S．
d
． £ S． d．

Great　Western道 118 London～BristoI 自土 0 18 0 2 3 0 独占

London　and団rmh　am鉄道 112 London～Bimin　ham 1 10 0 3 10 0 開放
Grand　Junction鉄道 98 Liver　ool～Birmin　am 自土 0 15 0 2 0 0 開放
South　Eastern道 88しondon～Dover 土 0 17 6 2 10 0

Sou廿1　Westem 77London～Southam　ton 0 19 0 1 8 6

Nor廿1　Midbnd 72 Derby～Leeds 土 1 5 0 2 で0 0 開

Newcastle　and　Carlisle 61 NewcasUe～Car1回e 0 10 0 1 5 0 開

Manchester　and　Leeds 60 Manchester～Leeds 1 0 0 2 0 0 開

Birmingham　and　Gloucester 53 B虻mingham～Gloucester 土 0 6 0 1 10 0 開

London　and　Brighton 52 London～Brighton 0 8 6 1 5 0 独
Eastern　Counties 51 London～Colchester 0 10 0 1 10 0 開

Edinburgh　and　Glasgow 46Edinburgh～Glasgow 土 0 5 0 0 17 6 開

Great　North　of　En　and鉄道 45York～Darlin　on 0 15 0 1 10 0 放

翫min　amandDerb　道 42B歓min　ham～Derb 自 0 6 0 0 15 0 放
1」ver　ool　and　Manchester道 31 Llver　ool～Manchester 自土 0 7 6 0 14 0

Manchester　and　Bimin　ham　道 31 Manchester～Crewe 自 0 6 6 0 10 0

Gla　ow　and　Greenock鉄道 22 Glas　ow～Greenock 自 0 4 0 0 10 0 放
North　Union鉄道 22 Prest◎n～Parkside 生 0 10 0 1 10 0 放
Lancaster　and　Preston 20 Lancaster～Preston 土 0 10 0 1 10 0

Preston　and　W　e　道 20 Preston～Fleetwood 土 0 3 4 0 5 0 独

合計 1，121
一 ｝

12 6 4 29 13 0
一

出所）Braithwaite　Poole，71venty　Short　Reasons　for　Railway　Companies　being

Themselves　the　Oarriers　if　Goods　Wl’thout　any」ln　tθハ7enin8　Parties　E皿宕掘η8　bθtwθen

Them　and　the　Pub7ic　on　the　sameprinerp’　le　as　They　arθ　Carriers（）fPassθngers，1844よ

り作成。

図5・2　初期イギリス鉄道の事業構造の変化（矢印の方向へ変化）

上下分離（オープン形態）

地域・水平方向

製品・業種方向

出所）図1・3より筆者作成。
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表5－3　初期イギリス鉄道の成長手段と方向

　　　　　方向

闥i
水平 垂直 多角化

内部成長 自社内での地 自社内での川 輸送対象の拡

事業部制 理的拡大 下分野への進 大（貨物から旅

子会社 （支線建設や新 出（線路会社 客へ）、サービ

線建設など） による輸送部 スの多様化、他

門への進出） 事業への進出

外部成長 他社との合併・ 他社の買収に 他社の買収に

合併 買収による地 よる垂直統合 よる他事業へ

買収 理的拡大、他 （線路会社によ の進出

アライアンス 社との相互乗り る旅客輸送会 （運河会社買収

相互乗入 入れ 社の買収によ による運河へ

リース る進出） の進出）

出所）筆者作成。

図5・4　コンソル公債の利率と鉄道会社の配当率推移

en　コンソル公債利回り

一一рv・Surrey鉄道配当率

欝S＆D鉄道配当率

一de・一一　L＆M鉄道配当率

一一 蝸v36社の平均配当率

8

6

4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　33麹5
2

　轟
撫弓　　　　　鴇

　　　　　　　’　　，コ　　
　　　舞娠麟　謙懸聯

　　　縣
、，〆≒毒蘇臨

82ﾙ・
　　　∫

薙　饗

霧105

・㌔み・・～撒へ堰～灘～＿＿♂盤．
33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33

025 　　　　　　　　　　　　　　025025

0

轟塁塁塁§塁塁§塁鎚巽蚤量塗鎚墨§堅§§難塁塁塁塁塁墾§塁塁塁塁墾塁茎鐸藝塁塁茎羅塁

出所）The　National　Archive　s（Kew），　RAIL6671415（S＆D鉄道各種資料集）、　B．　R．ミッチ

ェル編（犬井正監訳、中村壽男訳）『イギリス歴史統計』原書房、1995年、p．678、　Thomas

J．D．，　Liverpoo7　an　d　Manch　ester　Rai7way　Oρera　tions　1831・1845，　David＆Charle　s，1972，

p。175より作成。
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図5・7　グレイによる路線敷設計画（1822年）

　の　　　　ぐ　けエアインハフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューカッスル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1：・，，，mutL・

　　　　　　カ＿ライル，脳r≒

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼／ダラム

　　　　　　　　　　’　／l㌘　

　　　　　　　　　リヴァプール　　　　　　　　　　rwハル

　　　　　　　　　　　ti，mp・v・1
ホーリーヘッド　　　　　　　　　　　　　　　　陶恥珈

　　　　　　　　　　　　　　　fンチェスタY

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼婆納ノツテイ∴ツジ

　　　　　　　　　　　　　　tttma”ld

　　　　　　　　　　　バーミンガム

　　　　　　　　　　ノ　　　　RSdi　Aki」　tlh／〆　　　　　　　　　ポーツマス
　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　ノ
　　　　／
　　　輪＿茄

　　フアルマス

出所）Gray，　Observa　tions　on／A　Genera1　lron　Rai1・VVay，　fourth　edition，1822より。
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図5・8　グランド・ジャンクション（GJ）鉄道の路線図

　　　　　ニユート瞭クシヨン，諦

　　　　　　　リ　ァ　’ル

懸．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーミンガム

出所）Norman　W．　Wbbst磯砺翻加勧臨3鉱rα盈伽θ’孟ゐθ（］randJunetion　Rai7way，　1972より。

表5－9　GJ鉄道の株主地域分布

地域
1833 1835 1845

持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％
スコットランド 4 1 122 7 1454 6

アイルランド 4 1 3．5 0 7 1 46 3 67．4 3

北東部・ヨークシャ 4 1 2t5 2 5 1 62 3 68．3 3

リヴァプール 342 64 574．9 66 267 49 887 49 1359．7 55
マンチェスター 16 3 27．1 3 19 3 75 4 79．2 3

　エストモーランド、

宴塔Jシャ、チェシャ
37 7 47．4 5 35 6 232 13 214．7 9

スタッフォードシャ 15 3 19．8 2 10 2 39 2 64 3

ハーミンガム 53 10 83．8 10 5 1 23 1 1t6 0

ミッドラン 24 5 42．3 5 12 2 77 4 684 3

口
2 0 2．3 0 1 0 17 1 13．4 1

ロンドン 19 4 33．1 4 24 4 113 6 202．1 8

口
2 0 2．5 0 3 1 31 2 358 1

ウェールズ 3 1 2．7 0 3 1 28 2 19．7 1

西部、南ウェールズ 5 1 8 1 4 1 39 2 51．6 2

海外 1 0 1 0 1 0 8 0 8 0

その他 6 1 7．6
『
1

149 27 22 1 478 2

合計 533 100 877．5 100 549 100 1821 100 2457．1 100

出所）M．C．　Reed，　In　vestment　in　Railways　in　Britain，　1820－1844，1975，　p．128より作成。
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表5－10GJ鉄道の株主職業分布

1833 1835 1845

持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％

商人 260 49 461．1 53 187 34 338 19 731．9 30

製造業 52 10 66．6 8 21 4 54 3 44B 2

銀行 15 3 29．6 3 10 2 37 2 1668 7

専門職 62 12 88．6 10 49 9 212 12 320．1 13

その他 53 10 45 5 28 5 86 5 50B 2

地主貝 14 1 44 0

ジェントルマン他 78 15 175．7 20 93 17 536 29 836β 34

不明 130 24 23 1 198 1

女 13 2 10．9 1 31 6 521 29 2815 11

合計 533 100 877．5 100 549 100 1821 100 2456．7 100

出所）Reed（1975），　p．132より作成。

表5－11　GJ鉄道取締役一覧（1833年）

取締役氏名 GJ鉄道 その他の役職等

James　Boume L＆M鉄道取，役、リヴァプール　人

John　Cro　er　Junio吟 L＆M鉄道発起人、リヴァプール　人

Hardman　Earle L＆M鉄道取，　、リヴァプール　人

Richard　Harrison L＆M鉄道取，　、リヴァプール　人

Rober士son　Gladstone リヴァプール　人

James　He　worth L＆M鉄道発起人、リヴァプール　人

Jose　h　Hornb リヴァプール　人

Daniel　Ledsam リヴァプール資本家

Charles　Lawrence 副会長 L＆M鉄道会長、元リヴァプール　長

John　M◎ss 会長 L＆M鉄道副会長、リヴァプール銀行家

William　Rothe由am L＆M鉄道取、役、リヴァプール　人

Jose　h　Sandars L＆M鉄道取，役、リヴァプール　人

Charles　Ta　leur L＆M鉄道取，役、同土大　主、リヴァプール　人

John　Tumer リヴァプール資　家

Jose　h　Walker リヴァプール商人

出所）The　National　Archives　Kew，　RAIL220／7（株主総会議事録）、　RAIL220／12（株主名

簿）より作成。

参考資料5－a　L＆M鉄道取締役一覧（1826年5月）（第4章図表編表4・15より）

取　　氏名（職） 職 所

James　Bradshaw，　RN※

James　Lock※ 監査役

スタッ

tオード侯

ﾝによるJames　Sothern※

Robert　Benson 商人 Liverpool

James　Bourne
　商人

Y鉱経営
Liverp◎oI

Thomas　Shaw　Brandreth 弁蕾士 Live　ool

］ster　EIIis 銀行家 Live　ooI

Robert　Gladstone 商人 Live　ool

Richard　Harrison 人 Uverpool

Adam　Hodgson Liverp◎ol

CharlesLawrence（会長） 元市長 Liverp◎◎1

John　Moss幅桧：長） ．行 Liverpool

W川iam　Rathbone 人 Liverpool

William　Rotheram 人 LiverpooI

Jose　h　Sandars 穀物商 Live　ool
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史料5－12

史料5・13

バーミンガムからリヴァプールおよびマンチェスターまでの時刻表
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バーミンガムからリヴァプールおよびマンチェスターまでの運賃表（1838年）
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表5・14　GJ鉄道の経営成績

貨物収入 　利益
ia）一（b）年 撫客収入

商品収入 家畜収入 石炭収入 合計

その他
茁

総収入
@（a）

総支出
@（b）

1837年下 116740 1840 32 1，872 900 119513 56035 63478

1838　上 109902 11964 3262 15226 2739 128374 55444 72930

1838年下 161，410 13730 2，862 36 16628 1，215 179255 73714 105，541

1839年上 152，222 32482 4，257 255 36，994 2717 191936 87269 104，667

1839　下 187476 35220 3607 380 39207 6670 233356 115216 118140

1841　下 192，437 39883 4419 1462 45764 3，608 241816 104998 136818

1842　上 161358 36003 6785 1209 43997 2277 207635 93974 113661

1842　下 161445 35882 6813 1337 44032 2358 207837 88367 119470

1843年上 132，976 39198 9333 1120 49651 2464 185093 80，320 104773

1843年下 155861 44218 8867 1170 54255 2826 212944 85767 127177

1844年上 139031 45273 7810 1161 54，244 2152 195429 84309 111120

1844　下 161480 55687 8203 1708 65598 2090 229169 96593 132576

1845年上 151199 59390 11350 2185 72925 2199 226326 96636 129690

1845年下期 285，028 121，738 16，092 8，300 146，130 4，106 435268 180，499 254，769

注）①1837年下期の貨物収入には、石炭収入が含まれる。なお、1838年上期の石炭収入につい

ては不明である。②旅客収入には、小荷物（parcels）、馬、馬車（gentlemen’s　carriage）、郵便

物などが含まれる。③その他には、利子収入、不動産収入などが含まれる。④端数（シリングお

よびペンス）は省略している。⑤上期とは1～6月、下期とは7月～12月を示している。

出所）The　National　Archives　Kew，　RAIL220！7（株主総会議事録）より作成。

図5－15　GJ鉄道の収入構成比推移（下から旅客、貨物、その他家畜や石炭の収入）
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表5・16　区間別旅客収入の推移（1837年7月4日～9月2日）

区間（出発地→到着地）
1等旅客

i人）

2等旅客
@（人）

1等及び2等旅客収入
@　　（ポンド）

収入割合
@（％）

リヴァプール→バーミンガム 5708 2840 7893 19

バーミンガム→リヴァプール 6，542 3576 9，198 22

の　の駅→リヴァプール 4870 3300 3536 8

リヴァプール→その　の 4441 3320 3190 8

の他の駅→バーミンガム 5067 4297 2191 5

バーミンガム→　の他の駅 5748 5263 2476 6

マンチェスター→バーミンガム 2，588 978 3425 8

バーミンガム→マンチェスター 2567 1241 3535 8

クルー以南の駅→マンチェスター

iクルー除く）
800 674 895 2

マンチェスター→クルー以南の駅

iクルーを除く）
640 651 825 2

クルー以北の駅→マンチェスター

iクルー含む）
1，656 1，440 721 2

マンチェスター→クルー以北の駅

iクルー含む）
1，637 1，919 803 2

ある駅→他の駅 6621 15840 3237 8

旅客小計 48，888 45，341 41，942 100
小包（arcelS） 2396
．車（entlemen’S　Carria　eS） 1483
…（horses） 520

Ex　resses 120

総収入 46，462

71昏図

　出所）The　National　Archives　Kew，　RAIL220／7（株主総会議事録）より作成。

GJ鉄道の株価推移（1株100ポンド株式）
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図5・18　沿線の主要都市の人口推移（左からバーミンガム、リヴァプ・一一一・ル、マンチェスター）
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出所）House　of　Commons　Parliamentary　Papers，　Census（Of（］reat　Britain，1851より作成。

表5・19　ロンドン・ノース・ウェスタン鉄道の経営統計（1847年7月1日～1848年6月30日）

鉄道会社 マイル数
1 2 席 3 席 議会列車 合計

London　and　N。rth　Western鉄道 465 1018469 2671，897 871，514 t906299 6468180
割合 11 14 12 6 15 11

1848年6月30日までの鉄道業の総計 4，357 7，190，779 2L690，509 15，241，529 13ρ92，489 57，965ρ70

鉄道会社
1等席 2 3等席 議会列車 合計

貨物収入 収入合計

Lρnd。n　and卜b曲Westem鉄道 520，293 4851333 34，159 205，714 1．2451500 1ρ72β39 2，318，340

割合 29 21 5 23 22 25 23

1848年6月30日までの鉄道業の総計 11792，533 2，352，152 66tO38 902，851 5，720，382 4213」69 9，933，552

出所）Railway　Returns　for　the　United　Klr’ngdom，1849より作成。
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